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法
の
次
元
で
の
過
去
の
克
服
は
、
ま
ず
、
過
去
の
「
不
法
」
を
除
去
し
、
新
た
な
「
法
」
秩
序
を
作
り
上
げ
る
と
い
う
「
法
の
革
新
」

に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
第
三
帝
国
の
不
法
秩
序
を
廃
棄
し
、
自
由
主
義
的
で
民
主
的
な
国
家
体
制
と
法
秩
序
を
再
建
す
る
こ
と
が
、
新
国

家
に
と
っ
て
の
焦
眉
の
課
題
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
法
秩
序
は
、
そ
れ
を
担
う
官
僚
や
そ
れ
を
解
釈
・
適
用
す
る

法
律
家
の
法
思
想
と
も
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
法
の
担
い
手
な
い
し
適
用
者
の
交
代
も
、
ま
た
、
過
去
と
の
連
続
性
を

m
法
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ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

絶
っ
た
め
に
は
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
立
法
・
司
法
・
行
政
の
制
度
的
な
革
新
を
も
意
味
す
る
。
さ
ら
に
、
「
不
法
」
体
制
の

創
設
者
や
担
い
手
を
処
罰
し
、
不
法
体
制
の
中
で
「
違
法
」
行
為
、
す
な
わ
ち
、
犯
罪
を
行
っ
た
者
を
処
罰
す
る
と
い
う
の
も
、
過
去
の

克
服
の
重
要
な
手
段
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
後
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
不
法
国
家
に
よ
っ
て
生
命
や
財
産
を
奪
わ
れ
、
健
康
を
奪

わ
れ
た
人
々
に
対
し
て
、
そ
の
被
害
を
回
復
し
、
補
償
し
な
け
れ
ば
、
個
々
人
や
他
国
家
に
対
し
て
正
義
が
回
復
さ
れ
な
い
と
い
う
事
実

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
過
去
の
克
服
の
手
段
の
う
ち
、
本
章
で
は
、
と
く
に
「
法
の
革
新
」
の
問
題
と
「
補
償
」
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
。

法
の
革
新
の
諸
局
面

ま
ず
、
法
の
革
新
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
ナ
チ
不
法
国
家
の
も
と
で
実
行
さ
れ
た
犯
罪
の
刑
事
処
罰
の
問
題
を
論
じ
る
際
に
付
随
的
に

論
及
し
て
き
た
が
、
そ
こ
で
は
、
す
で
に
、
当
時
の
「
法
律
」
で
許
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
「
犯
罪
」
な
の
か
ど
う
か
、
換
言
す
れ
ば
、

不
法
国
家
に
お
け
る
「
法
律
」
は
、
「
法
」
だ
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
、
ナ
チ
犯
罪
の
処
罰
と
は
、
当
時
の
「
法
」
に
よ
る

べ
き
か
、
そ
れ
と
も
、
ナ
チ
犯
罪
の
処
罰
の
た
め
に
管
理
理
事
会
に
お
い
て
発
せ
ら
れ
た
現
在
の
法
律
を
遡
及
適
用
で
き
る
の
か
と
い
っ

た
問
題
が
中
心
的
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
も
と
よ
り
、
法
の
革
新
に
伴
う
問
題
は
、
ナ
チ
犯
罪
の
処
罰
の
局
面
の
み
に
と
ど
ま
ら

な
い
。
よ
り
一
般
化
し
て
言
う
な
ら
ば
、
む
し
ろ
、
戦
後
、
「
法
」
の
「
妥
当
」
は
、
次
の
三
つ
の
局
面
で
問
題
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。
第
一
に
、
ナ
チ
時
代
の
法
律
は
、
当
時
有
効
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
「
ナ
チ
ス
法
律
の
妥
当
性
」
の
問
題
、
第
二
に
、

ナ
チ
犯
罪
処
罰
に
あ
た
っ
て
、
管
理
理
事
会
法
一

0
号
を
遡
及
適
用
で
き
る
か
と
い
う
「
遡
及
適
用
の
可
否
」
、
す
な
わ
ち
、
「
新
法
の
遡

及
的
妥
当
」
の
問
題
、
第
三
に
、
当
時
の
法
律
が
戦
後
に
も
連
続
し
て
妥
当
す
る
か
と
い
う
「
ナ
チ
ス
法
の
継
続
的
妥
当
性
」
の
問
題
、

で
あ
る
。
第
一
の
問
題
は
、
ナ
チ
犯
罪
裁
判
に
お
け
る
「
法
律
の
形
を
と
っ
た
不
法
」
の
主
張
に
現
れ
る
も
の
で
あ
り
、
次
章
で
検
討
す

る
。
第
二
の
遡
及
適
用
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
第
三
章
第
四
節
に
お
い
て
論
じ
た
。
第
三
の
法
秩
序
の
連
続
性
の
問
題
が
、
本
章

(2) 
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一
九
四
五
年
五
月
に
第
三
帝
国
は
崩
壊
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
・
ラ
イ
ヒ
が
没
落
し
た
の
か
、
そ

(
2
)
 

れ
と
も
、
連
続
し
て
存
在
す
る
の
か
が
国
際
法
に
お
い
て
論
議
を
呼
ん
だ
。
こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
問
題
の
存
在
を
背
景
に
、
占
領
諸
国

は
、
ナ
チ
勢
力
や
ナ
チ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
ナ
チ
体
制
の
一
掃
お
よ
び
民
主
的
ド
イ
ツ
の
再
建
の
た
め
、
ま
ず
、
ナ
チ
の
不
法
体
系
を
解

体
し
て
、
新
た
な
法
体
系
と
の
連
続
性
を
断
ち
切
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
近
代
国
家
の
法
秩
序
と
は
、
国
家
体
制
や
経
済
・
社
会

秩
序
の
み
な
ら
ず
、
個
人
の
生
活
の
基
本
的
行
動
を
も
規
制
す
る
巨
大
で
精
密
な
も
の
で
あ
り
、
空
白
状
態
を
許
さ
な
い
不
可
欠
の
も
の

で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
ナ
チ
の
法
秩
序
を
全
面
的
に
否
定
し
て
、
す
べ
て
の
「
法
の
革
新
」
を
図
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
し
、

不
必
要
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
、

法
の
失
効
の
手
段

I 

ナ
チ
の
政
権
掌
握
の
後
に
ナ
チ
に
よ
る
「
法
の
革
新
」
が
、
当
初
、
と
く
に
旧
体
制
の

(
3
)
 

「
法
」
の
ナ
チ
的
「
解
釈
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
「
立
法
」
に
よ
る
法
の
全
面
改
正
が
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
た
。

連
合
国
の
管
理
理
事
会
は
、
ま
ず
、
立
法
に
よ
っ
て
、
典
型
的
な
ナ
チ
的
特
色
を
も
つ
基
本
的
な
「
法
律
」
を
失
効
さ
せ
、
廃
止
す
る

こ
と
を
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ナ
チ
の
法
体
系
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
方
法
は
、
明
文
で
失
効
を
宣
言
さ
れ
た
法
律
や
規
定

に
あ
い
ま
い
さ
を
残
さ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
何
が
廃
棄
さ
れ
、
何
が
継
続
し
て
い
る
か
に
つ
き
、
極
め
て
明
確
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
な
個
別
法
規
定
を
逐
一
法
律
に
よ
っ
て
失
効
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
次
に
、
ナ

チ
時
代
か
ら
存
続
し
て
い
る
法
律
・
規
定
に
つ
き
、
そ
の
適
用
原
理
・
解
釈
原
理
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
旧
い
革
袋
に
新
し

い
酒
を
入
れ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
は
、
適
用
原
理
・
解
釈
原
理
の
定
立
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
く
、
現
実
に
具
体
的
な
法

の
解
釈
を
ど
の
よ
う
に
行
う
か
と
い
う
各
論
的
な
問
題
を
残
す
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
々
具
体
的
な
条
項
や
概
念
に
つ
い
て
の

(3) す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
重
要
テ
ー
マ
で
あ
る
。

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

四



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

ら
れ
た
法
規
定
で
あ
る
と
い
う
判
断
を
下
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、
当
然
、
現
実
の
訴
訟
に
お
い
て
も
争
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
裁
判
所
が
、

よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
法
律
に
対
す
る
「
審
査
権
」
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
も
こ
こ
に
発
生
す
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
、

係
が
有
効
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
局
面
に
お
け
る
問
題
で
あ
る
。
ナ
チ
犯
罪
処
罰
に
お
い
て
は
、
こ
の
ナ
チ
時
代
の
「
法
律
」
の
有

効
性
が
、
そ
も
そ
も
そ
の
当
時
か
ら
そ
の
行
為
が
「
犯
罪
」
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
の
で
あ
り
、
重
要
な
問
題
と
な
る
。
も
う

―
つ
は
、
現
在
、

五

一
体
い
か
な
る
基
準
に
よ
っ
て
現
在
も
有
効
な
法
規
定
で
あ
る
、
あ
る
い
は
、
失
効
さ
せ

ナ
チ
の
「
法
」
で
あ
る
と
判
断
し
て
、
無
効
な
い
し
廃
止
を
宣
言
す
る
場
合
に
、
裁
判
所
に
ど
こ
ま
で
立
法
者
に

―
つ
は
、
ナ
チ
時
代
の
典
型
的
な
ナ
チ
的
「
法
律
」
や
そ
れ
を
前
提
と
す
る
法
律
関

ナ
チ
時
代
か
ら
存
続
し
た
法
や
規
定
が
有
効
か
ど
う
か
と
い
う
局
面
に
お
け
る
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
、

「
健
全
な
民
族
感
情
」
と
い
う
残
さ
れ
た
ナ
チ
ス
法
の
典
型
的
概
念
を
、
戦
後
の
新
た
な
国
家
観
・
法
理
観
の
も
と
で
ど
の
よ
う
に
解
釈

す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第
三
に
問
題
と
な
る
の
は
、
ナ
チ
時
代
の
「
判
決
」
は
、
有
効
で
あ
る
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。

ナ
チ
時
代
に
、
政
治
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
た
者
に
対
す
る
ナ
チ
の
裁
判
所
の
「
判
決
」
は
、
体
制
が
変
わ
っ
た
戦
後
に
お
い
て
、
ど
の
よ

う
な
基
準
で
、
ど
の
よ
う
な
範
囲
の
も
の
が
失
効
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
四
に
、
ナ
チ
体
制
に
お
い
て
官
僚
で
あ
っ
た
人
々
は
、

戦
後
も
な
お
、
新
た
に
誕
生
し
た
連
邦
共
和
国
の
官
僚
で
あ
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

補
償
の
意
義

い
わ
ば
、
ド
イ
ツ
国
家
の
第
三
帝
国
か
ら
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
へ
の
連
続
性
の
問
題
の
一
現
象
場
面
で
あ
る
。

4
 

さ
て
、

ナ
チ
の
不
法
体
系
の
克
服
に
お
い
て
は
、
と
く
に
戦
後
に
お
け
る
ナ
チ
ス
「
法
」
な
い
し
ナ
チ
ス
「
判
決
」
の
戦
後
へ
の
連

続
・
不
連
続
の
問
題
を
扱
う
も
の
で
あ
る
が
、
前
章
ま
で
に
お
い
て
詳
し
く
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
ナ
チ
犯
罪
の
処
罰
と
い
う
形
で
の

問
題
は
、
二
つ
の
局
面
を
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

解
釈
基
準
を
探
る
必
要
が
あ
る
。
基
本
的
に
、

i 



ド
イ
ツ

（
一
三
三
四
）

ナ
チ
の
「
不
法
」
の
克
服
、
つ
ま
り
、
処
罰
す
る
こ
と
に
よ
り
ナ
チ
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
た
不
法
状
態
を
止
揚
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

法
秩
序
の
侵
害
者
を
処
罰
す
る
こ
と
に
よ
る
「
ナ
チ
ス
法
」
の
否
定
、
法
の
回
復
を
企
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
い
わ
ば
刑
事
法

的
な
不
法
の
克
服
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
い
わ
ば
民
事
法
的
な
不
法
の
克
服
も
、
過
去
の
克
服
と
い
う
意
味
で
は
、
政
治
的
に
も
重
要
な
役

割
を
果
た
す
で
あ
ろ
う
。
ナ
チ
の
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
財
産
が
被
害
者
な
い
し
そ
の
遺
族
に
返
還
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
ナ
チ
に

よ
っ
て
奪
わ
れ
た
生
命
や
損
な
わ
れ
た
健
康
に
対
す
る
補
償
が
行
わ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
真
の
意
味
の
不
法
の
克
服
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
く
に
、
こ
の
こ
と
は
、
国
際
関
係
に
お
い
て
妥
当
す
る
。
ナ
チ
の
犯
罪
行
為
の
被
害
者
は
、
ド
イ
ツ
人
に
限
ら
ず
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
ハ

ン
ガ
リ
ー
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
、

（
ジ
プ
シ
ー
）

フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
近
隣
の
諸
国
に
及
び
、
さ
ら
に
、

ユ
ダ
ヤ
民
族
や
シ
ン
テ
ィ
と
ロ
マ

の
よ
う
に
民
族
単
位
で
国
籍
を
問
わ
ず
迫
害
さ
れ
た
被
害
者
も
い
る
。
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
が
、
第
三
帝
国
の
後
継
者
で

あ
る
こ
と
は
、
そ
の
体
制
の
否
定
の
上
に
成
り
立
つ
国
家
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
口
実
を
も
う
け
よ
う
と
、
否
定
す

べ
く
も
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
は
、
第
三
帝
国
の
過
去
の
犯
罪
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
被
害
を
原
状
回
復
し
、

補
償
す
る
道
義
上
の
責
務
を
負
う
。
そ
の
責
務
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
諸
国
な
い
し
民
族
と
の
国
際
的
・
民
族
的
和
解
あ
る
い

は
宥
和
は
も
た
ら
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
補
償
は
、
不
法
体
系
の
実
質
的
な
「
克
服
」
の
た
め
の
不
可
欠
の
手
段
で
あ
る
。

（
連
邦
共
和
国
）
に
お
け
る
補
償
は
、
そ
の
意
味
で
、
法
的
に
も
新
た
な
次
元
の
問
題
を
提
起
し
、
戦
後
ド
イ
ツ
の
政
治
文
化

や
国
際
関
係
に
お
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
提
起
を
も
た
ら
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
補
償
の
実
績
に
つ
い
て
も
、
評
価
は
分
か
れ
て
い
る
。

(
4
)
 

一
九
八
六
年
―
一
月
に
は
、
連
邦
政
府
は
、
ナ
チ
体
制
の
被
害
者
の
「
補
償
」
に
関
す
る
詳
細
な
報
告
書
を
議
会
に
提
出
し
た
が
、
そ
の

中
で
は
、
高
額
の
補
償
金
に
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
被
害
者
が
十
分
に
補
償
さ
れ
て
い
る
と
誇
ら
し
げ
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
他
方

で
は
、
そ
の
自
己
満
足
的
な
報
告
に
対
し
て
、
非
社
会
者
に
対
す
る
補
償
が
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
そ
の
補
償
の
実
態
は
、
強
制

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

...,__ 
ノ‘



(1) 

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

第
二
節
ナ
チ
「
不
法
」
の
立
法
に
よ
る
失
効

以
上
に
素
描
し
た
よ
う
に
、
本
章
の
テ
ー
マ
は
、

効
の
問
題
お
よ
び
補
償
の
問
題
で
あ
る
。

ナ
チ
ス
「
不
法
」
の
連
続
と
克
服
、

七

収
容
所
へ
の
一
日
の
収
容
に
対
す
る
補
償
が
、
五
マ
ル
ク
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
果
し
て
こ
れ
で
十
分
と
言
え
る
の
か
、
ま
た
、
歴
史

一
九
五
六
年
の
連
邦
補
償
法
は
、
多
く
の
被
迫
害
者
に
社
会
的
承
認
を
否
認
し
補
償
を
拒
絶
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の

人
々
に
は
、
そ
れ
は
新
た
な
屈
辱
で
あ
り
、
差
別
で
あ
り
そ
し
て
排
斥
で
は
な
か
っ
た
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、

六
年
の
連
邦
政
府
の
報
告
書
を
「
法
意
識
の
堕
落
の
表
現
」
で
あ
る
と
す
る
辛
辣
な
批
判
が
あ
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

ナ
チ
ス
法
に
よ
る
確
定
判
決
の
破
棄
な
い
し
失

(
1
)

本
稿
③
、
法
学
論
集
四
一
巻
一
号
一
六
九
頁
以
下
、
と
く
に
一
七
六
頁
以
下
参
照
。

(
2
)

本
稿
②
、
法
学
論
集
四
0
巻
六
号
九
五
頁
以
下
参
照
。

(
3
)
山
中
「
ナ
チ
ス
刑
法
に
お
け
る
『
法
の
革
新
」
の
意
義
ー
~
そ
の
解
明
の
試
み
ー
」
関
西
大
学
法
学
研
究
所
研
究
叢
書
第
三
冊
(
-
九
八
九

年
）
一
六
一
頁
以
下
参
照
。

(
4
)
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Dr. 1
0
/
6
2
8
7
.
 

(
5
)

こ
れ
に
つ
い
て
、

Vgl.
T
h
o
m
a
s
 L
u
t
z
/
A
l
w
i
n
 M
e
y
e
r
 (Hrsg.), A
l
i
e
 N
S
 
,
 
O
p
f
e
r
 a
n
e
r
k
e
n
n
e
n
 u
n
d
 e
n
t
s
c
h
a
d
i
g
e
n
,
 1
9
8
7
,
 
S. 7
.
 

(
6
)

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
裁
判
官
、
ハ
イ
ン
ツ
・
デ
ュ
ッ
ク
ス

(
H
e
i
n
z
Diix)

の
言
葉
で
あ
る
と
い
う

(Lutz,
A
l
i
e
 O
p
f
e
r
 d
e
s
 N
S
 
,
 Re
g
i
m
e
s
 

a
n
e
r
k
e
n
n
e
n
,
 in :
 Lu
t
z
/
M
e
y
e
r
,
 a. 
a. 
0
 ., 
s. 1
0
)

。

ナ
チ
ス
法
失
効
の
た
め
の
法
律

一
九
四
五
年
八
月
―
―

1
0
日
に
ベ
ル
リ
ン
に
設
立
さ
れ
た
連
合
国
の
共
同
の
占
領
支
配
の
中
央
機
関
で
あ
る
「
管
理
理
事
会
」
は
、
翌
月

的
に
み
て
も
、

（
一
三
三
五
）

一
九
八



①
 (

h
)
 

(
g
)
 

(f) 

(

e

)

 

(
d
)
 

(

C

)

 b
)
 

(

a

)

 

の
九
月
二

0
日
に
は
、
す
で
に
、
ナ
チ
ス
の
法
律
を
失
効
さ
せ
る
た
め
の
法
律
を
制
定
し
、
以
後
、
管
理
理
事
会
法
や
軍
政
府
の
法
律
な

い
し
一
般
的
指
令
に
よ
っ
て
、
ナ
チ
ス
法
の
失
効
が
宣
言
さ
れ
る
。
ま
ず
、
管
理
理
事
会
法
第
一
号
は
、

治
的
性
質
を
も
つ
一
六
の
最
も
重
要
な
法
律
お
よ
び
緊
急
事
態
法
を
失
効
さ
せ
た
。
授
権
法
、
多
数
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
犯
罪
化
す
る
法
律
、

ナ
チ
国
家
を
保
護
す
る
た
め
の
法
律
、
命
令
が
失
効
さ
せ
ら
れ
た
。
以
下
で
は
、
こ
の
法
律
の
内
容
を
掲
げ
て
お
こ
う
。

一
九
四
五
年
九
月
二

0
日
の
管
理
理
事
会
法
第
一
号

〔
第
一
条
〕

政
治
的
性
質
を
も
っ
た
次
の
法
律
、
ま
た
は
、

棄
さ
れ
る
。
そ
れ
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
補
充
的
法
律
、
施
行
規
定
、
命
令
お
よ
び
布
告
を
含
む
。

一
九
三
三
年
三
月
二
四
日
の
民
族
と
ラ
イ
ヒ
の
危
急
の
除
去
の
た
め
の
法
律

(
R
G
B
I
1
/
4
1
)
 

一
九
三
三
年
四
月
七
日
の
職
業
官
吏
の
再
建
の
た
め
の
法
律

(
R
G
B
I
1
/
1
7
5
)
 

ナ
チ
政
権
が
依
存
し
て
い
た
政

ナ
チ
体
制
が
そ
の
上
に
依
拠
し
て
い
た
非
常
事
態
法
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
明
示
的
に
廃

一
九
三
四
年
四
月
二
四
日
の
刑
法
と
刑
事
訴
訟
法
の
諸
規
定
の
改
正
の
た
め
の
法
律

(
R
G
B
I
1
/
3
4
1
)
 

一
九
三
三
年
五
月
一
九
日
の
国
家
の
象
徴
の
保
護
の
た
め
の
法
律

(
R
G
B
I
1
/
2
8
5
)
 

一
九
三
三
年
七
月
一
四
日
の
党
の
新
結
成
に
対
す
る
法
律

(
R
G
B
l
1
/
4
7
9
)
 

一
九
三
三
年
七
月
一
四
日
の
国
民
投
票
に
関
す
る
法
律

(
R
G
B
I
1
/
4
7
9
)
 

一
九
三
三
年
―
二
月
一
日
の
党
と
国
家
の
統
一
の
確
保
の
た
め
の
法
律

(
R
G
B
I
1
/
1
0
1
6
)
 

一
九
三
四
年
―
二
月
二

0
日
の
国
家
と
党
に
対
す
る
陰
険
な
攻
撃
に
対
す
る
、
お
よ
び
党
の
制
服
の
保
護
の
た
め
の
法
律

(
R
G
B
I
 1
/
1
2
6
9
)
 

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

八

（
一
三
三
六
）
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z
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(
y
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(
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(
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(
P
)
 

(
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(

n
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(
m
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(
l
)
 

k
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j
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ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

一
九
三
五
年
九
月
一
五
日
の
ラ
イ
ヒ
国
旗
法

(
R
G
B
I
1
 ¥
 1
1
4
5
)
 

九

一
九
三
五
年
九
月
一
五
日
の
ド
イ
ツ
人
の
血
と
ド
イ
ツ
人
の
名
誉
の
保
護
の
た
め
の
法
律

(
R
G
B
I
1
 ¥
 1
1
4
6
)
 

一
九
三
五
年
九
月
一
五
日
の
ラ
イ
ヒ
国
籍
法

(
R
G
B
I
1
 ¥
 1
1
4
6
)
 

一
九
三
六
年
二
月
一

0
日
の
秘
密
警
察
に
関
す
る
プ
ロ
イ
セ
ン
法
律
(
G
.
S
.
 2
1
)
 

一
九
三
六
年
―
二
月
一
日
の
ヒ
ト
ラ
ー
・
ユ
ー
ゲ
ン
ト
に
関
す
る
法
律

(
R
G
B
I
1
 ¥
 9
9
3
)
 

一
九
三
八
年
四
月
二
二
日
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
中
小
企
業
の
偽
装
の
支
援
防
止
の
た
め
の
法
律

(
R
G
B
I
1
 ¥
 4
0
4
)
 

一
九
三
八
年
四
月
二
六
日
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
財
産
の
申
告
に
関
す
る
命
令

(
R
G
B
I
1
/
4
1
4
)
 

一
九
＿
―
-
八
年
七
月
六
日
の
ド
イ
ツ
・
ラ
イ
ヒ
の
営
業
令
の
改
正
の
た
め
の
法
律

(
R
G
B
I
1
 ¥
 8
2
3
)
 

一
九
三
八
年
八
月
一
七
日
の
姓
名
の
改
名
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
た
め
の
第
二
命
令

(
R
G
B
I
1
/
1
0
4
4
)
 

一
九
三
八
年
一

0
月
五
日
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
旅
券
に
関
す
る
命
令

(
R
G
B
I
1
 ¥
 1
3
4
2
)
 

一
九
三
八
年
―
一
月
―
二
日
の
ド
イ
ツ
の
経
済
生
活
か
ら
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
排
除
の
た
め
の
命
令

(
R
G
B
I
1
 ¥
 1
5
8
0
)
 

一
九
三
八
年
―
一
月
二
八
日
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
公
衆
の
面
前
へ
の
出
現
に
関
す
る
警
察
命
令

(
R
G
B
I
1
 ¥
 1
6
7
6
)
 

一
九
四

0
年
八
月
一
日
の
ド
イ
ツ
血
統
の
証
明
に
関
す
る
命
令

(
R
G
B
I
1
 ¥
 1
0
6
3
)
 

一
九
四
一
年
九
月
一
日
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
標
識
に
関
す
る
警
察
命
令

(
R
G
B
I
1
 ¥
 5
4
7
)
 

一
九
四
一
年
一

0
月
三
日
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
職
業
に
関
す
る
命
令

(
R
G
B
I
1
 ¥
 6
7
5
)
 

一
九
四
二
年
―
二
月
二
＿
日
の
ナ
チ
党
の
法
的
地
位
に
関
す
る
総
統
の
布
告

(
R
G
B
I
1
 ¥
 7
3
3
)
 

一
九
四
四
年
六
月
一
九
日
の
ラ
イ
ヒ
に
滞
在
す
る
東
部
労
働
者
の
明
示
に
関
す
る
警
察
命
令

(
R
G
B
I
1
 ¥
 7
3
3
)
 

（ニ―――二七）



用
し
よ
う
と
し
た
も
の
は
刑
事
訴
追
さ
れ
る
と
い
う
効
果
を
定
め
た
。

不
利
益
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

b
)
 に

よ
っ
て
、
又
は
、

(
a
 

〔
第
二
条
〕

ド
イ
ツ
の
法
律
は
、
次
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
適
用
す
れ
ば
不
正
義
ま
た
は
不
平
等
が
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
は
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
、

何
人
か
が
、

〔
第
三
条
〕

い
か
な
る
時
に
発
布
さ
れ
た
か
を
問
わ
ず
、
裁
判
上
ま
た
は
行
政
上
、
適
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

ナ
チ
党
と
の
そ
の
関
係
に
基
づ
い
て
、
そ
の
支
部
ま
た
は
付
属
の
機
関
へ
の
関
係
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
る
こ
と

何
人
か
が
、
そ
の
人
種
、
国
籍
、
そ
の
信
仰
、
ま
た
は
ナ
チ
党
に
対
す
る
敵
対
に
基
づ
い
て
、
ま
た
は
そ
の
学
説
に
基
づ
い
て
、

本
法
律
に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
た
何
ら
か
の
法
律
を
適
用
し
、
ま
た
は
適
用
し
よ
う
と
し
た
者
は
、
刑
事
訴
追
に
さ
ら
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
管
理
理
事
会
法
第
一
号
は
、
と
り
あ
え
ず
、
重
要
な
一
六
の
ナ
チ
の
法
律
、
命
令
を
失
効
さ
せ
、
こ
れ
ら
の
法
律
を
適

正
義
な
い
し
不
平
等
が
惹
き
起
こ
さ
れ
る
事
案
に
は
、

い
か
な
る
法
律
も
適
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
一
条
を
置
い
た
に
と
ど
ま
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
失
効
さ
せ
ら
れ
る
ぺ
き
法
律
の
カ
タ
ロ
グ
は
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
は
、

理
事
会
法
第
一
―
号
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
、
そ
こ
で
は
、
と
く
に
刑
法
上
の
類
推
を
、
そ
し
て
「
健
全
な
民
族
感
情
」
に
よ
る
処
罰
を
認

め
た
刑
法
二
条
、
大
逆
罪
、
ラ
ン
ト
反
逆
罪
（
刑
法
八

0
条
ー
九
四
条
）

何
ら
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。

二
、
右
に
掲
げ
た
法
律
の
廃
棄
は
、

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

（
一
三
三
八
）

一
九
三
三
年
一
月
三

0
日
以
後
に
発
布
さ
れ
、
上
記
の
法
律
に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
た
法
律
の
効
力
を

一
般
的
原
則
規
定
と
し
て
は
、
二
条
に
、
そ
の
適
用
に
よ
っ
て
不

お
よ
び
差
別
的
な
特
別
刑
法
（
例
え
ば
、
戦
時
刑
法
命
令
、
民

一
九
四
六
年
一
月
三

0
日
の
管
理

1
0
 



(
g
)
 

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

(f) 

(

e

)

 

(
d
)
 

(

C

)

 

(
b
)
 

(

a

)

 

族
有
害
分
子
命
令
、

〔
第
一
条
〕

い
わ
ゆ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
・
ユ
ダ
ヤ
人
刑
法
命
令
）
を
廃
棄
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
現
在
の
文
言
に
お
け
る
一
八
七
一
年
五
月
一
五
日
の
ド
イ
ツ
帝
国
刑
法
典
の
以
下
の
規
定
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
明
示
的
に
廃
棄
さ

れ
る
。
二
条
、
二
条
b
、
九
条
、

―
―
二
条
、

四
三
条

a
、

〔
第
二
条
〕

一
六
条
三
項
、
四
二
条

a
五
号
、
四
二
条
K
、
八

0
条
か
ら
九
四
条
、

一
四

0
条、

一
四

0
条

a
、
一
四
0
条

b‘

一
四
一
条
、

一
四
一
条

a
、

一
八
九
条
三
項
、
ニ
―

0
条

a
、
ニ
ニ
六
条
b
、
二
九
一
条
、
三
五
三
条

a
、
三
七

0
条
三
号
。

一
、
以
下
の
法
律
は
、
あ
ら
ゆ
る
補
充
法
、
施
行
法
、
命
令
お
よ
び
布
告
を
含
め
て
、
こ
れ
を
も
っ
て
明
示
的
に
廃
棄
さ
れ
る
。

一
九
三
三
年
三
月
二
九
日
の
死
刑
の
言
渡
と
執
行
に
関
す
る
法
律

(
R
G
B
I
.
I
 
S
.
 
1
5
1
)
 

一
九
三
三
年
一

0
月
一
三
日
の
法
的
平
和
の
保
障
に
関
す
る
法
律

(
R
G
B
I
.
I
 

S. 
723) 

一
九
―
-
＿
四
年
七
月
三
日
の
国
家
正
当
防
衛
処
分
に
関
す
る
法
律

(
R
G
B
I
.
I
 
S
.
 
529) 

一
九
三
八
年
八
月
一
七
日
の
戦
時
お
よ
び
特
別
部
隊
（
戦
時
特
別
刑
法
令
）

1
9
3
9
 I
 

S
.
 
1
4
5
5
)
 

一
九
三
九
年
九
月
一
日
の
特
例
ラ
ジ
オ
放
送
処
分
に
関
す
る
命
令

(
R
G
B
I
.
I
 

S. 1
6
8
3
)
 

一
九
三
九
年
九
月
五
日
の
民
族
有
害
分
子
に
対
す
る
命
令

(
R
G
B
L
I
 

S
.
 1
6
7
9
)
 

条、

ニ
ニ
四
条

a
、

1
0
条、

②
 

一
九
四
六
年
一
月
三

0
日
の
管
理
理
事
会
法
第
一
―
号

1
0
二
条
、

一
四
二
条
、

（―-―-三九）

1
0
三

一
四
三
条
、

に
お
け
る
特
別
刑
法
に
関
す
る
命
令

(
R
G
B
I
.

一
九
三
九
年
―
一
月
二
五
日
の
ド
イ
ツ
民
族
の
防
衛
力
の
保
護
の
た
め
の
刑
罰
規
定
の
補
充
の
た
め
の
法
律

(
R
G
B
I
.
I
S
.
 



゜
二つ

〔
第
三
条
〕

第
一
条
な
い
し
第
二
条
に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
た
刑
法
典
の
規
定
お
よ
び
法
律
上
の
諸
規
定
に
対
す
る
、
そ
の
他
の
法
律
上
の
規
定
に
含

ま
れ
た
あ
ら
ゆ
る
参
照
指
示
、
な
ら
び
に
、
現
在
の
法
律
と
調
和
し
な
い
あ
ら
ゆ
る
刑
罰
法
規
は
、
同
様
に
し
て
一
切
の
法
的
効
力
を
失

〔
第
四
条
〕

二
、
同
様
に
廃
棄
さ
れ
る
の
は
、

(
P
)
 

(
O
)
 

(

n

)

 

(
m
 

(
l
)
 

(
K
 

(
．

J
)
 

(
i
 

(
h
)
 2

3
1
9
)
 

一
九
四

0
年
三
月
―
二
日
の
ラ
イ
ヒ
労
働
奉
仕
保
護
の
た
め
の
法
律

(
R
G
B
I
.
I
 
S
.
 4
8
5
)
 

一
九
四

0
年
三
月
二

0
日
の
ド
イ
ツ
民
族
の
金
属
収
集
の
保
護
の
た
め
の
法
律

(
R
G
B
I
.
I
 

S
.
 5
6
5
)
 （

一
三
四

0
)

一
九
四
一
年
―
二
月
四
日
の
併
合
さ
れ
た
東
部
に
お
け
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
刑
事
司
法
に
関
す
る
命
令

(
R
G
B
I
.
 I
 
S
.
 7
5
9
)
 

一
九
四
一
年
―
二
月
二
三
日
の
戦
線
用
冬
物
収
集
の
保
護
の
た
め
の
総
統
の
命
令

(
R
G
B
I
.
I
 

S
.
 7
9
7
)
 

一
九
四
二
年
三
月
ニ
―
日
の
軍
需
経
済
の
保
護
の
た
め
の
総
統
の
命
令

(
R
G
B
I
.
I
 

S
.
 
1
6
5
)
 

一
九
四
二
年
五
月
三
日
の
防
衛
力
の
武
器
標
識
の
保
護
に
関
す
る
命
令

(
R
G
B
I
.
I
S
.
 2
7
7
)
 

一
九
四
四
年
八
月
二
五
日
の
全
面
戦
争
の
確
保
の
た
め
の
命
令

(
R
G
B
I
.
I
 

S
.
 
1
8
4
)
 

一
九
四
四
年
九
月
一
六
日
の
ド
イ
ツ
の
港
湾
に
お
け
る
船
舶
の
入
港
に
関
す
る
警
察
命
令

(
R
G
B
I
.
I
 
S
.
 2
2
3
)
 

一
九
四
五
年
一
月
二
六
日
の
戦
線
部
隊
の
確
保
の
た
め
の
命
令

(
R
G
B
I
.
I
S
.
 2
0
)
 

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

一
九
四
一
年
九
月
四
日
の
帝
国
刑
法
典
の
改
正
の
た
め
の
法
律
第
一
条
で
あ
る
。



(
i
)
 

と
が
明
ら
か
に
な
る
。

第
一
条
と
第
二
条
に
お
い
て
記
さ
れ
た
法
規
お
よ
び
規
定
の
廃
棄
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
た
法
規
お
よ
び
規
定
に
よ
っ
て
廃
棄

〔
第
五
条
〕

本
法
の
一
条
に
お
い
て
記
さ
れ
た
法
規
、
ま
た
は
、
本
法
の
二
条
に
お
い
て
記
さ
れ
た
法
律
お
よ
び
規
定
の
廃
棄
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て

刑
法
典
の
他
の
規
定
ま
た
は
他
の
刑
事
法
が
廃
棄
さ
れ
、
改
正
さ
れ
る
別
段
の
立
法
の
発
布
を
、
決
し
て
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
。

本
法
に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
た
規
定
ま
た
は
法
律
上
の
規
定
を
適
用
し
、
ま
た
は
適
用
し
よ
う
と
し
た
者
は
、
刑
事
訴
追
に
晒
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。

軍
政
府
法
第
一
号
お
よ
び
ド
イ
ツ
軍
政
府
一
般
的
指
令

そ
の
他
の
妥
当
す
る
ナ
チ
ス
法
の
運
用
は
、
軍
政
府
法
第
一
号
に
お
け
る
、
お
よ
び
裁
判
官
に
対
す
る
軍
政
府
の
一
般
的
指
令
第
一
号

に
お
け
る
一
般
的
適
用
規
定
お
よ
び
解
釈
規
定
の
定
式
化
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
た
。
こ
の
軍
政
府
法
律
の
特
徴
は
、
管
理
理
事
会
法
一
号

お
よ
び
―
一
号
が
、
法
律
や
命
令
を
形
式
的
に
列
挙
し
て
失
効
さ
せ
、
あ
る
い
は
、
そ
の
適
用
に
よ
っ
て
不
正
義
な
い
し
不
平
等
を
も
た

ら
す
法
律
処
分
を
禁
止
し
、
ま
た
、
現
在
の
法
秩
序
に
矛
盾
す
る
法
律
を
廃
止
す
る
と
い
う
規
定
を
設
け
た
に
と
ど
ま
る
の
に
対
し
て
、

一
般
的
解
釈
規
定
を
設
け
て

可
能
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
廃
棄
さ
れ
る
べ
き
法
律
の
カ
タ
ロ
グ
を
列
挙
し
て
い
く
と
い
う
方
法
に
は
限
界
が
あ
る
こ

③
 

軍
政
府
法
第
一
号

（
第
三
条
）
、
な
お
存
続
す
る
法
律
、
命
令
の
「
解
釈
」
の
指
針
を
与
え
、
解
釈
に
よ
る
実
質
的
な
失
効
を

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

〔
第
六
条
〕

さ
れ
た
以
前
の
法
律
を
再
び
発
効
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
一
三
四
一
）



(
i
)
 

h
)
 

(g)
 

f
)
 

(
e
)
 

d
)
 

(

C

)

 

(
b
 

(
a
 

〔
第
一
条
〕
①

れ
る
」
と
し
、
そ
の
第
一
条
以
下
で
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

「
ド
イ
ツ
軍
政
府
ー
最
高
命
令
権
者
の
管
理
領
域
ー
'
|
法
律
第
一
号
」
「
ナ
チ
法
の
廃
棄
」
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

ま
ず
、
前
文
に
お
い
て
「
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
労
働
党
の
諸
原
則
と
諸
理
論
を
ド
イ
ツ
法
と
占
領
領
域
内
の
行
政
か
ら
根
絶
す
る
た
め
、
ド

イ
ツ
民
族
に
対
し
て
、
法
と
正
義
を
再
建
す
る
た
め
、
そ
し
て
、
法
律
の
前
の
平
等
の
原
則
を
再
導
入
す
る
た
め
、
次
の
よ
う
に
規
定
さ

一
九
三
三
年
一
月
三

0
日
以
降
導
入
さ
れ
た
次
の
ナ
チ
の
基
本
的
法
律
、
な
ら
び
に
全
補
充
法
お
よ
び
施
行
法
、
布

告
お
よ
び
諸
規
定
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
占
領
領
域
内
で
の
そ
の
効
力
を
喪
失
す
る
。

一
九
三
三
年
五
月
一
九
日
の
国
民
の
シ
ン
ボ
ル
の
保
護
の
た
め
の
法
律

(
R
G
B
L
I
,
 
2
8
5
)
 

一
九
三
三
年
七
月
一
四
日
の
政
党
の
新
形
成
の
禁
止
に
関
す
る
法
律

(
R
G
B
I
.
I
,
 
4
7
9
)
 

一
九
三
三
年
―
二
月
一
日
の
党
と
国
家
の
統
一
を
確
保
す
る
た
め
の
法
律

(
R
G
B
I
.
I
,
 
1
0
1
6
)
 

一
九
三
四
年
―
二
月
二

0
日
の
国
家
と
党
に
対
す
る
陰
険
な
攻
撃
に
対
す
る
、
そ
し
て
党
の
制
服
の
保
護
の
た
め
の
法
律

(
R
G
B
I
.
 I
,
 
1
2
6
9
)
 

一
九
三
五
年
九
月
一
五
日
の
ラ
イ
ヒ
国
旗
法

(
R
G
B
I
.
I
,
 

1
1
4
5
)
 

一
九
三
六
年
―
二
月
一
日
の
ヒ
ト
ラ
ー
・
ユ
ー
ゲ
ン
ト
に
関
す
る
法
律

(
R
G
B
I
.
I
,
 
9
9
3
)
 

一
九
三
五
年
九
月
一
五
日
の
ド
イ
ツ
次
の
血
と
ド
イ
ツ
人
の
名
誉
の
保
護
の
た
め
の
法
律

(
R
G
B
I
.
I
,
 
1
1
4
6
)
 

一
九
四
二
年
―
二
月
―
二
日
の

N
S
D
A
P

I
,
 
7
3
3
)
 

（
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
労
働
者
党
）

一
九
三
五
年
九
月
一
五
日
の
ラ
イ
ヒ
国
民
法

(
R
G
B
I
.
I
,
 

1
1
4
6
)
 

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

の
法
的
地
位
に
関
す
る
総
統
の
布
告

(
R
G
B
I
.

一四

（
ニ
ニ
四
―
-
）



(6) (4) (b) 

(

a

)

 

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

に
不
利
に
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

に
、
有
利
に
取
り
扱
わ
れ
、
又
は

よ
っ
て
適
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

(3) 〔
第
二
条
〕
法
命
題
の
適
用
禁
止
に
関
す
る
一
般
的
規
定

(2) 

一
五

そ
の
他
の
ナ
チ
法
律
は
、
軍
政
府
に
よ
っ
て
、
前
文
に
挙
げ
ら
れ
た
目
的
で
失
効
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
失
効
さ
せ
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。

い
か
な
る
ド
イ
ツ
の
法
命
題
も
、

等
が
次
の
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
な
何
ら
か
の
事
案
に
お
い
て
は
、
占
領
さ
れ
た
領
域
内
で
は
裁
判
所
ま
た
は
行
政
庁
に

何
人
か
が
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
労
働
者
党
に
対
す
る
、
そ
の
支
部
、
付
属
団
体
ま
た
は
被
後
援
組
織
に
対
す
る
そ
の
関
係
の
ゆ
え

何
人
か
が
、
そ
の
人
種
、
国
籍
、
信
仰
ま
た
は
そ
の
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
労
働
者
党
に
対
す
る
敵
対
、
お
よ
び
そ
の
学
説
の
ゆ
え

〔
第
三
条
〕

禁
止
さ
れ
る
。

一
般
的
解
釈
規
定

い
か
に
発
せ
ら
れ
、
ま
た
は
公
布
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
を
適
用
す
れ
ば
不
正
義
ま
た
は
不
平

ナ
チ
の
学
説
に
よ
る
ド
イ
ッ
法
の
解
釈
ま
た
は
適
用
は
、
そ
の
法
が
ど
の
よ
う
に
、
ま
た
い
つ
発
布
さ
れ
た
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

5
 

ツ
の
裁
判
所
の
判
決
、
官
庁
、
お
よ
び
官
吏
お
よ
び
法
律
論
文
は
、
も
は
や
引
用
さ
れ
、
ま
た
は
遵
守
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

ド
イ
ツ
法
の
解
釈
ま
た
は
適
用
に
対
す
る
典
拠
と
し
て
、
ナ
チ
ス
的
目
的
ま
た
は
学
説
を
唱
え
、
解
説
し
ま
た
は
適
用
す
る
ド
イ

一
九
三
三
年
一
月
三

0
日
以
降
に
発
効
し
た
、
そ
し
て
効
力
を
も
ち
続
け
て
い
る
ド
イ
ツ
法
は
、
文
言
の
明
確
な
意
味
に
対
応
し

て
解
釈
さ
れ
、
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
序
文
ま
た
は
そ
の
他
の
解
説
に
含
ま
れ
た
法
律
の
目
的
お
よ
び
解
釈
は
、
解
釈
に
あ
た
っ
て

（
一
三
四
三
）



(~11) 

〔
第
四
条
〕
刑
罰
の
制
限

起
さ
れ
、
判
決
が
下
さ
れ
、
刑
罰
が
科
せ
ら
れ
て
よ
い
。
類
推
の
適
用
の
も
と
で
の
、
ま
た
は
い
わ
ゆ
る
「
健
全
な
民
族
感
情
」
に
よ
る

行
為
の
実
行
の
時
に
効
力
を
も
つ
法
律
が
、
こ
の
行
為
を
明
示
的
に
可
罰
的
で
あ
る
と
宣
言
し
て
い
る
場
合
に
の
み
、
公
訴
が
提

行
為
の
処
罰
は
、
禁
止
さ
れ
る
。

⑧
残
虐
な
刑
罰
ま
た
は
過
度
に
重
い
刑
罰
は
科
せ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
死
刑
は
、

ま
た
は
軍
政
府
に
よ
っ
て
ま
た
は
そ
の
授
権
を
も
っ
て
公
布
さ
れ
た
法
律
に
よ
っ
て
死
刑
を
も
っ
て
威
嚇
さ
れ
た
行
為
を
除
い
て
、
廃
止

さ
れ
る
。

⑨
特
定
の
可
罰
的
行
為
に
つ
き
訴
追
さ
れ
て
い
な
い
者
の
逮
捕
、
お
よ
び
法
律
に
相
当
す
る
公
判
お
よ
び
有
罪
判
決
の
な
い
者
の
処

罰
は
、
禁
止
さ
れ
る
。

本
法
律
の
発
効
以
前
に
言
い
渡
さ
れ
た
が
、
本
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
、
ま
だ
執
行
さ
れ
て
い
な
い
あ
ら
ゆ
る
刑
罰
は
、
本
法
律

の
規
定
に
対
応
す
る
た
め
に
変
更
さ
れ
、
ま
た
は
廃
棄
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

〔
第
五
条
〕
刑
罰

（
ニ
ニ
四
四
）

本
法
律
の
規
定
に
対
す
る
一
切
の
違
反
は
、
軍
政
府
の
裁
判
所
に
よ
る
行
為
者
の
有
責
判
決
の
の
ち
、
そ
の
裁
量
に
よ
り
、
死
刑
を
除

く
一
切
の
許
さ
れ
る
刑
罰
を
も
っ
て
、
し
か
し
、
第
四
条
に
対
す
る
違
反
の
場
合
に
は
死
刑
を
も
含
め
て
、
処
罰
さ
れ
る
。

(
8
)
 

軍
政
府
一
般
的
指
令

次
に
、
西
側
占
領
地
域
に
お
い
て
発
せ
ら
れ
た
「
ド
イ
ツ
軍
政
府
ー
裁
判
官
に
対
す
る
一
般
的
指
令
ー
—
_
」
の
内
容
の
一
部
を
見
て

(10) 
考
察
外
に
と
ど
ま
る
。

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

一
九
一
＿
一
三
年
一
月
三
0
日
以
前
に
妥
当
し
た
、

一六



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

ら
な
い
限
り
で
、

④
 

城
塞
拘
禁
は
科
せ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
法
律
が
城
塞
刑
を
唯
一
の
刑
と
し
て
規
定
し
て
い
る
事
案
に
お
い
て
は
、
将
来
に
お

い
て
重
懲
役
ま
た
は
軽
懲
役
の
み
を
、
法
律
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
限
界
内
で
、
命
じ
ら
れ
て
よ
い
」
。

ソ
ビ
エ
ト
占
領
地
域

ソ
ビ
エ
ト
占
領
地
域
に
お
い
て
も
、
管
理
理
事
会
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
法
律
、
布
告
、
命
令
な
ど
が
、

手
段
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
、
管
理
理
事
会
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
法
規
範
が
「
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
立
法
に
よ
っ
て
意
味
が
な
く
な

(
9
)
 

一
九
五
五
年
ま
で
ア
ン
チ
・
フ
ァ
シ
ス
ト
的
民
主
的
秩
序
の
構
成
部
分
と
な
り
、
妥
当
し
た
」
の
で
あ
る
。
旧
い
法
律

を
明
示
的
に
非
ナ
チ
化
し
た
「
管
理
理
事
会
」
立
法
お
よ
び
「
ソ
ビ
エ
ト
軍
政
部
」

(
S
M
A
D
)
立
法
に
よ
っ
て
「
現
行
法
」
が
継
続
し

d
)
 

(

C

)

 

刑
法
典
四
二
条
K
は
適
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

さ
れ
る
。

は
な
ら
な
い
。
例
外
は
、
刑
の
加
重
被
告
人
の
犯
罪
歴
ま
た
は
犯
罪
行
為
の
頻
度
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
限
り
で
の
み
、
許

重
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
事
案
に
お
い
て
、

b
)
 

諸
君
に
、
そ
の
合
義
務
的
な
裁
量
に
従
っ
て
刑
罰
を
、
諸
君
が
法
と
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
、
及
び
、
犯
罪
を
制
圧
す
る
た

も
と
づ
い
て
、
あ
る
犯
罪
行
為
に
対
す
る
最
高
刑
が
、
こ
の
日
付
以
前
に
同
じ
犯
罪
行
為
に
対
す
る
最
高
刑
と
比
較
し
て
、
加

第
八
条

お
こ
う
。

め
に
必
要
で
あ
る
限
り
で
言
い
渡
す
責
任
を
委
ね
る
も
の
で
あ
る
。

a
項
に
よ
る
諸
君
の
一
般
的
責
任
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
諸
君
は
、

(
a
)
 

一
七

残
虐
な
、
ま
た
は
過
度
に
重
い
刑
罰
を
科
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
制
限
を
留
保
し
て
、
軍
政
府
は
、

い
っ
た
ん
一
九
三
三
年
一
月
三

0
日
に
発
せ
ら
れ
た
法
律
に

一
九
三
三
年
一
月
三

0
日
以
前
に
許
さ
れ
て
い
た
刑
量
を
越
え
る
刑
罰
を
言
い
渡
し
て

ド
イ
ツ
の
民
主
化
の
た
め
の

（
―
-
―
-
四
五
）



⑤

ま

と

め

収
集
し
て
い
な
い
の
で
、
将
来
の
研
究
に
委
ね
た
い
。

チ
的
思
想
方
法
を
含
ま
ず
、
そ
の
適
用
が
経
済
的
・
社
会
的
生
活
の
維
持
の
た
め
に
絶
対
的
に
必
要
で
あ
る
と
き
に
の
み
適
用
さ
れ
て
よ

の
規
定
が
、

い
」
と
す
る
。
ま
た
、

一
九
三
三
年
一
月
三

0
日
以
降
に
発
せ
ら
れ
た
訴
訟
法
に
つ
い
て
も
、

一
九
四
六
年
二
月
六
日
の
命
令
で
、
「
そ

ナ
チ
の
思
想
か
ら
独
立
な
法
的
展
開
の
結
果
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
」
さ
ら
に
継
続
し
て
妥
当
す
る
も
の
と
定
め
た
。
こ
れ

ら
の
解
釈
基
準
が
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
、
適
用
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
資
料
を

の
「
ザ
ッ
ク
セ
ン
ー
ア
ン
ハ
ル
ト
・
プ
ロ
ヴ
ィ
ン
ツ
政
府
命
令
は
、

て
妥
当
す
る
と
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
従
来
の
時
代
の
多
数
の
法
律
お
よ
び
命
令
が
、
引
き
続
い
て
適
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
中
に
は
、
刑
法
典
、
民
法
典
、
商
法
典
、
刑
事
訴
訟
法
、
民
事
訴
訟
法
の
ほ
か
、
多
数
の
個
々
の
法
規
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

(10) 

多
数
の
法
律
が
引
き
続
い
て
適
用
さ
れ
た
理
由
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
次
の
点
に
あ
る
。
「
社
会
的
事
情
の
水
準
と
終
戦
直
後
の
経

済
的
条
件
が
…
…
旧
『
ラ
イ
ヒ
法
』

の
大
部
分
の
新
法
典
化
を
許
さ
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
、
適
切
で
な
い
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
」
。

「
工
業
お
よ
び
農
業
に
お
け
る
民
主
的
革
命
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
引
き
続
い
て
、
資
本
主
義
的
生
産
お
よ
び
所
有
関
係
も
存
続
し
た
の
で

あ
り
、
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
に
旧
法
の
法
的
規
制
が
ま
だ
対
応
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
国
民
ど
う
し
の
多
く
の
関
係
も
そ
の
法
に
対
す
る

考
え
方
も
、
継
受
さ
れ
た
法
律
が
適
用
さ
れ
う
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
加
う
る
に
、
こ
の
よ
う
な
旧
い
法
典
化
の
、
抽
象
的

な
、
市
民
の
階
級
的
内
容
を
隠
蔽
す
る
規
制
方
法
が
、
た
い
て
い
、
変
更
さ
れ
な
い
文
言
に
新
し
い
社
会
的
関
係
が
要
求
す
る
社
会
的
内

容
を
付
与
す
る
こ
と
を
許
し
た
の
で
あ
る
」
。

さ
て
、
旧
法
の
適
用
基
準
に
つ
い
て
は
、

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

ソ
ビ
エ
ト
占
領
地
域
に
お
い
て
も
同
様
の
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
。

一
九
三
三
年
一
月
三

0
日
以
降
に
発
せ
ら
れ
た
法
律
は
、
そ
れ
が
ナ

一
八

一
九
四
五
年
一
―
一
月
三
日

（
一
三
四
六
）



(c) (b) (a) 

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

の
明
確
な
意
味
に
従
っ
て
解
釈
さ
れ
、
適
用
さ
れ
る
」
べ
き
で
あ
る
。

を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

さ
れ
た
法
規
定
に
つ
い
て
は
、

一
九

（
法
の
趣
旨
や
目
的
）
を
排
除
し
て
、
「
文
言

以
上
に
お
い
て
、
こ
の
時
代
の
ナ
チ
の
法
律
を
廃
止
し
、
ま
た
は
解
釈
を
修
正
す
る
占
領
権
力
の
法
律
な
い
し
命
令
を
列
挙
し
て
き
た

が
、
こ
れ
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
占
領
権
力
は
、
主
要
な
ナ
チ
の
法
律
に
つ
い
て
は
、
法
令
を
も
っ
て
一
括

し
て
こ
れ
を
廃
止
し
た
が
、
個
々
の
条
文
や
文
言
の
ナ
チ
的
修
正
を
と
も
な
っ
た
法
規
定
や
、
解
釈
上
、
ナ
チ
的
に
解
釈
、
解
説
、
適
用

一
定
の
指
導
的
な
解
釈
原
理
を
呈
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ナ
チ
的
解
釈
や
ナ
チ
的
適
用
を
禁
止
し
、
こ

れ
ら
を
ナ
チ
以
前
の
内
容
に
復
帰
さ
せ
、
ま
た
は
、
新
た
な
内
容
を
盛
り
込
む
よ
う
に
し
た
。
そ
の
方
針
と
し
て
は
、
上
の
法
令
の
趣
旨

ナ
チ
理
論
に
よ
る
、
ま
た
は
ナ
チ
思
想
を
唱
え
る
判
例
ま
た
は
論
文
に
関
連
さ
せ
た
法
の
解
釈
お
よ
び
適
用
は
禁
止
さ
れ
る
。

存
続
す
る
ナ
チ
ス
法
は
、
ナ
チ
に
よ
っ
て
盛
り
込
ま
れ
た
ナ
チ
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

類
推
適
用
、
ま
た
は
い
わ
ゆ
る
「
健
全
な
民
族
感
情
」
に
従
う
処
罰
は
、
禁
止
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
ナ
チ
ス
法
思
想
や
理
論
に
基
づ
く
法
律
・
条
文
の
「
解
釈
」
「
適
用
」
が
禁
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
軍
政
府

法
第
一
号
」
は
、
そ
の
前
文
に
「
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
労
働
党
の
諸
原
則
お
よ
び
理
論
」
を
「
根
絶
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
掲
げ
て
い

る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
明
示
的
に
立
法
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
な
か
っ
た
ナ
チ
的
法
規
定
の
文
言
も
、
ナ
チ
的
に
解

釈
・
適
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
具
体
的
に
ど
の
法
律
や
条
文
、
概
念
が
ナ
チ
的

で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
ナ
チ
的
解
釈
や
適
用
か
ら
ど
の
程
度
、
実
際
に
脱
却
で
き
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
個
々
的
に
詳
論
す
る
必
要
が

あ
る
。
こ
の
ナ
チ
の
法
概
念
、
法
規
定
の
解
釈
修
正
の
問
題
は
、
実
際
上
、
戦
後
の
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
が
、
ど
の
程
度
、
ナ
チ
の
思
想
や

学
説
か
ら
距
離
を
と
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
を
検
討
す
る
重
要
な
資
料
で
あ
る
。
我
々
は
、
後
に
、
こ
の
点
を
詳
し
く
検
討
し
よ
う
。
こ

（
ニ
ニ
四
七
）



一
九
三
五
年
の
法
改
正
に
よ
っ
て
罪
刑
法
定
主
義
を
否
定
し
た
ナ
チ
時
代
の
刑
法
二
条
は
、
上
で
示
し
た
よ
う
に
、

理
理
事
会
法
―
一
号
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
新
た
な
立
法
に
よ
っ
て
、
典
型
的
な
ナ
チ
法
で
あ
る
遡
及
処
罰
の
許
容
や
類
推

解
釈
の
許
容
が
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

主
義
を
否
定
し
た
規
定
を
否
定
し
た
戦
後
の
占
領
体
制
に
お
け
る
罪
刑
法
定
主
義
の
再
確
立
の
過
程
に
注
目
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
ナ
チ
の
罪
刑
法
定
主
義
否
定
を
再
否
定
し
た
だ
け
で
、

こ
れ
に
よ
っ
て
、
罪
刑
法
定
主
義
に
間
隙
が
生
じ
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
間
隙
は
、
す
で
に
、

(12) 

日
の
管
理
理
事
会
の
布
告
第
三
号
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
二
条
二
項
に
お
い
て
、
「
可

罰
的
責
任
は
、
法
が
可
罰
的
で
あ
る
と
宣
言
し
た
行
為
に
対
し
て
の
み
存
在
す
る
」
も
の
と
し
、
ま
た
、
そ
の
三
号
で
は
、
「
い
か
な
る

裁
判
所
も
、
ド
イ
ツ
刑
法
で
従
来
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
類
推
に
基
づ
い
て
、
ま
た
は
い
わ
ゆ
る
健
全
な
民
族
感
情
に
関
し
て
行
為
を

(13)

、
、
、
、
、

可
罰
的
で
あ
る
と
宣
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
規
定
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
、
一
九
四
六
年
の
最
高
命
令
権
者
の
管
理
領

域
の
軍
政
府
の
法
律
第
一
号
に
よ
っ
て
罪
刑
法
定
主
義
が
復
活
し
た
。
す
で
に
、
こ
の
条
文
に
つ
い
て
は
掲
げ
た
が
、
も
う
一
度
そ
の
四

条
の
第
七
号
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
「
実
行
の
時
に
効
力
を
も
っ
た
法
律
が
、
こ
の
行
為
を
明
示
的
に
可
罰
的
で
あ
る
と
宣
言
し
て
い
た

場
合
に
の
み
、
公
訴
が
提
起
さ
れ
、
判
決
が
下
さ
れ
、
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
る
。
類
推
を
適
用
し
て
、
ま
た
は
い
わ
ゆ
る
『
健
全
な
民
族
感

よ
っ
て
、
元
の
二
条
が
復
活
さ
せ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た

(2) 
9

0

 

’> 
こ
で
は
、
ま
ず
、
法
律
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
、
ナ
チ
の
罪
刑
法
定
主
義
否
定
論
と
い
う
特
殊
問
題
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
論
じ
て
お
き
た

罪
刑
法
定
主
義
規
定
の
法
律
上
の
再
確
立

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

一
九
三
五
年
の
法
改
正
以
前
の
規
定
が
復
活
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、

（
二
＿
一
四
八
）

ナ
チ
ス
法
と
の
断
絶
が
図
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
こ
の
廃
止
に

（
第
四
条
）
。
こ
こ
で
は
、
刑
法
に
お
け
る
基
本
原
則
で
あ
る
罪
刑
法
定

一
九
四
五
年
一

0
月
二
〇

二
0

一
九
四
六
年
の
管



さ
て
、
罪
刑
法
定
主
義
規
定
は
、
確
か
に
、
管
理
理
事
会
法
と
し
て
は
、
発
布
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、

六
年
の
軍
政
府
法
第
一
号
に
お
い
て
す
で
に
遡
及
処
罰
禁
止
が
規
定
さ
れ
、
多
く
の
ラ
ン
ト
憲
法
に
お
い
て
も
す
で
に
規
定
が
あ
り
、
こ

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

こ
こ
で
こ
れ
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。

情
』
に
従
っ
て
、
行
為
を
処
罰
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
る
」
。
さ
ら
に
、

で
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
―
一
六
条
に
似
た
文
言
で
、
罪
刑
法
定
主
義
が
規
定
さ
れ
た
。
例
え
ば
、

一
九
四

一
九
四
六
年
―
二
月
二
日
の
バ
イ
エ
ル

、
、
、

ン
憲
法
一

0
四
条
一
項
で
は
、
「
あ
る
行
為
は
、
そ
の
可
罰
性
が
、
そ
の
行
為
が
実
行
さ
れ
る
以
前
に
法
律
上
規
定
さ
れ
て
い
た
場
合
に

(14) 

の
み
刑
罰
を
も
っ
て
科
せ
ら
れ
る
」
と
規
定
し
た
。

(15) 

あ
る
。

一
九
四
七
年
一

0
月
ニ
―
日
の
プ
レ
ー
メ
ン
憲
法
第
七
条
一
文
に
も
同
様
の
規
定
が

一
九
四
九
年
に
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
が
成
立
し
た
と
き
、
基
本
法
第
一

0
三
条
二
項
で
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
と
は
若
干
用
語
法

は
異
な
る
が
、
同
様
に
、
「
あ
る
行
為
は
、
そ
の
可
罰
性
が
、
そ
の
行
為
が
実
行
さ
れ
る
以
前
に
法
律
上
規
定
さ
れ
て
い
た
場
合
に
の
み

(16) 

処
罰
さ
れ
う
る
」
と
規
定
し
た
。
こ
の
規
定
も
、
ほ
ぼ
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
―
―
六
条
に
則
し
た
も
の
で
あ
る
。
刑
法
典
の
中
に
罪
刑
法
定

(17) 

一
九
五
三
年
八
月
四
日
の
第
三
次
刑
法
改
正
法
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
新
た
な
二
条
が
、
基

本
法
一

0
三
条
二
項
を
文
言
上
繰
り
返
す
よ
う
な
形
で
導
入
さ
れ
た
。
現
行
刑
法
で
は
、
第
一
条
に
従
来
の
二
条
の
規
定
が
置
か
れ
て
い

管
理
理
事
会
法
の
適
用
と
罪
刑
法
定
主
義

わ
が
国
の
学
説
の
中
に
は
、
管
理
理
事
会
法
―
一
号
に
お
い
て
ナ
チ
の
反
罪
刑
法
定
主
義
規
定
た
る
刑
法
旧
二
条
が
廃
止
さ
れ
た
後
、

一
九
四
九
年
基
本
法
や
一
九
五
三
年
の
刑
法
改
正
法
に
至
る
ま
で
、
（
西
）
ド
イ
ツ
で
は
罪
刑
法
定
主
義
規
定
を
も
た
な
か
っ
た
と
主
張

(18) 

す
る
も
の
が
あ
る
。
最
近
、
立
命
館
法
学
に
連
載
さ
れ
た
本
田
論
文
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
論
文
の
テ
ー
ゼ
に
は
、
疑
問
が
あ
る
の
で
、

る。 主
義
規
定
が
復
活
し
た
の
は
、

（―-―-四九）

一
九
四
六
年
以
降
、
ド
イ
ツ
の
諸
ラ
ン
ト
の
新
た
な
憲
法
の
中



存
在
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
論
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
理
由
に
し
て
慣
習
法
を
肯
定
す
る
趣
旨
も
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
「
ラ
イ

(22) 

ヒ
の
立
法
の
停
止
に
鑑
み
て
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
空
白
」
が
埋
め
ら
れ
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
類
推
に
つ
い
て
も
、

ヤ
ー
は
、
解
釈
論
と
し
て
あ
ま
り
に
も
法
形
式
主
義

(
R
e
c
h
t
s
f
o
r
m
a
l
i
s
m
u
s
)

に
陥
る
よ
う
な
思
考
方
法
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
の(23) 

で
あ
る
。
そ
の
解
釈
基
準
と
し
て
は
、
そ
の
結
論
を
一
般
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
考
え
方
に
照
ら
し
て
検
討
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
。

と
さ
れ
る
論
者
は
、

ヘ
ル
ム
ー
ト
・
マ
イ
ヤ
ー
で
あ
る
が
、

の
学
説
は
誤
り
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
誤
解
を
前
提
に
し
て
こ
の
時
期
「
修
正
さ
れ
た
罪
刑
法
定
主
義
」
し
か
も
た
な
か
っ
た
と
い
う

(19) 

テ
ー
ゼ
も
論
拠
薄
弱
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
ナ
チ
犯
罪
処
罰
に
関
し
て
も
、
罪
刑
法
定
主
義
を
貫
徹
す
べ
き
だ
と
い
う
見
解
も
唱
え
ら
れ
、

さ
ら
に
、
遡
及
処
罰
を
肯
定
す
る
見
解
も
、
ナ
チ
犯
罪
の
処
理
と
い
う
道
義
的
要
請
と
罪
刑
法
定
主
義
の
法
原
則
的
要
請
の
狭
間
で
、
罪

刑
法
定
主
義
を
ナ
チ
時
代
と
同
様
に
不
要
な
も
の
と
す
る
学
説
な
ど
は
一
っ
と
し
て
な
く
、

合
的
に
説
明
し
よ
う
と
腐
心
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
こ
そ
罪
刑
法
定
主
義
に
対
す
る
尊
重
の
念
が
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

(20) 

で
き
よ
う
。
な
お
、
こ
の
見
解
は
、
ま
た
、
占
領
期
の
罪
刑
法
定
主
義
は
、
「
法
律
」
で
は
な
く
「
法
」
が
行
為
の
可
罰
性
を
規
定
す
る

原
理
と
し
て
確
立
さ
れ
た
と
し
、
し
か
も
、
学
説
の
中
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
法
」
の
中
に
「
自
然
法
」
や
「
慣
習
法
」
を
取
り
入
れ
る

見
解
が
唱
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
「
法
律
」
で
あ
る
こ
と
を
要
求
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
罪
刑
法
定
主
義
は
骨
抜
き
に
さ
れ
て

(21) 

い
る
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
捉
え
方
も
再
検
討
を
要
す
る
。
ま
ず
、
管
理
理
事
会
法
が
、
国
際
法
で
も
あ
り
、
最
高
の
占
領
権
力
に

よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
と
く
に
ナ
チ
犯
罪
の
処
罰
を
目
的
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
遡
及
処
罰
が
肯
定
さ
れ
る
と
い

う
立
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
以
上
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
例
外
的
に
遡
及
処
罰
に
優
位
性
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ

う
な
考
え
方
を
理
論
的
に
完
全
に
反
対
説
を
説
得
し
て
否
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
慣
習
法
に
よ
る
処
罰
を
主
張
し
て
い
る

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

（
一
三
五

0
)

マ
イ

ナ
チ
犯
罪
の
遡
及
処
罰
を
何
と
か
理
論
的
整

マ
イ
ヤ
ー
は
、
形
式
的
に
は
、
布
告
第
三
号
の
「
法
」
と
い
う
文
言
の
み
が



確
か
に
「
刑
罰
を
根
拠
づ
け
る
慣
習
法
」
を
許
容
す
る
と
い
う
の
が
、

三
三
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
の
間
、
実
定
法
が
な
く
、
犯
罪
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
行
為
で
あ
っ
て
も
、
慣
習
法
に
反
し
て
い
た
な
ら

(24) 

ば
『
法
的
に
可
罰
的
で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
た
』
行
為
に
な
る
」
と
い
う
著
者
の
結
論
と
直
結
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
論
文
で
マ
イ

ヤ
ー
は
、
遡
及
処
罰
禁
止
に
つ
い
て
は
全
く
論
じ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
遡
及
処
罰
禁
止
論
と
慣
習
法
許
容
論
と
は
別
の
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。

マ
イ
ヤ
ー
の
慣
習
法
許
容
論
を
も
っ
て
遡
及
処
罰
許
容
論
に
つ
な
げ
る
こ
と
は
マ
イ
ヤ
ー
の
本
旨
を
誤
解
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
慣
習
法
許
容
論
も
、
こ
の
著
者
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
ナ
チ
時
代
の
慣
習
法
を
も
っ
て
ナ
チ
立
法
者
も
予
定
し
て
い
な
か
っ
た
行
為

を
も
遡
及
処
罰
す
る
と
い
う
趣
旨
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、

ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

マ
イ
ヤ
ー
の
見
解
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
「
一
九

マ
イ
ヤ
ー
は
、
こ
こ
で
、
「
刑
法
上
の
慣
習
法
は
、
裁
判
所
の
慣
行
か
ら
の
み
生
じ
う
る
」
と
述
べ
、
「
不
断
の
最

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

(25)

高
裁
の
判
例
は
客
観
的
法
を
形
成
す
る
」
と
し
て
、
「
裁
判
所
の
慣
行
は
慣
習
法
の
唯
一
の
法
源
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、

「
刑
法
の
不
確
実
な
限
界
を
積
極
的
に
決
定
す
る
慣
習
法
」
は
、
刑
罰
を
根
拠
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
て
も
許
容
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
そ

の
例
と
し
て
は
、
故
意
や
過
失
の
概
念
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
も
、
先
の
マ
イ
ヤ
ー
の
論
文
の
趣
旨
と
一
致
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

「
一
般
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
意
識
」
に
従
っ
て
、
処
罰
に
値
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
て
そ
の
解
釈
が
成
り
立
ち
う
る
か
ど
う
か
を
決

定
す
る
と
い
う
の
が
マ
イ
ヤ
ー
の
「
類
推
禁
止
論
」
で
あ
る
。
マ
イ
ヤ
ー
は
、
そ
の
論
文
の
中
で
、
「
典
型
的
な
事
例
に
お
い
て
真
摯
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
ヽ

(26)

処
罰
の
必
要
性
が
明
ら
か
に
な
っ
た
な
ら
、
文
言
が
担
い
う
る
限
り
で
、
そ
の
概
念
の
本
来
の
正
確
な
内
容
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
拡
張
解
釈
の
範
囲
を
画
し
て
い
る
。
そ
の
教
科
書
の
中
で
も
、
先
の
論
文
と
一
致
し
て
、

類
推
も
許
容
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
争
い
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
「
今
日
、

り
返
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

一
九
一
九
年
に
怠
ら
れ
た
こ
と
を
取

つ
ま
り
、
全
判
例
を
類
推
禁
止
と
の
適
合
性
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
す
矩
゜

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
に
は
刑
罰
を
根
拠
づ
け
る

（
一
三
五
一
）

一
九
五
一
二
年
の
マ
イ
ヤ
ー
の
『
刑
法
総
論
」
の
教
科
書
の
記
述
か



し
か
し
、

マ
イ
ヤ
ー
の
脳
裏
に
は
、

マ
イ
ヤ
ー
と
ほ
ぼ
同
じ
く
、

（
一
三
五
二
）

ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
は
、
ま
さ
に
、
「
形
式
主
義
へ
の
そ
の
傾
向
」
に
よ
っ
て
没
落
し
た
と
い
う
苦

(28) 

い
経
験
が
よ
ぎ
る
。
そ
こ
で
、
「
い
ま
や
、
法
律
に
忠
実
で
も
あ
り
、
同
時
に
あ
ま
り
に
形
式
主
義
的
で
な
い
刑
法
が
肝
要
で
あ
る
」
と

結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
文
言
の
拘
束
の
枠
内
で
は
、
形
式
主
義
的
解
釈
を
な
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
の
が
、
刑
法
解

釈
に
関
す
る
マ
イ
ヤ
ー
の
基
本
的
立
場
で
あ
り
、
先
の
論
文
か
ら
も
そ
の
こ
と
は
窺
う
こ
と
が
で
き
た
。

マ
イ
ヤ
ー
は
言
う
。
「
ど
こ
か

で
限
界
は
引
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
限
界
を
引
く
と
い
う
苦
痛
か
ら
類
推
に
よ
っ
て
逃
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
。
こ
の
よ
う
な

マ
イ
ヤ
ー
の
罪
刑
法
定
主
義
の
基
本
思
想
を
認
識
し
た
上
で
、
な
お
、
彼
が
慣
習
法
に
よ
る
処
罰
許
容
論
に
立
つ
と
い
う
結
論
を
引
き
出

す
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
す
で
に
合
理
的
論
証
を
超
え
た
独
断
で
あ
る
。(

9
)
 

ア
ド
ル
フ
・
シ
ェ
ー
ン
ケ
の
類
推
禁
止
論
に
言
及
し
て
、
シ
ェ
ー
ン
ケ
に
よ
れ
ば
、
可
罰
性
を
拡
張
す
る
類

さ
ら
に
、
こ
の
論
者
は
、

推
の
み
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
慣
習
法
に
つ
い
て
も
新
た
な
刑
罰
構
成
要
件
を
創
出
し
た
り
、
刑
罰
威
嚇
を
強
化
し
た
り
す
る

慣
習
法
だ
け
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
以
外
の
場
合
の
類
推
や
慣
習
法
は
す
べ
て
許
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
し
た
が
っ
て
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

ヽ

名

5
)

刑
罰
規
定
が
欠
鋏
し
て
い
る
場
合
に
補
充
す
る
方
向
で
の
類
推
や
慣
習
法
の
適
用
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
。
こ
の
傍
点
の
部

分
の
表
現
は
、
あ
た
か
も
シ
ェ
ー
ン
ケ
が
刑
罰
構
成
要
件
が
欠
訣
す
る
場
合
に
も
類
推
と
慣
習
法
に
よ
る
処
罰
を
認
め
た
と
い
う
よ
う
に

読
め
る
が
、
こ
の
誤
解
に
は
シ
ェ
ー
ン
ケ
自
身
驚
愕
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
シ
ェ
ー
ン
ケ
の
論
文
の
基
調
は
、

類
推
禁
止
や
慣
習
法
禁
止
と
い
っ
て
も
、
例
外
の
な
い
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
法
規
定
の
文
言
を
形
式
主
義
的
に
解
釈
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
慣
習
法
に
つ
い
て
は
三
つ
の
許
容
さ

れ
る
場
合
を
挙
げ
る
が
、
そ
れ
は
、
①
処
罰
を
阻
却
し
た
り
、
軽
減
す
る
方
向
で
の
慣
習
法
、
構
成
要
件
を
狭
く
限
定
す
る
方
向
で
の
慣

習
法
、
②
他
の
法
領
域
の
慣
習
法
的
命
題
、
③
欠
鋏
を
補
充
す
る
場
合
の
慣
習
法
で
あ
る
。
こ
の
③
が
問
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
確
か

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

ニ
四



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

(31) 

に
可
罰
性
を
根
拠
づ
け
る
慣
習
法
も
許
容
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
「
詳
細
な
限
界
づ
け
を
も
っ
て
」
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
ン
ケ

(32) 

に
よ
っ
て
こ
こ
で
意
味
さ
れ
て
い
る
慣
習
法
と
は
、
不
作
為
犯
、
未
必
の
故
意
、
間
接
正
犯
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
刑
法
理
論
が
生

み
出
し
て
き
た
概
念
も
、
そ
れ
に
関
す
る
規
定
が
な
く
と
も
、
処
罰
を
根
拠
づ
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
シ
ェ
ー
ン
ケ
は
認
め
ざ
る

を
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
概
念
を
肯
定
す
る
こ
と
が
罪
刑
法
定
主
義
に
反
す
る
と
主
張
す
る
学
者
が
、
現
在
の
わ
が
国
に

も
何
人
い
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
類
推
に
つ
い
て
も
、
完
全
に
許
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
が
、

回
国
際
刑
法
学
会
で
の
「
類
推
的
方
法
の
排
除
は
、
刑
罰
威
嚇
を
そ
の
中
に
含
み
、
刑
罰
を
決
定
し
、
ま
た
は
加
重
事
情
を
規
定
す
る
条

文
の
み
に
関
係
す
る
」
と
い
う
宣
言
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
具
体
的
に
一
二
つ
の
場
合
を
挙
げ
、
①
総
則
の
規
定
が
刑
法
典

の
み
で
な
く
そ
の
他
の
刑
罰
法
規
に
も
類
推
適
用
で
き
る
こ
と
、
②
刑
罰
軽
減
事
由
に
つ
い
て
類
推
が
許
容
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
③
例
え

ば
競
合
の
規
定
に
つ
い
て
類
推
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
、
親
告
罪
の
規
定
に
つ
い
て
行
為
者
に
不

利
な
類
推
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
争
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
著
者
は
、
シ
ェ
ー
ン
ケ
が
、
「
刑
法
が
裁
判
官
法
で
あ
る
限
り
、

遡
及
禁
止
は
考
慮
さ
れ
な
い
」
と
し
、
こ
れ
は
、
「
英
米
法
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
法
に
妥
当
す
る
」
と
い
う
の
が
、
遡
及
禁
止
の
例

外
で
あ
り
、
あ
た
か
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
い
て
も
、
シ
ェ
ー
ン
ケ
が
一
般
的
に
遡
及
禁
止
の
例
外
を
認
め
た
か
の
よ

(33) 

う
に
書
い
て
い
る
が
、
こ
れ
も
甚
だ
し
い
曲
解
で
あ
る
。
著
者
は
、
続
い
て
「
ド
イ
ツ
刑
法
が
、
『
裁
判
官
法
』
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、

ま
さ
に
占
領
期
の
『
罪
刑
法
定
主
義
』

二
五

の
捉
え
方
の
問
題
で
あ
る
」
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
、
シ
ェ
ー
ン
ケ
は
、
現
在
わ
が
国
に
お

い
て
論
議
さ
れ
て
い
る
概
念
で
言
え
ば
、
「
判
例
の
遡
及
的
変
更
禁
止
」

の
原
則
の
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
遡
及
効
を
是
認
す
る
と
言
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
筆
者
が
引
用
す
る
文
章
の
ラ
ー
ト
プ
ル
フ
の
例
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ

ト
が
、
従
来
の
判
例
に
よ
れ
ば
不
可
罰
で
あ
っ
た
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
契
約
に
お
け
る
詐
欺
を
可
罰
的
だ
と
宣
言
し
た
当
時
、
こ
の
新

（
ニ
ニ
五
三
）

一
九
三
七
年
の
パ
リ
で
の
第
四



（
ニ
ニ
五
四
）

(34) 

見
解
を
即
座
に
こ
の
新
し
い
判
例
に
対
す
る
き
っ
か
け
を
与
え
た
そ
の
事
件
に
適
用
し
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
傍
証
と
し

(35) 

て
、
第
四
版
で
は
、
「
遡
及
禁
止
は
、
裁
判
官
に
よ
る
法
律
解
釈
を
把
捉
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

判
例
の
遡
及
的
変
更
禁
止
の
原
則
は
、
わ
が
国
で
最
近
議
論
さ
れ
、
よ
う
や
く
学
説
に
お
い
て
支
持
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
が
、
当
時
、

(36) 

一
般
的
に
「
遡
及
効
を
許
容
す
る
『
罪
刑
法
定
主
義
』
論
を
主
張
す
る
」
も
の
と
い
え

る
の
だ
ろ
う
か
。
以
上
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
上
の
見
解
は
、
全
く
恣
意
的
な
読
み
方
に
よ
っ
て
、
シ
ェ
ー
ン
ケ
の
論
旨
を
曲
解

す
る
も
の
で
あ
る
。

(37) 

さ
て
、
上
述
の
わ
が
国
の
見
解
の
誤
解
な
い
し
曲
解
は
、
ラ
ン
ゲ
の
学
説
に
つ
い
て
も
さ
ら
に
繰
り
返
さ
れ
る
。
著
者
は
、
「
ラ
ー
ト

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ブ
ル
フ
が
、
法
的
安
定
性
と
正
義
が
耐
え
難
く
衝
突
し
た
場
合
、
正
義
に
優
位
性
を
与
え
、
遡
及
禁
止
を
破
る
こ
と
こ
そ
が
正
義
の
要
求

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

で
あ
る
と
し
た
の
に
対
し
て
、
ラ
ン
ゲ
は
、
法
的
安
定
性
を
法
の
基
本
的
要
求
と
し
た
上
で
、
遡
及
禁
止
を
貫
い
た
結
果
と
し
て
、
法
的

安
定
性
が
侵
害
さ
れ
る
場
合
に
の
み
、
遡
及
効
を
認
め
る
と
し
て
い
紅
」
と
す
る
。
し
か
し
、
ラ
ン
ゲ
は
本
当
に
そ
の
よ
う
な
見
解
を

(39) 

採
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ラ
ン
ゲ
は
、
「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
地
区
最
高
裁
判
所
の
判
例
」
に
お
い
て
、
「
不
法
の

実
質
的
規
定
」
に
つ
い
て
論
じ
、
実
質
的
不
法
概
念
を
作
り
上
げ
る
場
合
、
慎
重
に
、
そ
れ
と
必
然
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
法
的
安
定
性

の
危
殆
化
に
対
し
て
予
防
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
し
、

ラ
ー
ト
プ
ル
フ
自
身
が
こ
の
危
険
を
示
唆
し
て
い
る
と
す
る
。
ラ
ー

ト
プ
ル
フ
は
、
そ
の
考
え
方
を
「
―
二
年
間
の
ナ
チ
時
代
の
完
全
に
異
常
な
状
況
」
に
限
定
し
て
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
危
険
を

振
り
払
う
べ
き
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
そ
の
帰
結
は
一
般
的
に
妥
当
す
る
か
、

こ
の
点
で
は
、
ラ
ン
ゲ
は
ラ
ー
ト
プ
ル
フ
に
賛
成
で
き
な
い
と
い
う
。
「
そ
の
よ
う
な
原
理

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

そ
れ
と
も
そ
も
そ
も
妥
当
し
な
い
か
」
だ
か
ら
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

は
、
実
質
的
不
法
の
考
え
方
を
採
る
道
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
こ
の
不
法
の
規
定
と
の
内
的
関
係
に
お
い
て
、
第
二
の
道
が
管
理
理
事
会

こ
の
原
則
を
否
定
し
た
シ
ェ
ー
ン
ケ
の
見
解
が
、

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

二
六
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ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

二
七

を
厳
格
に
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
文
章
が
続
く
の
で
あ
る
。
ラ
ン
ゲ
に
よ
れ
ば
、
行
為
は
、
道
徳
律
に
反
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

当
罰
的
で
処
罰
の
必
要
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
処
罰
し
な
い
こ
と
が
堪
え
難
い
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
行
為
が
客
観

的
に
実
質
的
に
不
法
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
行
為
者
が
行
為
の
時
に
実
質
的
に
不
法
で
あ
る
こ
と
を
認
識
で
き
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
法
的
安
定
性
が
、
こ
の
禁
止
を
遵
守
す
る
こ
と
に
よ
る
方
が
、
そ
れ
を
破
る
よ
り
も
強
く
侵
害
さ
れ
る

場
合
、
つ
ま
り
、
不
処
罰
に
と
ど
め
る
こ
と
が
法
秩
序
の
権
威
を
一
般
公
衆
の
法
意
識
の
中
で
動
揺
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
場
合
に
の
み
、
遡

及
処
罰
禁
止
の
例
外
が
許
さ
れ
て
よ
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
紹
介
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ラ
ン
ゲ
は
、
正
義
は
絶
対
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
遡
及
処
罰
を
認
め
て
も
正
義

の
要
請
に
適
う
の
で
あ
っ
て
、
問
題
は
、
た
だ
法
的
安
定
性
の
要
請
の
例
外
を
安
易
に
認
め
て
よ
い
か
ど
う
か
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
裁
判
所
よ
り
も
厳
格
に
、
結
局
、
そ
の
基
準
は
、
法
的
安
定
性
の
動
揺
の
比
較
衡
量
に
よ
る
べ
き
だ
と
し
て
い

(41) 

る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ラ
ン
ゲ
は
、
こ
の
遡
及
処
罰
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
他
の
箇
所
で
も
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
そ
の
論
文
で
も
、

ラ
ン
ゲ
は
、
「
遡
及
効
の
純
粋
に
形
式
的
な
無
限
の
拡
大
」
に
限
界
を
付
す
る
基
準
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
遡
及
処

罰
禁
止
の
破
綻
は
、
明
白
な
非
人
道
性
に
対
し
て
贖
罪
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
理
念
に
対
す
る
堪
え
難
い
明
白
な
矛
盾
が
生

（
一
三
五
五
）

法
一

0
号
の
遡
及
効
を
次
の
理
由
で
正
当
化
す
る
」
と
い
う
。
そ
の
理
由
と
は
、
「
遡
及
処
罰
禁
止
は
、
法
的
安
定
性
の
要
請
で
あ
り
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

そ
れ
自
体
、
例
外
を
許
す
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
遡
及
効
（
を
認
め
る
こ
と
）
は
、
行
為
が
道
徳
律
に
反
し
た
場
合
に
は
、
正

義
と
矛
盾
し
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
実
際
、
こ
の
理
由
の
み
が
検
討
に
堪
え
う
る
。
正
義
は
不
可
分
で
あ
り
、
唯
一
の
例
外
が

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

あ
っ
て
も
そ
れ
を
原
則
的
に
破
壊
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
反
し
て
、
法
の
目
的
と
し
て
の
法
的
安
定
性
は
、
多
い
か
少
な
い
か
で
あ
り
、

そ
の
原
則
は
例
外
に
な
じ
む
」
。
ラ
ン
ゲ
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
糾
。
そ
の
後
の
文
章
に
、

論
者
も
引
用
す
る
よ
う
に
、

遡
及
処
罰
の
例
外



④
遡
及
処
罰
禁
止
に
関
す
る
判
例
の
検
討

じ
る
で
あ
ろ
う
と
き
に
の
み
必
要
で
あ
り
、
正
当
化
さ
れ
る
」
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
二
つ
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
第
一
に
、
行
為
が
特

定
の
重
大
性
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
次
に
、
行
為
が
別
の
手
段
で
、
十
分
に
刑
事
法
的
に
把
捉
可
能
で
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ラ
ン
ゲ
は
、
遡
及
処
罰
の
例
外
の
容
認
に
対
し
て
厳
し
い
制
限
を
課
そ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
趣

旨
は
、
お
そ
ら
く
ラ
ー
ト
プ
ル
フ
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。
罪
刑
法
定
主
義
の
大
原
則
を
誰
も
合
理
的
な
限
定
な
し
に
認
め
よ
う
と
は
し
な
い

の
で
あ
る
。
正
義
の
要
請
を
尊
重
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
法
的
安
定
性
を
も
考
慮
す
る
と
い
う
の
は
、
法
律
家
の
自
然
な
思
考
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
ラ
ン
ゲ
が
法
的
安
定
性
を
正
義
の
上
位
に
置
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、

論
者
が
、
以
上
の
論
拠
に
よ
っ
て
ラ
ン
ゲ
を
典
型
的
な
「
法
実
証
主
義
者
」
と
決
め
つ
け
て
い
る
こ
と
は
全
く
理
由
が
な
い
。

以
上
の
検
証
に
よ
っ
て
、
こ
の
論
者
の
戦
後
「
修
正
さ
れ
た
罪
刑
法
定
主
義
」
し
か
発
達
し
な
か
っ
た
と
い
う
趣
旨
の
論
証
は
、
別
に

そ
の
論
拠
が
提
供
さ
れ
な
い
限
り
、
ほ
と
ん
ど
根
拠
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
管
理

理
事
会
法
一

0
号
の
適
用
の
問
題
に
お
い
て
、
罪
刑
法
定
主
義
違
反
が
問
題
に
な
り
、
こ
れ
を
批
判
す
る
見
解
と
こ
れ
を
解
釈
学
的
に
合

理
化
し
よ
う
と
す
る
見
解
と
が
対
立
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ナ
チ
犯
罪
処
罰
と
い
う
倫
理
的
・
政
治
的
要
請
の
前
で
の
苦
脳
に
満
ち
た

、
、
、
、
、

決
断
を
意
味
し
た
。
こ
こ
で
論
者
が
性
急
に
普
通
化
し
て
、
有
力
な
当
時
の
刑
法
学
者
の
学
説
の
中
に
読
み
込
も
う
と
し
た
よ
う
な
安
易

な
「
修
正
」
主
義
は
、
少
な
く
と
も
こ
れ
を
論
証
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
学
説
の
主
張
は
、
ま
ず
資
料
の
正

し
い
認
識
を
基
礎
に
し
て
、
仮
説
を
立
て
て
テ
ー
ゼ
を
論
証
す
べ
き
で
あ
っ
て
、

資
料
を
読
み
、
そ
の
意
味
を
ね
じ
曲
げ
る
の
は
、
学
問
の
名
に
値
し
な
い
。

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

ア
プ
リ
オ
リ
に
テ
ー
ゼ
を
立
て
て
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て

ド
イ
ツ
人
に
対
す
る
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
に
よ
る
管
理
理
事
会
法
一

0
号
の
適
用
の
問
題
は
、
こ
の
当
時
、
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
た
ト

ニ
八

（
一
三
五
六
）



二
九

一
般
的
な
正
義
の
原
則
で
あ
る
遡
及
処
罰
禁
止
の
原

ピ
ッ
ク
で
あ
っ
た
が
、
法
解
釈
論
的
論
拠
と
し
て
は
、
遡
及
処
罰
禁
止
違
反
の
異
論
が
最
も
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
す
で
に
述
べ
た

(42) 

よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
域
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
こ
の
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
に
よ
る
管
理
理
事
会
法
の
適
用
を
奨
励
し
て
き
た
の
で
あ

一
九
四
六
年
八
月
三

0
日
に
は
命
令
第
四
七
号
が
発
布
さ
れ
、
そ
こ
で
、
ド
イ
ツ
の
正
規
の
裁
判
所
の
管
轄
権
を
認
め
た
。
こ
の
点

で
、
ド
イ
ツ
の
司
法
に
そ
の
適
用
を
全
面
的
に
授
権
す
る
こ
と
に
躊
躇
を
覚
え
て
い
た
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
や
、
あ
る
い
は
一
九
四
六
年

末
ま
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
明
確
な
法
状
態
が
存
在
し
な
か
っ
た
フ
ラ
ン
ス
占
領
地
域
と
は
事
情
が
異
な
る
。
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
域
に
お
い

て
も
、
管
理
理
事
会
法
一

0
号
の
適
用
に
つ
き
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
官
か
ら
強
い
抵
抗
が
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
紹
介
し
た
。
こ
こ
で
は
、

裁
判
所
が
ど
の
よ
う
な
論
理
で
、
遡
及
処
罰
を
肯
定
し
、
あ
る
い
は
否
定
し
た
の
か
を
検
討
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
次
の
判
例
は
、

ナ
チ
犯
罪
の
処
罰
が
、
「
法
的
安
定
性
の
要
求
」
か
ら
、

則
に
優
越
す
る
と
い
う
根
拠
を
挙
げ
る
。
ナ
チ
ス
不
法
国
家
が
廃
棄
し
た
「
法
的
安
定
性
を
再
建
」
し
、
動
揺
さ
せ
ら
れ
た
「
法
意
識
を

回
復
」
し
、
し
か
も
人
権
を
踏
み
に
じ
っ
た
者
の
責
任
を
追
及
す
る
た
め
に
は
遡
及
処
罰
は
許
容
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

①
カ
マ
ー
ゲ
リ
ヒ
ト
一
九
四
七
年
五
月
一
七
日
判
艇(44) 

本
判
決
は
、
先
に
「
違
法
性
の
意
識
」
に
関
す
る
章
で
引
用
し
た
シ
ュ
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
事
件
判
決

(
S
c
h
w
a
r
z
e
!
'
U
r
t
e
i
l
)

で
あ
る
。

こ
の
判
決
の
う
ち
、
管
理
理
事
会
法
一

0
号
の
遡
及
効
に
つ
い
て
の
部
分
で
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
今
や
ま
さ
し
く
、
最
近
、
本
法
の

遡
及
的
適
用
は
、
刑
罰
法
規
の
不
遡
及
の
原
則
に
矛
盾
す
る
と
い
う
見
解
が
唱
え
ら
れ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
。
ド
イ
ツ
の
裁
判
官

は
、
本
法
の
適
用
に
あ
た
っ
て
、
良
心
の
葛
藤
に
陥
る
か
ら
、
そ
の
適
用
を
拒
否
す
る
よ
う
強
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
の
で
は
な

い
か
」
。
「
こ
れ
に
対
し
て
、
本
法
廷
は
、
刑
罰
法
規
の
不
遡
及
の
原
則
、
『
法
律
な
け
れ
ば
犯
罪
な
し
』

の
原
則
は
、
法
律
第
一

0
号
に

よ
っ
て
侵
害
さ
れ
な
い
と
い
う
見
解
で
あ
る
」
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
不
遡
及
の
原
則
は
、
全
く
一
般
的
に
正
義
の

りヽ

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

（
一
三
五
七
）



②
 

関
法

(45) 

原
則
で
あ
る
。
「
こ
こ
で
は
、
し
か
し
、
か
の
法
的
安
定
性
を
廃
棄
し
た
国
家
の
保
護
と
利
益
の
も
と
で
人
権
を
踏
み
に
じ
り
、
意
識
的

に
犯
罪
的
シ
ス
テ
ム
の
手
先
に
な
っ
た
者
の
責
任
が
追
及
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
彼
ら
が
責
任
を
追
及
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
法
的
安
定
性
が
危
殆
化
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
法
的
安
定
性
と
動
揺
さ
せ
ら
れ
た
法
意
識
が
再
建
さ
れ
る
ぺ
き
な
の
で
あ
る
。

『
法
律
な
け
れ
ば
犯
罪
な
し
』
と
い
う
命
題
の
意
味
は
、
非
人
道
的
な
行
為
で
非
人
道
的
な
政
体
の
手
先
に
な
っ
た
者
が
い
ま
や
こ
の
体

制
の
崩
壊
の
後
に
責
任
を
追
及
さ
れ
る
べ
き
と
き
に
、
彼
ら
の
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
は
人
権
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
を
援
用
さ
れ
う
る

べ
き
だ
と
す
る
な
ら
、
完
全
に
見
誤
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
法
廷
は
、
そ
れ
が
、
そ
の
実
行
の
時
に
、
ド
イ
ツ
刑
法
に
よ
れ

ば
ま
だ
刑
罰
に
よ
っ
て
威
嚇
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
ナ
チ
体
制
の
間
に
実
行
さ
れ
た
政
治
的
根
拠
か
ら
の
迫
害
が
、
法
一

0
号

に
も
と
づ
い
て
処
罰
さ
れ
う
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
疑
い
を
も
た
な
い
」
。

次
の
判
決
は
、
管
理
理
事
会
法
一

0
号
の
そ
も
そ
も
の
目
的
が
、
ナ
チ
犯
罪
処
罰
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
、
「
専
ら
遡
及
的
な
法
律
」

な
の
で
あ
り
、
特
別
法
な
の
で
あ
っ
て
、
「
一
般
法
原
則
た
る
罪
刑
法
定
主
義
に
優
越
す
る
」
と
い
う
論
拠
を
用
い
る
。

ハ
ン
プ
ル
ク
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
一
九
四
七
年
六
月
一
七
日
判
沢

管
理
理
事
会
法
一

0
号
に
は
確
か
に
明
文
の
遡
及
処
罰
禁
止
規
定
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
か
ら
し
て
、
そ
れ
が
ナ
チ
ズ
ム
の
支

配
の
間
に
実
行
さ
れ
た
行
為
を
捉
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
本
法
は
一
九
四
五
年
ニ
―
月
に
初
め
て
発
せ
ら
れ
た
の
で
あ

る
か
ら
、
発
布
の
時
点
で
初
め
て
効
力
を
与
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
適
用
領
域
が
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
本
法
は
、

そ
の
内
容
上
、
専
ら
遡
及
的
な
法
律
だ
と
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

管
理
理
事
会
法
一

0
号
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
に
優
越
す
る
。
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
と
遡
及
的
法
律
の
矛
盾
も
、
後
者
を
優
先
し
て
解
決

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
地
区
に
お
い
て
も
、
特
別
法
は
一
般
原
則
に
優
越
す
る
と
い
う
原
則
が
妥
当
す
る
。
罪
刑
法
定
主
義
が
、

第
四
二
巻
第
六
号

（゚
―
-
―
-
五
八



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

の
本
性
に
合
致
し
、
優
先
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

の
原
則
は
、

国
際
的
承
認
を
得
て
お
り
、
大
き
な
倫
理
的
意
義
を
も
つ
原
則
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
事
情
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
。
管
理

理
事
会
法
一

0
号
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
処
分
を
そ
の
倫
理
的
正
当
化
の
観
点
の
も
と
で
検
討
す
る
こ
と
は
裁
判
所
の
仕
事
で
は
な
い
。

上
告
審
は
、
事
情
に
よ
っ
て
は
、
超
実
定
法
が
形
式
的
に
瑕
疵
の
な
い
法
律
の
適
用
の
妨
げ
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
法
と
倫
理
と
は
分

こ
こ
で
は
、
「
法
律
な
け
れ
ば
犯
罪
な
し
」
の
原
則
は
、
「
自
然
法
」
で
あ
る
と
ま
で
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
判
決
は
、
自
ら
、
「
ホ
ー

デ
ン
ベ
ル
ク
博
士
の
論
述
の
ラ
イ
ン
上
に
あ
る
」
と
位
置
づ
け
て
、
ド
イ
ツ
で
ふ
た
た
び
法
治
国
家
的
展
開
が
目
指
さ
れ
て
い
る
現
在
こ

そ
「
法
律
な
け
れ
ば
犯
罪
な
し
」
の
原
則
を
尊
重
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
多
く
の
根
拠
を
挙
げ
て
い
る
。
本
判
決
に
よ
れ
ば
、
こ

一
部
の
決
壊
に
よ
っ
て
新
た
な
決
壊
に
波
及
す
る
の
で
あ
る
。
遡
及
処
罰
を
否
定
す
る
こ
の
見
解
こ
そ
が
、
軍
政
府
と
管
理

理
事
会
の
法
律
と
諸
規
定
に
合
致
す
る
も
の
だ
と
確
信
す
る
。
ま
ず
、

さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
現
行
法
だ
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
軍
政
府
法
第
一
号
四
条
七
項
や
管
理
理
事
会
布
告
第

三
号
二
条
二
号
、
三
号
を
も
援
用
し
て
、
こ
の
原
則
が
回
復
さ
れ
た
こ
と
を
論
証
す
る
。
管
理
理
事
会
法
一

0
号
が
こ
れ
ら
よ
り
最
近
の

も
の
（
新
法
）

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
―
一
六
条
は
、
占
領
権
力
に
よ
っ
て
ま
だ
廃
止

で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
原
則
が
妥
当
し
な
い
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
旧
法
の
方
が
、
そ
の
原
則

し
か
し
、
こ
の
判
決
は
、
次
の
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
決
定
に
よ
り
破
棄
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
「
実
質
的
正
義
」
の
要
請
か
ら
罪
刑

法
定
主
義
が
破
綻
す
る
と
さ
れ
、
そ
れ
が
「
倫
理
的
理
由
か
ら
正
当
化
」
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

③
 
ジ
ー
ゲ
ン
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
一
九
四
七
年
五
月
八
日
判
梃

次
の
判
決
は
、
遡
及
処
罰
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

離
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
三
五
九
）



ガ
ー

(
M
a
t
t
h
i
a
s
E
r
z
b
e
r
g
e
r
)
 

(
H
e
i
n
r
i
c
h
 

管
理
理
事
会
法
一

0
号
は
、
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
の
尊
重
か
ら
ド
イ
ツ
の
裁
判
官
を
解
放
し
な
か
っ
た
と
い
う
区
裁
判
所
お
よ
び
ラ

ン
ト
裁
判
所
の
見
解
は
、
誤
り
で
あ
る
。
管
理
理
事
会
法
一

0
号
は
、
本
来
、
占
領
権
力
の
裁
判
所
の
た
め
に
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
が
ド
イ
ツ
人
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
人
に
対
し
て
行
わ
れ
た
事
案
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
も
こ
れ
を
遡
及

的
に
適
用
で
き
る
。
罪
刑
法
定
主
義
は
絶
対
の
自
然
法
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
管
理
理
事
会
法
一

0
号
の
遡
及
効
的
適
用
に
つ
き
ド
イ
ツ
の
裁
判
官
に
疑
義
が
な
い
な
ら
、
こ
れ
は
、
他
方
で
、
そ
の
重

、
、
、
、
、

さ
が
実
質
的
正
義
の
た
め
に
処
罰
が
無
条
件
に
必
要
で
あ
り
、
そ
の
強
い
不
法
内
容
が
、
原
則
と
し
て
維
持
さ
れ
る
ぺ
き
罪
刑
法
定
主
義

、
、
、
、
、

の
原
則
の
破
綻
を
倫
理
的
理
由
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
と
思
わ
せ
る
犯
罪
に
限
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
次
に
、

T
i
l
l
e
s
s
e
n
)
 

ナ
チ
時
代
に
「
恩
赦
」
を
得
た
殺
人
犯
人
を
、
戦
後
、
管
理
理
事
会
法
一

0
号
を
適
用
し
て
処
罰
で
き
る
か
と
い
う
問

題
と
取
り
組
ん
だ
一
連
の
事
件
と
そ
の
判
決
を
検
討
し
よ
う
。
そ
れ
は
、
「
テ
ィ
ル
エ
ッ
セ
ン
事
件
」

(Fall
Tillessen) 

(49) 
件
で
あ
る
が
、
こ
の
事
件
は
、

と
呼
ば
れ
る
事

一
九
ニ
―
年
当
時
元
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
ラ
イ
ヒ
大
蔵
大
臣
で
あ
っ
た
マ
テ
ィ
ア
ス
・
エ
ル
ツ
ベ
ル

の
殺
害
犯
人
で
元
の
海
軍
将
校
、
被
告
人
の
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
テ
ィ
ル
エ
ッ
セ
ン

の
名
前
か
ら
と
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
被
害
者
の
名
前
か
ら
ェ
ル
ツ
ベ
ル
ガ
ー
殺
害
事
件
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
の
事
件
は
、

ま
さ
し
く
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
に
お
け
る
管
理
理
事
会
法
一

0
号
の
適
用
に
関
す
る
法
状
態
の
明
確
で
は
な
か
っ
た
フ
ラ
ン
ス
占
領
地
域

に
お
い
て
生
じ
た
一
大
セ
ン
セ
イ
シ
ョ
ン
を
巻
き
起
こ
し
た
事
件
で
あ
る
。
し
か
も
、
事
件
は
、

て
恩
赦
が
与
え
ら
れ
て
い
た
政
治
犯
を
事
後
的
に
訴
追
す
る
こ
と
が
可
能
か
と
い
う
興
味
深
い
問
題
が
取
り
扱
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
最
後
に
、
こ
の
事
件
と
判
決
に
つ
い
て
比
較
的
詳
細
に
検
討
し
て
お
こ
う
。

④
 

8
 

ハ
ム
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
一
九
四
七
年
六
月
ニ
ー
日
決
定

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

ナ
チ
時
代
に
テ
ィ
ル
エ
ッ
セ
ン
に
対
し

（
一
三
六

0
)



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

し
な
い
と
い
う
結
論
に
達
し
、

ヴ
ァ
ル
ト
の
オ
ッ
フ
ェ
ン
プ
ル
ク
の
近
郊
で
著
名
な
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
政
治
家
、

伴
者
で
あ
っ
た
あ
る
ラ
イ
ヒ
国
会
議
員

(Dietz)

八
年
の
講
和
に
署
名
を
し
た
人
物
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
国
家
主
義
の
側
か
ら
は
新
体
制
の
最
も
嫌
わ
れ
た
政
治
家
の
一
人
で

あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
民
族
的
、
国
家
社
会
主
義
的
反
対
者
側
か
ら
の
暗
殺
行
動
で
あ
っ
た
。
テ
ィ
ル
エ
ッ
セ
ン
は
、
こ
の
犯
行
の
後
、
バ

イ
エ
ル
ン
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
通
っ
て
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
逃
亡
し
、
そ
の
後
ス
ペ
イ
ン
に
逃
げ
た
。
し
か
し
、
ナ
チ
の
政
権
掌
握
の
直
前
に

家
の
高
揚
」
の
た
め
に
実
行
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
行
為
に
対
し
て
恩
赦
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
恩
赦
は
テ
ィ
ル
エ
ッ
セ
ン
に
も

一
九
三
三
年
四
月
一

0
日
に
は
オ
ッ
フ
ェ
ン
プ
ル
ク
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
テ
ィ
ル
エ
ッ
セ
ン
に
そ
の
恩
赦
を
与
え
る

形
式
的
決
定
を
行
っ
た
。
ナ
チ
政
権
末
期
、

フ
ュ
ー
ラ
ー
の
制
服
を
着
用
し
て
い
た
テ
ィ
ル
エ
ッ
セ
ン
は
型
通
り
に
逮
捕
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
彼
が
エ
ル
ツ
ベ
ル
ガ
ー
の
殺
害
者
で
あ

る
こ
と
が
判
明
し
、

一
九
三
三
年
一
二
月
ニ
―
日
に
は
、

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
ア
メ
リ
カ
軍
が
侵
攻
し
て
き
た
と
き
、

S
A
の
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
バ
ン

ア
メ
リ
カ
は
、
彼
を
ド
イ
ツ
の
司
法
官
憲
に
引
き
渡
し
た
。

担
当
の
ア
メ
リ
カ
の
法
務
官
に
よ
っ
て
テ
ィ
ル
エ
ッ
セ
ン
に
対
す
る
手
続
を
再
開
す
べ
く
指
示
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
恩

赦
命
令
は
、
管
理
理
事
会
法
第
一
号
に
よ
っ
て
失
効
し
た
と
い
う
メ
モ
を
付
し
て
お
い
た
。
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
裁
判
所
も
恩
赦
を
考
慮

一
九
四
六
年
夏
に
、

当
て
は
ま
っ
た
。

な
っ
て
ド
イ
ツ
に
舞
い
戻
っ
た
。

に
重
傷
を
負
わ
せ
た
。
エ
ル
ツ
ベ
ル
ガ
ー
は
、
当
時
四
五
歳
で
あ
っ
た
が
、

ヒ
ト
ラ
ー
政
府
の
提
案
に
よ
り
、
ラ
イ
ヒ
大
統
領
令
に
よ
っ
て
「
国

フ
ラ
ン
ス
占
領
地
域
の
フ
ラ
イ
プ
ル
ク
上
級
検
察
庁

(
G
e
n
e
r
a
l
s
t
a
a
t
s
a
n
w
a
l
t
)

に

移
送
さ
れ
、
オ
ッ
フ
ェ
ン
プ
ル
ク
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
が
管
轄
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

テ
ィ
ル
エ
ッ
セ
ン
は
、
同
じ
く
海
軍
将
校
で
あ
っ
た
同
僚

(
S
c
h
u
l
z
)

⑤
 
テ
ィ
ル
エ
ッ
セ
ン
事
件

（
一
三
六

一
九
四
六
年
七
月
二
七
日
に
マ
ン
ハ
イ
ム
の
検
察
官
は
、

一
九

エ
ル
ツ
ベ
ル
ガ
ー
を
背
後
か
ら
射
殺
し
、
そ
の
随

一
人
と
一
緒
に
一
九
ニ
―
年
八
月
二
六
日
に
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ



ア
ル
ト
・
ケ
ル
ン

は
、
そ
こ
で
フ
ラ
イ
プ
ル
ク
の
国
法
学
者
テ
オ
ド
ー
ル
・
マ
ウ
ン
ツ

三
三
年
の
恩
赦
の
形
式
的
有
効
性
を
理
由
と
し
て
ふ
た
た
び
打
ち
切
り
決
定
を
な
し
た
。
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
管
理
理
事
会
法
一
号
が
こ

の
恩
赦
を
失
効
さ
せ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
管
理
理
事
会
法
一

0
号
の
適
用
も
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
人
道
に
対
す
る
犯

罪
」
と
は
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
国
際
軍
事
法
廷
の
判
決
に
よ
れ
ば
、
戦
争
犯
人
と
の
関
係
で
の
み
成
り
立
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

決
定
に
お
い
て
決
定
的
な
命
題
は
、
裁
判
所
に
、
「
行
為
者
が
そ
の
行
為
を
高
揚
し
た
祖
国
愛
か
ら
、
ド
イ
ツ
を
よ
り
よ
い
将
来
へ
と
導

く
た
め
に
実
行
し
た
」
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
無
罪
判
決
と
そ
の
理
由
は
、
大
き
な
セ
ン
セ
イ
シ
ョ
ン
を
巻
き
起
こ
し
た
。

オ
ッ
フ
ェ
ン
プ
ル
ク
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
長
は
更
迭
さ
れ
た
。
事
件
は
、
ラ
シ
ュ
タ
ッ
ト
の
軍
政
府
法
廷
（
最
高
フ
ラ
ン
ス
軍
事
法
廷
）

(
T
r
i
b
u
n
a
l
 G
e
n
e
r
a
l
 d
e
 G
o
u
v
e
r
m
e
n
t
 Militaire) 

当
し
、
先
の
二
つ
の
理
由
は
根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
法
に
よ
っ
て
も
こ
の
判
決
は
支
持
し
が
た
い
も
の
と
し
た
。

(
E
d
u
a
r
d
 K
e
r
n
)
 
の
意
見
書
を
援
用
し
た
。
ケ
ル
ン
に
よ
れ
ば
、
「
決
定
的
な
の
は
、
恩
赦
は
、
今
日
、
ド
イ
ツ
に

J

の
テ
ィ
ル
エ
ッ
セ
ン
事
件
の
公
判
は
、

ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、

オ
ッ
フ
ェ
ン
プ
ル
ク
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
裁
判
官
達
は
、
す
で
に
同
一
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
恩
赦
決
定
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

一
九
四
六
年
九
月
一

0
日
に
公
判
の
の
不
開
始
を
決
定
し
た
。
フ
ラ
イ
プ
ル
ク
検
察
庁
が
こ
れ
に

対
し
て
異
議
を
申
立
て
、
バ
ー
デ
ン
の
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
オ
ッ
フ
ェ
ン
プ
ル
ク
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
に
公
判
開
始
を
命
じ
た
。
上
級

一
九
三
三
年
三
月
ニ
―
日
の
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
恩
赦
が
法
的
に
有
効
で
あ
る
こ
と
を
形
式
的
に
は
争
わ
な
か
っ
た
。

そ
の
代
わ
り
に
、
テ
ィ
ル
エ
ッ
セ
ン
の
犯
罪
は
、
管
理
理
事
会
法
一

0
号
に
よ
っ
て
可
罰
的
で
あ
る
と
し
た
。

そ
れ
が
適
法
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

一
九
四
六
年
―
一
月
ニ
―
日
に
開
か
れ
、
オ
ッ
フ
ェ
ン
プ
ル
ク
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、

に
移
送
さ
れ
た
。

フ
ラ
ン
ス
軍
政
府
は
、
即
座
に
こ
れ
に
介
入
し
、

フ
ラ
ン
ス
軍
政
府
の
フ
ル
ビ
ー

(
T
h
e
o
d
o
r
 M
a
u
n
z
)
 

フ
ル
ビ
ー

と
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
の
刑
法
学
者
エ
ド
ゥ

(
F
u
r
b
y
)

が
自
ら
事
件
を
担

四

（
一
三
六

一
九



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

お
い
て
妥
当
し
て
い
る
法
の
立
場
か
ら
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
妥
当
し
な
い
と
み
な
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
恩
赦
は
、
特
殊
ナ
チ
的
な
思
想
財
で
あ
っ
て
、
正
義
の
思
想
に
反
す
る
。
そ
れ
は
、

そ
の
追
随
者
で
あ
る
者
を
刑
罰
か
ら
保
護
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
政
治
的
謀
殺
を
不
可
罰
で
あ
る
と
す
る
命
令
は
、

(50) 

建
さ
れ
た
正
義
の
法
と
秩
序
あ
る
国
家
制
度
の
基
礎
と
は
調
和
し
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

タ
ッ
ト
の
軍
事
法
廷
は
、

オ
ッ
フ
ェ
ン
ブ
ル
ク
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
判
決
を
破
棄
し
、

こ
の
オ
ッ
フ
ェ
ン
ブ
ル
ク
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
判
決
に
対
し
て
は
、
自
ら
も
ナ
チ
に
対
し
て
潔
白
で
は
な
か
っ
た
「
刑
法
学
界
の
重

鎮
」
、
ベ
ル
リ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
の
エ
ド
ゥ
ア
ル
ト
・
コ
ー
ル
ラ
ウ
ッ
シ
ュ

(51) 

官
の
重
大
な
汚
点
」
で
あ
る
と
非
難
し
た
が
、
多
数
の
裁
判
官
達
は
、
こ
の
一
連
の
事
件
に
よ
っ
て
不
安
に
陥
り
、
こ
の
事
件
は
、
ド
イ

ツ
の
司
法
が
新
た
に
政
治
的
に
操
ら
れ
て
い
る
徴
表
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。

五

（
一
三
六

次
に
、
テ
ィ
ル
エ
ッ
セ
ン
を
一
五
年
の
重
懲
役
に
処
し
た
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
判
旨
を
紹
介
し
よ
う
。

コ
ン
ス
タ
ン
ツ
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
一
九
四
七
年
二
月
二
八
日
判
決

ド
イ
ツ
法
に
よ
る
と
、
被
告
人
の
行
為
、

い
ま
や
再

つ
ま
り
エ
ル
ツ
ベ
ル
ガ
ー
の
殺
害
は
謀
殺
既
遂
に
あ
た
る
。
最
高
軍
事
法
廷
の
決
定
に
よ
る

と
、
管
理
理
事
会
法
一

0
号
の
適
用
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
も
、
管
理
理
事
会
法
一

0
号
は
一
九
三
三
年
一
月
三

0
日
以
前
に
実
行
さ
れ

た
行
為
に
も
適
用
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
決
定
は
、
裁
判
所
を
拘
束
し
、
当
法
廷
に
は
、
こ
の
法
律
を
意
味
通
り
に
解
釈
し
、
ド
イ
ツ

ま
ず
、
管
理
理
事
会
法
一

0
号
の
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
「
政
治
的
ま
た
は
国
家
的
権
力
意
思
の
影
響
の
下
に
、

現
行
法
に
関
係
さ
せ
る
と
い
う
課
題
が
与
え
ら
れ
る
。

⑥
 

く
よ
う
命
じ
た
。

(
E
d
u
a
r
d
 K
o
h
l
r
a
u
s
c
h
)

教
授
も
「
ド
イ
ツ
の
裁
判

コ
ン
ス
タ
ン
ツ
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
で
新
公
判
を
開

一
九
四
七
年
一
月
六
日
に
、
ラ
シ
ュ

一
面
的
に
ヒ
ト
ラ
ー
政
権
の
先
駆
け
で
あ
り
、



で
で
は
な
く
て
も
、

ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
る
理
念
の
支
配
の
下
に
実
行
さ
れ
た
、
そ
し
て
こ
の
理
念
の
追
求
に
お
い
て
文
明
国
の
国
民
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
承
認
さ
れ
た
基
本
的
人
権
を
侵
害
す
る
行
為
か
、
ま
た
は
、
政
治
的
・
人
種
的
ま
た
は
宗
教
的
理
由
か
ら
人
間
の
迫
害
で
あ
る

(53) 

と
性
格
づ
け
ら
れ
う
る
行
為
で
あ
る
」
と
す
る
。

次
に
、
「
遡
及
効
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
こ
の
原
理
（
罪
刑
法
定
主
義
）
は
、
と
く
に
一
九
三
三
年
以
前
の
刑
法
に
は

存
在
し
た
の
で
あ
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
文
明
諸
国
の
明
ら
か
な
共
有
財
産
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
と
く
に
英
米
の
刑
法

で
は
貫
徹
さ
れ
て
い
な
い
。
管
理
理
事
会
布
告
第
一
二
号
に
お
い
て
も
明
示
的
に
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
謀
殺
は
、
ド
イ
ツ
法
に
よ
っ
て

も
あ
ら
ゆ
る
文
明
国
の
刑
法
に
と
っ
て
も
、
第
一
順
位
の
主
要
犯
罪
と
し
て
つ
ね
に
可
罰
的
で
あ
っ
た
し
、

い
ま
も
可
罰
的
で
あ
る
」
。

さ
ら
に
管
理
理
事
会
法
一

0
号
と
ド
イ
ツ
刑
法
の
競
合
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
①
管
理
理
事
会
法
一

0
号
は
ド
イ
ツ
帝
国
刑
法
に
対
し
て

補
充
法
を
な
す
も
の
で
は
な
い
、
②
管
理
理
事
会
法
一

0
号
は
、
帝
国
刑
法
の
規
定
に
対
し
て
特
別
法
で
あ
る
、
③
謀
殺
と
人
道
に
対
す

る
犯
罪
は
、
従
っ
て
観
念
的
競
合
で
は
な
い
、
④
法
定
刑
は
、
も
っ
ぱ
ら
管
理
理
事
会
法
一

0
号
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
、
と
し
、
被
告
人

の
行
為
は
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
前
提
を
充
足
す
る
と
い
う
。
し
か
し
、
本
判
決
で
は
、
遡
及
効
は
、
実
行
の
時
に
違
法
で
な
い
行
為

に
対
し
て
は
及
ば
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。
け
だ
し
「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
で
あ
り
う
る
の
は
、
そ
の
違
法
性
が
実
行
の
時
の
『
法
」
の
中

一
般
に
文
明
諸
国
の
法
秩
序
の
中
で
表
現
さ
れ
て
い
た
行
為
の
み
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
判
例
は
、
ナ
チ
犯
罪
の
管
理
理
事
会
法
一

0
号
に
よ
る
遡
及
処
罰
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
根
拠
か
ら
正
当
化
し
よ

う
と
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
確
か
に
、
こ
こ
で
は
、
問
題
は
、
複
雑
で
あ
る
。
ま
ず
、
ド
イ
ツ
が
占
領
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
管
理
理

事
会
法
が
純
然
た
る
国
内
法
と
は
い
え
な
い
こ
と
、
占
領
権
力
に
よ
る
ナ
チ
犯
罪
者
の
処
罰
と
い
う
政
治
的
な
要
請
が
あ
っ
た
こ
と
、
さ

ら
に
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
官
の
中
に
は
、
自
ら
が
ナ
チ
の
手
先
で
あ
っ
た
も
の
が
少
な
く
な
く
、
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
が
こ
の
よ
う
な
裁

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

六

（
一
三
六
四
）



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

討
は
、
次
章
の
課
題
で
あ
る
。

一七

（
ニ
―
―
六
五

判
官
の
仲
間
意
識
か
ら
ナ
チ
犯
罪
者
不
処
罰
の
根
拠
と
な
り
え
た
こ
と
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
フ
ァ
ク
タ
ー
が
遡
及
処
罰
禁
止
論
を
め
ぐ
る
論

争
の
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
う
る
。
罪
刑
法
定
主
義
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
、
当
時
の
法
律
家
達
の
間
で
は
、

「
正
規
の
裁
判
所
の
外
部
に
存
在
す
る
政
治
的
特
別
管
轄
」

(
p
o
l
i
t
i
s
c
h
e
S
o
n
d
e
r
g
e
r
i
c
h
t
s
b
a
r
k
e
i
t
)

が
問
題
で
あ
り
、
「
脱
政
治
化
」

(
5
3
a
)
 

の
名
目
で
な
る
べ
く
か
か
わ
ら
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
雰
囲
気
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
全
般
的
に
は
、
こ

の
当
時
の
こ
の
原
則
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
そ
の
政
治
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
理
論
と
し
て
か
な
り
精
密
に
議
論
さ
れ
、
し
か
も
、
論
理

を
尽
く
し
て
決
断
を
下
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
そ
れ
は
、
安
易
に
ナ
チ
犯
罪
の
処
罰
と
い
う
至
上
命
題
の
た
め
に
「
罪
刑
法

定
主
義
を
修
正
」
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
が
、
管
理
理
事
会
法

1
0
号
の
適
用
を
好
ま
ず
、
む
し
ろ
、
徐
々
に
ド
イ
ツ
刑
法
の
適
用
に
よ
る
処
罰
に
傾
い
て
い
っ
た
点
に
も
窺
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
行
為

時
の
ド
イ
ツ
刑
法
に
よ
る
処
罰
の
理
論
的
根
拠
を
提
供
し
た
の
が
、
「
法
律
の
形
を
と
っ
た
不
法
」
の
理
論
で
あ
る
が
、
こ
の
理
論
の
検

(
7
)
 
Militiirregierung D
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d
 K
o
n
t
r
o
l
l
g
e
b
i
e
t
 d
e
s
 O
b
e
r
s
t
e
n
 B
e
f
e
h
l
h
a
b
e
r
s
 G
e
s
e
t
z
 N
r
.
 1
,
 

A
u
f
h
e
b
u
n
g
 d
e
s
 Nationalsozialistis ,
 

c
h
e
n
 R
e
c
h
t
s

こ
の
法
律
は
、
三
つ
の
西
側
占
領
地
域
の
み
に
お
い
て
公
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
軍
政
府
法
の
発
布
月
日
に
つ
い
て
は
、

未
調
査
で
あ
る
。
こ
の
法
律
に
つ
い
て
は
、

vgl.
S
c
h
o
n
k
e
,
 S
t
G
B
,
 4
.
 
Aufl. 
(
1
9
4
9
)
,
 
S. 8
3
0
.
 

(
8
)
 
Militiirregierung D
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d
 A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 A
n
w
e
i
s
u
n
g
e
n
 a
n
 Richter, vgl. 
S
c
h
o
n
k
e
,
 S
t
G
B
,
 4
.
 
Aufl. (
1
9
4
9
)
,
 
S. 8
3
2
.
 

(
9
)
 Vgl• 

H
i
l
d
e
 B
e
n
j
a
m
i
n
,
 N
 ur
 G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 d
e
r
 R
e
c
h
t
s
p
f
!
e
g
e
 d
e
r
 D
O
R
 19
4
5
 ,
 1
9
4
9
,
 1
9
7
9
,
 
s. 1
9
5
.
 

(10) 
B
e
n
j
a
m
i
n
,
 a. 
a. 
0., S. 
1
9
6
.
 

(11)

こ
れ
に
つ
い
て
、

vgl.
W
i
l
h
e
l
m
 W
e
n
g
l
e
r
,
 
D
i
e
 N
i
c
h
t
a
n
w
e
n
d
u
n
g
 nationalsozialistischen 
R
e
c
h
t
s
 i
m
 L
i
c
h
t
e
 
d
e
r
 R
e
c
h
t
s
v
e
r
 ,
 

g
l
e
i
c
h
u
n
g
 u
n
d
 d
e
r
 a
l
l
g
e
m
e
i
n
e
n
 R
e
c
h
t
s
l
e
h
r
e
,
 J
R
 1
9
4
9
,
 
S. 7
6
,
 
A
n
m
.
 7
3
.
 

(12) 
A
m
t
s
b
l
a
t
t
 d
e
s
 Kontrollrates Nr. 1
 v. 2
0
.
 

10. 1
9
4
5
,
 
S. 2
2
.
 



(13) Vgl• 

H
a
n
s
 ,
 Lu
d
w
i
g
 Schreiber, 
G
e
s
e
t
z
 
u
n
d
 Richter. 
N
 ur
 g
e
s
c
h
i
c
h
t
l
i
c
h
e
n
 
E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
 d
e
s
 
S
a
t
z
e
s
 
nullurn 
c
r
i
m
e
n
,
 
nulla 

p
o
e
n
a
 sine lege, 
1976, S. 201. 

(14) 
G
V
B
I
.
 1946, S. 333ff. 
こ
の
条
文
に
つ
い
て
は
、

vgl.
V
e
r
f
a
s
s
u
n
g
e
n
 d
e
r
 d
e
u
t
s
c
h
e
n
 B
u
n
d
e
s
l
i
i
n
d
e
r
 m
i
t
 G
e
s
e
t
z
e
n
 iiber die L
a
n
d
'
 

e
s
v
e
r
f
a
s
s
u
n
g
s
g
e
r
i
c
h
t
e
 
(
B
e
c
k
 ,
 Te
x
t
e
)
,
 2. 
Aufl., 
1981, S. 
58. 

(15) 
V
g
l
.
 V
e
r
f
a
s
s
u
n
g
e
n
 d
e
r
 d
e
u
t
s
c
h
e
n
 B
u
n
d
e
s
l
i
i
n
d
e
r
,
 S. 
102. 
~
 の
仙
i

、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
ー
ー
バ
ー
デ
ン
憲
法
四
条
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト

ー
プ
フ
ァ
ル
ツ
憲
法
六
条
二
項
（
vgl.
a. 
a. 
0., S. 2
6
2
)
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
ー
ホ
ー
エ
ン
ツ
ォ
レ
ル
ン
憲
法
一
七
条
一
項
で
は
、
「
刑
罰
は
、

行
為
の
時
に
妥
当
し
て
い
た
法
律
に
基
づ
い
て
の
み
科
さ
れ
う
る
」
と
定
め
た

(vgl.
S
c
h
r
e
i
b
e
r
,
 a. 
a. 
0., S. 
202.)
。

(16)

ヘ
レ
ン
キ
ム
ゼ
ー
草
案
一
三
六
条
一
項
は
、
ほ
ぼ
文
字
通
り
ワ
イ
マ
ー
ル
一
九
一
九
年
八
月
―
一
日
の
憲
法
―
―
六
条
を
繰
り
返
し
た
も
の

だ
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
「
刑
罰
」
と
い
う
文
言
を
用
い
る
一
八
七
一
年
の
刑
法
典
と
は
異
な
り
、
「
可
罰
性
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
た
。

こ
れ
は
、
「
刑
罰
」
と
い
う
文
言
を
用
い
る
刑
法
典
と
ど
う
違
う
の
か
を
め
ぐ
っ
て
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
に
激
し
い
論
争
を
呼
ん
だ
の
で
あ
っ
た

（
こ
れ
に
つ
い
て

vgl.
S
c
h
r
e
i
b
e
r
,
 a. 
a. 
0., S. 
18lff.)
。
基
本
法
一

0
三
条
二
項
で
も
、
こ
の
「
可
罰
性
」
と
い
う
文
言
が
用
い
ら
れ
た
た

め
、
そ
の
実
質
的
内
容
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
今
日
で
も
続
い
て
い
る
。

(17)

一
九
五
三
年
八
月
四
日
の
第
三
次
刑
法
改
正
法
に
よ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
同
じ
く
「
可
罰
性
」
と
い
う
文
言
が
用
い
ら
れ
た
。
遡

及
禁
止
は
、
二
条
二
項
で
宣
言
さ
れ
た
。

(18)

本
田
稔
「
戦
後
西
ド
イ
ツ
刑
法
理
論
に
お
け
る
不
法
概
念
の
形
成
過
程
②
」
立
命
館
法
学
ニ
―
六
号
（
一
九
九
一
年
二
号
）
一
八
四
頁
以
下
、

同
③
ニ
―
七
号
(
-
九
九
一
年
三
号
）
三
八
八
頁
以
下
。

(19)

こ
の
論
文
で
は
、
管
理
理
事
会
は
、
罪
刑
法
定
主
義
を
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
い
て
「
明
文
規
定
し
な
か
っ
た
理
由
は
、
専
ら
、
ナ
チ
ス
犯
罪
の
遡

及
処
罰
を
保
障
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
（
②
-
八
八
頁
）
と
す
る
が
、
こ
の
命
題
の
前
提
に
疑
問
が
あ
る
こ
と
も
も
ち
ろ

ん
で
あ
る
が
、
こ
の
命
題
そ
の
も
の
も
疑
わ
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
占
領
権
力
で
あ
る
管
理
理
事
会
で
は
、
当
初
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
の
改
正
の
計
画

を
も
っ
て
い
た

(vgl.
d
a
z
u
 M
a
t
t
h
i
a
s
 Etzel, D
i
e
 A
u
f
h
e
b
 g
 
g
 v
o
n
 nationalsozialistischen G
e
s
e
t
z
e
n
 d
u
r
c
h
 d
e
n
 Alliierten Kontrollrat 

(
1
9
4
5
 ,
 19
4
8
)
 ,
 1992, 

s. 
1
7
 4.)

ぶ
か
、
こ
七
竹
か
宝
k
祖
t
六
J

わ

化

す

‘

廷
g
匡
回
‘
年
目
呻
8

呻
-
声
デ
ム
K
辻
i

に
よ
っ
て
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
刑
法
の
条
文
の
「
廃
棄
」

は
行
っ
た
け
れ
ど
も
、
統
一
法
典
た
る
ド
イ
ツ
刑
法
に
新
た
な
処
罰
規
定
を
設
け
る
こ
と
は
、
一
九
四
九
年
の
連
邦
共
和
国
の
成
立
以
降
に
な
っ

て
初
め
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
軍
政
府
法
に
お
い
て
罪
刑
法
定
主
義
が
す
で
に
規
定
さ
れ
、
ま
た
、
ラ
ン
ト
憲
法
に
お
い
て
も
宣
言

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

J¥ 

（
一
三
六
六
）



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

一九

（
―
-
―
-
六
七
）

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
刑
法
典
へ
の
導
入
は
、
焦
眉
の
課
題
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
真
相
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
刑
法
に
よ
る
ナ
チ
犯

罪
処
罰
に
は
、
と
く
に
「
遡
及
処
罰
禁
止
」
は
、
正
当
化
事
由
の
問
題
を
除
い
て
問
題
に
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
こ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
謀
殺
罪
・
故
殺
罪
は
、
ナ
チ
ス
刑
法
に
お
い
て
も
存
在
し
、
可
罰
的
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
（
謀
殺
な
い
し
故
殺
の
構
成
要
件
が
削

除
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
正
当
化
事
由
の
制
限
が
問
題
で
あ
っ
た
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
、

vgl.
G
u
n
t
h
e
r
 J
 ak
o
b
s
 `
 
V
e
r
、

g
a
n
g
e
n
h
e
i
t
s
b
e
w
a
l
t
i
g
u
n
g
 
d
u
r
c
h
 
S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
?
,
 
i
n
 
:
 (B
a
t
t
i
s
/
J
a
k
o
b
s
/
J
e
s
s
e
,
 
V
e
r
g
a
n
g
e
n
h
e
i
t
s
b
e
w
a
l
t
i
g
u
n
g
 
d
u
r
c
h
 
R
e
c
h
t
,
1
9
9
2
,
 
S. 

4
6
f
f
.
)

。
本
田
論
文
の
こ
の
部
分
の
主
張
は
、
す
べ
て
誤
っ
た
問
題
提
起
に
由
来
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
考
察
は
、
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
い
。

(20)

も
と
よ
り
、
管
理
理
事
会
法
一

0
号
の
遡
及
適
用
に
つ
き
、
こ
れ
を
肯
定
す
ぺ
く
、
ヴ
ィ
マ
ー
や
ラ
ー
ト
プ
ル
フ
の
よ
う
に
、
管
理
理
事
会
法

1
0
号
に
は
、
遡
及
処
罰
禁
止
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
と
主
張
し
た
学
説
は
存
在
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
管
理
理
事
会
法
一

0
号
と
い
う
ナ
チ

犯
罪
処
罰
の
た
め
の
法
律
に
関
す
る
立
論
で
あ
り
、
論
者
の
挙
げ
る
論
拠
に
は
、
こ
の
現
実
を
何
と
か
理
論
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
見

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
、
一
般
的
に
、
こ
の
当
時
、
「
修
正
さ
れ
た
罪
刑
法
定
主
義
」
し
か
な
か
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
早
計
で

あ
る
。
な
お
、
著
者
は
、
ラ
ー
ト
プ
ル
フ
の
法
理
は
、
「
ナ
チ
ス
犯
罪
の
遡
及
処
罰
の
必
要
性
を
認
め
る
と
同
時
に
、
罪
刑
法
定
主
義
に
よ
る
法

的
安
定
性
の
確
立
を
も
要
求
し
て
い
る
」
（
②
-
九
六
頁
）
も
の
と
評
価
す
る
が
、
確
か
に
、
ラ
ー
ト
プ
ル
フ
の
「
法
律
の
形
を
と
っ
た
不
法
」

の
テ
ー
ゼ
は
、
ナ
チ
時
代
の
法
律
そ
の
も
の
が
、
「
不
法
」
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
ナ
チ
時
代
の
「
法
」
に
よ
っ
て
ナ
チ
犯
罪
を
処
罰
で
き

る
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
遡
及
処
罰
の
問
題
を
生
じ
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
で
、
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に

（
本
稿
③
四
一
巻
一
号
一
八

0
頁
以
下
）
、
ラ
ー
ト
プ
ル
フ
は
、
管
理
理
事
会
法
一

0
号
は
、
英
米
法
流
の
判
例
法
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
遡
及

処
罰
を
肯
定
し
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
著
者
は
こ
の
ラ
ー
ト
プ
ル
フ
の
論
文

(
R
a
d
b
r
u
c
h
,
S
J
 N
 1
9
4
7
,
 S
p
.
 132££.)

を
こ
こ
で

援
用
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。

(21)

本
田
・
前
掲
論
文
②
、
立
命
館
法
学
ニ
ー
六
号
一
九
一
頁
以
下
。

(22) 
H
e
l
l
m
u
t
h
 M
e
y
e
r
,
 D
a
s
 A
n
a
l
o
g
i
e
v
e
r
b
o
t
 i
m
 g
e
g
e
n
w
i
i
r
t
i
g
e
n
 d
e
u
t
s
c
h
e
n
 S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
,
 S
J
 N
 1
9
4
7
,
 S
p
.
 
12. 

(23) 
M
e
y
e
r
,
 S
J
 N
 1
9
4
7
,
 S
p
.
 18f・ 

(24)

本
田
・
前
掲
論
文
②
、
一
九
二
頁
。

(25) 
M
e
y
e
r
,
 S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
 A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
r
 Tei!, 
1
9
5
3
,
 S. 
83. 

(26) 
M
e
y
e
r
,
 S
J
 N
 1
9
4
7
,
 S
p
.
 19. 
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(46) 
O
L
G
 H
a
m
b
u
r
g
,
 U
r
t
e
i
l
 v.'17. 
6. 
1
9
4
7
,
 M
O
R
 19
4
7
,
 2
4
1
.
 

(47) 
L
G
 Si
e
g
e
n
,
 U
r
t
e
i
l
 v. 
8. 
5. 
1
9
4
7
,
 M
O
R
 19
4
7
,
 203. 
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
竹
下
•
前
掲
論
文
二
三
二
頁
以
下
参
照
。

(48) 
O
L
G
 H
a
m
m
,
 B
e
s
c
h
l
u
B
 v. 
21. 6. 
1
9
4
7
,
 M
O
R
 19
4
7
,
 2
0
5
.
 

(
4
9
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
は
、

M
a
r
t
i
n
B
r
9
s
z
a
t
,
 
S
i
e
g
e
r
j
u
s
t
i
z
 o
d
e
r
 strafrechtliche ,,Selbstreinigung", 
in :
 Vi
e
r
t
e
l
j
a
h
r
e
s
h
e
f
t
e
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E
l
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b
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t
h
 H
a
n
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o
v
e
r
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 Dr
i
i
c
k
,
 
P
o
l
i
t
i
s
c
h
e
 
Justiz 
1
9
1
8
-
1
9
3
3
,
 
1
9
8
7
,
 
S. 

107££. 
そ
の
他
、

I
n
g
o
Millier, 
F
u
r
c
h
t
b
a
r
e
 Juristen, 
1
9
8
7
,
 
S. 
2
4
1
£
.
;
 W
o
f
g
a
n
g
 B
e
n
z
,
 Z
w
i
s
c
h
e
n
 H
i
t
l
e
r
 
u
n
d
 A
d
e
n
a
u
e
r
,
 
1
9
9
1
,
 
S. 

109££ • 

(50) 
V
g
l
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r
o
z
s
a
t
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V
i
e
r
t
e
l
j
a
h
r
e
s
h
e
f
t
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£
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g
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8
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4
9
9
.
 

(51) 
V
g
l
.
 B
r
o
z
s
a
t
,
 
a. 
a. 
0., S. 
4
9
9
.
 
な
お
、
コ
ー
ル
ラ
ウ
シ
ュ
の
ナ
チ
と
の
関
わ
り
お
よ
び
そ
の
戦
後
の
評
価
に
つ
い
て
は
、

S
e
b
a
s
t
i
a
n

S
c
h
a
t
t
e
n
f
r
o
h
,
 E
d
u
a
e
d
 K
o
h
l
r
a
u
s
c
h

ー
•
,
W
 en
d
e
h
a
l
s
"
 d
e
r
 N
a
c
h
k
r
i
e
g
s
z
e
i
t
 o
d
e
r
 O
p
f
e
r
 d
e
r
 N
S
 
,
 Op
f
e
r
?
,
 J
u
S
 1
9
9
2
,
 
S. 
545££. 
コ
ー

ル
ラ
ウ
シ
ュ
は
、
ナ
チ
の
政
権
獲
得
直
前
(
-
九
三
二
年
一

0
月
）
ペ
ル
リ
ン
大
学
の
学
長
に
な
っ
た
が
、
当
時
の
ナ
チ
学
生
運
動
に
対
し
て
学

長
と
し
て
彼
は
抵
抗
し
た
。
一
九
三
＝
一
年
五
月
に
は
か
れ
は
学
長
を
辞
し
た
。
刑
法
学
者
と
し
て
も
、
か
れ
は
、
確
信
的
な
ナ
チ
ス
ト
で
は
な

か
っ
た
が
、
一
九
三
三
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
の
間
に
、
重
要
な
ナ
チ
の
刑
事
立
法
な
ど
に
参
画
し
た
。

(52) 
L
G
 Ko
n
s
t
a
n
z
,
 U
r
t
e
i
l
 v. 
28. 2. 
1
9
4
7
,
 S
J
 N
 1
9
4
7
,
 S
p
.
 3
3
7
.
 

(53) 
S
J
 N
 1
9
4
7
,
 S
p
.
 3
4
0
.
 

第
三
節

ナ
チ
「
判
決
」
の
失
効

て
、
ナ
チ
ス
に
対
す
る
歴
史
的
関
心
が
、

一
九
八
三
年
は
、
ナ
チ
ス
の
権
力
掌
握
五

0
周
年
に
あ
た
り
、
す
で
に
一
九
八
二
年
秋
か
ら
、
当
時
の
西
ド
イ
ツ
で
は
、
こ
れ
に
よ
っ

(54) 

マ
ス
コ
ミ
や
学
界
に
お
い
て
も
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
八
二
年
の
秋
か
ら
、
西
ド
イ

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

ツ
の
映
画
館
で
は
、
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
フ
ェ
ア
ヘ
ー
フ
ェ
ン

(
M
i
c
h
a
e
l
 V
e
r
h
o
e
v
e
n
)
 

四

（
一
三
六
九

と
マ
リ
オ
・
ク
レ
プ
ス

(
M
a
r
i
o
K
r
e
b
s
)

に
よ

(1) 

「
白
バ
ラ
抵
抗
運
動
」
と
ナ
チ
判
決
の
継
続
妥
当
性



る。 二
二
日
の
第
一
の
訴
訟
に
よ
っ
て
ハ
ン
ス
・
シ
ョ
ル

一
九
八
二
年
当
時
も
ま
だ
有
効
で
あ
っ
た
の
か
。

(
S
o
p
h
i
e
 S
c
h
o
l
l
)
、
ク
リ
ス
ト
フ
・
プ

（
一
三
七
0
)

る
映
画
「
白
バ
ラ
」

(
D
i
e

W
 
e
i
B
e
 R
o
s
e
)

が
上
映
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
映
画
は
、
第
一
二
帝
国
に
お
け
る
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
抵
抗
グ
ル
ー
プ

の
運
命
を
、
シ
ョ
ル
兄
妹
を
中
心
に
、
印
象
深
く
描
い
た
秀
作
で
あ
っ
た
。
ゾ
フ
ィ
ー
・
シ
ョ
ル
が
民
族
裁
判
所
に
よ
っ
て
有
罪
判
決
を

受
け
、
そ
の
処
刑
に
よ
っ
て
こ
の
映
画
が
終
わ
っ
た
あ
と
、
字
幕
に
次
の
よ
う
な
二
つ
の
文
が
出
た
こ
と
が
、

(55) 

大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。
「
連
邦
裁
判
所
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
判
決
は
正
当
に
存
続
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
今
日
も
な
お
妥
当
し
て

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
構
内
で
反
政
府
的
内
容
の
ピ
ラ
を
撒
い
た
と
し
て
民
族
裁
判
所
に
起
訴
さ
れ
た
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
の
学
生
抵
抗
グ

ル
ー
プ
「
白
バ
ラ
」
、
お
よ
び
そ
れ
に
関
与
し
た
と
し
て
、
そ
の
後
逮
捕
さ
れ
た
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
の
員
外
教
授
が
、
民
族
裁
判
所
で
死

刑
判
決
を
受
け
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
判
決
の
効
力
が
、

五
0
年
後
に
問
題
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
四
三
年
二
月
二
二
日
お
よ
び
四

月
一
九
日
に
、
ベ
ル
リ
ン
の
民
族
裁
判
所
の
第
一
部
が
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
を
裁
判
長
と
し
て
公
判
を
開
催
さ
れ
た
。
二
月

(
H
a
n
s
 S
c
h
o
l
l
)
、
ゾ
フ
ィ
ー
・
シ
ョ
ル

ロ
ー
プ
ス
ト

(
C
h
r
i
s
t
o
p
h
P
r
o
b
s
t
)

が
処
刑
さ
れ
た
。
四
月
一
九
日
の
第
二
の
訴
訟
に
よ
っ
て
ク
ル
ト
・
フ
ー
バ
ー

(56) 

教
授
が
処
刑
さ
れ
た
。
果
た
し
て
、
こ
の
民
族
裁
判
所
の
判
決
は
、

(
K
u
r
t
 H
u
b
e
r
)
 

こ
の
問
題
に
対
し
て
は
、
多
く
の
人
々
が
新
聞
へ
の
読
者
の
投
書
と
し
て
、
論
文
の
形
で
、
あ
る
い
は
立
場
表
明
の
形
で
、
発
言
し
て

い
る
が
、
と
く
に
、
連
邦
裁
判
所
は
、
こ
の
映
画
の
最
後
の
主
張
を
そ
の
記
者
会
見
に
お
い
て
、
事
実
に
合
わ
な
い
と
し
て
、
退
け
て
い

一
九
八
二
年
一

0
月
―
一
日
の
記
者
会
見
に
お
い
て
、
「
連
邦
裁
判
所
は
、
『
白
バ
ラ
』

の
メ
ン
バ
ー
に
対
す
る
民
族
裁
判
所
の
判
決

に
は
係
わ
っ
て
い
な
い
し
、
そ
れ
を
正
当
で
あ
る
と
し
た
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
、
民
族
裁
判
所
の
判
決
を
、
多
く
の
事

案
に
お
い
て
、
死
刑
が
被
告
人
の
行
動
に
対
し
て
堪
え
難
く
不
均
衡
で
あ
り
、
ま
た
法
律
上
の
軽
減
可
能
性
が
考
慮
さ
れ
え
な
い
場
合
に

い
る
」
。

マ
ス
コ
ミ
や
法
律
家
に
も

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

四



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

四

は
、
違
法
で
あ
る
と
し
て
き
た
。
民
族
裁
判
所
は
し
ば
し
ば
『
違
法
な
殺
人
に
裁
判
の
形
式
を
利
用
し
た
』
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
よ

う
な
判
決
に
関
与
し
た
裁
判
官
は
、

フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
射
助
者
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
殺
人
罪
の
正
犯
と
し
て
、

(57) 

し
た
が
っ
て
、
謀
殺
者
と
し
て
訴
追
さ
れ
う
る
」
と
宣
言
し
た
。
ま
た
、
バ
イ
エ
ル
ン
司
法
省
は
、
シ
ョ
ル
兄
妹
に
対
す
る
民

(58) 

族
裁
判
所
の
判
決
は
、
も
は
や
存
続
し
て
い
な
い
と
の
見
解
を
発
表
し
た
。

1
0
月
一
六
日
号
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
教
授
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
ク
・
フ
ィ
ケ
ン
チ
ャ
ー

手
紙
」
欄
で
、
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
ま
ず
、

(59) 

(
W
o
l
f
g
a
n
g
 F
i
k
e
n
t
s
c
h
e
r
)

が
、
投
稿
し
た
。
フ
ィ
ケ
ン
チ
ャ
ー
は
、
こ
の
字
幕
は
、
連
邦
裁
判
所
が
こ
の
判
決
を
是
認
し
て
い
る
よ

う
に
読
め
る
が
、
「
こ
の
判
決
は
す
で
に
一
九
四
六
年
五
月
二
八
日
に
、
裁
判
所
の
決
定
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
、
廃
棄
さ
れ
た
と
す

る
の
が
正
し
い
」
と
論
じ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
映
画
の
結
末
は
、
そ
の
幕
切
れ
そ
の
も
の
の
悲
劇
の
点
と
、
誤
っ
た
字
幕
に
よ
っ
て
「
白

バ
ラ
」
の
メ
ン
バ
ー
達
の
行
動
に
よ
っ
て
勝
ち
取
ら
れ
た
現
在
の
自
由
な
法
体
系
に
関
心
を
示
さ
な
い
ド
イ
ツ
の
芸
術
家
の
態
度
を
表
し

フ
ェ
ア
ホ
ー
フ
ェ

て
い
る
と
い
う
点
で
、
「
二
重
の
意
味
で
悲
劇
だ
」
と
す
る
。
こ
の
投
書
に
対
し
て
は
、

(60) 

ン
と
ク
レ
プ
ス
の
反
論
が
掲
載
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
フ
ィ
ケ
ン
チ
ャ
ー
の
引
用
す
る
法
律
ニ
―
号
に
よ
っ
て
判
決
は
廃
棄
さ
れ
た
と
い

う
見
解
に
対
し
、
「
残
念
な
が
ら
、
法
律
ニ
―
号
は
、
決
し
て
連
邦
の
全
領
域
に
妥
当
し
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
一
九
五
六
年
六
月
―
―

九
日
の
連
邦
の
被
害
補
償
法
（
四
四
条
二
項
）
に
よ
れ
ば
、
『
刑
事
有
罪
判
決
の
廃
棄
ま
た
は
変
更
は
、
裁
判
所
の
決
定
に
よ
っ
て
証
明

さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
有
罪
判
決
が
廃
棄
さ
れ
る
か
変
更
さ
れ
る
』

）
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

一
九
八
二
年
一

0
月
か
ら
一
―
月
に
か
け
て
、

と
規
定
し
て
い
る
が
、
『
白
バ
ラ
j

事
件
に
対
す
る

諸
判
決
を
廃
棄
す
る
裁
判
所
の
決
定
は
従
来
ま
だ
な
い
」
と
反
論
し
た
。
し
か
も
、
連
邦
裁
判
所
は
、
「
白
バ
ラ
」
事
件
に
適
用
さ
れ
た

戦
時
特
別
刑
法
命
令
の
九
一
条
b
と
五
条
は
、
妥
当
す
る
法
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
て
い
る
し
、
そ
れ
を
ナ
チ
・
テ
ロ
法
律
と
は
明
ら
か

（
ニ
ニ
七
一
）

―
一
月
一
日
号
の
同
欄
に
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
タ
ー
・
ア
ル
ゲ
マ
イ
ネ
紙
の
「
編
集
者
へ
の



則
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
第
二
条
五
号
は
い
う
。
「
ヒ
ト
ラ
ー
政
権
の
も
と
で
不
当
に
も
政
治
的
・
人
種
的
ま
た
は
宗
教
的
根
拠
か
ら

る。 介
し
て
お
こ
う
。

一
九
四
五
年
九
月
二

0
日
の
管
理
理
事
会
法
一
号
お
よ
び
一
九
四
六
年
一
月
三

0
日
の
一
―
号
は
、
ナ
チ
ス
的
内
容
を
も
っ
た
法
律
と

刑
法
典
の
個
別
規
定
を
廃
棄
し
た
。
こ
の
規
定
の
中
に
は
、
第
一
次
、
お
よ
び
第
二
次
「
白
バ
ラ
」
裁
判
に
お
け
る
有
罪
判
決
も
含
ま
れ

一
九
四
五
年
一

0
月
二

0
日
に
は
、
連
合
国
管
理
理
事
会
の
布
告
第
三
号
が
発
せ
ら
れ
た
が
、
そ
こ
で
、
司
法
の
再
建
に
対
す
る
原

そ
の
後
、
フ
ィ
ケ
ン
チ
ャ
ー
は
、

②
フ
ィ
ケ
ン
チ
ャ
ー
11

コ
ッ
ホ
論
文

に
区
別
し
て
い
る
と
論
じ
、
判
例
を
引
用
し
た
。
そ
し
て
、
最
後
に
、

ナ
チ
の
不
法
が
法
で
あ
る
と
さ
せ
る
よ
う
な
連
邦
裁
判
所
の
道
徳

的
に
意
気
消
沈
さ
せ
る
よ
う
な
見
解
が
修
正
さ
れ
る
な
ら
、
「
我
々
の
最
後
の
字
幕
の
第
一
文
を
削
除
し
よ
う
」
。
そ
し
て
、
「
も
し
管
轄

(61) 

を
有
す
る
司
法
機
関
が
、
『
白
バ
ラ
』
に
対
す
る
諸
判
決
を
廃
棄
さ
れ
た
も
の
と
宣
言
す
る
な
ら
、
た
だ
ち
に
第
二
文
を
も
削
除
す
る
」

さ
ら
に
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
発
言
が
続
い
た
。
連
邦
裁
判
所
の
長
官
プ
フ
ァ
イ
フ
ァ
ー
は
、

（
一
三
七
二
）

一
九
八
二
年
―
一
月
一
八
日
の
フ

ラ
ン
ク
フ
ル
タ
ー
・
ル
ン
ト
シ
ャ
ウ
紙
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
遺
産
」
を
克
服
す
る
こ
と
を
立
法
者
に
勧
告
し
て
、
次
の

(62) 

よ
う
に
発
言
し
た
。
「
連
邦
立
法
者
が
統
一
的
規
制
を
す
る
べ
く
決
断
す
る
べ
き
で
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
が
、
私
は
、
そ

う
す
べ
く
勧
告
す
る
」
と
。
こ
れ
に
対
し
て
、
当
時
連
邦
司
法
省
の
議
会
国
務
次
官
で
あ
っ
た
H
.
H
・
ク
ラ
イ
ン
は
、
連
邦
議
会
に
お

い
て
「
ナ
チ
の
不
法
判
決
の
廃
棄
は
、
ラ
ン
ト
法
ま
た
は
地
域
法
の
諸
規
定
に
よ
っ
て
す
で
に
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
成
立
の
前
か
ら
規

(63) 

制
さ
れ
て
い
た
」
と
述
べ
た
。

(64) 

コ
ッ
ホ
と
と
も
に
、
法
律
雑
誌
に
こ
の
問
題
に
関
す
る
詳
し
い
論
稿
を
公
表
し
た
。
次
に
こ
れ
を
紹

と
書
い
た
の
で
あ
る
。

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

四
四



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

②
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
域

し、 行
わ
れ
た
有
罪
判
決
は
、
廃
棄
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
。
こ
の
よ
う
な
立
法
へ
の
委
任
は
、

さ
れ
た
。
そ
の
た
め
に
必
要
な
規
範
設
定
と
そ
の
執
行
に
つ
い
て
は
、

一
九
四
五
年
九
月
一
九
日
に
は
、

検
察
官
は
、

ド
イ
ツ
の
官
庁
が
活
動
し
た
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
事
政
府
の
布
告
第
二
号
に
も
と
づ
い
て
、

ン
ベ
ル
ク
11

バ
ー
デ
ン
お
よ
び
バ
イ
エ
ル
ン
州
が
形
成
さ
れ
、

四
五

四
つ
の
占
領
区
域
で
異
な
っ
て
実
現

グ
ロ
ー
ス
・
ヘ
ッ
セ
ン
、
ヴ
ュ
ル
テ

一
九
四
七
年
一
月
ニ
―
日
に
は
、
そ
れ
ま
で
英
国
占
領
地
域
に
属
し
て
い

た
ブ
レ
ー
メ
ン
が
こ
れ
に
加
わ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
後
の
ラ
ン
ト
の
「
諸
ラ
ン
ト
評
議
会
」

(
L
a
n
d
e
r
r
a
t
)

は
ヽ

に
は
、
管
理
理
事
会
の
布
告
第
三
号
の
二
項
五
号
を
執
行
し
て
、
「
刑
事
司
法
に
お
け
る
ナ
チ
の
不
法
の
補
償
の
た
め
の
法
律
」
を
決
議

一
九
四
七
年
九
月
九
日
に
、
そ
の
地
域
に
統
一
の
法
律
と
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
法
律
は
、
そ
の
間
、
そ
の
地
域
の
す
べ
て
の
ラ
ン

ト
に
お
い
て
発
布
さ
れ
、
公
布
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
は
、

ナ
チ
ス
的
内
容
を
も
つ
ナ
チ
時
代
の
判
決
を
除
去
す
る
目
的
を
も
っ
て
い
た
。

そ
の
際
、
法
律
は
、
自
動
的
除
去
と
申
立
に
も
と
づ
く
除
去
と
を
し
区
別
し
た
。
自
動
的
除
去
に
あ
た
る
の
は
、
九
条
に
よ
れ
ば
、
そ
の

法
律
の
二
条
に
お
い
て
記
さ
れ
た
諸
規
定
で
あ
る
。
二
条
で
、

と
く
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
軍
事
力
破
壊
」
、
「
管
理
理
事
会
法
一

一
号
に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
た
全
規
定
」
（
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、
内
乱
お
よ
び
敵
国
援
助
）

で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
、
申
立
に
基
づ
い
て
、

四
つ
の
法
律
の
第
九
条
二
項
に
よ
っ
て
、
判
決
の
廃
棄
の
事
実
に
関
す
る
証
明
書
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、

こ
こ
で
は
、
証
明
書
は
、
宜
言
的
意
義
を
も
っ
た
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
な
く
し
て
も
、
法
律
に
よ
る
自
動
的
廃
棄
が
妥
当
し
た
。
法
律
の
一
―

条
に
掲
げ
ら
れ
た
規
定
に
も
と
づ
か
な
い
た
め
自
動
的
に
廃
棄
さ
れ
な
い
判
決
（
例
え
ば
、
全
面
戦
争
遂
行
に
関
す
る
命
令
違
反
）

そ
の
地
域
で
手
続
が
行
わ
れ
た
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
手
続
に
お
い
て
、
申
立
に
も
と
づ
い
て
廃
棄
さ
れ
え
た
（
法
律
の
第
四
条
）
。

①
ア
メ
リ
カ
占
領
地
域

（―-―-七三）

ま、
', 

一
九
四
六
年
四
月
一
七
日



地
域
の
も
の
と
は
少
し
相
違
が
あ
っ
た
。

く
一
致
し
た
法
秩
序
が
発
せ
ら
れ
た
。
最
初
の
も
の
と
し
て
、

一
九
四
五
年
秋
以
降
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
域
の
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
長
官
達
は
、
軍
本
部

(
M
i
l
i
t
i
i
r
b
e
h
o
r
d
e
n
)

行
政
規
定
を
発
す
る
権
限
を
授
権
さ
れ
た
。

発
す
る
こ
と
も
で
き
た
。

そ
の
命
令
の
一
条
は
、
圧
倒
的
に
、

フ
ラ
ン
ス
占
領
地
域

一
九
四
六
年
一

0
月
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
域
の
ド
イ
ツ
中
央
司
法
局
が
設
立
さ
れ
た
。

上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
長
官
達
は
、
そ
の
権
限
の
枠
内
で
、
刑
の
取
消

(Straffreiheit)

一
九
四
七
年
六
月
一
二
日
に
は
、
中
央
司
法
局
に
よ
っ
て
「
刑
の
免
除
の
授
与
に
関
す
る
命
令
」
が
発
せ
ら
れ
た
。

ナ
チ
ズ
ム
に
対
す
る
敵
対
性
か
ら
、
ま
た
は
ナ
チ
ズ
ム
に
よ
る
追
及
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
実
行
さ
れ

た
犯
罪
を
対
象
と
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
自
動
的
に
廃
棄
さ
れ
る
も
の
と
、
申
立
に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
る
も
の
と
が
区
別

「
刑
事
司
法
に
お
け
る
ナ
チ
の
不
法
の
除
去
」
の
た
め
、

（
一
三
七
四
）

か
ら
法
規
定
・

の
認
定

(
G
e
w
a
h
r
u
n
g
)

に
関
す
る
命
令
を

フ
ラ
ン
ス
占
領
地
域
の
す
べ
て
の
部
分
領
域
に
お
い
て
、
文
言
や
内
容
が
広

一
九
四
六
年
―
二
月
二
三
日
に
バ
ー
デ
ン
に
お
い
て
「
刑
事
裁
判
所
の
判

決
の
廃
棄
お
よ
び
刑
事
司
法
へ
の
ナ
チ
的
介
入
の
除
去
に
関
す
る
ラ
ン
ト
命
令
」
が
発
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
に
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
、

ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
11

プ
フ
ァ
ル
ツ
の
ラ
ン
ト
命
令
が
続
い
た
。
こ
の
す
べ
て
の
命
令
が
、
と
り
わ
け
管
理
理
事
会
法
一
号

と
管
理
理
事
会
宣
言
三
号
の
実
施
の
た
め
に
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

ソ
ビ
エ
ト
占
領
地
域

ア
メ
リ
カ
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
占
領

④
 位

括
的
な
「
ア
ン
チ
・
フ
ァ
シ
ス
ト
の
名
誉
回
復
」
お
よ
び
、
政
治
事
件
に
お
け
る
判
決
の
中
止
と
刑
事
手
続
の
中
止
に
関
す
る
そ
の

他
の
有
罪
者
に
対
す
る
恩
赦
は
、

ソ
ビ
エ
ト
軍
本
部
の
命
令
ニ
ニ
八
•
四
六
号
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
政
権
の
時
代
の
政
治
的

③
 

さ
れ
て
い
た
。

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

四
六



判
決
の
廃
棄
は
、

ソ
ビ
エ
ト
地
区
に
お
い
て
は
、
専
ら
こ
の
命
令
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
し
か
し
、
自
動
的
廃
棄
は
な
く
、

大
ベ
ル
リ
ン
に
つ
い
て
は
一
九
四
七
年
二
＿
月
一
八
日
に
、
差
別
的
な
ナ
チ
判
決
の
廃
棄
を
対
象
と
す
る
ベ
ル
リ
ン
連
合
国
司
令
部
の

命
令
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
有
罪
者
、
後
見
人
、
検
察
官
、
な
い
し
廃
棄
に
一
切
の
利
害
関
係
を
も
つ
者
の
申
立
に
よ
っ
て
、

三
三
年
一
月
一
―

1
0
日
か
ら
一
九
四
五
年
五
月
九
日
ま
で
の
裁
判
所
の
判
決
は
、
そ
れ
が
、
政
治
的
・
人
種
的
ま
た
は
宗
教
的
理
由
か
ら
実

行
さ
れ
た
限
り
で
、
廃
棄
さ
れ
う
る
。
自
動
的
廃
棄
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

(65) 

結
局
、
ま
と
め
る
と
、
ナ
チ
ス
不
法
か
ら
の
刑
法
上
の
回
復
は
、
判
決
の
法
律
に
よ
る
廃
棄
に
よ
っ
て
、
職
権
的
に
指
揮
さ
れ
る
再
審

手
続
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
申
立
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
域
は
、
法
律
に
よ
る
廃
棄
と
申
立
手
続
を
も

ち
、
フ
ラ
ン
ス
地
域
は
、
職
権
的
再
審
手
続
と
申
立
手
続
を
も
ち
、

ソ
ビ
エ
ト
地
域
と
大
ベ
ル
リ
ン
で
は
、
申
立
手
続
の
み
が
利
用
で
き

た
。
「
白
バ
ラ
」
裁
判
の
判
決
は
、
多
く
の
ラ
ン
ト
で
法
律
に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
た
が
、
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
で
は
、
職
権
に
よ
る
再
審
手
続

で
行
わ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
占
領
地
域
で
は
申
立
が
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
り
、

の
申
立
が
な
さ
れ
た
か
ど
う
か
知
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
、

そ
の
他
の
論
稿

ソ
ビ
エ
ト
地
区
や
大
ベ
ル
リ
ン
に
お
い
て
も
廃
棄

フ
ィ
ケ
ン
チ
ャ
ー
の
結
論
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
の
若
い
法
律
家
か
ら
も
、
論
稿
が
寄
せ
ら
れ
た
。
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
ク

(66) 

リ
ス
ト
フ
・
エ
ン
ゲ
ル
が
、
「
法
曹
新
聞
」
に
、
や
は
り
最
後
の
字
幕
の
誤
り
を
指
摘
す
る
論
稿
を
公
表
し
た
。
連
邦
裁
判
所
が
「
白
バ

ラ
」
の
メ
ン
バ
ー
に
対
す
る
諸
判
決
と
係
わ
っ
た
こ
と
は
な
い
。
白
バ
ラ
事
件
判
決
の
確
定
力
は
、

(3) 

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

⑤
大
ベ
ル
リ
ン

す
べ
て
、
申
立
手
続
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

四
七

（
一
三
七
五
）

一
九
四
六
年
五
月
二
八
日
の
バ
イ
エ 一

九



が
責
殿
の
お
役
に
立
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
」
。

挙
げ
ら
れ
た
決
定
の
う
ち
の
―
つ
が
問
題
で
あ
り
、
そ
の
場
合
、
申
立
に
も
と
づ
い
て
の
み
廃
棄
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
申
立
期
間

が
す
で
に
す
ぎ
て
い
ま
す
の
の
で
、
決
定
は
、
依
然
有
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
我
々
は
、
こ
の
説
明

ま、
9
_
9
.
 

＜
 

ま、,' 棄
さ
れ
る
判
決
に
つ
い
て
は
、

ル
ン
の
「
刑
事
司
法
に
お
け
る
ナ
チ
の
不
法
の
補
償
の
た
め
の
法
律
」
に
よ
っ
て
、
排
除
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
次
の
よ
う
な
結

論
を
導
く
。
①
映
画
の
当
初
の
終
幕
の
字
幕
の
文
章
は
、
誤
り
で
あ
る
。
②
現
在
、
修
正
さ
れ
た
後
の
字
幕
も
、
部
分
的
に
は
誤
り
で
あ

り
、
全
体
と
し
て
歪
め
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
民
族
裁
判
所
の
諸
判
決
の
妥
当
の
問
題
を
民
族
裁
判
に
お
け
る
活
動
の
ゆ

え
に
裁
判
官
を
処
罰
し
た
件
と
混
同
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
③
個
々
の
事
例
に
お
い
て
、
民
族
裁
判
所
、
お
よ
び
そ
の
他
の
ナ
チ
の

（
特
別
）
裁
判
所
の
判
決
が
ま
だ
確
定
力
を
も
つ
こ
と
が
あ
り
う
る
こ
と
は
正
し
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
そ
れ
が
ま
だ
無
効
で
な
い
と

す
れ
ば
、
今
日
で
も
い
つ
で
も
少
な
く
と
も
廃
棄
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
法
律
論
を
正
当
で
あ
る
と
し
て
も
、
な
お
、
こ
の
フ
ィ
ケ
ン
チ
ャ
ー
ら
の
見
解
に
対
し
て
は
、
そ
れ
は
、
法
状

態
を
正
し
く
伝
え
る
も
の
で
は
あ
る
が
、

(69) 

も
の
で
あ
る
と
の
批
判
が
あ
る
。
例
え
ば
、
自
動
的
に
で
は
な
く
、
被
害
者
な
い
し
そ
の
親
戚
の
者
が
、
申
し
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
廃

一
般
に
は
、
申
立
期
間
や
申
立
手
続
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
白

バ
ラ
」
の
別
の
構
成
員
が
一
九
八
二
年
―
一
月
一
四
日
に
バ
ー
デ
ン
ー
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
司
法
省
に
宛
て
た
申
立
に
対
し
て
、
司
法
省

一
九
八
三
年
一
月
二

0
日
に
、
次
の
よ
う
に
回
答
し
て
い
る
。
「
我
々
の
手
元
に
は
民
族
裁
判
所
の
貴
殿
に
下
さ
れ
た
判
決
が
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、
貴
殿
に
対
す
る
民
族
裁
判
所
の
判
決
の
有
効
・
無
効
に
関
す
る
拘
束
力
の
あ
る
確
答
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
場
合
、
恐
ら

一
九
四
三
年
四
月
一
九
日
の
決
定
に
あ
っ
て
は
、
法
律
第
二
九
号
の
九
条
の
意
味
に
お
け
る
判
断
が
で
は
な
く
、
四
条
に
お
い
て

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

一
九
四
六
年
以
降
の
法
実
務
と
ナ
チ
の
テ
ロ
裁
判
の
法
的
・
政
治
・
道
義
的
意
味
を
誤
解
す
る

四
八

（
一
三
七
六
）



れ、

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

四
九

一
九
八
四
年
―
一
月
八
日
に
法
務
委
員
会
か
ら
、
次
の
事
項

こ
の
映
画
「
白
バ
ラ
」
の
字
幕
が
惹
き
起
こ
し
た
世
論
の
関
心
が
、
連
邦
議
会
に
よ
っ
て
、
改
め
て
ナ
チ
時
代
の
テ
ロ
の
道
具
で
あ
っ

た
「
民
族
裁
判
所
」
な
ど
の
判
決
の
無
効
を
宣
言
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
八
三
年
七
月
八
日
に
は
、

S
P
D
に
よ
っ
て
連
邦
議
会
に
お
い
て
「
ナ
チ
ス
不
法
体
制
の
、
『
民
族
裁
判
所
j

お
よ
び
『
特
別
裁

(71) 

判
所
」
と
命
名
さ
れ
る
機
関
の
判
決
の
無
効
性
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
付
さ
れ
た
動
議
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
法
務
委
員
会
に
付
さ

一
九
八
三
年
一

0
月
一
三
日
か
ら
法
律
委
員
会
で
審
議
を
重
ね
ら
れ
、

が
決
議
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
勧
告
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
は
、
『
民
族
裁
判
所
」
と
命
名
さ
れ
る
機
関
は
、
法
治
国

(72) 

家
の
意
味
に
お
け
る
裁
判
所
で
は
な
く
、
ナ
チ
ス
の
恣
意
的
支
配
を
貫
徹
す
る
た
め
の
テ
ロ
手
段
で
あ
っ
た
と
確
認
す
る
」
。
「
『
民
族
裁

判
所
』
の
判
決
は
、
従
っ
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
確
信
に
よ
れ
ば
、
法
的
効
力
を
も
た
な
い
」
。
「
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
そ
の
判
決

は
、
終
戦
直
後
の
諸
ラ
ン
ト
の
立
法
に
よ
っ
て
、
な
ら
び
に
当
時
の
占
領
法
に
よ
っ
て
明
示
的
に
法
律
に
よ
っ
て
ま
た
は
申
立
に
も
と
づ

く
裁
判
所
の
手
続
に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
た
」
。
「
被
害
者
と
そ
の
家
族
に
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
は
尊
敬
と
同
情
を
払
う
も
の
で
あ
る
。
ナ

チ
体
制
に
対
す
る
そ
の
抵
抗
に
よ
っ
て
、
彼
ら
は
、
長
く
残
る
模
範
を
示
し
た
の
で
あ
る
」
。
こ
こ
で
は
す
で
に
、
「
特
別
裁
判
所
」
が
、

そ
の
決
議
文
か
ら
脱
落
さ
せ
ら
れ
て
い
板
。
こ
の
提
案
に
対
す
る
立
場
表
明
に
お
い
て
、
連
邦
司
法
大
臣
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ル
ト
は
、
そ
も
そ

も
民
族
裁
判
所
お
よ
び
特
別
裁
判
所
の
判
決
を
廃
棄
す
る
こ
と
に
厳
し
く
反
対
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ル
ト
は
、
も
し

(74) 

民
族
裁
判
所
の
全
判
決
を
無
効
に
す
る
な
ら
、
無
罪
判
決
も
廃
棄
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
子
供
馴
し
の
論
理
を
用
い
た
。
そ

し
て
、
少
な
く
と
も
、
特
別
裁
判
所
の
判
決
は
確
定
力
を
保
持
す
る
も
の
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
そ
こ
で
裁
判
さ
れ
た
大
抵
の
事
案
に

あ
っ
て
は
一
般
的
に
重
大
犯
罪
の
行
為
者
が
問
題
だ
っ
た
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
論
拠
」
が
説
得
力
を
も
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、

（
ニ
ニ
七
七
）

④
連
邦
議
会
の
民
族
裁
判
所
判
決
無
効
宣
言



と
い
う
課
題
を
設
定
し
た
の
で
あ
る
。
ソ
ビ
エ
ト
軍
政
部
は
、

さ
ら
に
、
戦
後
の
判
例
が
、

一
九
八
五
年
一
月
二
五
日
に
な
っ
て
、

C
D
u
/
c
s
u、

（
一
三
七
八
）

五
回
に
満
た
な
い
会
議
の
後
、
法
務
委
員
会
は
、
司
法
大
臣
の
見
解
に
従
い
、
法
律
を
も
っ
て
こ
の
問
題
に
決
着
を
つ
け
る
こ
と
を
拒
否

(75) 

し
た
の
で
あ
る
。
よ
う
や
く
、

F
D
P
、
S
P
D
お
よ
び
グ
リ
ュ
ン
ネ
ン
は
、

一
致
し
て
「
『
民
族
裁
判
所
』
と
命
名
さ
れ
る
機
関
は
、
法
治
国
家
の
意
味
に
お
け
る
裁
判
所
で
は
な
く
、

ナ
チ

ス
の
恣
意
的
支
配
を
貫
徹
す
る
た
め
の
テ
ロ
手
段
で
あ
る
」
と
い
う
決
議
に
達
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
連
邦
議

会
が
、
法
律
に
よ
っ
て
、
民
族
裁
判
所
の
判
決
を
廃
棄
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
民
族
裁
判
所
の
判
決
に
は
、
…
…
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の

(16) 

確
信
に
よ
れ
ば
、
法
的
効
力
は
な
い
」
と
い
う
意
見
表
明
が
な
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

ナ
チ
の
判
決
や
ナ
チ
の
法
体
系
を
一
致
し
て
無
効
と
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で

あ
る
。
連
邦
裁
判
所
の
刑
事
部
で
は
、
特
別
裁
判
所
お
よ
び
民
族
裁
判
所
の
判
決
実
務
が
具
体
的
な
事
案
毎
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
だ
と
さ

(77) 

れ
、
ま
た
、
特
別
刑
法
の
規
定
が
有
効
と
さ
れ
、
特
別
裁
判
権
の
お
よ
び
特
別
裁
判
所
手
続
が
適
法
だ
と
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
問

ソ
ビ
エ
ト
占
領
地
域
に
お
け
る
判
決
の
失
効
手
続
に
つ
い
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
記
艇
に
よ
り
な
が
ら
こ
こ
で
若
干
詳
し
く
論
じ
て
お
こ

ペ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
、
管
理
理
事
会
は
、
「
ヒ
ト
ラ
ー
政
権
の
も
と
で
不
当
に
も
政
治
的
、
人
種
的
ま
た
は
宗
教
的
理
由
か
ら
行
わ

れ
た
有
罪
判
決
は
廃
棄
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
確
認
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
裁
判
所
に
フ
ァ
シ
ス
ト
的
不
法
判
決
を
廃
棄
す
る

一
九
四
六
年
一
月
―
―

-
0
日
の
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
時
代
に
下
さ
れ
た
、
政
治

事
件
に
お
け
る
判
決
の
無
効
に
関
す
る
」
命
令
第
ニ
二
八
号
に
よ
っ
て
、
こ
の
た
め
の
法
律
上
の
基
礎
を
作
り
上
げ
た
。
こ
の
命
令
の
第

゜
二つ 題

を
論
じ
る
の
が
、
次
節
の
課
題
で
あ
る
。

,＇, 5
 

,'， 

ソ
ビ
エ
ト
占
領
地
域
に
お
け
る
ナ
チ
時
代
の
判
決
の
廃
棄

連
邦
議
会
に
お
い
て
、

関
法
第
四
―
一
巻
第
六
号

五
〇



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

判
決
の
廃
棄
に
至
る
こ
と
に
な
る
。

五

一
号
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
フ
ァ
シ
ス
ト
の
権
力
支
配
の
時
代
に
お
い
て
裁
判
所
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
全
判
決
が
、
そ
れ
が
政
治

的
行
為
の
ゆ
え
に
発
せ
ら
れ
、

フ
ァ
シ
ス
ト
的
テ
ロ
司
法
お
よ
び
恣
意
的
司
法
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
申
立
に
よ
り
廃
棄
さ
れ
、
ま
た
は
無

効
と
宣
言
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
申
立
権
限
を
も
つ
の
は
、
そ
の
当
時
の
被
告
人
か
そ
の
親
族
お
よ
び
検
察
官
で
あ
っ
た
。

(79) 

ソ
ビ
エ
ト
軍
政
部
命
令
第
ニ
二
八
号
は
、
公
衆
に
包
括
的
に
周
知
さ
せ
ら
れ
た
が
、
無
効
宣
言
の
申
立
数
は
「
比
較
的
少
な
か
っ
た
」
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
る
と
、
当
時
の
フ
ァ
シ
ス
ト
に
よ
る
有
罪
判
決
を
誰
も
承
認
し
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
改
め
て
無
効
の
宣
言
を
す

る
必
要
が
な
い
と
思
わ
れ
た
か
ら
だ
と
、
そ
の
理
由
が
推
測
さ
れ
て
い
る
。

の
報
告
が
、
こ
れ
に
対
す
る
判
例
の
状
況
を
報
告
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
判
決
廃
棄
の
申
立
に
お
い
て
は
、
大
抵
は
、

フ
ァ
シ
ス
ト
が
、

一
九
四
七
年
一
月
一
五
日
の
ド
イ
ツ
司
法
行
政

(
D
J
>
)
 

フ
ァ
シ
ス
ト
の
攻
撃
に
対
し
て
防
衛
し
よ
う
と
し
た
行
為
が
、
「
傷
害
」
「
喧
嘩
」
あ
る
い
は
「
殺
人
罪
」
と
し
て
有
罪

判
決
を
受
け
た
事
件
が
問
題
で
あ
っ
た
。

ソ
ビ
エ
ト
軍
政
部
命
令
ニ
ニ
八
号
に
よ
っ
て
、

ナ
チ
時
代
に
政
治
的
理
由
か
ら
開
始
さ
れ
た
手

続
も
、
ま
だ
、
打
ち
切
り
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
限
り
で
、
最
終
的
に
打
ち
切
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
事
件
は
、
二
千
件
以
上
存
在
し

申
立
は
、
当
時
の
刑
事
手
続
と
判
決
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
が
政
治
的
迫
害
の
観
点
で
あ
る
と
証
明
さ
れ
た
と
き
、

ア
ン
チ

フ
ァ
シ
ス
ト
的

一
般
的
種
類
の
犯
罪
の
ゆ
え
の
以
前
の
有
罪
判
決
を
ソ
ビ
エ
ト
軍
政
部
命
令
ニ
ニ
八
号
を
も
っ
て
廃

棄
し
よ
う
と
折
り
に
触
れ
て
試
み
ら
れ
た
が
、
そ
の
場
合
に
は
、
申
立
は
却
下
さ
れ
た
。
判
決
の
廃
棄
を
求
め
る
申
語
は
、
当
時
の
有
罪

者
に
完
全
な
名
誉
回
復
と
補
償
を
与
え
る
た
め
に
、
広
く
公
開
さ
れ
た
場
合
も
稀
で
は
な
い
。
そ
の
例
と
し
て
は
、

一
九
三
三
年
お
よ
び

一
九
三
四
年
に
い
わ
ゆ
る
「
ヘ
ッ
ク
リ
ン
ゲ
ン
謀
殺
裁
判
」

(
H
e
c
k
l
i
n
g
e
r
M
o
r
d
p
r
o
z
e
s
s
e
n
)

に
お
い
て
デ
ッ
サ
ウ
陪
審
裁
判
所
で
下

(80) 

さ
れ
た
テ
ロ
判
決
の
廃
棄
の
た
め
の
公
判
が
あ
る
。
検
察
官
の
申
立
に
よ
り
、
手
続
は
、
命
令
ニ
ニ
八
号
に
よ
っ
て
一
九
四
九
年
二
月
二

こ。t
 

（
三
一
七
九
）



一
日
に
ヘ
ッ
ク
リ
ン
ゲ
ン
に
お
い
て
公
開
し
て
行
わ
れ
た
と
い
う
。

(54)

例
え
ば
、
法
哲
学
・
社
会
哲
学
国
際
学
会
連
合
ド
イ
ツ
支
部
の
大
会
が
、
一
九
八
二
年
一

0
月
に
西
ベ
ル
リ
ン
で
開
か
れ
た
が
、
そ
の
テ
ー
マ

は
「
法
哲
学
と
ナ
チ
ズ
ム
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
、
五

0
周
年
を
迎
え
る
関
心
の
古
回
ま
り
の
―
つ
の
兆
候
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
の
大
会
の
報
告
を

中
心
に
論
稿
を
ま
と
め
た
も
の
の
邦
訳
と
し
て
、

H
・
ロ
ッ
ト
ロ
イ
ト
ナ
ー
編
（
ナ
チ
ス
法
理
論
研
究
会
訳
）
『
法
、
法
哲
学
と
ナ
チ
ズ
ム
』
（
一

九
八
七
年
）
参
照
。

(55)

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
山
下
公
子
『
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
白
い
バ
ラ
」
（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
八
年
）
三
六
七
頁
以
下
参
照
。

(
5
6
)こ
れ
に
つ
い
て
、
山
下
•
前
掲
書
三

0
二
頁
以
下
、
三
―
一
九
頁
以
下
を
見
よ
。V
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(57) 
H
i
l
l
e
r
m
e
y
e
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,
 V
o
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 V
e
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a
g
e
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e
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 R
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c
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2
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V
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こ
れ
に
関
す
る
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と
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て
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V
g
l
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H
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.
 

(61)

そ
の
結
果
、
字
幕
の
文
は
次
の
よ
う
な
六
つ
の
文
章
に
代
え
ら
れ
た
。
「
一
、
連
邦
裁
判
所
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
『
白
バ
ラ
』
の
よ
う
な
抵
抗
の

闘
士
達
が
有
罪
判
決
を
受
け
た
条
文
は
、
ナ
チ
・
テ
ロ
・
シ
ス
テ
ム
の
構
成
部
分
で
は
な
く
、
現
行
法
で
あ
る
。
二
、
連
邦
裁
判
所
の
見
解
に
よ

れ
ば
、
『
白
バ
ラ
」
の
よ
う
な
抵
抗
の
闘
士
達
は
、
客
観
的
に
、
当
時
妥
当
し
て
い
た
法
律
に
違
反
し
た
。
三
、
連
邦
裁
判
所
の
見
解
に
よ
れ
ば
、

『
白
バ
ラ
』
の
よ
う
な
抵
抗
の
闘
士
達
を
有
罪
と
し
た
民
族
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
当
時
妥
当
し
て
い
た
法
律
に
服
し
て
い
た
。
四
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
言
白
バ
ラ
』
の
よ
う
な
抵
抗
の
闘
士
達
は
、
彼
ら
が
、
祖
国
を
救
お
う
と
す
る
目
的
で
、

こ
の
よ
う
な
当
時
妥
当
す
る
法
律
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
刑
法
上
非
難
さ
れ
え
な
い
。
五
、
し
か
し
、
連
邦
裁
判
所
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
そ
の

当
時
抵
抗
の
闘
士
を
異
議
の
な
い
手
続
で
自
白
し
た
と
見
な
し
た
裁
判
官
に
、
も
し
彼
が
当
時
の
法
律
に
関
し
て
、
彼
を
死
刑
に
処
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
信
じ
て
い
た
の
な
ら
ば
、
今
日
、
刑
法
の
観
点
か
ら
、
非
難
を
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
六
、
従
来
、
い
か
な
る
連
邦
政
府
も
、
民

族
裁
判
所
の
全
判
決
を
法
律
に
よ
っ
て
無
効
に
し
よ
う
と
決
断
し
え
て
い
な
か
っ
た
」

(
V
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W
e
b
e
r
 /E
n
g
e
l
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J
Z
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9
8
3
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S
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1
9
5
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第
四
節

,̀＇ 
ー

ナ
チ
「
不
法
」
規
定
の
司
法
的
審
査
権

法
実
証
主
義
と
裁
判
官
の
審
査
権

（
―
-
―
-
八
二
）

す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
連
合
国
は
、
ナ
チ
ス
法
体
系
の
全
面
的
廃
止
を
断
行
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
個
別
的
に
法
律
を
も
っ
て
廃

止
し
、
ま
た
は
、
解
釈
基
準
を
設
け
て
旧
い
内
容
に
新
し
い
意
味
を
持
ち
込
も
う
と
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
、
ど
の
よ
う
な

法
律
な
い
し
法
規
定
あ
る
い
は
法
概
念
が
ナ
チ
的
で
あ
っ
て
、
失
効
さ
せ
ら
れ
る
の
か
を
具
体
的
に
検
討
す
る
の
は
、
最
終
的
に
は
、
裁

判
官
の
任
務
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
当
時
、
裁
判
官
に
連
合
国
か
ら
与
え
ら
れ
た
法
に
対
す
る
審
査
権
は
、
古
典
的
な

権
力
分
立
に
は
相
応
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
そ
の
当
時
は
秩
序
に
従
っ
て
発
布
さ
れ
、
内
容
的
に
妥
当
し
た
法
、

つ
ま
り
、

時
点
で
初
め
て
問
題
が
生
じ
、
も
と
も
と
は
無
効
で
は
な
か
っ
た
法
律
が
、
審
査
の
対
象
を
な
す
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
な
裁

(81) 

判
官
の
審
査
権
と
区
別
さ
れ
る
例
外
的
権
能
で
あ
っ
た
」
。

そ
れ
で
は
、
「
伝
統
的
な
裁
判
官
の
審
査
権
」
と
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
我
々
の
司
法
権
の
立
法
権
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権

の
理
解
に
よ
れ
ば
、
む
し
ろ
当
然
と
も
思
わ
れ
る
こ
の
裁
判
官
の
審
査
権
が
、
法
実
証
主
義
的
な
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
に
ど
の
よ
う
に
理
解

(82) 

さ
れ
て
い
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
、
こ
の
問
題
の
理
解
の
前
提
と
な
る
の
で
、
こ
こ
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
手
短
に
論
じ
て
お
こ
う
。

ま
ず
、

(
s
e
l
b
s
t
h
e
r
r
l
i
c
h
)

で
あ
り
、
立
法
者
が
自
ら
憲
法
あ
る
い
は
そ
の
他
の
法
律
の
中
に
盛
り
込
ん
だ
制
限
以
外
の
制
限
に
は
拘
束
さ
れ
な

(83) 
し
」
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
る
カ
マ
ー
ゲ
リ
ヒ
ト
の
決
定
の
中
で
は
、
「
最
高
の
法
制
定
権
者
と
し
て
の
国
家
は
、
法
的
に
何
ら
の

(80) ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
の
実
証
主
義
法
学
と
実
務
の
立
法
権
の
限
界
の
問
題
に
対
す
る
基
本
的
立
場
は
、
立
法
者
は
、
「
専
断
的

B
e
n
j
a
m
i
n
,
 a. 
a. 
0., S. 2
3
8
.
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ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

五
五

(84) 

制
限
に
服
さ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
の
法
実
証
主
義
者
と
し
て
知
ら
れ
る
リ
ッ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ト
ー
マ
は
、
立
法
者
は
、

「
万
能
の
立
法
権
」

(legislatorische
O
m
n
i
p
o
t
e
n
z
)

を
も
つ
も
の
と
す
紅
。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
、
実
証
主
義
者
か
ら
は
、
「
立
法
者

(86) 

の
絶
対
的
権
能
」

(Souverii.nitii.t
d
e
s
 G
e
s
e
t
z
g
e
b
e
r
s
)

が
承
認
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
見
解
か
ら
、
裁
判
官
の
法
律
審
査
権
が

肯
定
さ
れ
る
は
ず
が
な
か
っ
た
。
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
は
、
確
か
に
ラ
イ
ヒ
法
律
の
合
憲
性
を
検
討
す
る
裁
判
官
の
権
能
と
義
務
を
承
認

し
た
が
、
そ
の
法
内
容
に
関
す
る
裁
判
官
の
審
査
権
は
峻
拒
す
る
と
い
う
立
場
、
す
な
わ
ち
、
裁
判
官
は
、
そ
も
そ
も
「
合
憲
的
に
成
立

し
た
法
律
を
そ
の
内
容
の
ゆ
え
に
そ
の
適
用
を
否
定
す
る
権
限
を
も
た
な
い
」
と
い
う
立
場
を
採
っ
た
。
例
え
ば
、
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
に
、

強
い
影
響
力
を
も
っ
た
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
注
釈
書
を
書
い
た
法
実
証
主
義
者
、
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
も
、
も
ち
ろ
ん
、
立
法

者
の
絶
対
主
義
を
、
も
う
―
つ
の
全
体
主
義
、
す
な
わ
ち
、
裁
判
官
の
そ
れ
に
よ
っ
て
代
替
す
る
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
し
、
裁
判

官
を
立
法
者
に
優
越
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
憲
法
に
反
す
る
こ
と
は
、
絶
対
に
拒
否
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
審
査
権
を
否
定

(88) 

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
の
裁
判
実
務
に
お
い
て
、
法
律
の
司
法
的
審
査
権
が
否
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

戦
後
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
が
活
動
を
開
始
す
る
と
と
も
に
、
裁
判
所
は
、

ナ
チ
の
法
律
を
審
査
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
こ
で
、
自
然
法
思
想
が
、
裁
判
官
の
審
査
の
強
力
な
手
段
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
占
領
時
代
(
-
九
四
五
年
ー
一
九
四
九
年
）
に
お
け

る
裁
判
所
の
「
自
然
法
」
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
、
二
段
階
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
紅
。
第
一
段
階
は
、
混
乱
の
時
代
で

あ
り
、
自
然
法
を
承
認
す
る
と
い
う
点
で
の
み
一
致
が
見
ら
れ
た
時
代
で
あ
る
。
第
二
段
階
は
、
自
然
法
が
最
高
裁
判
所
の
不
断
の
判
例

と
な
っ
た
段
階
で
あ
る
。
第
一
段
階
で
は
、
裁
判
所
は
、
た
だ
、
非
実
証
主
義
的
な
裁
判
官
の
法
律
審
査
権
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

②
戦
後
に
お
け
る
審
査
権
の
肯
定

が
、
戦
後
の
審
査
権
の
問
題
を
考
察
す
る
出
発
点
な
の
で
あ
る
。

（
ニ
ニ
八
三
）



九
年
に
初
め
て
、

性
が
、
理
論
的
考
慮
に
先
行
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、

（
ニ
ニ
八
四
）

一
九
四
六
年
か

自
然
法
を
論
理
的
に
根
拠
づ
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
実
務
に
日
常
的
に
迫
っ
て
く
る
適
用
す
べ
き
法
律
の
審
査
の
必
要

ナ
チ
時
代
の
法
律
や
法
解
釈
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
法
律
を
「
審

査
」
す
る
こ
と
が
不
可
避
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
事
情
を
典
型
的
に
表
し
て
い
る
判
例
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
理
由
づ
け
が
挙
げ
ら
れ

(90) 

う
る
。
ヴ
ッ
パ
タ
ー
ル
区
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
今
日
、
立
法
の
明
白
で
、
望
ま
ざ
る
不
備
を
、
活
き
活
き
と
し
た
、
責
任

を
自
覚
す
る
判
例
に
よ
っ
て
補
う
こ
と
は
、
裁
判
官
の
、
そ
し
て
、
ま
た
下
級
審
の
、

1

ま
さ
に
焦
眉
の
課
題
で
あ
る
。
と
く
に
、

従
来
、
何
年
か
の
間
に
三
つ
の
全
く
異
な
っ
た
国
家
形
態
を
通
じ
て
、
必
要
な
刑
法
改
正
が
ま
だ
完
成
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
よ

う
な
状
況
の
も
と
で
判
例
は
、
こ
れ
以
上
国
民
に
不
利
益
を
被
ら
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
法
律
は
、
こ
れ
以
上
、
固
晒
な
、

完
全
に
変
更
で
き
な
い
も
の
だ
と
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
正
義
感
を
度
外
視
し
て
、
画
一
的
に
誰
に
で
も
適
用

さ
れ
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
、
法
律
の
規
定
が
目
指
す
も
の
の
反
対
の
も
の
を
惹
き
起
こ
す
こ
と
を
知
っ
て

い
る
」
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
裁
判
所
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
正
義
が
現
行
刑
法
の
一
部
を
廃
止
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。

裁
判
所
が
、

ナ
チ
の
法
を
失
効
さ
せ
る
審
査
権
を
も
つ
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
ラ
ー
ゲ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、

一
九
四
八
年
か
ら
四
九
年
に
な
っ
て
、
否
定
説
が
有
力
に
な
っ
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
い

ら
四
七
年
に
か
け
て
は
、
肯
定
さ
れ
て
い
た
が
、

矩
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ラ
ー
ゲ
は
、
「
ナ
チ
ス
法
秩
序
と
新
た
な
民
王
的
法
の
間
の
連
続
性
の
中
断
」
を
唱
え
る
そ
の
当
時
支
配
的
な

立
場
に
よ
る
も
の
だ
と
す
る
。
そ
し
て
、
「
裁
判
官
は
ナ
チ
ス
法
を
失
効
さ
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
反
対
の
見
解
は
、

一
九
四
五
年
以
前
に
存
在
し
て
い
た
国
家
お
よ
び
そ
の
法
秩
序
も
存
続
す
る
と
い
う
見
解
と
の
関
係
で
、
有
力
と
な
っ

(92)

（

93) 

た
」
も
の
だ
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
・
ラ
イ
ヒ
の
連
続
・
不
連
続
に
関
す
る
見
解
の
影
響
は
、
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー
が
強
調
す
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、

一
九
四
八
年
一
九
四

ラ
ー
ゲ
は
、
こ
の
見
解
を
採
り
入
れ
な
が
ら
も
、
「
審
査
権
は
、
連
合
国
に
よ
っ
て
ナ
チ
ス
法
を
適
切
に
取
り
扱
う
た
め

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

五
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① (2) 

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

五
七

に
置
か
れ
た
前
提
が
、
連
邦
共
和
国
の
司
法
機
構
の
中
に
ナ
チ
ス
法
曹
が
継
受
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
失
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
初
め

て
疑
問
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
司
法
に
よ
っ
て
、
『
典
型
的
に
ナ
チ
的
で
あ
る
』
と
し
て
、
そ
の
他
の
ナ
チ
ス
法
律
を
廃
棄
す
る
こ
と

は
、
期
待
で
き
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
う
す
る
こ
と
は
、
そ
の
当
時
自
ら
不
法
な
法
律
を
適
用
し
た
と
い
う
評
決
を
つ
ね
に
含
ん

(94) 

で
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
す
る
。

審
査
権
を
め
ぐ
る
見
解
の
対
立

審
査
権
肯
定
説

(96) 

裁
判
官
の
審
査
艇
に
つ
き
最
も
模
範
的
で
影
響
力
の
大
き
い
見
解
を
述
べ
た
の
が
、
ラ
ー
ト
プ
ル
フ
で
あ
る
。
こ
の
ラ
ー
ト
プ
ル
フ
の

見
解
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
詳
し
く
検
討
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
簡
単
に
触
れ
る
に
と
ど
め
た
い
。
さ
て
、
ラ
ー
ト
プ
ル
フ
に
よ
れ
ば
、

実
証
主
義
は
、
「
法
律
は
法
律
だ
」
と
い
う
確
信
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
の
法
曹
達
に
、
「
恣
意
的
で
犯
罪
的
な
内
容
の
法
律
に
対
し
て
」
無
防

備
に
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
認
識
か
ら
、
裁
判
官
の
服
従
義
務
は
、
法
感
情
を
憤
慨
さ
せ
る
、
ま
さ
し
く
犯
罪
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
法
律
に
よ
っ
て
、
限
界
を
設
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
実
定
法
の
不
正
義
が
、
実
定
法
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
法
的
安
定

性
が
、
こ
の
不
正
義
に
対
し
て
、
堪
え
難
い
程
度
に
ま
で
達
し
、
法
律
が
「
不
当
な
法
」
と
し
て
正
義
に
譲
歩
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ

ど
に
な
っ
た
と
き
で
あ
る
。
危
険
を
避
け
る
た
め
に
、
制
定
さ
れ
た
不
法
の
認
定
の
事
案
は
、
極
端
な
場
合
に
、
す
な
わ
ち
、
「
明
白
で
、

何
人
に
も
真
面
目
に
争
い
え
な
い
、
た
だ
ち
に
犯
罪
的
な
法
律
の
形
式
を
纏
っ
た
濫
用
の
事
案
」
に
限
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
実
定
法
の
審
査
権
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
に
も
、
多
く
の
学
者
が
こ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

ヘ
ル
ム
ー
ト
・
コ
ー
イ
ン

グ
は
、
裁
判
官
の
服
従
は
、
何
ら
盲
目
的
な
服
従
で
は
な
く
、
「
正
義
や
信
義
誠
実
と
い
っ
た
道
義
的
価
値
に
服
す
る
」
こ
と
を
強
調
し

て
い
矩
。
正
義
に
反
す
る
法
律
に
つ
い
て
は
、
「
裁
判
官
か
ら
は
、
彼
が
そ
の
よ
う
な
法
律
に
は
服
従
を
拒
否
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
な

（
―
-
―
-
八
五
）



け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。
法
律
の
「
自
然
法
違
反
性
」
は
個
人
に
極
端
な
場
合
に
は
積
極
的
な
犯
行
に
踏
み
出
す
権
限
を
与
え
る
こ

(98) 

と
が
で
き
る
と
ま
で
述
べ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、

バ
ッ
ホ
フ
に
よ
れ
ば
、
「
正
義
の
観
念
に
よ
っ
て
の
み
そ
の
尊
厳
と
権
威
を
享
受
す
る
裁
判
官
職
」
は
、
同
時
に
、
そ
の
尊
厳

(99) 

と
権
威
を
喪
失
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
「
そ
の
理
念
の
基
準
に
従
っ
た
審
査
」
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
。
超
実
定
的
法
に
反
す
る

エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
、
「
正
義
の
基
礎
に
反
す
る
法
律
は
、
不
法
で
あ
り
、
義
務
づ
け
る
力
を
欠
い
て
い
る
」
と
し
、

「
そ
の
よ
う
な
法
律
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
裁
判
官
に
、
正
義
付
与
義
務
(
J

u
s
t
i
z
g
e
w
i
i
h
r
u
n
g
s
p
f
l
i
c
h
t
)

を
封
ず
る
。
そ
の
義
務
の
履

（
咽
）

行
に
お
い
て
、
彼
は
、
法
を
求
め
る
者
に
『
法
』
を
与
え
る
の
で
あ
っ
て
『
不
法
』
を
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

審
査
権
否
定
説

(IOI) 

上
記
の
肯
定
説
に
対
し
て
は
、
反
対
説
も
見
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、

断
固
と
し
て
、
裁
判
官
に
対
す
る
超
実
定
法
の
拘
束
性
に
反
対
す
る
。
「
自
然
法
は
、
実
定
法
と
と
も
に
体
系
を
作
り
上
げ
る
も
の
で
は

あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
同
じ
権
威
に
、

る
制
定
さ
れ
た
法
に
、
服
従
を
拒
否
し
、
自
然
法
に
屈
伏
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
個
々
の
法
仲
間
、
お
よ
び
法
擁
護
者
、
裁
判
官

な
ど
に
向
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
法
制
定
者
、
立
法
者
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
職
務
を
司
る
と
き
に
、

(102) 

こ
の
よ
う
な
者
に
、
そ
れ
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
の
で
あ
る
」
。

さ
ら
に
、

②
 

ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
は
、

で
は
な
く
て
、
よ
り
高
次
の
権
威
に
依
存
す
る
。
そ
れ
は
、
ま
た
、
そ
れ
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

ア
ペ
ル
ト
は
こ
の
問
題
に
つ
き
何
度
も
反
対
の
意
見
を
表
明
し
た
。
「
立
法
府
が
そ
れ
に
従
っ
て
決
断
を
行
う
倫
理
的
な
正

義
の
基
準
も
政
治
的
な
正
義
の
基
準
も
、
判
例
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
も
せ
ず
、
審
査
さ
れ
も
し
な
い
。
憲
法
判
例
は
、
憲
法
規
範
を
そ
の

憲
法
規
範
で
す
ら
、
「
何
ら
の
法
的
拘
束
性
を
要
求
で
き
な
い
」
。

関
法
第
四
二
巻
第
六
号
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ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

五
九

（瀾）

意
味
と
文
言
に
従
っ
て
解
釈
す
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
有
効
性
を
見
出
す
こ
と
で
は
な
し
」
。
「
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、

憲
法
規
範
の
有
効
性
を
超
実
定
法
に
則
し
て
審
査
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
自
ら
、
そ
れ
を
適
用
し
よ
う
と
す

(104) 

る
法
基
準
を
作
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
」
の
で
あ
る
。

制
定
法
を
越
え
る
「
不
可
侵
の
」
法
を
立
法
者
に
対
す
る
拘
束
を
も
っ
て
承
認
し
、
拘
束
力
の
な
い
制
定
さ
れ
た
不
法
の
可
能
性
か
ら

出
発
す
る
判
決
が
多
数
存
在
す
る
。
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
、
暗
黙
の
う
ち
に
し
か
る
べ
き
裁
判
に
よ
る
審
査
権
を
承
認
し
て

い
る
。
占
領
時
代
に
お
い
て
、
ナ
チ
法
の
廃
棄
は
、
連
合
国
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
の
み
に
尽
き
る
の
で
は
な
く
、
裁
判
所
も
、
さ
ら

(105) 

に
ナ
チ
ス
法
を
廃
棄
で
き
る
と
い
う
の
が
裁
判
所
の
通
説
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ら
の
法
律
が
「
ナ
チ
の
思
考
方
法
」
に
依
拠
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

一
九
四
七
年
三
月
二
六
日
の
ハ
ン
プ
ル
ク
・
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
判
涙
の
よ
う
に
、
ナ
チ
ス
法
の
裁
判
官
に
よ
る
審
査
権
は
、

法
の
基
礎
の
継
続
す
る
不
安
定
状
態
を
終
了
さ
せ
る
た
め
に
、
終
了
し
た
も
の
と
宣
言
す
る
判
例
も
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
お
こ

一
九
四
一
一
一
年
五
月
二
九
日
の
改
正
法
に
よ
っ
て
効
力
を
発
し
た
犯
罪
の
実
行
の
一
切
の
陰
謀
を
処
罰
す
る
刑
法
四
九

条
a
の
二
項
が
継
続
し
て
妥
当
す
る
か
ど
う
か
を
問
題
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
裁
判
所
は
、
こ
の
規
定
が
行
為
者
の
犯
罪
的
意
思
の
み

を
基
準
に
し
て
お
り
、
「
特
殊
ナ
チ
的
な
学
説
の
影
響
」
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
。
し
か
し
、
裁
判
所
は
、
さ
ら
に
「
そ
の
ナ

チ
的
傾
向
を
も
つ
刑
法
上
の
規
定
の
再
検
討
の
た
め
の
法
的
基
礎
は
、
軍
政
府
法
第
一
号
の
三
条
四
号
で
あ
る
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ

の
規
定
は
、
「
ナ
チ
の
法
命
題
の
適
用
を
禁
じ
た
も
の
」
で
は
な
い
。
つ
ま
り
「
そ
の
規
定
の
文
言
は
、
実
際
に
は
、
廃
棄
さ
れ
な
か
っ

た
法
命
題
を
把
捉
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
、
ナ
チ
時
代
の
適
用
方
法
を
禁
止
し
よ
う
と
す
る
」
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
軍

う
。
こ
の
判
決
は
、

中
に
は
、

③
判
例
に
お
け
る
審
査
義
務
に
関
す
る
見
解

（
ニ
ニ
八
七
）

一
九
三
三
年
以
降
に
発
せ
ら
れ
た
法
律
は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
、



れ
な
い
。

(

a

)

 

（
一
三
八
八
）

(107) 

政
府
法
一
号
の
三
条
四
号
の
こ
の
解
釈
は
、
デ
レ
に
よ
っ
て
も
唱
え
ら
れ
た
説
で
あ
る
。
し
か
も
、
通
説
的
見
解
は
、
権
力
分
立
と
い
う

民
主
主
義
原
則
と
も
矛
盾
す
る
と
い
う
。
「
立
法
者
は
、
法
律
に
よ
っ
て
裁
判
官
に
何
が
正
し
い
か
の
指
示
を
与
え
る
が
、
い
か
な
る
法

律
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
は
立
法
者
が
決
め
る
の
で
あ
り
、
裁
判
官
が
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
が
、
近
年
、
し
ば

し
ば
こ
の
審
査
を
行
っ
て
き
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
降
伏
後
の
未
解
明
の
状
況
と
権
限
に
、
ま
た
、
ド
イ
ツ
法
体
系
と
そ
の
影
響
と
に

関
す
る
外
国
の
立
法
者
の
必
然
的
に
不
完
全
な
概
観
と
い
う
観
点
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
今
日
、
立
法
の
管
轄
に
お
い
て
も
強

化
さ
れ
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
根
拠
は
も
は
や
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
法
的
安
定
性
の
根
拠
か
ら
再
び
立
法
と
判
例

と
の
明
確
な
分
離
が
導
入
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
四
九
条

a
の
新
規
定
は
、
管
理
理
事
会
が
そ
の
廃
棄
を
行
わ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
か
ら
、
継
続
し
て
適
用
で
き
る
」
。
こ
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
判
例
は
、
少
数
で
あ

り
、
多
数
の
判
例
が
、
審
査
権
を
肯
定
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

(108) 

こ
こ
で
は
、
連
邦
共
和
国
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
審
査
権
を
承
認
し
た
判
例
を
上
げ
て
お
こ
う
。

連
邦
憲
法
裁
判
所

す
で
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
集
の
第
一
巻
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
基
本
的
な
路
線
が
示
さ
れ
て
い
る
。
「
連
邦
憲
法

裁
判
所
は
、
超
実
定
的
な
、
憲
法
立
法
者
を
も
拘
束
す
る
法
の
存
在
を
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
制
定
さ
れ
た
法
を
そ
れ
に
則
し
て
評
価

（血）

す
る
権
限
を
も
つ
。
」
。
そ
の
三
巻
に
お
け
る
判
決
に
お
い
て
、
よ
り
詳
し
く
裁
判
官
の
審
査
権
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
基

本
法
の
審
査
さ
れ
る
べ
き
規
範
も
『
法
律
」
で
あ
り
、
従
っ
て
、
基
本
法
一

0
0条
の
文
言
に
よ
っ
て
規
範
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
か
ら
除
外
さ

一
般
的
な
、
最
高
裁
判
所
に
集
中
さ
れ
て
い
な
い
裁
判
官
の
審
査
権
限
に
よ
る
立
法
権
の
侵
害
に
対
す
る
不
安
が
、
法
律
を
無

効
と
宣
言
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
専
属
的
な
権
限
の
主
要
根
拠
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
権
限
は
、
憲
法
制
定
権
力

(pouvoir

関
法
第
四
二
巻
第
六
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〇



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

c
o
n
s
t
i
t
u
a
n
t
)
 

六

の
尊
厳
と
権
威
の
た
め
に
、
ま
す
ま
す
、
そ
れ
に
則
し
て
規
範
が
妥
当
す
る
国
家
の
基
本
法
自
体
の
検
討
の
た
め
に
存
在

(Uo) 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
超
実
定
的
な
規
範
は
、
従
っ
て
こ
の
定
義
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。

拘
束
力
の
な
い
不
法
に
対
す
る
限
界
は
、
次
の
よ
う
に
、
決
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
実
定
法
の
正
義
に
対
す
る
矛
盾
が
、
法
律
が

『
不
当
な
法
』

と
し
て
正
義
に
譲
歩
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ほ
ど
に
堪
え
難
い
程
度
に
達
し
た
」
点
に
存
在
す
る
。
こ
れ
は
、

連
邦
裁
判
所
も
、
制
定
法
を
超
実
定
的
な
規
範
に
則
し
て
評
価
す
る
裁
判
官
の
権
限
に
つ
い
て
何
度
も
そ
の
見
解
を
表
明
し
た
。
連
邦

裁
判
所
の
基
本
的
見
解
は
、
次
の
如
く
で
あ
る
。
「
裁
判
官
の
決
定
に
は
『
原
則
と
し
て
』
倫
理
的
評
価
が
基
礎
に
さ
れ
て
は
な
ら
な
い

(Ill) 

と
い
う
主
張
は
、
残
念
な
が
ら
誤
り
で
あ
る
。
法
の
内
部
的
拘
束
性
は
、
ま
さ
し
く
倫
理
法
と
の
そ
の
一
致
に
依
拠
す
る
。
」
。
そ
し
て
、

裁
判
官
に
よ
る
審
査
権
に
つ
い
て
は
、
そ
の
民
事
判
例
の
中
で
、
「
そ
の
極
端
な
事
案
に
お
い
て
の
み
、
実
質
的
正
義
の
原
則
を
法
的
安

定
性
の
そ
れ
よ
り
は
高
く
評
価
す
る
可
能
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
」
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
も
は
っ
き
り
と
、
「
正
義
に
対
す

る
実
定
法
規
の
矛
盾
が
、
そ
の
法
律
が
『
不
当
な
法
』
と
し
て
正
義
に
譲
歩
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
に
堪
え
難
い
程
度
に
達
し
た
」

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
ラ
ー
ト
プ
ル
フ
の
公
式
を
挙
げ
て
い
る
。
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ル
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の
公
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ナ
チ
ス
法
の
失
効
と
継
続
の
基
準

（
一
三
九
二
）

す
で
に
、
管
理
理
事
会
宣
告
第
三
号
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
問
題
は
、
将
来
に
向
か
っ
て
の
ナ
チ
ス
法
の
失
効
宣
言
に
尽
き
る
わ
け

で
は
な
い
。
実
際
上
問
題
な
の
は
、
む
し
ろ
、

ナ
チ
時
代
に
発
せ
ら
れ
た
法
や
言
渡
さ
れ
た
判
決
の
遡
及
的
な
失
効
、
な
い
し
、
も
と
も

す
で
に
過
去
の
ナ
チ
体
制
の
も
と
で
の
「
ナ
チ
犯
罪
」
の
追
及
に
つ
い
て
も
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
に
と
っ
て
は
、
法
の
適
用
に
つ
き
、

(113) 

二
つ
の
道
を
と
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
理
論
的
基
礎
を
、
ヴ
ェ
ル
レ
に
従
っ
て
、
二
分
し
て
類
別
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
第
一
の
類
型

は
、
管
理
委
員
会
法
第
一

0
号
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
類
型
で
は
、
「
自
然
法
」
が
援
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
管
理
理
事

会
法
一

0
号
は
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
を
罰
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
可
罰
的
と
さ
れ
た
行
為
が
国
内
の
刑
罰
法
規
に
反
し
て
い
る

か
ど
う
か
は
ど
う
で
も
よ
い
。
つ
ま
り
、

ナ
チ
ス
法
に
従
っ
て
違
法
か
ど
う
か
に
は
依
拠
し
な
い
。
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
律
家
裁
判
で
は
、

「
ド
イ
ツ
法
の
遵
守
が
、
責
任
追
及
に
対
す
る
弁
護
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
論
拠
は
、
我
々
の
全
手
続
の
基
礎
と
さ
れ
て
い
る
理

論
の
誤
解
に
基
づ
い
て
い
る
。
被
告
人
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
第
三
帝
国
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
が
、
た
と
え
そ
れ
が
国
際
法
に

反
す
る
場
合
で
も
、
ド
イ
ツ
法
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
る
ほ
ど
正
し
い
。
し
か
し
、
本
裁
判
所
に
と
っ
て
は
、

こ
の
種
の
限
定
は
妥
当
し
な
い
。
我
々
は
、
こ
こ
で
は
最
高
の
実
体
法
と
、
そ
れ
と
調
和
し
な
い
国
内
ド
イ
ツ
法
を
顧
み
ず
に
そ
れ
を

適
用
す
る
よ
う
授
権
さ
れ
義
務
づ
け
ら
れ
た
そ
の
た
め
の
裁
判
所
を
も
っ
て
い
る
。
本
件
に
お
け
る
起
訴
の
中
核
は
、
ま
さ
に
法
律
、

人
道
犯
罪
の
追
及
に
つ
き
次
の
よ
う
に
い
う
。

と
の
無
効
の
問
題
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
周
知
で
あ
る
。

①
ナ
チ
「
不
法
」
の
「
非
ナ
チ
化
」
の
形
態

第
五
節

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

六
四



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

定
め
る
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
文
化
民
族
に
お
い
て
、

れ
て
は
な
ら
な
い

六
五

ヒ
ト
ラ
ー
の
命
令
や
苛
酷
で
腐
敗
し
堕
落
し
た
ナ
チ
ス
法
体
系
そ
れ
自
体
が
戦
争
犯
罪
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
と
す
る
こ
と
、
ま
た
こ

(114) 

の
よ
う
な
法
律
の
発
布
と
実
施
に
加
担
す
る
こ
と
が
犯
罪
的
な
共
犯
を
意
味
す
る
こ
と
に
存
在
す
る
」
。

こ
こ
で
は
、
自
然
法
を
援
用
す
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
管
理
理
事
会
法
そ
の
も
の
が
、
国
内
法
を
超
え
た

(115) 

「
よ
り
高
次
の
実
定
法
」
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

第
二
の
類
型
は
、
「
当
時
妥
当
し
て
い
た
法
」
を
基
準
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
が
ド
イ
ツ
刑
法
を
適
用
し
て
ナ
チ
ス

犯
罪
を
処
罰
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
事
後
法
を
適
用
す
る
こ
と
に
は
、
遡
及
禁
止
が
障
害
と
な
る
。
管
理
理
事
会
宣
告
第
三
号
の
二
条
二

号
は
、
遡
及
禁
止
原
則
を
拘
束
力
の
あ
る
も
の
と
し
、
後
に
は
基
本
法
一

0
三
条
二
項
が
こ
れ
を
明
言
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
判
例
は
、

ナ
チ
時
代
の
犯
罪
の
可
罰
性
は
、
「
当
時
の
現
行
法
」
に
反
し
た
か
ど
う
か
を
基
準
と
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

(116) 

終
戦
直
後
の
時
代
に
は
ナ
チ
ス
法
律
や
高
権
行
為
を
自
然
法
に
反
す
る
も
の
と
い
う
判
断
を
し
た
判
例
は
、
幣
し
い
数
に
登
る
。
連
邦

裁
判
所
は
、
ナ
チ
権
力
犯
罪
の
追
及
に
対
す
る
刑
法
に
お
け
る
自
然
法
の
意
義
を
明
ら
か
に
認
め
て
い
た
。
連
邦
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う

(117) 

に
論
じ
る
。
「
一
般
の
法
確
信
に
よ
れ
ば
、
い
か
な
る
法
律
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
い
か
な
る
そ
の
他
の
官
憲
の
処
分
に
よ
っ
て
も
侵
害
さ

『
法
の
中
核
領
域
』
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
。
そ
の
中
核
領
域
は
、
特
定
の
不
可
侵
と
さ
れ
る
人
間
行
為
の
原
則
を

一
致
し
た
道
徳
的
根
本
観
念
に
も
と
づ
き
時
代
の
変
遷
と
と
も
に
形
成
さ
れ
、
法
的

に
拘
束
的
な
も
の
と
し
て
妥
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
各
国
民
の
法
秩
序
の
個
々
の
規
定
が
そ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
を
許
し
て
い
る
か
に

見
え
る
か
ど
う
か
は
問
わ
な
い
」
。
こ
の
よ
う
な
中
核
領
域
は
、
「
正
義
と
人
道
性
の
根
本
思
想
」
か
ら
生
じ
る
。
そ
れ
は
公
衆
の
意
識
の

(118) 

中
に
生
き
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
「
平
等
思
想
」
と
は
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
理
論
的
基
礎
の
う
ち
、
こ
こ
で
扱
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、
後
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
後
者
は
、

（
一
三
九
三
）

ナ



い
た
の
で
あ
る
が
、

①
男
性
間
の
猥
褻
行
為
に
関
す
る
判
例

な
規
定
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

チ
犯
罪
の
処
理
の
際
に
の
み
問
題
に
な
る
の
で
は
な
い
。
現
在
の
ナ
チ
不
法
体
系
か
ら
浄
化
さ
れ
た
「
法
体
系
」
の
宣
言
の
際
に
も
、
何

が
、
す
で
に
失
効
し
た
「
ナ
チ
不
法
」
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
の
当
時
か
ら
典
型
的
な
ナ
チ
法
律
で
な
い
た
め
に
現
在
に
ま
で
継
続
し

て
存
立
す
る
当
時
の
、
そ
し
て
現
在
の
法
な
の
か
を
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
判
例
は
、
当
時
の
法
律
を
一
律
に
無
効
と
し
て
し
ま
う
こ
と
も
で
き
ず
、
む
し
ろ
、
そ
れ
を
当
時
、
ま
た

は
現
在
も
有
効
な
も
の
と
、
初
め
か
ら
無
効
な
も
の
な
い
し
す
で
に
戦
後
廃
棄
さ
れ
た
も
の
と
を
え
り
分
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、

あ
る
法
律
が
「
典
型
的
に
ナ
チ
的
」
で
あ
る
か
ど
う
か
、
「
典
型
的
ナ
チ
精
神
」
を
含
ん
で
い
た
か
ど
う
か
、
ま
た
は
「
よ
り
に
も

(119) 

よ
っ
て
ナ
チ
的
目
的
を
追
及
し
た
か
ど
う
か
」
と
い
う
問
い
は
、
戦
後
、
判
例
や
学
説
に
お
い
て
立
て
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
法
律

が
、
爾
後
、
「
法
律
の
形
を
と
っ
た
不
法
」
で
あ
る
と
し
て
適
用
で
き
な
く
な
っ
た
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
ナ
チ
時
代

に
構
成
要
件
が
新
設
さ
れ
、
あ
る
い
は
加
重
処
罰
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
構
成
要
件
の
中
に
、

（―-―-九四）

い
か
な
る
場
合
に
、
「
典
型
的
に
ナ
チ
的
」

こ
の
問
題
に
つ
き
格
好
の
例
を
提
供
す
る
の
が
、
刑
法
一
七
五
条
な
い
し
一
七
五
条

a
の
「
男
性
間
の
猥
褻
行
為
」
の
規
定
の
問
題
で

あ
な
。
刑
法
旧
一
七
五
条
は
、
「
男
性
間
の
反
自
然
的
猥
褻
行
為
」
を
処
罰
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
性
交
類
似
行
為
を
把
捉
し
て

一
九
三
五
年
六
月
二
八
日
に
導
入
さ
れ
た
新
一
七
五
条
は
、
他
の
男
性
と
猥
褻
行
為
を
営
み

(
t
r
e
i
b
e
n
)
、
ま
た
は

他
の
男
性
か
ら
猥
褻
行
為
の
た
め
に
濫
用
さ
せ
た
男
性
を
処
罰
し
た
。
こ
の
改
正
に
よ
り
、

そ
の
選
択
基
準
は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。

②
何
が
典
型
的
に
ナ
チ
的
法
律
か

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

ナ
チ
時
代
に
通
説
だ
っ
た
理
論
に
よ
れ
ば
、

六
六



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

る
刑
の
言
渡
し
を
禁
止
す
る
」
。
し
か
し
、

六
七

性
交
類
似
行
為
で
な
く
と
も
、
客
観
的
に
性
的
な
意
味
で
の
一
般
的
恥
感
情
や
道
徳
感
情
を
侵
害
し
、
主
観
的
に
、
欲
情
的
な
目
的
で
実

行
さ
れ
た
猥
褻
行
為
が
把
捉
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
こ
れ
に
よ
っ
て
、
少
年
な
い
し
若
い
男
性
に
対
す
る
成
人
男
性
に
よ
る
「
誘

（
な
い
し
一
七
五
条
b
)
も
新
設
さ
れ
た
。
戦
後
、
軍
政
府
法
第
一
号
ま
た
は
管
理
理

事
会
法
に
よ
り
、
刑
法
一
七
五
条
な
い
し
一
七
五
条

a
は
、
明
示
的
に
廃
棄
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
軍
政
府
法
第
一

号
三
条
お
よ
び
裁
判
官
に
対
す
る
一
般
的
指
令
第
一
号
の
八
号
b
に
基
づ
き
、

ナ
チ
的
な
法
益
を
含
む
も
の
か
ど
う
か
を
検
討
し
な
け
れ

(121) 

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
、
ツ
ェ
レ
上
級
ラ
ン
ト

(122)

（

1

2

3

)

(

1

2

4

)

 

裁
判
所
、
ハ
ン
プ
ル
ク
上
級
裁
判
所
、
キ
ー
ル
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、

ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
に
必
要
な
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
法
律
規
定
の
継
続
適
用
は
、
そ
の
限
り
で
管
理
理
事
会
お
よ
び
軍
政
府
法

に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
新
規
定
の
解
釈
と
し
て
は
、
例
え
ば
、

(125) 

ク
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
判
決
は
、
衣
服
の
上
か
ら
性
器
に
一
回
触
れ
、
そ
の
前
に
口
淫
を
要
求
し
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
い
ま
だ
、

「
猥
褻
行
為
を
営
む
」

(treiben)

と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
し
て
限
定
解
釈
を
す
る
。
判
決
に
よ
れ
ば
、
刑
法
一
七
六
条
一
項
一

号
お
よ
び
三
号
に
い
う
「
行
う
」

(
v
o
r
n
e
h
m
e
n
)

と
は
違
っ
て
、
「
営
む
」

(treiben)

と
は
、
「
も
っ
と
強
い
行
為
」
を
意
味
し
、
「
他

の
男
性
に
対
す
る
時
間
的
に
長
く
持
続
す
る
作
用
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
上
級
ラ

(126) 

ン
ト
裁
判
所
は
、
裁
判
官
に
対
す
る
一
般
的
指
針
八
号
b
の
適
用
を
次
の
理
由
で
排
除
す
る
。
「
こ
の
指
針
は
、

日
以
後
発
せ
ら
れ
た
法
律
に
基
づ
い
て
、
犯
罪
行
為
に
対
す
る
最
高
刑
が
、

対
す
る
最
高
刑
と
比
較
し
て
、
よ
り
加
重
さ
れ
た
事
案
に
お
い
て
は
、

惑」

(Verfi.ihrung)

を
処
罰
す
る
一
七
五
条

a

一
九
三
三
年
一
月
三
〇

一
九
三
三
年
一
月
三
九
日
以
前
に
規
定
さ
れ
た
犯
罪
行
為
に

一
九
三
三
年
一
月
―
―

1
0
日
以
前
に
認
め
ら
れ
た
刑
の
上
限
を
上
回

一
七
五
条

a
に
規
定
さ
れ
た
行
為
は
、
．
す
で
に
一
九
三
三
年
一
月
三

0
日
以
前
に
も
、
旧
一

（
一
三
九
五
）

一
九
四
七
年
一
月
一
三
日
の
ハ
ン
プ
ル

一
致
し
て
、
非
性
交
類
似
行
為
へ
の
構
成
要
件
の
拡
大
は
、



七
五
条
に
よ
っ
て
、
誘
惑
が
「
結
果
」
に
至
っ
た
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
処
罰
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、

「
新
た
な
犯
罪
類
型
」
を
作
り
出
し
た
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
歴
史
的
な
発
展
状
況
か
ら
み
て
、

し
た
だ
け
で
は
な
く
、
「
新
し
い
独
立
の
構
成
要
件
」
を
作
り
だ
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
一
七
五
条

a
に
規
定
さ
れ
た
法
定

刑
は
、
適
用
さ
れ
う
る
」
。
な
ぜ
な
ら
、
本
判
決
で
は
、
明
示
的
に
そ
の
理
由
を
書
い
て
い
な
い
が
、
プ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
上
級
裁

(127) 

判
所
の
判
決
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
説
明
す
る
と
、

刑
の
枠
内
に
と
ど
め
て
刑
を
量
定
で
き
る
と
す
る
の
み
で
、
そ
も
そ
も
以
前
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
犯
罪
類
型
に
つ
い
て
は
、
適
用
で
き

一
般
的
指
針
の
解
釈
論
と
一
七
五
条

a
の
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
考
察
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
、

条
a
が
「
典
型
的
に
ナ
チ
的
」
で
あ
る
か
ど
う
か
に
考
慮
を
払
っ
て
い
な
い
点
で
特
徴
的
で
あ
る
。

一
七
五
条

a
が
「
ナ
チ
の
思
想
財
」
で
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
た
の
は
、

(128) 

ラ
ン
ト
裁
判
所
の
判
決
‘
で
あ
る
。
こ
の
判
決
に
よ
れ
ば
、
「
三
五
年
六
月
二
八
日
の
刑
法
改
正
法
は
、
そ
れ
が
一
七
五
条
を
改
正
し
拡
大

し
た
と
き
、
旧
い
、

ナ
チ
的
で
な
い
思
想
財
に
遡
る
も
の
で
あ
る
。
立
法
者
に
は
、
当
時
、
こ
の
法
律
が
二
つ
の
全
く
異
な
っ
た
規
定
の

ナ
チ
ズ
ム
の
見
解
の
意
味
に
お
い
て
原
則
的
改
正
を
導
入
し
た
も
の
、
②

個
々
の
事
件
に
お
い
て
出
現
し
た
切
迫
し
た
実
務
的
必
要
性
に
迅
速
な
補
助
を
与
え
る
た
め
に
の
み
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
新
た
な
一

(129) 

一
七
五
条

a
お
よ
び
一
七
五
条
b
を
含
む
そ
の
法
律
の
六
条
は
、
後
者
に
属
す
る
」
の
で
あ
る
。

こ
の
「
典
型
的
に
ナ
チ
的
」
な
法
律
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
方
は
、
他
方
で
、

②
将
来
に
対
す
る
失
効

ナ
チ
の
法
律
の
妥
当
に
関
す
る
ラ
ー
ト
プ
ル
フ

七
五
条
、

グ
ル
ー
プ
を
含
ん
で
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
っ
た
。
① 一

般
的
指
針
八
号
b
は、

一
九
四
六
年
六
月
七
日
の
プ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
上
級

一
七
五
条
な
い
し
一
七
五

な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
判
決
は
、

一
七
五
条

a
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
。
こ
の
判
決
は
、

一
般
的
指
針
第
一
号
の
八
号
b
は、

一
九
三
三
年
一
月
三
0
日
以
前
に
存
在
し
た
法
定

一
七
五
条
a
三
号
は
、
「
刑
を
加
重
」

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

六
八

（―-―-九六）

一
七
五
条

a
が



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

で
は
な
い
。
ナ
チ
ス
国
家
の
今
日
の
見
解
に
反
す
る
法
律
を
、

六
九

一
度
も
存
在
し
な
か
っ
た
と
み
な
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
成
し
た
す
ぺ
て

の
考
察
を
決
定
的
な
点
で
制
限
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
は
、
法
律
の
形
を
と
っ
た
不
法
に
は
、
初

め
か
ら
一
切
の
拘
束
力
が
欠
け
て
い
る
か
ら
法
律
に
も
と
づ
く
行
為
は
、
す
で
に
ナ
チ
時
代
に
お
い
て
違
法
で
あ
っ
た
と
述
べ
た
の
に
対

し
て
、
典
型
的
に
ナ
チ
的
な
法
律
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
は
、
た
ん
に
将
来
に
つ
い
て
言
う
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

(130) 

こ
の
問
い
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
た
だ
、
あ
る
法
律
が
「
も
は
や
適
用
不
能
」
な
の
か
ど
う
か
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、

六
年
九
月
―
二
日
の
フ
ラ
イ
プ
ル
ク
・
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
判
決
は
、
「
一
九
四
三
年
五
月
二
九
日
の
命
令
に
よ
っ
て
刑
法
二
五
九
条

に
よ
り
臓
物
罪
の
未
遂
が
可
罰
的
と
な
る
と
さ
れ
た
が
、
…
…
そ
こ
で
は
、
典
型
的
に
ナ
チ
的
な
思
考
方
法
に
影
響
を
受
け
た
法
の
改
正

(131) 

が
問
題
で
は
な
く
、
そ
の
継
続
妥
当
に
対
し
て
は
何
ら
の
疑
義
が
な
い
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
将
来
に
対
す
る
妥
当
が
論
じ
ら

そ
れ
と
平
行
し
て
、
西
側
地
域
に
お
い
て
は
、
す
で
に
一
九
四
七
年
の
初
頭
に
、
連
合
国
の
立
法
の
意
図
に
反
し
て
、
連
合
国
に
よ
る

(132) 

ナ
チ
ス
法
律
の
廃
棄
は
、
将
来
に
対
し
て
の
み
有
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
合
意
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
さ
も
な
く
ば
生
じ
う
る
法

的
不
安
定
性
を
理
由
に
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
典
型
的
な
根
拠
づ
け
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
つ
の
判
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
ま
ず
、

(m) 

ハ
ー
ゲ
ン
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
一
九
四
七
年
三
月
一
日
の
判
決
は
、
「
一
般
的
に
は
、
ナ
チ
ス
国
家
の
法
律
は
、
将
来
に
対
し
て
の
み
廃

棄
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
法
命
題
〔
管
理
理
事
会
法
一

0
号
〕
が
、
そ
れ
に
過
去
に
遡
っ
て
効
力
が
与
え
ら
れ
る
と
き

に
も
、
適
用
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
、
ま
だ
、
も
は
や
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
法
律
〔
ナ
チ
時
代
の
法
律
〕

に
基
づ
い
て
過
去
に
行
わ
れ
た
処
分
に
対
し
、
上
述
の
管
理
理
事
会
法
一

0
号
を
無
制
限
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
わ
け

の
法
関
係
を
、
あ
た
か
も
こ
の
よ
う
な
法
律
が
一
度
も
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
判
断
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
途
方
も
な
い

（
一
三
九
七
）

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
九
四



〔
事
実
〕

③
ナ
チ
ス
法
の
原
則
的
・
形
式
的
妥
当
性

生
活
が
転
倒
さ
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
一
三
九
八
）

混
乱
と
法
的
不
安
定
性
に
陥
る
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
次
に
、

(131) 

の
判
決
は
、
政
治
的
・
世
界
観
的
不
許
可
に
よ
る
土
地
売
却
の
認
可
を
拒
否
し
た
「
反
自
然
法
的
な
行
政
行
為
」
に
関
し
て
、
次
の
よ
う

に
論
じ
る
。
「
四
二
年
―
二
月
三
一
日
の
お
よ
び
四
三
年
三
月
七
日
の
移
住
局
の
決
定
は
、
絶
対
的
に
無
効
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は

疑
い
の
余
地
は
な
い
…
…
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
行
政
行
為
は
、
管
轄
権
を
も
つ
官
庁
に
よ
っ
て
そ
の
権
限
の
枠
内
で
そ
し
て
し
か
る
べ

き
形
式
で
発
布
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
第
三
帝
国
の
法
律
が
、
最
近
、
そ
の
は
っ
き
り
し
た
ナ
チ
的
傾
向
の
ゆ
え
に
、
廃
棄
さ
れ
た
限
り

で
、
こ
の
こ
と
は
、
原
則
的
に
将
来
に
対
す
る

(ex
nunc)
効
果
の
み
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
」
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
こ
の
―
ニ

年
間
の
全
行
政
行
為
や
多
数
の
判
決
が
再
検
討
を
要
し
、
大
部
分
が
無
効
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
な
る
と
、
全
法
生
活
・
経
済

こ
の
第
二
番
目
の
判
例
に
つ
い
て
は
、

コ
ー
イ
ン
グ
の
批
判
的
評
釈
が
あ
る
。
法
的
安
定
性
を
根
拠
に
す
る
反
自
然
法
的
国
家
行
為
を

(135) 

適
法
だ
と
み
な
す
こ
と
は
、
「
こ
れ
に
対
す
る
抵
抗
に
違
法
だ
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
張
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ナ
チ
の
法
律
も
、
原
則
的
に
は
有
効
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
判
例
の
基
本
的
な
立
場
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

れ
を
前
提
に
し
て
、
内
容
的
に
ど
の
部
分
が
無
効
か
を
判
断
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
方
法
が
典
型
的
に
現
れ
て
い
る
判
例

を
紹
介
し
、
こ
の
点
を
検
討
し
て
お
こ
う
。

〔
連
邦
裁
判
所
一
九
五
二
年
―
一
月
六
日
判
沢
〕

被
告
人
は
、
す
で
に
古
く
か
ら
ナ
チ
党

(
N
S
D
A
P
)

彼
の
兄
弟
コ
ン
ラ
ー
ト
は
、
ナ
チ
体
制
の
過
激
な
反
対
者
で
あ
っ
た
。
コ
ン
ラ
ー
ト
は
、
労
働
者
仲
間
や
身
内
の
者
達
に
、
く
り
か
え
し
、

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

の
信
奉
者
で
あ
っ
た
が
、

一
九
三
三
年
以
来
の
党
員
で
あ
っ
た
。

一
九
四
七
年
五
月
ニ
―
日
の
ザ
ー
ル
プ
リ
ュ
ッ
ケ
ン
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所

七
〇



な
い
。

(

a

)

 

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

七

一
人
の
前
で
陳
述
し
た
場
合
で
も
、
そ
れ
が
伝
播
す
る
は

〔
判
旨
〕

と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
上
告
が
な
さ
れ
た
。

国
家
統
治
や
戦
争
の
成
り
行
き
に
つ
き
批
判
的
な
言
辞
を
弄
し
て
い
た
。

入
っ
て
い
る
の
か
理
解
で
き
な
い
、
戦
争
に
は
負
け
る
だ
ろ
う
な
ど
と
述
べ
た
。
ま
た
、
「
ハ
イ
ル
・
ヒ
ト
ラ
ー
」
な
ど
挨
拶
す
る
人
間

は
み
な
頭
が
お
か
し
い
と
も
述
べ
た
。
こ
れ
が
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
の
耳
に
入
り
、

民
族
裁
判
所
に
防
衛
力
破
壊
罪
の
公
訴
が
提
起
さ
れ
た
。
被
告
人
は
、
証
人
と
し
て
、

コ
ン
ラ
ー
ト
の
よ
う
な
人
間
は
抹
殺
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
な
ど
と
述
べ
て
、
上
の
事
実
を
証
言
し
た
。
そ
の
他
の
証
人
も
証
言
し
た
。
コ
ン
ラ
ー
ト
は
、
そ
の
日
の
う
ち
に
死
刑
を
宣

陪
審
裁
判
所
は
、
被
告
人
の
民
族
裁
判
所
の
前
で
の
行
為
を
人
道
に
対
す
る
罪
と
み
な
し
、
二
年
の
軽
懲
役
お
よ
び
三
年
の
名
誉
剥
奪

ま
ず
、
人
道
に
対
す
る
罪
を
規
定
し
た
管
理
理
事
会
法
一

0
号
の
適
用
に
対
す
る
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
へ
の
授
権
は
、
す
で
に

撤
回
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
法
に
よ
る
処
罰
は
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
「
被
告
人
の
惹
起
と
責
任
は
、

法
状
態
が
変
更
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
別
の
法
的
出
発
点
か
ら
調
査
さ
れ
、
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。
そ
の
際
、

九
五
二
年
七
月
八
日
の
連
邦
裁
判
所
の
判
決
に
お
い
て
定
立
さ
れ
た
法
的
原
則
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、

民
族
裁
判
所
の
死
刑
判
決
が
正
当
に
下
さ
れ
た
か
ど
う
か
が
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
事
実
関
係
に
よ
れ
ば
、
戦
時
特
別
刑
法
命
令
五

条
一
項
一
号
に
よ
っ
て
の
み
死
刑
判
決
が
下
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
公
然
」
と
い
う
構
成
要
件
要
素
の
解
釈
に
つ
い
て
。
公
然
と
は
、

ず
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
公
然
性
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
の
が
判
例
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
新
公
判
で
調
ぺ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

（
一
三
九
九
）

告
さ
れ
た
。
判
決
は
再
審
請
求
を
退
け
た
の
ち
、

一
九
四
四
年
五
月
二

0
日
に
執
行
さ
れ
た
。

一
九
四
三
年
―
二
月
初
め
に
逮
捕
さ
れ
た
。
彼
に
対
し
て
、

一
九
四
二
年
末
に
は
、
被
告
人
に
対
し
て
、
な
ぜ
ま
だ
党
に



被
告
人
が
、
最
も
近
い
親
族
を
軽
微
な
行
為
を
理
由
と
し
て
犠
牲
に
す
る
こ
と
を
厭
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
た
と
え
、
そ
れ
が
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
的
な
狂
信
主
義
か
ら
行
わ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
と
し
て
も
、
高
度
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
判
決
は
、
そ
の
行
為
の
違
法
性
の
判
断
の
出
発
点
と
し
て
、
連
邦
裁
判
所
の
判
断
基
準
で
あ
る
、
戦
時
特
別
刑
法
命
令
五

条
の
解
釈
が
、
「
許
さ
れ
た
範
囲
を
越
え
て
い
た
」
か
ど
う
か
、
ま
た
「
ま
だ
主
張
で
き
る
あ
ら
ゆ
る
法
解
釈
を
越
え
て
い
た
」
か
ど
う

な
し
、
内
的
に
是
認
し
た
か
ど
う
か
が
決
定
的
で
あ
る
。

(

e

)

 

い
。
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
違
法
な
結
果
が
惹
起
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
可
能
性
を
用
い
な
い
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

内
面
的
事
実
面
と
し
て
は
、
被
告
人
が
そ
の
行
為
の
違
法
な
結
果
を
表
象
し
意
欲
し
、
ま
た
は
そ
の
発
生
を
可
能
で
あ
る
と
み

(
d
)
 

る。 (

C

)

 

渡
し
お
よ
び
執
行
は
、
法
に
反
す
る
。

も
は
や
対
応
し
な
い
。
そ
れ
は
、

刑
の
程
度
が
相
当
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
。
五
条
の
法
定
刑
の
幅
は
広
く
、
裁
判
所
は
、
軽
い
事
案
に
は
軽
い
刑
を
、
重
い
事

案
に
は
重
い
刑
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
死
刑
は
、

が
た
い
不
均
衡
を
な
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
民
族
裁
判
所
の
量
刑
は
、
そ
の
過
度
の
過
酷
さ
に
お
い
て
、
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
な
衡
量
に

を
越
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
裁
量
の
自
由
の
濫
用
が
直
ち
に
認
定
さ
れ
う
る
。
こ
の
刑
種
は
、
誤
り
で
あ
り
、
違
法
で
あ
る
。
死
刑
の
言

被
告
人
は
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
こ
の
違
法
な
殺
人
に
寄
与
し
た
。
別
の
証
人
の
行
為
に
よ
っ
て
も
、
同
じ
結
果
に
至
っ
て
い
た

だ
ろ
う
と
し
て
も
、
被
告
人
の
行
為
の
、
結
果
に
対
す
る
因
果
性
は
否
定
さ
れ
な
い
。
被
告
人
が
条
件
を
与
え
た
の
で
あ
れ
ば
十
分
で
あ

証
言
す
る
と
い
う
訴
訟
法
上
の
可
能
性
お
よ
び
彼
の
証
言
の
内
容
的
正
当
性
も
、
彼
の
行
動
の
正
当
化
の
た
め
に
援
用
で
き
な

(
b
)
 

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

コ
ン
ラ
ー
ト

•
H
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
不
法
と
そ
の
責
任
に
対
し
て
堪
え

一
切
の
合
理
的
な
程
度
を
越
え
、
事
実
審
裁
判
官
に
刑
の
問
題
の
判
断
に
際
し
て
、
設
定
さ
れ
る
限
界

七

（
一
四

0
0
)



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

括
的
拘
束
力
を
分
か
ち
も
つ
の
で
あ
る
。

七

一
部
は
、
「
制
定

か
の
判
断
を
置
く
。
そ
し
て
、
死
刑
判
決
が
「
現
実
の
法
状
態
」
に
合
致
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
死
刑
判
決
は
違
法
な
殺
害
行
為
で
あ

り
う
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
連
邦
裁
判
所
の
判
断
基
準
は
、
全
面
的
に
、
当
時
の
「
法
」
を
基
準
と
す
る
の
で
も
な
く
、
今
日
の
「
法
」
を
基
準
と
す
る
の
で

(138) 

も
な
く
、
第
三
の
判
断
基
準
を
打
ち
立
て
る
も
の
で
あ
る
。
「
連
邦
裁
判
所
は
そ
の
当
時
の
法
状
態
を
検
討
し
た
の
で
は
な
く
、
今
日
の

法
状
態
を
検
討
し
た
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
時
間
の
な
い
予
め
与
え
ら
れ
た
法
と
判
例
の
概
念
を
援
用
し
て
、
い
わ
ば
時
間
の
な
い
「
現

実
の
」
法
状
態
を
検
討
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
ま
さ
に
第
三
帝
国
に
お
け
る
法
の
役
割
に
関
す
る
経
験
を
も
っ
て
歴
史
的
に
正
当

化
さ
れ
た
次
の
よ
う
な
思
考
モ
デ
ル
が
基
礎
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
第
三
帝
国
の
法
秩
序
に
二
重
性
を
も
た
せ
、

法
の
形
を
と
っ
た
不
法
」
で
あ
り
、
他
の
部
分
は
、
そ
の
よ
う
な
自
然
法
に
明
確
に
反
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
ま
さ
に
自
然
法
の
包

上
の
判
決
で
も
、
連
邦
裁
判
所
は
、
戦
時
特
別
刑
法
命
令
五
条
そ
の
も
の
の
「
違
法
性
」
か
ら
出
発
し
て
い
な
い
。
そ
の
適
法
性
を
前

提
と
し
て
、
そ
の
処
罰
の
「
過
度
の
厳
し
さ
」
を
違
法
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

コ
ン
ラ
ー
ト
の
行
為
の
「
不
法
性
お
よ
び

責
任
」
は
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
も
し
コ
ン
ラ
ー
ト
が
自
由
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を
適
法
で
あ
る
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
連
邦
裁
判
所
の
見
解
に
つ
い
て
大
雑
把
に
は
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
当

時
、
正
当
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
今
日
、
不
法
で
あ
り
え
な
い
。
当
時
、
正
当
で
な
か
っ
た
の
は
、
法
を
甚
だ
し
く
逸
脱
し
、
極
端
に
過
酷

(139) 

で
あ
っ
た
も
の
の
み
で
あ
る
。

次
に
、
ナ
チ
不
法
体
系
の
法
規
範
の
形
式
的
妥
当
性
お
よ
び
拘
束
性
に
つ
い
て
論
じ
た
民
事
判
例
を
紹
介
し
よ
う
。

〔
連
邦
裁
判
所
一
九
五
二
年
二
月
八
日
判
函
〕

（
一
四

0
1
)



発
せ
ら
れ
、
こ
の
命
令
に
も
と
づ
き
、
被
告
が
、
原
告
の
鉱
区
を
補
償
金
を
支
払
っ
て
継
承
し
た
。

に
よ
り
、
被
告
が
鉱
山
の
所
有
権
を
取
得
し
た
。
原
告
は
、
そ
の
鉱
山
の
所
有
権
が
自
分
に
あ
る
と
い
う
確
認
を
求
め
て
訴
訟
を
提
起
し

〔
判
旨
〕

一
九
三
七
年
の
命
令
、

洗
練
さ
れ
た
法
感
情
を
侵
害
し
、
と
く
に

一
九
三
六
年
一

0
月
一
八
日
の
命
令

（一四
0
二）

一
九
三
七
年
一

0
月
一
日
の
「
鉱
山
の
権
利
者
の
提
携
に
関
す
る
命
令
」
が

一
九
四
二
年
―
一
月
一
三
日
の
命
令

一
九
四
二
年
の
命
令
が
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
連
邦
裁
判
所
は
一
九
四
二
年
の
命
令
が
無
効
か

「
あ
る
法
規
範
の
形
式
的
妥
当
性
1

あ
る
法
律
ま
た
は
法
規
命
令
が
合
憲
的
に
成
立
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
ー
|
'
は
、
こ
の
成

立
の
時
に
妥
当
し
、
妥
当
し
て
い
た
国
家
法
に
よ
っ
て
の
み
判
断
さ
れ
う
る
。
ヒ
ト
ラ
ー
の
み
で
、

を
法
有
効
的
に
発
布
で
き
た
か
ど
う
か
と
い
う
検
討
に
は
、
権
力
分
立
的
な
民
主
主
義
と
く
に
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
ま
た
は
ボ
ン
基
本

法
の
諸
規
範
ー
ー
＇
の
原
則
が
基
礎
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、

固
と
し
て
拒
否
し
た
か
ら
で
あ
る
。
決
定
的
な
の
は
、

お
よ
び
法
規
範
の
成
立
に
関
す
る
見
解
の
み
で
あ
り
え
た
。
こ
の
見
解
の
引
用
は
、
そ
れ
が

ナ
チ
理
論
に
対
応
す
る
と
い
う
理
由
で
拒
否
さ
れ
え
な
い
。
い
っ
た
ん
独
裁
が
ド
イ
ツ
・
ラ
イ
ヒ
の
政
府
の
形
態
に
な
っ
た
あ
と
で
は
、

こ
の
独
裁
の
時
代
に
お
い
て
制
定
さ
れ
た
法
規
範
に
妥
当
性
が
、
そ
の
成
立
の
種
類
が
独
裁
の
原
則
に
対
応
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
否

ど
う
か
を
検
討
し
た
。

原
告
は
、

訴
え
は
、
三
審
す
べ
て
に
お
い
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ。t
 

め
の
総
統
お
よ
び
ラ
イ
ヒ
首
相
の
命
令
」
に
も
と
づ
い
て
、

本
件
の
事
案
は
、

一
九
四
三
年
ま
で
あ
る
鉱
山
の
所
有
者
で
あ
っ
た
が
、

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

ナ
チ
ズ
ム
は
、
権
力
の
分
立
の
理
論
を
つ
ね
に
断

ナ
チ
時
代
に
お
い
て
と
く
に
一
九
三
六
年
に
1

支
配
的
で
あ
っ
た
立
法
権

一
九
三
六
年
一

0
月
一
八
日
の
「
四
カ
年
計
画
の
実
施
の
た

七
四



で
あ
る
。

よ
っ
て
、
自
己
を
貫
徹
す
る
新
た
な
権
力
が
そ
の
地
位
に
つ
く
の
で
あ
る
」
。

と
現
実
政
治
的
承
認
か
ら
、
そ
の
内
部
的
存
立
の
正
当
化
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

七
五

一
九
四
七

定
さ
れ
え
な
い
。
反
対
の
見
解
は
、
ナ
チ
時
代
の
す
べ
て
の
立
法
が
、
ほ
と
ん
ど
法
的
に
無
効
で
あ
る
か
の
よ
う
な
あ
り
え
な
い
結
論
に

つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
（
…
…
）
。
成
功
し
た
革
命
が
、
新
た
な
形
式
法
的
に
妥
当
す
る
法
を
制
定
で
き
る
新
た
な
憲
法
お
よ
び
新
た
な
立

法
者
を
作
り
出
す
こ
と
は
、
承
認
さ
れ
た
権
利
で
あ
る
。
革
命
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
新
た
な
国
家
権
力
は
、
国
家
法
的
に
承
認
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
根
拠
が
違
法
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
反
対
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
根
拠
が
適
法
で
あ
る
こ
と
は
、
国
家
権
力

の
本
質
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
国
家
は
、
国
家
権
力
な
し
に
は
存
立
し
え
な
い
。
旧
い
権
力
を
除
去
す
る
こ
と
に

こ
の
判
決
に
お
い
て
は
、
法
規
範
の
形
式
的
妥
当
性
に
は
、
そ
の
権
力
の
根
拠
の
合
法
性
に
影
響
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
新
た
な

権
力
の
内
部
に
お
い
て
正
当
化
さ
れ
れ
ば
よ
い
と
い
う
見
解
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
連
邦
裁
判
所
が
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
流

の
憲
法
論
・
国
家
論
の
伝
統
の
中
で
「
第
三
帝
国
」
に
国
家
法
上
の
合
法
性
を
承
認
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
ナ
チ
独
裁
の
外
部
的
成
功

以
上
に
よ
っ
て
例
示
し
た
よ
う
に
、
判
例
は
、
ナ
チ
ス
法
を
当
然
遡
及
的
無
効
と
は
し
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
、
立
法
に
よ

る
法
の
全
面
改
正
が
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
形
式
的
に
は
、
あ
る
い
は
、
や
む
を
え
な
い
方
法
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
他
方
で
は
、
上
の
判
例
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
判
例
が
、
実
質
的
に
見
て
、
法
律
の
分
野
で
の
「
完
全
な
非
ナ
チ
化
」
を
実

現
す
る
こ
と
か
ら
距
離
を
と
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
「
典
型
的
に
ナ
チ
的
な
」
法
律
で
あ
る
か
ど
う
か
の

判
断
に
際
し
て
、
判
例
は
ど
の
よ
う
な
基
準
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ラ
ー
ゲ
に
よ
れ
ば
、
判
例
の
態
度
は
、
原
則
的
に
、

年
頃
を
境
に
し
て
変
化
す
る
と
い
う
。
そ
れ
以
降
、
判
例
は
、
ナ
チ
的
法
律
の
有
効
性
を
主
張
す
る
態
度
に
出
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
の

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

（
一
四

0
1
―-）



お
い
て
、

コ
ン
ス
タ
ン
ツ
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
判
決
は
、

用
で
き
な
い
と
宣
言
し
た
。
同
じ
く
、

か
ら
一
九
四
七
年
の
中
頃
ま
で
は
、

①
 

て
お
き
た
い
。
ラ
ー
ゲ
に
よ
れ
ば
、
法
理
論
と
判
例
は
、

ナ
チ
ス
法
の
失
効
の
判
断
基
準

（
一
四

0
四）

一
九
四
六
年

以
下
で
は
、
基
本
的
に
、
ラ
ー
ゲ
の
分
析
枠
組
み
に
基
本
的
に
依
拠
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
に
検
討
し

が
『
典
型
的
に
ナ
チ
的
』
な
性
格
を
も
つ
か
と
い
う
問
題
を
取
り
扱
い
、
そ
の
よ
う
な
ナ
チ
的
性
格
を
否
定
す
る
一
連
の
検
討
基
準
を
展

(
M
)
 

開
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
テ
ー
ゼ
を
、
判
例
と
若
干
の
考
察
を
補
っ
て
考
察
を
深
め
な
が
ら
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

法
律
の
客
観
的
文
言

こ
こ
で
は
、
軍
政
府
法
三
条
六
号
に
い
う
「
明
白
な
文
言
の
意
味
」
に
従
っ
た
解
釈
の
要
請
か
ら
、
ナ
チ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
は
ぎ

取
っ
た
「
客
観
的
文
言
」
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
釈
を
非
ナ
チ
化
し
よ
う
と
す
る
方
法
が
問
題
で
あ
る
。

ナ
チ
ス
法
律
の
典
型
的
に
ナ
チ
ス
的
な
内
容
を
探
し
出
す
た
め
に
立
法
者
の
動
機
、
政
治
的
目
的
お
よ
び
こ
の
法
律
の
成
立
史
も
決
定

的
か
、
そ
れ
と
も
、
文
言
の
明
確
な
意
味
お
よ
び
客
観
的
な
内
容
の
み
が
決
定
的
で
あ
る
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
、

(112) 

一
九
四
七
年
以
降
と
は
異
な
っ
て
答
え
ら
れ
た
。
第
一
の
時
期
に
は
、
法
律
は
、
ナ
チ
ス
の
世
界
観

と
そ
の
目
的
に
照
ら
し
て
観
察
さ
れ
た
。
決
定
的
な
の
は
、
「
そ
の
当
時
の
動
機
」
で
あ
り
、
「
法
律
の
元
々
の
目
的
規
定
」
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
審
査
基
準
に
基
づ
い
て
、
第
一
段
階
の
判
例
は
、
例
え
ば
、
民
法
一
五
九
条

a
を
一
九
―
―
―
八
年
四
月
―
二
日
の
文
言
の
形
で
は
、

そ
の
法
律
の
理
由
書
が
現
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
明
白
な
人
種
政
策
的
な
目
的
か
ら
、
「
典
型
的
に
ナ
チ
的
」
で
あ
り
、
従
っ
て
、
適

一
九
四
六
年
に
は
、
子
供
の
人
種
的
出
自
を
認
定
可
能
と
す
る
刑
事
訴
訟
法
六
四
0
条
の
継
続
的

妥
当
も
、
そ
の
「
ナ
チ
ス
人
種
立
法
と
の
明
ら
か
な
関
係
」
の
た
め
に
、
否
定
し
た
。
ま
た
、
先
に
紹
介
し
た
テ
ィ
ル
エ
ッ
セ
ン
事
件
に

(4) 

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

一
九
四
七
年
中
頃
か
ら
、
日
常
実
務
の
中
で
、
具
体
的
に
当
該
の
ナ
チ
の
法
律

一
九
四
七
年
に
、
「
一
九
三
三
年
三
月
ニ
―
日
の
恩
赦
は
、
そ
の
内
容
に
従
え

七
六



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

く
、
そ
の
成
立
史
お
よ
び
目
的
か
ら
「
ナ
チ
の
思
想
財
」
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

一
九
四
七
年
中
頃
以
降
は
、
判
例
と
学
説
は
、
突
然
に
、

典
型
的
な
判
例
で
あ
る
ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
決
定
を
検
討
し
よ
う
。

〔
ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
一
九
四
九
年
八
月
四
日
決
定
〕

七
七

ば
、
典
型
的
な
ナ
チ
の
思
想
財
に
依
拠
す
る
が
、
そ
れ
は
、
確
か
に
そ
の
文
言
と
そ
の
形
式
的
な
形
態
か
ら
の
み
で
は
直
ち
に
は
認
識
で

(143) 

き
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
成
立
史
お
よ
び
そ
の
目
的
か
ら
は
確
実
に
推
論
さ
れ
う
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
客
観
的
文
言
で
は
な

ナ
チ
ス
法
律
の
解
釈
は
「
明
白
な
文
言
の
意
味
」
に
方
針
づ
け
ら
れ
る
と
す

る
軍
政
府
法
三
条
六
号
か
ら
、
立
法
者
の
意
思
や
動
機
お
よ
び
そ
の
当
時
の
法
律
の
目
的
は
、
法
律
の
継
続
的
妥
当
に
関
す
る
問
題
に
つ

(144) 

い
て
は
考
慮
さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
演
繹
さ
れ
う
る
と
述
べ
は
じ
め
た
。
ま
ず
、
客
観
的
文
言
の
意
味
に
も
と
づ
く
解
釈
を
唱
え
る

事
案
は
、
刑
事
訴
訟
法
三
五
九
条
の
「
再
審
」
規
定
の
効
力
が
問
題
に
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
に
よ
る
と
、
刑

事
訴
訟
法
三
五
九
条
は
、
そ
の
旧
規
定
の
形
で
妥
当
し
て
い
る
と
い
う
刑
事
裁
判
所
の
見
解
は
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
フ
ァ
ル
ツ
の
法
秩

し
た
が
っ
て
、
む
し
ろ
、

一
九
四
七
年
四
月
―
一
日
の
ラ
ン
ト
命
令
に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
る
対
象
と
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、

ナ
チ
の
刑
事
手
続
の
「
第
三
次
簡
略
化
命
令
」
に
よ
る
内
容
の
も
の
が
ま
だ
妥
当
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
裁
判
所
に
こ
の
規
定
の
法
内
容
や
適
用
可
能
性
を
検
討
す
る
義
務
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
軍
政
府
法
第

一
号
の
第
三
条
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
法
の
ナ
チ
ス
理
論
に
よ
る
解
釈
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
検
討
の
結
果
は
、
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
「
刑
事
訴
訟
法
三
五
九
条
は
、
ナ
チ
的
な
法
規
範
で
あ
る
と
は
断
言

で
き
な
い
」
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

ナ
チ
に
よ
る
第
三
次
簡
略
化
命
令
の
前
に
す
で
に
一
連
の
判
例
に
お
い
て
従
来
の
も
の
と
は
変
わ
っ

て
き
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
三
五
九
条
が
ナ
チ
に
よ
っ
て
新
た
に
把
捉
さ
れ
た
時
、
「
政
治
的
考
慮
が
高
度
に
影
響
し

序
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
三
五
九
条
は
、

（一四
0
五）



時
代
、

②
浄
化
的
（
清
め
ら
れ
た
）
解
釈

こ
の
よ
う
に
し
て
、
裁
判
所
は
、
「
刑
事
訴
訟
法
三
五
九
条
の
新
規
定
（
ナ
チ
の
規
定
）

こ
の
戦
後
の
判
例
に
お
け
る
「
客
観
的
文
言
」
と
い
う
審
査
基
準
は
、
次
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
。
①
ラ
ー
ト
プ
ル
フ
の
法
的
性
格
否

認
テ
ー
ゼ
に
お
い
て
は
「
立
法
者
の
動
機
」
が
考
慮
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
基
準
に
お
い
て
は
考
慮
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
り
、
②
そ

の
立
法
自
体
が
正
統
的
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
そ
も
そ
も
立
て
ら
れ
ず
、
ま
た
、
③
判
例
に
よ
っ
て
「
濫
用
さ
れ
」
た
に
す

ぎ
な
い
「
純
粋
の
法
律
」
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
仮
定
さ
れ
、
そ
れ
に
に
よ
っ
て
、
専
ら
不
法
国
家
の
実
務
に
責
め
が
帰
せ
ら
れ
、

(146) 

差
別
的
立
法
と
恣
意
的
な
法
律
の
適
用
と
が
連
携
し
、
協
同
し
た
と
い
う
事
実
に
眼
を
塞
ぐ
結
果
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
「
浄
化
的
解
釈
」
と
は
何
か
を
、
例
示
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
。
刑
法
二
四
0
条
は
、
強
要
罪
の
規
定
で
あ
る
が
、

一
九
四
三
年
五
月
二
九
日
の
刑
法
調
整
令
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
第
一
項
で
は
、
「
法
に
反
し
て
」

言
い
え
な
い
」
と
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。

在
と
な
る
か
ら
で
あ
る
」
。

た
」
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
点
か
ら
、
こ
の
規
定
は
、
ナ
チ
的
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
引
き
出
せ
な
い
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、

「
政
治
的
な
動
機
が
、
法
規
範
を
新
た
に
把
握
す
る
に
際
し
て
、
重
要
な
影
響
を
も
っ
た
と
い
う
事
情
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
そ
の
法

規
範
に
ま
だ
ナ
チ
的
法
律
で
あ
る
性
格
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
法
規
範
が
ナ
チ
時
代
に
政
治
的
目
的
の
た
め
に
濫
用
さ
れ
た
と
い

う
事
実
、
ま
た
は
そ
れ
を
初
め
か
ら
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
作
ら
れ
た
、
政
治
的
目
的
の
た
め
に
濫
用
さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
、
決
定

的
で
は
な
い
。
…
…
判
断
に
と
っ
て
決
定
的
な
の
は
、
そ
の
客
観
的
内
容
で
あ
る
。
け
だ
し
、
法
律
は
そ
の
発
布
に
よ
っ
て
独
自
の
存

裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

の
客
観
的
内
容
は
ナ
チ
の
規
定
で
あ
る
と
は

七
八

（
一
四

0
六）

ナ
チ



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

条
は
、
そ
も
そ
も
有
効
な
の
か
が
問
題
と
な
っ
た
。

(
w
i
d
e
r
r
e
c
h
t
l
i
c
h
)
 
と
い
う
文
言
に
代
え
て
「
違
法
に
」

(
r
e
c
h
t
s
w
i
d
r
i
g
)

七
九

と
い
う
同
義
の
文
言
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
「
重
罪

ま
た
は
軽
罪
を
も
っ
て
す
る
脅
迫
」
が
「
著
し
い
害
悪
を
も
っ
て
す
る
脅
迫
」
に
代
え
ら
れ
た
ほ
か
、
法
定
刑
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
ニ

項
は
、
二
五
三
条
と
同
じ
よ
う
に
、
目
指
さ
れ
た
目
的
の
た
め
の
暴
力
の
使
用
ま
た
は
告
知
さ
れ
た
害
悪
の
付
加
が
「
健
全
な
民
族
感

情
」
に
反
す
る
と
き
、
行
為
は
違
法
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
た
。
新
し
い
第
三
項
は
、
以
前
の
二
項
に
対
応
す
る
。

こ
の
「
健
全
な
民
族
感
情
」
と
い
う
文
言
は
、
典
型
的
に
ナ
チ
的
な
言
い
回
し
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ナ
チ
時
代
の
規
定
が
、

四
五
年
以
降
、
た
だ
ち
に
改
正
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
文
言
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
、
ま
た
、
こ
の
二
四
〇

さ
て
、
こ
こ
で
、
ラ
ー
ゲ
の
い
う
「
浄
化
的
解
釈
」

(
b
e
r
e
i
n
i
g
e
n
d
e
A
u
s
l
e
g
u
n
g
)

が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を

意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
あ
る
法
律
が
ナ
チ
ズ
ム
的
性
格
を
も
つ
か
と
い
う
判
断
に
と
っ
て
決
定
的
な
の
は
、
た
だ
そ
の
事
実
的
、

客
観
的
な
内
容
で
あ
る
。
「
民
族
の
保
護
」
（
刑
事
訴
訟
法
三
五
九
条
）

条
二
項
）

ま
た
は
「
健
全
な
民
族
感
情
」
（
刑
法
二
四

0
条
二
項
、
二
五
三

と
い
っ
た
言
い
回
し
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
、
た
ん
に
表
面
的
な
「
慣
用
句
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
法

(147) 

律
と
な
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
規
範
を
典
型
的
に
ナ
チ
ス
的
な
法
律
で
あ
る
と
し
て
烙
印
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
た

ん
に
「
正
当
な
法
命
題
の
ナ
チ
ス
的
粉
飾
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
正
し
い
、
民
主
主
義
国
家
に
お
い
て
も
適
用
可
能
な

法
命
題
を
こ
の
粉
飾
か
ら
選
り
出
す
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
言
い
回
し
を
、
た
ん
に
「
客
観
的
な
考
察
の
基
準
」
に
よ
っ
て
置
き
換
え

る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
解
釈
を
「
ナ
チ
的
内
容
」
か
ら
「
清
め
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
法
律
を
法
治
国
的
解
釈
の
も

と
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
民
族
の
保
護
の
た
め
」
と
い
う
文
言
に
つ
い
て
は
、
先
の
ノ
イ
シ
ュ
タ
ッ
ト
上
級
ラ

ン
ト
裁
判
所
の
判
決
は
、
政
治
的
考
慮
に
つ
い
て
の
考
察
の
後
、
引
き
続
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

（
一
四
0
七）

一
九



処
罰
を
禁
止
し
た
軍
政
府
法
第
一
号
の
第
三
条
七
号
に
よ
れ
ば
、
刑
法
二
四

0
条
お
よ
び
二
五
三
条
の
適
用
可
能
性
も
な
く
な
る
と
さ
れ
、

(150) 

こ
の
点
で
、
判
例
は
、
一
九
四
六
年
末
な
い
し
一
九
四
七
年
初
頭
ま
で
は
、
広
く
一
致
し
て
い
た
。
「
「
健
全
な
民
族
感
情
」
と
い
う
概
念

(151) 

を
用
い
た
、
従
っ
て
刑
罰
法
規
の
適
用
範
囲
を
記
述
し
た
す
べ
て
の
刑
罰
法
規
は
、
妥
当
性
を
失
っ
た
」
。

(152) 

一
九
四
六
年
七
月
一

0
日
の
カ
マ
ー
ゲ
リ
ヒ
ト
の
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
二
四
0
条
二
項
が
今
日
も
は
や
適
用
で
き

例
え
ば
、

一
項
は
、

な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
二
四

0
条
と
二
五
三
条
の
適
用
可
能
性
が
肯
定
さ
れ
た
。

(149) 

裁
判
所
の
判
決
は
、
こ
の
見
解
に
立
つ
。

項
も
適
用
可
能
で
あ
る
。
「
も
ち
ろ
ん
、
『
健
全
な
民
族
感
情
」

（一四
0
八）

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
刑
事
訴
訟
法
三
五
九
条
の
第
二
項
が
、
被
告
人
に
不
利
な
再
審
が
許
さ
れ
る
の
は
、
新
た
な
訴
追
が
民
族
の
保
護
の

た
め
に
必
要
と
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
の
み
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
「
『
民
族
の
保
護
の
た

め
』
と
い
う
表
現
は
、
も
ち
ろ
ん
、
は
っ
き
り
と
ナ
チ
ズ
ム
の
概
念
を
表
し
て
い
る
。
し
か
し
、
法
規
範
は
、
そ
の
中
に
、
ナ
チ
ズ
ム
の

ス
ロ
ー
ガ
ン
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
適
用
不
可
能
な
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
も
、
法
規
範
の
内
容
が
決
定
的
で
あ
り
、
客
観
的

な
、
政
治
的
に
影
響
さ
れ
な
い
、
法
治
国
家
的
な
法
律
解
釈
に
あ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
結
果
が
決
定
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
『
民
族
の
保

護
』
ま
た
は
『
健
全
な
民
族
感
情
』
と
い
っ
た
ナ
チ
ズ
ム
的
な
概
念
は
、
客
観
的
な
評
価
基
準
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

(148) こ
こ
で
「
民
族
の
保
護
」
や
「
健
全
な
民
族
感
情
」
と
い
っ
た
概
念
は
、
客
観
的
考
察
基
準
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

一
九
四
七
年
四
月
二
四
日
の
コ
プ
レ
ン
ツ
上
級
ラ
ン
ト

ナ
チ
の
法
理
観
に
関
係
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
法
の
継
続
的
発
展
」
で
あ
る
。
ニ

の
概
念
に
代
え
て
、
「
善
良
の
風
俗
』
と
い
う
概
念
を
使
う
と
い
う
限
定

こ
れ
に
対
し
て
、
「
健
全
な
民
族
感
情
」
と
い
う
概
念
は
完
全
に
法
律
の
中
に
染
み
込
ん
で
い
る
と
し
て
、
健
全
な
民
族
感
情
に
よ
る

の
も
と
に
で
あ
る
」
。

関
法
第
四
二
巻
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六
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ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

J¥ 

な
い
の
は
、
ま
さ
に
明
ら
か
で
あ
る
。
す
で
に
管
理
理
事
会
布
告
第
一
二
号
に
よ
り
、
「
健
全
な
民
族
感
情
」
に
よ
る
処
罰
は
禁
止
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
刑
法
二
四

0
条
は
、
こ
れ
ま
で
し
か
し
、
全
体
と
し
て
廃
棄
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
二
項
の
規
定
な
く
し
て

そ
の
規
定
が
さ
ら
に
引
き
続
い
て
適
用
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
「
こ
の
ナ
チ
ス
政
府
に
よ
っ
て
司
法
に
導
入
さ
れ

た
概
念
は
、

ナ
チ
体
制
の
も
と
で
公
的
見
解
表
明
権
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
民
族
の
見
解
ま
た
は
感
情
が
公
的
に
な
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
価
値
を
低
め
た
。
「
何
が
健
全
な
民
族
感
情
か
の
決
定
は
、
党
が
決
め
た
の
で
あ
る
」
。
「
し
た
が
っ
て
、

ニ
四

0
条
の
新
規
定
お
よ
び
そ
れ
と
の
関
係
で
三
三
九
条
の
削
除
は
、
強
く
ナ
チ
ズ
ム
の
考
え
方
に
煩
わ
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、

四
0
条
二
項
の
適
用
を
排
除
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
本
法
廷
は
、
法
律
規
定
は
、
全
体
的
に
の
み
観
察
さ
れ
う
る
の
で
あ
っ
て
、

ま
た
、
も
し
そ
れ
が
全
体
と
し
て
ナ
チ
の
思
想
に
依
拠
し
て
い
る
の
な
ら
、
全
体
が
適
用
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
立
つ
」
。

(153) 

こ
れ
に
対
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
、
二
項
の
新
規
定
の
み
が
適
用
で
き
な
く
な
っ
た
も
の
と
す
る
判
例
も
あ
る
。
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
上
級
ラ

ン
ト
裁
判
所
は
、
二
項
に
つ
い
て
は
、
「
違
法
性
の
概
念
は
、
刑
法
旧
規
定
に
お
い
て
は
、
何
度
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
特
別
な
説
明

は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
説
明
は
必
要
で
も
な
い
。
判
例
も
学
説
も
、
明
白
で
普
遍
妥
当
的
な
定
義
を
与
え
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
客
観
的
に
法
秩
序
に
反
す
る
も
の
が
違
法
で
あ
る
。
こ
の
法
秩
序
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
限
界
を
、

項
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
概
念
規
定
は
、
そ
れ
が
、
強
要
の
手
段
に
関
す
る
違
法
性
を
、

民
族
感
情
』

良
の
風
俗
』

二

ニ
四

0
条
ニ

ナ
チ
ズ
ム
に
刻
印
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
『
健
全
な

の
概
念
に
か
か
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
識
的
に
超
過
す
る
。
こ
の
『
健
全
な
民
族
感
情
』
は
、
直
観
的
な
基
礎
に
依

拠
す
る
生
活
感
情
の
感
覚
的
形
式
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
本
質
的
に
理
性
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
る
『
善
良
の
風
俗
』

は
異
な
る
。
そ
れ
は
、

の
概
念
と

ナ
チ
ズ
ム
の
法
思
想
に
お
い
て
原
則
的
な
意
義
を
獲
得
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、
そ
れ
が
、
法
生
活
に
お
い
て
『
善

と
い
う
よ
り
狭
い
概
念
に
取
っ
て
替
わ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
、
生
じ
た
の
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
二
項
の

（
一
四
0
九）



③
 

（
一
四
一

0
)

適
用
を
否
定
し
、
二
項
を
削
除
し
て
も
、
違
法
性
の
普
遍
妥
当
の
定
義
が
再
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
法
律
の
欠
訣
が
生
じ

し
か
し
、
学
説
の
中
に
は
、
浄
化
的
解
釈
を
唱
え
る
も
の
も
あ
っ
た
。
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
判
決
に
対
す
る
評
釈
に

(154) 

お
い
て
、
ニ
ー
ト
ハ
ン
マ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
し
か
し
、
病
的
な
情
熱
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
な
い
一
般
的
な
感
情
や
意
欲
は

生
じ
た
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
、
国
家
的
権
力
の
担
い
手
が
、
あ
る
法
破
壊
的
な
干
渉
を
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
健
全
な
民
族
感
情
に
依

拠
す
る
か
に
思
わ
せ
た
と
い
う
こ
と
が
、
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
欺
眺
の
た
め
に
濫
用
さ
れ
た
高
い
価
値
自
体
は
存
続
す
る
。

法
に
と
っ
て
の
健
全
な
感
情
は
あ
ら
ゆ
る
文
化
的
民
族
の
共
有
財
産
で
あ
る
」
。
こ
こ
で
、

グ
ス
タ
フ
・
ガ
イ
プ
の
言
葉
が
引
用
さ
れ
る
。

「
法
の
源
泉
は
国
民
の
意
識
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
に
、
ニ
ー
ト
ハ
ン
マ
ー
は
、
「
支
配
的
な
国
民
の
意
識
」
の
概
念
に
よ
っ
て
「
健
全
な

民
族
感
情
」
を
読
み
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
項
を
も
適
用
で
き
る
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。

通
常
の
法
発
展
の
結
果
と
し
て
の
ナ
チ
的
法
律

確
か
に
、
法
律
の
客
観
的
文
言
の
み
を
手
が
か
り
と
し
て
解
釈
し
、
そ
の
前
文
や
目
的
規
定
に
よ
っ
て
一
般
的
に
ナ
チ
思
想
を
規
定
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
文
言
に
後
に
吹
き
込
ま
れ
た
ナ
チ
的
精
神
か
ら
浄
化
す
る
こ
と
は
、
法
律
の
非
ナ
チ
化
の
手
段
の
―
つ
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
、
逆
に
、

る
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
。

ナ
チ
的
文
言
で
あ
っ
て
も
、
新
た
な
観
点
か
ら
の
解
釈
を
許
す
こ
と
に
つ
な
が
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
加

え
て
、
ナ
チ
固
有
の
概
念
と
法
治
国
家
的
、
民
主
国
家
的
な
精
神
か
ら
新
た
な
内
容
を
与
え
ら
れ
う
る
概
念
と
を
区
別
す
る
必
要
が
生
じ

(155) 
る
。
そ
の
場
合
に
、
ナ
チ
時
代
の
法
律
が
、
特
殊
ナ
チ
的
な
法
の
発
展
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
法
の
近
代
化
に
普

(156) 

遍
的
に
随
伴
す
る
「
通
常
の
法
発
展
の
結
果
」
な
の
か
が
そ
れ
を
区
別
す
る
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。

グ
グ
モ
ス
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
大
抵
の
裁
判
官
は
、
今
日
も
、
全
く
容
易
に
そ
れ
を
行
う
。
か
れ
ら
は
、

関
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れ
た
ナ
チ
の
法
秩
序
の
正
統
性
の
剥
奪
を
背
景
と
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
諸
基
準
は
、
ナ
チ
の
法
秩
序
へ
の
音
も
な
き
再
帰
の
諸
形
式
で
あ

(158) 

る
と
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
ナ
チ
ス
法
を
「
通
常
の
法
発
展
の
結
果
」
で
あ
る
と
す
る
論
拠
の
―
つ
の
変
形
と
し
て
、
ラ
ー
ゲ
は
挙
げ
て
い
な
い
が
、
「
以
前

の
解
釈
も
同
様
の
結
論
に
導
く
」
と
い
う
論
拠
を
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
刑
法
二
五
三
条
の
恐
喝
の
構
成
要

(159) 

件
に
用
い
ら
れ
た
「
健
全
な
民
族
感
情
」
の
文
言
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
シ
ュ
ト
ウ
ッ
ト
ガ
ル
ト
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
に
よ
っ
て
展
開
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

管
理
理
事
会
法
―
一
号
は
こ
の
文
言
を
削
除
し
な
か
っ
た
が
、
軍
政
府
法
第
一
号
の
四
条
七
号
に
よ
れ
ば
、
類
推
を
適
用
し
て
、
ま
た
い

に
し
て
、

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

J¥ 

式
理
由
書
か
ら
、
ま
た
は
最
近
の
最
高
裁
の
判
決
の
理
由
か
ら
『
典
型
的
に
ナ
チ
ス
的
な
思
想
財
』
を
読
み
取
り
、
す
で
に
そ
の
ゆ
え
に
、

ナ
チ
ス
法
律
の
そ
の
他
の
妥
当
性
を
否
定
す
る
。
た
だ
少
数
の
裁
判
官
の
み
が
、
か
つ
て
の
よ
う
に
、
本
質
的
な
も
の
を
思
い
出
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
、
適
切
な
事
例
に
お
い
て
、
ナ
チ
ス
時
代
に
発
布
さ
れ
た
法
律
が
、
ナ
チ
ス
的
粉
飾
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
の
事
実
上
の
発

達
に
従
っ
た
も
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
、
最
近
に
お
い
て
も
生
じ
た
は
ず
の
普
通
の
法
発
展
の
結
果
だ
と
見
て
、
従
っ
て
い
ま
だ
適
用
可

(151) 

能
で
あ
り
、
有
用
で
あ
る
と
証
明
し
よ
う
と
し
た
」
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
ラ
ー
ゲ
は
、
次
の
よ
う
に
帰
結
す
る
。
客
観
的
文
言
を
基
準
と
し
、
浄
化
的
解
釈
を
行
い
、
ま
た
、
ナ
チ
の
法
律

を
法
治
国
的
合
理
的
法
概
念
の
も
と
に
置
く
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
応
じ
た
法
律
解
釈
の
も
と
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
治
国
的
法

と
ナ
チ
的
法
の
間
の
原
則
的
な
相
違
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
で
、
ナ
チ
の
法
律
を
、
そ
れ
は
法
的
「
当
為
」
か
ら
、
「
現
実

の
存
在
」
が
普
通
に
逸
脱
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
克
服
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
上
で
挙
げ
た
検
討
諸
基
準
は
、
こ
の
よ
う

一
九
四
五
年
を
越
え
て
つ
な
が
る
法
の
連
続
性
を
構
成
す
る
基
礎
で
あ
る
と
証
明
さ
れ
る
。
連
合
国
の
立
法
に
よ
っ
て
主
導
さ

一
九
四
三
年
五
月
二
九
日
に
、
二
五
三
条
二
項
に
、
こ
の
「
健
全
な
民
族
感
情
」
の
文
言
が
導
入
さ
れ
た
。
戦
後
、

（
一
四
―
-
）



（
一
四
―
二
）

わ
ゆ
る
健
全
な
民
族
感
情
に
よ
り
処
罰
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
刑
法
二
五
三
条
に
よ
る
処
罰
が
で
き
る
の
か
ど
う
か

が
問
題
と
な
っ
た
。
よ
り
詳
し
く
言
う
と
、
「
健
全
な
民
族
感
情
」
に
よ
る
犯
罪
行
為
の
処
罰
の
禁
止
は
、
二
五
三
条
の
全
新
規
定
に
及

ぶ
の
か
、
そ
れ
と
も
、
「
健
全
な
民
族
感
情
」
に
よ
る
違
法
性
の
概
念
の
二
項
に
規
範
化
さ
れ
た
解
釈
の
み
に
及
ぶ
の
か
に
つ
い
て
見
解

(160)

趙

の
対
立
が
あ
っ
た
。
上
記
シ
ュ
ト
ウ
ッ
ト
ガ
ル
ト
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
判
決
と
ド
ル
ト
ム
ン
ト
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
判
‘
ー
が
対
立
し
た

の
で
あ
る
。
ド
ル
ト
ム
ン
ト
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
前
者
の
見
解
に
立
ち
、
二
五
三
条
の
適
用
を
否
定
す
る
。
「
『
健
全
な
民
族
感
情
』
に

よ
る
違
法
性
の
認
定
は
、
刑
法
二
五
三
条
の
新
規
定
に
お
い
て
は
恐
喝
の
本
質
的
構
成
要
件
要
素
に
さ
れ
た
。
…
•
•
•
そ
れ
に
よ
っ
て
違
法

一
切
の
犯
罪
行
為
に
属
す
る
行
為
の
違
法
性
の
可
罰
性
と
は
本
質
的
に
違
っ
た
解
釈
を

行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
シ
ュ
ト
ウ
ッ
ト
ガ
ル
ト
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
逆
に
、
二
五
三
条
の

規
定
が
完
全
に
適
用
か
ら
排
除
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
。
「
そ
れ
は
本
質
的
に
、
恐
喝
の
法
律
上
の
構
成
要
件
を
文
献
と
判
例
に

よ
る
以
前
の
法
律
文
言
の
解
釈
結
果
に
適
合
す
る
」
の
で
あ
る
。
二
項
の
「
健
全
な
民
族
感
情
」
の
文
言
の
果
た
す
べ
き
目
的
は
、
「
以

前
は
判
例
に
お
い
て
は
、
行
為
者
に
よ
っ
て
脅
さ
れ
た
害
悪
が
取
引
慣
行
に
合
致
す
る
か
ど
う
か
が
基
準
と
さ
れ
た
」
。
こ
の
よ
う
に
、

シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
こ
こ
で
、
「
健
全
な
民
族
感
情
」
の
概
念
は
、

ナ
チ
的
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
と
同
じ
機

能
を
果
た
す
「
取
引
慣
行
と
の
適
合
性
」
と
い
う
以
前
の
判
例
の
基
準
に
よ
る
の
と
同
様
の
結
論
に
導
く
が
ゆ
え
に
、

二
五
三
条
の
適
用

に
は
支
障
が
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
判
決
自
体
は
触
れ
て
は
い
な
い
が
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
二
五
三
条
の
旧
規
定
を
適
用
す
る
と

い
う
見
解
に
対
し
て
は
、
そ
れ
は
、
失
効
さ
せ
ら
れ
た
規
定
に
代
え
て
、
以
前
の
規
定
を
復
活
さ
せ
る
も
の
だ
と
の
反
論
が
予
想
さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
管
理
理
事
会
法
―
一
号
の
四
条
は
、
そ
の
法
律
自
体
に
含
ま
れ
た
廃
止
の
み
に
妥
当
す
る
の
で
あ
っ
て
、

(162) 

二
五
三
条
の
失
効
は
、
別
の
規
範
の
問
題
だ
と
再
反
論
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

性
の
要
素
は
、
二
項
の
明
示
的
な
規
定
に
よ
り
、

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

八
四



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

⑤
法
治
国
家
も
そ
の
よ
う
な
法
律
を
も
っ
て
い
る

と
が
必
要
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

ナ
チ
の
法
秩
序
の
正
統
性
の
剥
奪
に
対
し
て
法
的
連
続
性
が
こ
の
よ
う
に
凌
駕
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
最
も
明
白
に
表
し

て
い
る
の
が
、
こ
こ
で
検
討
さ
れ
る
べ
き
も
う
―
つ
の
検
討
基
準
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

ナ
チ
の
法
律
は
、
そ
れ
が
「
今
日
の
事
情
の
も
と

(163) 

で
も
、
内
容
的
に
司
法
の
需
要
に
即
応
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
ま
ま
妥
当
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

新
し
い
国
家
に
お
け
る
ナ
チ
ス
法
律
の
有
用
性
に
つ
い
て
の
問
題
は
、
典
型
的
に
ナ
チ
ス
的
な
法
律
な
い
し
法
律
の
形
を
と
っ
た
不
法

お
よ
び
そ
の
継
続
的
妥
当
に
関
す
る
問
い
を
逆
転
さ
せ
る
。
法
律
が
典
型
的
に
ナ
チ
的
性
質
を
も
つ
か
、
従
っ
て
妥
当
し
な
い
か
が
問
わ

れ
る
の
で
は
な
く
、
新
国
家
が
法
律
を
必
要
と
す
る
か
と
い
う
連
続
性
を
確
実
化
す
る
問
い
を
立
て
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
そ

(164) 

れ
は
典
型
的
に
ナ
チ
的
で
あ
り
え
な
い
と
帰
結
し
た
。
例
え
ば
、
一
九
四
六
年
六
月
一
四
日
の
ド
レ
ス
デ
ン
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
判

(165) 
決
は
、
戦
時
経
済
命
令
一
条
一
項
お
よ
び
―
―
―
項
及
び
一
条

a
の
一
項
の
継
続
妥
当
に
つ
き
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
戦
時
経
済
命
令
が
作
ら

れ
た
の
は
、
そ
れ
が
ナ
チ
的
・
軍
事
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
役
立
つ
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
の
は
確
か
に
正
し
い
。
し
か
し
、
こ
の

こ
と
は
、
問
題
の
規
定
が
、
戦
時
中
の
み
な
ら
ず
、
戦
争
の
後
遺
症
と
も
い
う
べ
き
経
済
的
困
窮
状
態
お
よ
び
厳
し
い
配
給
制
の
必
要
が

存
在
す
る
限
り
で
、
そ
の
完
全
な
正
当
性
を
も
つ
と
い
う
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ
が
な
く
な
れ
ば
、
堪
え
が
た
い
結
果
が
生
じ
る

で
あ
ろ
う
」
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
判
決
は
、
「
差
し
当
た
り
、

「
典
型
的
に
ナ
チ
的
な
法
律
」
と
は
、

念
と
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
、
戦
時
に
お
い
て
は
、

④
新
国
家
に
お
け
る
ナ
チ
法
の
有
用
性

八
五

ナ
チ
時
代
に
発
す
る
内
容
的
に
不
可
欠
の
法
律
を
単
純
に
存
続
さ
せ
る
こ

ナ
チ
ズ
ム
固
有
の
法
律
を
意
味
し
う
る
が
、

ナ
チ
ズ
ム
も
、
全
体
主
義
的
国
家
体
制
の
下
位
概

い
か
な
る
法
治
国
家
に
お
い
て
も
全
体
主
義
的
傾
向
を
も
っ
た
法
律
が
発

（
一
四
一
三
）



れ
は
、

一
九
四
八
年
以
降
、
法
理
論
と
判
例
に
よ
っ
て
、

の
検
討
基
準
は
、
す
で
に
、

す
な
わ
ち
、
ま
ず
、

（
一
四
一
四
）

布
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
般
的
特
徴
を
も
つ
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
す
で
に
「
典
型
的
に
ナ
チ
的
」
と
は
言
え
な
い

（廊）

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
時
期
の
裁
判
所
は
、
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
論
理
を
用
い
て
、
典
型
的
に
ナ
チ
的
な
法
の
存
在
を
否
定
す
る
。(167) 

ナ
チ
ス
法
律
に
対
応
す
る
規
制
が
民
主
的
法
治
国
家
に
も
見
出
さ
れ
る
と
き
に
、
そ
の
存
在
は
否
定
さ
れ
た
。
こ

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
に
お
い
て
適
用
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、

習
犯
人
の
処
罰
に
関
し
て
は
、
我
々
は
、
答
え
は
明
確
だ
と
考
え
る
。
多
く
の
文
明
国
に
お
い
て
、
法
律
規
定
が
、
裁
判
所
が
、
も
し
三

回
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
犯
罪
処
罰
が
与
え
ら
れ
た
と
証
明
さ
れ
た
場
合
に
は
、
犯
罪
の
ゆ
え
に
終
身
自
由
刑
を
言
い
渡
す
こ
と
を
要
求
し

て
い
る
。
我
々
は
慣
習
犯
人
の
終
身
拘
禁
が
平
和
時
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
治
療
的
な
合
理
的
な
処
罰
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る

死
刑
の
言
渡
し
が
、
国
民
が
、
戦
争
の
圧
力
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
た
と
き
に
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
で
あ
る
と
は
た
だ
ち
に
は
言
え
な

(168) と
く
に
こ
の
よ
う
な
法
治
国
家
と
の
比
較
は
、

ordnung) 
の
検
討
、
戦
時
特
別
刑
法
命
令
の
検
討
の
際
に
、
大
逆
罪
、
ラ
ン
ト
反
逆
罪
お
よ
び
身
分
裁
判
所
命
令
に
関
す
る
規
定
に
お

い
て
、
取
り
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
戦
時
法
的
規
定
」
に
よ
っ
て
、

員
と
そ
の
国
家
機
関
を
保
護
す
る
と
い
う
要
求
の
み
の
た
め
に
規
範
化
し
た
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
規
範
は
、
決
し
て
典
型
的
に
ナ
チ

ス
的
な
法
律
で
は
な
く
、
決
し
て
法
律
の
形
を
と
っ
た
不
法
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
ラ
ジ
オ
放
送
命
令
は
、
「
我
々
の
文
化
国
家
の
そ
の
他
の
す
べ
て
の
諸
国
の
法
秩
序
に
お
い
て
、
同
様
の
規
定
の
存
在
し
な

(170) 

い
も
の
で
あ
る
」
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
、
そ
れ
が
文
化
国
家
の
法
確
信
に
矛
盾
す
る
と
は
い
え
な
い
。
「
確
か
に
そ
の
規
定

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

い
わ
ゆ
る
慣
習
犯
人
命
令
に
関
し
て
、
「
慣

(169) 

「
戦
時
法
的
規
定
」
が
問
題
に
な
る
と
き
に
、
頻
繁
に
用
い
ら
れ
た
論
理
で
あ
る
。
そ

一
九
四
八
年
以
降
、
と
く
に
い
わ
ゆ
る
ラ
ジ
オ
放
送
命
令
(
R
u
n
d
f
u
n
k
v
e
r,
 

ナ
チ
ス
国
家
は
、
そ
の
国
家
に
属
す
る
そ
の
構
成

八
六



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

八
七

の
中
に
は
自
由
な
意
見
表
明
の
権
利
に
対
す
る
攻
撃
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
他
方
で
、
戦
争
の
間
に
自
由
な
意
見
表
明
の
権
利
を
制
限

す
る
こ
と
、
と
く
に
、
戦
争
の
モ
ラ
ル
に
有
害
な
宣
伝
を
抑
圧
す
る
こ
と
は
、
い
か
な
る
国
家
も
厭
わ
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

(171) 

一
九
四
八
年
二
月
一
九
日
の
ヴ
ァ
イ
デ
ン
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
判
例
に
お
い
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

「
刑
事
部
は
、
ラ
ー
ト
プ
ル
フ
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
見
解
に
従
う
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
内
容
上
、
明
ら
か
に
正
義
の
原
則
に
反
し

た
…
・
・
・
ヒ
ト
ラ
ー
の
国
家
の
そ
の
よ
う
な
規
則
に
則
っ
て
発
せ
ら
れ
た
法
律
と
命
令
の
み
が
法
的
に
無
効
で
あ
る
。
純
粋
に
戦
時
法
的
な

規
定
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
、
と
き
に
は
、
内
部
の
体
制
の
維
持
に
も
役
立
つ
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
白
地
的
性
格
が
主

張
さ
れ
え
な
い
。
け
だ
し
、
そ
の
主
た
る
保
護
客
体
は
、

1

こ
れ
と
は
無
関
係
に
1

国
家
の
主
権
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」
。

こ
の
論
理
は
、
し
か
し
、
ナ
チ
ス
全
体
法
秩
序
に
お
け
る
当
該
法
律
の
機
能
を
視
野
の
外
に
置
く
も
の
で
あ
る
。
「
ナ
チ
の
国
家
指
導

お
よ
び
戦
争
遂
行
の
全
体
枠
組
み
の
中
に
位
置
づ
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
明
白
に
不
当
な
目
標
の
た
め
の
手
段
と
し
て
現
れ
る
な
ら
、
不
当

（咆゚

な
法
で
あ
る
」
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
カ
ラ
ー
ゲ
も
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
法
治
国
家
的
（
国
家
保
護
）
法
律
と
の
比
較
は
、

ラ
ー
ト
プ
ル
フ
公
式
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
る
と
し
て
考
慮
さ
れ
た
、
全
ナ
チ
ス
法
体
系
に
対
す
る
個
々
の
法
律
の
関
係
の
考
慮
を
見
誤

る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
戦
時
特
別
刑
法
命
令
の
、
不
法
国
家
の
実
務
へ
の
移
植
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
こ
れ
は
、
国
家
の
保
護
に
で
は
な
く
、
他
思
考
者
の
抹
殺
に
役
立
つ
の
で
あ
る
。
法
治
国
家
と
の
こ
の
よ
う
な
比
較
と
一
致
す
る
ナ

チ
ス
の
法
律
の
法
治
国
家
へ
の
活
用
、

ナ
チ
ス
国
家
の
、
緊
急
事
態
に
立
た
さ
れ
て
い
る
法
治
国
家
へ
の
活
用
の
耐
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
、

最
高
裁
判
所
が
、
鋭
い
言
葉
で
示
唆
し
て
い
和
」
。
次
に
、
そ
れ
を
引
用
し
よ
う
。

「
英
国
、

ス
イ
ス
、
お
よ
び
合
衆
国
に
お
け
る
一
定
の
法
発
展
に
つ
き
、
陪
審
裁
判
所
が
比
較
し
て
指
摘
す
る
点
は
、
事
実
的
に
当

た
っ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
『
防
衛
力
破
壊
』
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
犯
罪
行
為
は
、
も
ち
ろ
ん
、
戦
争
に
お
い
て
は
、
ど
こ
で
も
考

J

の
こ
と
は
、

（
一
四
一
五
）



(5) 

一
九
四
六
年
末
と

一
切
の
法
律
が
無
効
で

え
ら
れ
る
。
人
権
を
、
そ
の
目
的
よ
り
も
、
疑
い
も
な
く
、
下
位
に
位
置
づ
け
る
専
制
的
な
国
家
は
、
防
衛
力
の
破
壊
の
概
念
を
法
治

国
家
に
お
け
る
と
は
異
な
っ
て
理
解
し
、
利
用
す
る
。
…
…
英
国
の
市
民
は
、
恣
意
的
な
警
察
追
及
に
つ
い
て
、
お
よ
び
、
家
族
圏
の

中
で
、
常
に
操
縦
さ
れ
た
特
別
司
法
の
残
酷
で
苛
酷
な
刑
罰
お
よ
び
強
制
収
容
所
方
法
の
法
状
態
に
つ
い
て
疑
わ
し
い
表
現
を
し
た
と

し
て
、
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
…
…
法
治
国
家
的
な
、
正
し
く
運
用
さ
れ
た
原
則
に
従
っ
た
ひ
ど
い
妨
害
行
為
の
た
ま

た
ま
の
可
罰
性
が
問
題
で
は
な
く
、
ナ
チ
ス
国
家
が
、
法
治
国
的
に
意
識
す
る
国
民
と
の
比
較
が
禁
止
さ
れ
る
よ
う
な
原
則
に
ま
で
高

め
ら
れ
た
他
様
思
考
者
ま
た
は
懐
疑
者
の
残
酷
で
恣
意
的
な
「
淘
汰
」
が
問
題
で
あ
る
。
…
…
こ
の
原
則
的
、
法
的
に
決
定
力
の
あ
る

(m) 

相
違
を
、
陪
審
裁
判
所
は
見
誤
っ
て
い
る
。
」
。

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
当
該
法
律
の
機
能
論
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
な
反
論
が
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
「
こ
の
よ
う
な
見

解
は
、
支
持
で
き
な
い
。
最
後
の
帰
結
ま
で
徹
底
す
る
と
、
そ
れ
は
、
不
当
な
目
的
を
も
つ
国
家
に
お
い
て
は
、

あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
法
律
と
は
秩
序
を
意
味
し
、
秩
序
は
国
家
の
不
当
な
目
的
を
促
進
す
る
が
ゆ
え
に
、
法
律
は
不
当
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
論
証
は
、
国
家
共
同
体
の
も
と
で
集
ま
っ
た
人
間
が
秩
序
を
必
要
と
し
、

彼
ら
に
こ
の
よ
う
な
秩
序
が
拒
ま
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
看
過
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
法
的
安
定
性
は
、
正
義
よ
り
高
次
に
位
置
す

(175) 

る
の
で
あ
る
」
。

一
九
四
七
年
以
降
の
路
線
変
更

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ズ
ザ
ン
ネ
・
ベ
ン
ツ
ラ
ー
は
、
そ
の
「
一
九
四
五
年
以
降
の
司
法
と
施
設
殺
人
」
と
題
す
る
論
稿
に
お
い
て

「
安
楽
死
判
決
」
に
関
す
る
判
例
の
展
開
は
、

(176) 

八
0
度
の
転
回
」
を
遂
げ
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
原
因
は
、
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
シ
ュ
ト
ラ
イ
ス
に
よ
れ
ば
、

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

一
九
四
七
年
か
ら
四
八
年
に
不
処
罰
と
す
る
と
い
う
方
向
に
転
じ
た
と
い
う
意
味
で
「
一

ー、ー、
ノ＇ノ

（
一
四
一
六



①
 

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

〔
事
実
〕

九
四
七
年
初
頭
の
間
の
検
討
基
準
の
明
確
な
激
変
は
、
新
出
発
か
ら
復
興
へ
と
社
会
的
全
体
的
雰
囲
気
が
変
化
し
た
こ
と
と
関
係
し
て
い

る
。
そ
れ
は
、
「
典
型
的
に
ナ
チ
ス
的
な
法
律
」
の
問
題
に
ど
う
答
え
る
か
と
い
う
裁
判
官
の
態
度
が
、
と
く
に
一
九
四
七
年
以
降
に
、

(177) 

司
法
に
舞
い
戻
っ
て
、
司
法
に
強
く
浸
透
し
て
き
た
ナ
チ
法
律
家
の
考
え
方
・
態
度
と
関
係
し
て
い
る
。

判
例
と
法
理
論
に
よ
っ
て
一
九
四
七
年
以
降
展
開
さ
れ
た
検
討
基
準
は
、

ナ
チ
ス
法
が
「
非
ナ
チ
化
さ
れ
」
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。

そ
の
際
、
も
ち
ろ
ん
、
非
ナ
チ
化
は
、
ナ
チ
法
の
完
全
の
除
去
を
で
は
な
く
、

も
の
と
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
法
治
国
的
、
客
観
的
文
言
へ
の
そ
の
還
元
に
よ

(178) 

る
ナ
チ
ス
法
の
内
容
的
浄
化
、
純
粋
洗
濯
を
意
味
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
は
、
「
清
め
ら
れ
た
、
ナ
チ
ス
法
」
が
継
続
妥
当
す
る

(119) 

ナ
チ
ス
国
家
の
法
秩
序
が
正
統
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
つ
も
よ
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
以
上
に
お
い
て
は
、
「
典
型
的
に
ナ
チ
的
」
な
法
律
を
判
断
す
る
基
準
に
つ
き
、

八
九

い
わ
ば
、
そ
の
発
見
の
方
法
論
に
つ
い
て
概

観
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
、
現
実
に
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
が
、
ど
の
よ
う
な
ナ
チ
時
代
の
法
を
有
効
な
法
で
あ
っ
た
と
判
断
し
た

の
か
を
極
端
な
例
を
挙
げ
て
浮
き
彫
り
に
し
て
お
き
た
い
。
最
初
は
、
連
邦
裁
判
所
の
こ
の
問
題
に
対
す
る
原
則
判
例
で
あ
る
。

冦

連
邦
裁
判
所
一
九
五
二
年
七
月
八
日
判
．
1

被
告
人
の
夫
は
、
兵
士
で
あ
っ
た
が
、
被
告
人
に
対
し
て
日
頃
、
兵
隊
で
あ
る
こ
と
に
嫌
気
が
さ
し
て
い
る
と
こ
ぼ
し
て
お

り
、
そ
の
際
、
「
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
は
与
太
者
だ
」
な
ど
と
言
っ
て
ナ
チ
の
大
物
を
侮
辱
す
る
言
辞
を
弄
し
て
し
た
。
夫
が
召
集
さ
れ
た
か
ら

は
、
被
告
人
は
ふ
し
だ
ら
な
生
活
を
送
り
、
別
の
男
性
招
き
入
れ
、
夫
と
の
仲
が
悪
化
し
た
た
め
、
被
告
人
は
、
夫
の
言
動
を
S
A
の
突

撃
隊
長
に
密
告
し
た
。
ナ
チ
党
に
も
こ
れ
に
つ
き
連
絡
が
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
さ
し
あ
っ
り
夫
に
は
何
も
起
こ
ら
な
か
っ
た
。
そ

の
後
、
夫
が
不
意
に
帰
宅
し
た
と
き
に
、
他
の
兵
士
が
住
居
に
居
た
こ
と
か
ら
、
夫
婦
は
激
し
い
喧
嘩
と
な
り
、
翌
朝
被
告
人
は
も
う
一

⑥
ナ
チ
ス
法
の
原
則
的
「
妥
当
性
」

（
一
四
一
七
）



け
ら
れ
て
い
た
と
は
証
明
で
き
な
い
。

(181) 

〔
連
邦
裁
判
所
〕

（
一
四
一
八
）

度
突
撃
隊
長
に
密
告
し
た
。
夫
は
逮
捕
さ
れ
、
そ
の
半
月
程
の
ち
に
は
、
軍
事
裁
判
所
で
「
軍
事
力
破
壊
」

(We
h
r
k
r
a
f
t
z
e
r
s
e
t
z
u
n
g
)
 

罪
に
よ
っ
て
公
判
に
付
さ
れ
た
。
被
告
人
は
、
夫
の
言
動
を
証
言
し
た
。
裁
判
所
が
証
拠
不
十
分
で
有
罪
に
で
き
な
い
と
認
め
た
と
き
、

被
告
人
は
突
然
に
立
ち
上
が
っ
て
、
そ
の
証
言
を
宣
誓
で
き
る
し
、
し
た
い
と
述
べ
た
。
裁
判
長
は
、
証
言
拒
否
権
な
ど
を
説
明
し
、

「
夫
の
首
」

(
K
o
p
f
i
h
r
e
s
 M
a
n
n
e
s
)

に
か
か
わ
る
問
題
だ
と
念
を
押
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
告
人
は
宣
誓
の
希
望
を
変
え
ず
、

宣
誓
し
た
。
軍
事
裁
判
所
は
、
夫
に
死
刑
判
決
を
下
し
た
が
、
死
刑
は
執
行
さ
れ
ず
、
夫
は
、
拘
禁
さ
れ
続
け
た
。

〔
陪
審
裁
判
所
〕

軍
事
裁
判
所
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
た
戦
時
特
別
刑
事
命
令

(
K
S
S
V
O
)

五
条
は
、
確
か
に
典
型
的
に
ナ
チ
的
で

あ
っ
た
が
、
軍
事
裁
判
所
は
、
こ
の
「
有
効
な
一
般
的
に
拘
束
的
な
法
律
」
を
適
用
し
た
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
、
適
法
に
行
動
し
た
。

被
告
人
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
ら
は
違
法
に
ふ
る
ま
っ
た
と
言
い
う
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
に
は
、
犯
罪
の

告
発
は
、
当
時
も
あ
ら
ゆ
る
国
民
に
許
さ
れ
て
い
た
と
い
う
考
慮
が
反
対
す
る
。
こ
の
適
法
か
違
法
か
と
い
う
問
題
に
、
決
定
を
与
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
被
告
人
が
そ
の
行
為
を
適
法
だ
と
信
じ
て
い
た
こ
と
は
反
論
で
き
な
い
。
被
告
人
の
故
意
は
、
違
法
な
結
果
に
向

こ
の
理
由
づ
け
は
多
く
の
点
で
法
的
に
疑
問
が
あ
る
。
被
告
人
の
夫
に
対
し
て
宣
告
さ
れ
た
死
刑
は
、
軍
事
裁
判
所

の
裁
判
官
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
適
法
な
措
置
で
あ
っ
た
が
、
被
告
人
は
、
間
接
正
犯
と
し
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
違
法
に
行
為

し
た
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
陪
審
裁
判
所
の
見
解
は
法
的
に
誤
り
で
あ
る
。
違
法
性
の
問
題
は
、
あ
ら
ゆ
る
関
与
者
に
統
一
的
に
答
え
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
軍
事
裁
判
所
が
適
法
に
行
動
し
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
被
告
人
の
無
罪
は
維
持
さ
れ
る
は
ず
で
あ

る
が
、
こ
の
見
解
は
法
的
に
誤
り
で
あ
る
。
「
死
刑
判
決
が
、
例
え
ば
、
軍
事
裁
判
所
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
た
戦
時
特
別
刑
事
命
令
五
条

一
項
一
号
に
、
よ
り
高
い
順
位
の
超
国
家
的
法
規
範
と
の
矛
盾
の
ゆ
え
に
、
当
時
に
つ
い
て
も
妥
当
性
が
否
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

九
〇



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

軽
懲
役
に
処
し
た
。
ガ
ル
ベ
は
、
兵
士
で
あ
っ
た
が
、

〔
事
実
〕

②
 

が
ゆ
え
に
、
す
で
に
違
法
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
詳
論
す
る
を
要
し
な
い
。
む
し
ろ
、
陪
審
裁
判
所
と
と
も
に
、
そ
れ
が
当
時
妥
当
す
る

法
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
規
定
の
法
的
妥
当
性
を
肯
定
し
た
と
し
て
も
、
本
件

の
事
案
に
は
、
戦
時
特
別
刑
事
命
令
の
五
条
を
適
用
す
る
余
地
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
規
定
は
、
夫
の
言
動
が
公

こ
の
陪
審
裁
判
所
の
判
決
は
、
戦
時
特
別
刑
法
命
令
五
条
を
「
有
効
な
一
般
的
に
拘
束
的
な
法
律
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
連
邦
裁
判

所
は
、
こ
の
点
、
判
断
を
最
終
的
に
は
回
避
し
て
い
る
が
、
「
陪
審
裁
判
所
と
と
も
に
、
そ
れ
が
当
時
妥
当
す
る
法
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
か
ら
出
発
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
の
判
例
は
、

を
な
す
。
次
の
い
わ
ゆ
る
ガ
ル
ベ
事
件
に
関
す
る
キ
ー
ル
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
判
決
は
、

は
、
ナ
チ
に
抵
抗
し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
ナ
チ
時
代
に
逃
亡
罪
で
死
刑
判
決
を
受
け
て
い
た
が
、
戦
後
、
ド
イ
ツ
に
帰
国
し
た
と
こ
ろ
、

ナ
チ
時
代
の
犯
罪
を
理
由
と
し
て
起
訴
さ
れ
、
し
か
も
、
被
告
人
の
ナ
チ
時
代
の
抵
抗
行
為
を
違
法
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
り
、
戦
後
ド

イ
ツ
の
司
法
の
ナ
チ
に
対
す
る
態
度
を
象
徴
す
る
よ
う
な
判
決
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
「
ガ
ル
ベ
事
件
」
と
し
て
よ
く
引
用
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。

逃
亡

(
F
a
h
n
e
n
f
l
u
c
h
t
)

九

一
九
四
四
年
二
月
に
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
で

ナ
チ
ス
法
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
の
連
邦
裁
判
所
の
基
本
的
な
出
発
点

キ
ー
ル
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
一
九
四
七
年
三
月
二
六
日
判
沢

(11
ガ
ル
ベ
事
件
）

一
九
四
六
年
ニ
ー
月
二
三
日
に
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
二
七
歳
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
ガ
ル
ベ
を
五
カ
月
の

一
九
四
三
年
―
二
月
二
九
日
に
シ
ュ
ト
ラ
ー
ル
ズ
ン
ド
の
軍
事
裁
判
所
に
よ
っ
て

の
罪
で
死
刑
と
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
執
行
の
前
に
逃
走
し
た
。

逮
捕
さ
れ
た
が
、
尋
問
中
の
警
察
官
を
殴
り
倒
し
て
再
び
逃
亡
し
た
。
ガ
ル
ベ
は
、

然
と
行
わ
れ
た
と
き
に
の
み
適
用
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

ス
イ
ス
に
逃
れ
た
が
、
戦
後
に
な
っ
て
一
九
四
六
年

（
一
四
一
九
）

一
九
四
七
年
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
件



を
遡
っ
て
適
法
だ
と
は
し
な
い
。

（
一
四
二
0
)

五
月
に
ハ
ン
プ
ル
ク
に
帰
っ
て
き
た
と
こ
ろ
を
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
で
逮
捕
さ
れ
、
「
国
家
権
力
に
対
す
る
反
抗
」
お
よ
び
「
殺
人
未
遂
」

と
し
て
起
訴
さ
れ
た
。
ガ
ル
ベ
の
殺
害
の
故
意
を
、
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
彼
が
ナ
チ
ズ
ム
の
敵
対
者
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
認
定
し
た
。

〔
判
旨
〕

被
告
人
の
弁
護
人
は
、
戦
争
は
、
国
際
法
と
国
法
に
反
し
、
違
法
で
あ
っ
た
と
し
、
従
っ
て
そ
の
遂
行
の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る

処
分
は
違
法
で
あ
っ
た
と
す
る
。
逃
亡
判
決
は
無
効
で
あ
り
、
警
察
官
の
職
務
執
行
は
適
法
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
被
告
人
の
行
為

本
法
廷
は
、
警
察
官
の
職
務
執
行
は
、
こ
こ
で
は
適
法
で
あ
っ
た
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
国
際
法
に
違
反
し
た
戦
争
も
戦
争
規
則
に
服

す
る
。
そ
し
て
ド
イ
ツ
人
の
戦
闘
行
為
は
、
戦
争
規
則
と
慣
行
が
守
ら
れ
、
行
為
が
軍
事
的
必
要
性
に
要
請
さ
れ
て
い
る
限
り
、
適
法
で

あ
る
。
戦
争
と
平
和
に
関
す
る
決
定
も
、
ド
イ
ツ
の
当
時
の
国
法
上
の
状
況
に
よ
れ
は
総
統
の
決
断
事
項
で
あ
っ
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
に
よ
る

戦
争
宣
言
は
、
ド
イ
ツ
の
当
時
の
憲
法
状
態
に
よ
れ
ば
、
文
句
の
つ
け
よ
う
が
な
い
。
ヒ
ト
ラ
ー
の
政
府
は
、
犯
罪
的
な
政
府
で
あ
り
、

犯
罪
的
国
家
に
対
す
る
抵
抗
は
つ
ね
に
適
法
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
国
家
権
力
が
犯
罪
を
行
う
と
い
う
事

実
は
、
そ
の
処
分
や
法
律
が
す
べ
て
法
的
に
無
効
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
行
政
行
為
は
、
適
法
性
と
有
効
性
の
推
定
を
受
け
、
そ
の

成
立
の
瑕
疵
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
被
告
人
の
行
為
は
、
今
日
の
見
解
に
よ
れ
ば
、

1

遡
及
的
に
み
れ
ば
ー
適
法
で
あ
る
と
主
張
さ

れ
る
。
た
し
か
に
、
あ
ら
ゆ
る
典
型
的
に
ナ
チ
的
な
規
定
は
、
も
は
や
適
用
不
能
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
例
外
は
あ
る
。
確
か
に
、
新

法
を
創
造
す
る
革
命
行
為
は
、
本
来
、
そ
れ
が
成
就
す
れ
ば
適
法
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
一
九
四
四
年
七
月
二

0
日
の
暗
殺
関
与
者
の

行
為
は
適
法
と
み
な
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
本
件
に
お
け
る
被
告
人
の
行
為
は
、
た
と
え
政
治
的
敵
対
性
か
ら
実
行
さ
れ
た
も
の
と
し
て

も
、
そ
れ
に
は
遠
く
及
ば
な
い
も
の
で
あ
る
。
後
の
革
命
と
何
ら
明
ら
か
な
関
係
が
な
い
個
別
行
為
で
あ
り
、
こ
の
観
点
は
、
そ
の
行
為

は
、
正
当
防
衛
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

関
法
第
四
二
巻
第
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と
い
う
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

九

「
行
刑
官
吏
の
職
務
行
為
は
、
義
務
を
守
っ
た
執
行
に
あ
た
っ
て
は
つ
ね
に
適
法
で
あ
る
」
。
確
定
力
の
あ
る
死
刑
の
執
行
の
た
め
の

執
行
官
吏
職
務
行
使
は
、
基
礎
と
な
っ
て
い
る
判
決
が
誤
り
で
あ
っ
て
も
、
適
法
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
被
告
人
に
は
、
正
当
防
衛

刑
法
五
四
条
に
よ
れ
ば
、
行
為
が
責
任
の
な
い
、
別
の
方
法
で
避
け
ら
れ
な
い
緊
急
状
態
に
お
い
て
行
為
者
の
身
体
ま
た
は
生
命
を
救

う
た
め
に
実
行
さ
れ
た
と
き
、
可
罰
的
行
為
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
行
為
者
に
危
険
を
受
忍
す
る
法
的
義
務
が
あ
る
と
き
、
緊
急
避

難
を
援
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
緊
急
避
難
を
排
除
す
る
受
忍
義
務
は
、
法
義
務
に
よ
る
干
渉
の
受
忍
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る

場
合
も
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
有
罪
者
判
決
者
は
、
そ
の
決
定
が
確
定
し
た
と
き
、
判
決
の
執
行
を
受
忍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

不
正
な
判
決
に
よ
っ
て
死
刑
判
決
を
受
け
た
者
も
、
緊
急
避
難
を
援
用
し
て
執
行
官
吏
を
殺
害
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
被
告

人
の
行
為
は
、
本
法
廷
の
見
解
に
よ
れ
ば
違
法
で
あ
り
、
有
責
で
あ
る
。

(183) 

こ
の
判
決
を
評
釈
し
た
ア
ル
ン
ト
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
そ
の
単
純
に
実
証
主
義
的
で
形
式
主
義
的
な
考
察
方
法
に
よ
っ
て
、

キ
ー
ル
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
悲
劇
的
で
あ
り
、
個
々
の
事
案
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
解
決
で
き
な
い
ド
イ
ツ
の
あ
ん
な
に
も
多
く
の

人
々
の
途
方
も
な
い
良
心
の
葛
藤
を
消
し
去
る
よ
う
命
令
す
る
」
。
「
裁
判
所
は
言
う
。
自
己
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
一
切
の
国
家
権
力
は
、

適
法
な
権
力
で
あ
る
、
し
た
が
っ
て
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
独
裁
も
、
こ
と
に
そ
れ
が
長
年
に
わ
た
っ
て
ド
イ
ツ
人
の
生
活
に
影
響
を
及
ぼ
し
て

き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
遡
及
的
に
、
法
的
構
成
に
よ
っ
て
除
去
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
。
し
か
し
、
そ
れ
自
体
い
ま
や
誤
っ
て
お
り

犯
罪
的
で
あ
る
権
力
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
時
代
に
は
適
法
な
権
力
で
あ
っ
た
と
見
な
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
。
こ
の

よ
う
に
、

ア
ル
ン
ト
は
、
判
決
が
「
事
実
的
な
る
も
の
の
規
範
力
」
と
い
う
標
語
に
よ
っ
て
ヒ
ト
ラ
ー
政
権
の
非
合
法
性
は
重
要
で
な
い

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

権
は
認
め
ら
れ
な
い
。

（
一
四
ニ
―
)



（
一
四
二
二
）

最
後
に
、
ナ
チ
的
内
容
を
も
っ
た
行
政
行
為
の
確
定
力
、
な
い
し
「
自
然
法
に
反
す
る
行
政
行
為
」
の
問
題
を
扱
っ
た
判
例
を
検
討
し

(184) 

て
お
こ
う
。

一
九
四
一
年
の
公
証
人
付
き
の
契
約
に
よ
り
土
地
を
原
告
に
売
却
し
譲
渡
し
た
。
三
六
年
の
移
住
法
に
よ
っ

て
必
要
と
さ
れ
る
行
政
官
庁
の
許
可
は
、
四
二
年
に
、
ラ
ン
ト
の
評
議
会
に
よ
り
拒
否
さ
れ
た
。
原
告
の
四
三
年
の
抗
告
は
、
ラ
ン
ト
政

府
知
事
の
決
定
に
よ
り
棄
却
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
原
告
は
、

ユ
ダ
ヤ
人
と
の
交
際
に
よ
り
、
政
治
的
・
世
界
観
的
関
係
か
ら
許
可
を

与
え
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
原
告
は
、
こ
の
決
定
を
、
ナ
チ
的
考
慮
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
た
め
、
無
効
と
し
、
現
在
の
行
政

官
庁
の
一
九
四
六
年
お
よ
び
四
七
年
の
決
定
に
よ
り
、
以
前
の
ナ
チ
時
代
の
決
定
は
廃
棄
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
契
約
は
、
有
効
と
な

り
、
し
た
が
っ
て
、
被
告
は
、
こ
の
契
約
を
履
行
す
る
義
務
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
四
六
年
五
月
二
九
日
の
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
判
決
に
よ

り
訴
え
は
棄
却
さ
れ
た
。
控
訴
審
た
る
ザ
ー
ル
プ
リ
ュ
ッ
ケ
ン
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
も
、
控
訴
を
棄
却
し
た
。
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
第
三
帝
国
の
法
律
が
、
最
近
、
そ
の
明
白
な
ナ
チ
的
傾
向
に
よ
り
廃
棄
さ
れ
た
限
り
で
、
こ
の
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
、
将
来
に

対
す
る
効
果
を
も
っ
て
の
み
、
行
わ
れ
る
。
廃
棄
さ
れ
た
上
述
の
法
律
に
基
づ
く
高
権
的
行
為
に
関
し
て
は
、
原
則
と
し
て
、
何
も
規

定
し
て
い
な
い
。
高
権
的
行
為
の
絶
対
的
無
効
の
問
題
に
関
す
る
一
般
に
妥
当
す
る
法
見
解
を
拡
大
し
て
、

の
非
難
す
べ
き
内
容
に
よ
り
、
無
効
だ
と
す
る
解
釈
に
至
る
な
ら
ば
、
現
在
の
立
法
者
の
従
来
の
原
則
的
態
度
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
行

政
行
為
に
関
し
て
も
、
遡
及
力
を
も
っ
て
絶
対
的
無
効
が
制
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
明
示
的

な
法
律
上
の
規
制
が
な
い
か
ら
、
本
法
廷
は
、
さ
も
な
く
ば
極
め
て
脅
か
さ
れ
る
取
引
の
安
全
性
・
法
的
安
定
性
に
関
し
て
、
非
難
す

べ
き
内
容
の
ゆ
え
だ
け
で
、
そ
の
よ
う
な
高
権
行
為
が
絶
対
的
無
効
を
意
味
す
る
と
い
う
見
解
に
は
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」

被
告
の
死
亡
し
た
夫
が
、

③
ザ
ー
ル
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リ
ュ
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ケ
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級
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裁
判
所
判
沢
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①
 

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

J

の
殺
害
は
、
秘
密
の
、

〔
判
決
〕

〔
事
案
〕 自

然

法

九
五

(186) 

こ
の
判
決
を
評
釈
し
た
コ
ー
イ
ン
グ
は
、
法
的
安
定
性
と
い
う
根
拠
か
ら
自
然
法
に
反
す
る
国
家
行
為
を
有
効
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、

そ
れ
に
対
し
て
抵
抗
し
た
場
合
、
そ
れ
は
違
法
と
な
る
と
批
判
す
る
。

,
9
,
 

7
 

さ
て
、
こ
こ
で
、
従
来
の
検
討
に
お
い
て
意
識
的
に
検
討
対
象
と
は
し
て
こ
な
か
っ
た
も
う
―
つ
の
、
ナ
チ
不
法
に
対
す
る
判
断
基
準

を
挙
げ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、
戦
後
の
法
学
界
の
い
わ
ば
基
本
的
な
理
念
と
な
っ
た
重
要
な
基
準
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
章
を
改
め
て
論
じ

る
必
要
が
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
詳
論
を
避
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
自
然
法
」
と
い
う
基
準
で
あ
る
。
自
然
法
と
い
う
基
準

に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
概
念
を
用
い
た
判
例
を
挙
げ
て
お
く
に
と
ど
め
た
い
。
次
の
判
例
は
、
多
数
の
判
例
に
現

・
れ
て
い
る
ヒ
ト
ラ
ー
の
秘
密
命
令
に
も
と
づ
く
医
師
に
よ
る
精
神
障
害
者
な
ど
の
抹
殺
に
対
す
る
殺
人
罪
が
問
題
に
な
っ
た
事
例
の
ひ
と

つ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
上
の
判
例
と
は
逆
に
、
当
時
の
命
令
を
「
自
然
法
に
反
す
る
」
も
の
と
判
断
し
て
い
る
。

(187) 

無
価
値
な
生
命
抹
殺
事
件

医
師
P
と
S
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
命
令
に
従
っ
て
多
数
の
障
害
者
を
殺
害
し
た
。

陪
審
裁
判
所
は
、
こ
の
行
為
を
故
意
の
、
違
法
性
の
意
識
の
あ
る
殺
人
の
帯
助
と
み
な
し
た
。

一
九
三
九
年
九
月
一
日
に
遡
る
一
九
三
九
年
一

0
月
の
ヒ
ト
ラ
ー
の
命
令
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
客
観
的
に
違

法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
日
一
致
が
み
ら
れ
る
。
本
法
廷
も
同
意
見
で
あ
る
。
そ
の
性
質
上
規
範
と
し
て
は
全
く
考
察
に

の
ぼ
ら
な
い
ヒ
ト
ラ
ー
の
一
切
の
法
的
に
重
要
な
意
思
表
示
は
、
そ
の
形
式
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
律
と
同
様
で
あ
り
、
法
拘
束
的
で
あ

る
と
い
う
一
定
の
ナ
チ
ス
の
法
学
者
の
意
見
は
、
法
治
国
的
考
察
方
法
の
際
に
法
源
論
と
し
て
は
考
慮
に
値
し
な
い
単
独
支
配
者
の
た
め

の
法
共
同
体
の
所
属
員
の
尊
厳
を
侵
す
自
己
放
棄
で
あ
る
。
た
だ
唯
一
、
有
益
性
の
較
量
に
依
拠
す
る
、
形
式
的
に
規
律
に
適
合
し
た
そ

（
一
四
二
三
）



な
い
。
そ
の
理
論
は
、
国
家
自
体
が
犯
罪
を
計
画
し
、

被
告
人

P
と
S
の
行
為
は
、
刑
法
ニ
―
一
条
に
よ
る
謀
殺
の
射
助
（
四
九
条
）

（
一
四
二
四
）

の
よ
う
な
内
容
の
ナ
チ
ス
法
律
は
、
自
然
法
に
も
反
し
、
従
っ
て
無
効
で
あ
る
と
い
う
事
実
審
裁
判
官
の
見
解
は
、
か
く
し
て
、
採
用
で

で
あ
る
。
そ
の
病
院
内
で
の
殺
害
は
、
計
画
的
だ
っ
た

の
み
な
ら
ず
、
「
陰
険
で
」
「
残
酷
」
な
も
の
で
も
あ
っ
た
。
刑
法
五

0
条
一
項
に
よ
れ
ば
、

顧
み
る
こ
と
な
く
、
そ
の
者
の
責
任
に
従
っ
て
可
罰
的
で
あ
る
。
そ
の
他
、
法
律
は
、
関
与
者
の
特
別
の
人
的
性
質
ま
た
は
関
係
が
刑
を

加
重
し
、
軽
減
し
、
ま
た
は
阻
却
す
る
と
規
定
す
る
と
き
、
こ
の
こ
と
は
、
規
定
の
二
条
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が
存
在
す
る
そ
の
関
与
者
に

の
み
妥
当
す
る
。
本
件
に
お
い
て
、
射
助
者
の
責
任
は
、
彼
が
、
そ
の
行
為
を
特
に
非
難
す
べ
き
も
の
だ
と
い
う
そ
の
骨
子
を
知
っ
て
い

な
が
ら
、
そ
の
自
ら
の
動
機
か
ら
、
行
為
を
故
意
に
促
進
し
た
と
い
う
点
に
存
在
す
る
。
ま
さ
に
刑
法
五

0
条
一
項
の
「
責
任
」
に
関
す

る
立
場
か
ら
は
、
行
為
事
情
を
完
全
に
知
り
な
が
ら
射
助
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
謀
殺
に
対
す
る
幣
助
行
為
を
、
柑
助
者
の
動
機
と
行
為

が
正
犯
行
為
の
事
情
と
は
切
り
離
さ
れ
、
そ
れ
自
体
と
し
て
考
察
さ
れ
、
と
く
に
非
難
す
べ
き
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
し
て

の
み
、
ー
ー
ま
っ
た
＜
与
え
ら
れ
て
い
な
い
故
殺
に
対
す
る
捐
助
と
評
価
す
る
こ
と
は
、
自
然
的
考
察
に
反
す
る
。
さ
ら
に
陪
審
裁

判
所
は
、
適
切
に
も
ま
た
法
的
誤
謬
な
く
、
被
告
人
は
、
関
与
す
べ
く
強
制
的
な
命
令
に
服
し
た
の
で
も
な
く
、
強
要
や
緊
急
避
難
に
お

い
て
行
為
し
た
の
で
も
な
い
と
認
定
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
陪
審
裁
判
所
は
、
超
法
規
的
緊
急
避
難
と
い
う
正
当
化
事
由
を
認
め
る
が
、

こ
れ
は
法
的
に
是
認
で
き
な
い
。
超
法
規
的
緊
急
避
難
の
理
論
は
、
秩
序
あ
る
法
治
国
的
状
態
の
上
に
構
築
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
理
論
は
、
そ
の
構
成
上
、
全
く
違
っ
た
、
国
家
に
よ
っ
て
計
画
さ
れ
た
犯
罪
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
事
案
に
は
適
用
で
き

能
し
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
別
の
連
関
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
大
量
犯
罪
の
国
家
に
よ
る
計
画
と
遂
行
に
は
、
決
定
的
な
意
義
が
与

き
る
。

関
法
第
四
二
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第
六
号

一
定
の
国
民
か
ら
公
然
と
ま
た
隠
然
と
違
法
な
行
為
を
要
求
す
る
場
合
に
は
、
機

一
切
の
犯
罪
関
与
者
は
、
他
の
者
の
責
任
を

九
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ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

〔
判
決
〕
し
か
し
、
陪
審
裁
判
所
は
、
彼
ら
は
、

ら
東
部
ヘ
―
―
台
の
列
車
に
よ
っ
て
連
行
さ
れ
た
。
こ
の
輸
送
の
目
的
地
は
、
リ
ガ
、
イ
ス
ピ
ザ
、
テ
レ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
、

シ
ュ
ヴ
ッ
ツ
で
あ
っ
た
。
被
連
行
者
の
大
部
分
は
、
死
亡
し
た
。
そ
れ
が
、
こ
の
「
作
戦
」

(Aktion)

K
、
0
、
A
、

ス
ト
を
作
成
し
た
り
、
列
車
を
調
達
し
た
り
、
被
害
者
の
荷
物
を
検
査
し
た
り
、
あ
る
い
は
輸
送
指
導
者
な
ど
と
し
て
輸
送
目
的
駅
ま
で

輸
送
を
し
た
り
し
た
。
陪
審
裁
判
所
は
、
被
告
人
ら
を
こ
の
計
画
の
起
草
者
で
指
導
者
で
あ
る
ヒ
ト
ラ
ー
や
ゲ
ー
リ
ン
グ
、

ヒ
の
行
動
、

る
意
識
は
も
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

②
 

ユ
ダ
ヤ
人
の
輸
送
と
い
う
そ
の
職
務
行
為
に
よ
っ
て
現
行
法
に
違
反
す
る
と
は
思
っ
て
い
な

か
っ
た
と
認
定
す
る
。
こ
の
見
解
は
、
被
告
人
達
は
、
当
時
の
国
家
が
政
治
的
領
域
に
お
い
て
行
い
、
ま
た
は
生
じ
る
に
任
せ
た
こ
と
を

す
べ
て
、
適
法
と
み
な
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
見
解
に
帰
着
す
る
。
そ
の
よ
う
な
見
解
は
、

〔
事
案
〕

九
七 一

般
に
不
当
で
あ
る
。
「
そ
の
領

え
ら
れ
う
る
。
そ
の
限
り
で
、
本
法
廷
の
確
信
に
よ
れ
ば
、
正
義
は
、
も
ち
ろ
ん
人
的
処
罰
阻
却
事
由
の
作
用
に
よ
る
一
回
限
り
の
、
狭

く
限
定
さ
れ
た
例
外
を
要
求
す
る
。

判
例
は
、
戦
争
終
結
直
後
に
は
、
多
く
の
判
決
に
お
い
て
、
ナ
チ
ス
の
法
律
や
高
権
行
為
の
「
自
然
法
違
反
」
を
引
き
合
い
に
出
し
て

(188) 

い
る
が
、
次
の
判
例
に
お
い
で
、
こ
の
よ
う
な
自
然
法
思
想
が
比
較
的
詳
論
さ
れ
、
自
然
法
に
反
す
る
が
ゆ
え
に
不
法
で
あ
る
と
す
る
範

囲
を
限
定
す
る
法
理
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
判
例
は
、
こ
の
よ
う
な
一
義
的
な
判
断
を
避
け
る
た
め
の
理
論
を
展
開
し
て
い
る
。

(189) 

連
邦
裁
判
所
一
九
五
二
年
一
月
二
九
日
判
決
（
ユ
ダ
ヤ
人
連
行
事
件
）

一
九
四
一
年
―
二
月
一
日
か
ら
一
九
四
五
年
二
月
―
二
日
の
期
間
に
、
二
四
六
二
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
か

ア
ウ

の
目
的
で
も
あ
っ
た
。
被
告
人

M
は
、
担
当
官
の
長
と
し
て
、
あ
る
い
は
ユ
ダ
ヤ
人
担
当
官
と
し
て
、
こ
の
作
業
に
関
与
し
た
。
彼
ら
は
、
被
害
者
の
リ

つ
ま
り
、
謀
殺
お
よ
び
職
務
行
為
上
の
自
由
剥
奪
致
死
へ
の
討
助
が
問
題
に
な
る
と
し
た
。

ハ
イ
ト
リ
ッ

ユ
ダ
ヤ
人
に
は
、
輸
送
に
よ
っ
て
、
何
か
良
く
な
い
こ
と
が
生
じ
る
と
い
う
漠
然
た

（
一
四
二
五
）



れ
て
よ
い
と
見
な
す
と
き
で
す
ら
、
そ
れ
は
、

ゲ
シ
ュ
タ
ポ
に
、

一
般
公
衆
の
法
意
識
に
よ
れ
ば
、
法
律
も
そ
の
他
の
官
憲
の
行
為
も
侵

を
基
礎
に
し
て
、

一
致
し
た
倫
理
的
根
本
観
念
の
基
盤
の
上
に
、
時
を
経
て
、
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

は
、
ま
た
法
的
に
拘
束
的
に
妥
当
す
る
の
で
あ
っ
て
、
国
民
の
法
秩
序
の
個
々
の
規
定
が
そ
れ
を
軽
視
す
る
こ
と
を
許
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
か
ど
う
か
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
従
っ
て
、
不
当
に
も
、
陪
審
裁
判
所
は
、
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
は
、

一
切
の
逮
捕
と
自
由
制
限
は
許
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
あ
ら
ゆ
る
問
題
は
、
自
由

剥
奪
の
違
法
性
に
関
す
る
被
告
人
の
意
識
に
と
っ
て
の
み
重
要
な
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
実
質
的
射
程
と
い
っ
た
争
わ
れ
て
い
る
問
題
は
、
詳
論
さ
れ
る
を
要
し
な
い
。
被
告
人
に
有
利
に
、
法
的
有
効
性
を
肯
定
し
、
広
く
、

そ
れ
は
、
た
ん
に
共
産
党
の
反
乱
計
画
の
防
衛
の
た
め
で
な
く
、
そ
の
他
の
『
国
家
の
敵
』

害
し
て
は
な
ら
な
い
か
の
法
の
中
核
領
域
の
侵
害
に
対
す
る
許
可
を
与
え
え
な
い
。
判
決
が
こ
の
ど
こ
で
も
い
つ
で
も
妥
当
す
る
国
家
の

恣
意
の
制
限
を
看
過
し
た
こ
と
は
、
原
判
決
の
基
本
的
な
誤
謬
で
あ
る
」
。

こ
の
判
例
は
、
「
自
然
法
」
の
言
葉
は
使
っ
て
い
な
い
が
、
内
容
的
に
は
自
然
法
思
想
に
よ
っ
て
、
法
律
も
、
「
法
の
中
核
領
域
」
を
侵

害
す
る
こ
と
を
許
可
し
え
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
逆
に
言
え
ば
、
法
の
中
核
領
域
に
属
さ
な
い
範
囲
の
侵
害
で
あ
れ
ば
、

許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
自
然
法
論
の
詳
細
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
次
章
の
課
題
で
あ
り
、

る
文
化
民
族
に
お
い
て
、

い
法
の
一
定
の
中
核
領
域
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、

域
内
で
、
何
が
法
で
何
が
不
法
か
に
つ
い
て
決
定
す
る
国
家
の
自
由
は
、
ま
だ
広
く
及
ぶ
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
無
制
限

な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
文
化
民
族
の
意
識
の
中
に
は
、
国
民
の
法
秩
序
が
個
別
的
に
差
し
示
す
あ
ら
ゆ
る
差
異
は
あ
る
が
、

一
般
的
法
確
信
に
従
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
法
律
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
他
の
官
憲
の
処
分
に
よ
っ
て
も
侵
害
さ
れ
て
は
な
ら
な

関
法
第
四
二
巻
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六
号

一
定
の
不
可
侵
と
み
な
さ
れ
る
人
間
行
動
の
原
則
を
含
む
。
そ
の
原
則
は
、
あ
ら
ゆ

一
九
三
三
年
二
月
二
八
日
の
命
令

一
九
三
三
年
二
月
二
八
日
の
命
令
の
法
的
有
効
性
や

の
制
圧
の
た
め
の
法
的
基
礎
で
あ
る
と
見
ら

九
八

（
一
四
二
六
）



基
本
法
一
三
一
条
施
行
法

び
そ
こ
か
ら
ナ
チ
政
権
に
よ
っ
て
追
放
さ
れ
た
者
に
当
て
は
ま
っ
た
。
さ
て
、

の
公
務
員
達
が
そ
の
職
な
ど
を
失
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
運
命
は
、
と
く
に
消
滅
さ
せ
ら
れ
た
職
に
就
い
て
い
た
者
お
よ

(193) 

一
九
四
九
年
に
成
立
し
た
基
本
法
一
三
一
条
は
、
次
の
よ

う
に
規
定
す
る
。
「
一
九
四
五
年
五
月
八
日
に
公
職
に
つ
い
て
い
た
が
、
公
務
員
法
ま
た
は
俸
給
法
上
の
理
由
以
外
の
理
由
で
退
職
し
、

従
来
、
ま
っ
た
く
用
い
ら
れ
ず
、
ま
た
は
、
そ
の
以
前
の
地
位
に
ふ
さ
わ
し
く
用
い
ら
れ
て
い
な
い
難
民
お
よ
び
被
追
放
者
を
含
め
た

人
々
の
法
律
関
係
は
、
連
邦
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
同
様
の
こ
と
は
、

公
務
員
法
ま
た
は
俸
給
法
上
の
理
由
以
外
の
理
由
か
ら
全
く
扶
助
を
受
け
ず
、
ま
た
は
し
か
る
べ
き
扶
助
を
受
け
て
い
な
い
、
難
民
お
よ

び
追
放
者
を
含
め
た
人
々
に
も
妥
当
す
る
。
連
邦
法
の
発
効
ま
で
は
、
別
の
こ
と
を
定
め
る
ラ
ン
ト
法
上
の
規
定
を
留
保
し
て
、
法
的
請

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

ナ
チ
時
代
の
公
務
員
の
法
律
関
係
問
題
の
出
発
点
は
、
も
ち
ろ
ん
、

①
 

J

こ
で
は
、
こ
れ
に
触
れ
る
余
裕
は
な
い
。

(8) 
こ
こ
で
は
、
問
題
の
暗
示
に
と
ど
め
て
お
く
。

痣

旧
公
務
員
の
法
律
関
係
の
継
続
ー

九
九

一
九
四
五
年
五
月
八
日
に
、
扶
助
を
受
け
る
権
限
が
あ
り
、

さ
て
、
先
に
、
ラ
イ
ヒ
が
没
落
し
た
か
、
連
続
す
る
の
か
と
い
う
議
論
に
つ
い
て
検
討
し
た
が
、
ナ
チ
ス
法
の
連
続
・
失
効
の
問
題
に
、

こ
の
議
論
が
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
を
、
と
く
に
、
ナ
チ
国
家
の
公
務
員
の
雇
用
関
係
が
、

し
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
お
い
て
争
わ
れ
、
連
邦
通
常
裁
判
所
と
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
見
解
が
対
立
し
た
問
題
を
通

じ
て
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。
な
お
、
こ
の
ラ
イ
ヒ
の
連
続
・
断
絶
の
問
題
、
な
い
し
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
国
法
上
の
地
位
の
問
題
は
、

さ
ら
に
、
旧
東
ド
イ
ツ
と
の
基
本
条
約
の
問
題
や
、
旧
東
ド
イ
ツ
の
国
民
の
連
邦
共
和
国
の
国
籍
取
得
を
め
ぐ
る
問
題
に
も
現
れ
る
が
、

一
九
四
五
年
五
月
に
ラ
イ
ヒ
が
崩
壊
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
く

（
一
四
二
七
）

一
九
四
五
年
五
月
八
日
の
時
点
で
消
滅



②
連
邦
憲
法
裁
判
所
と
連
邦
裁
判
所
の
対
立

一
三
一
条
施
行
法
が
違
憲
で
は
な
い
か

（
一
四
二
八
）

一
九
四
五
年
五
月
八
日
に
公
職
に
あ
っ
た
者
で
難
民
と
な
っ
て
い
る
者
や
、
以
前
に
公
職
に

あ
っ
て
年
金
受
給
権
を
も
ち
つ
つ
難
民
と
な
っ
て
い
る
者
で
、
こ
の
時
点
で
元
の
地
位
に
就
い
て
い
な
い
者
の
法
律
関
係
を
規
制
す
る
新

一
九
五
一
年
五
月
に
連
邦
議
会
は
、
二
票
の
保
留
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
他
は
一
致
し

て
、
基
本
法
ニ
―
―
一
条
に
関
す
る
法
律
(
-
九
五
一
年
五
月
―
一
日
の
「
基
本
法
一
三
一
条
に
当
て
は
ま
る
者
の
法
律
関
係
の
規
制
の
た

(194) 

め
の
法
律
」
）
を
可
決
し
た
。
こ
の
法
律
は
遡
及
し
て
一
九
五
一
年
四
月
一
日
か
ら
発
効
し
た
。
そ
れ
は
、
実
際
上
す
ぺ
て
の
者
に
、
公

基
本
法
ニ
ニ
一
条
施
行
法
が
発
布
さ
れ
て
以
降
、
そ
の
個
々
の
規
定
に
対
し
て
、
そ
れ
が
違
憲
で
は
な
い
か
と
い
う
異
議
が
提
起
さ
れ

w
i
d
r
i
g
e
s
 V
e
r
f
a
s
s
u
n
g
s
r
e
c
h
t
)
 

た
。
こ
の
基
本
法
一
三
一
条
そ
の
も
の
が
、
違
憲
で
は
な
い
か
と
も
言
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、
「
違
憲
で
あ
る
憲
法
」

(
v
e
r
f
a
s
s
u
n
g
s
,
 

（墜

で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
、

も
争
わ
れ
た
。
と
く
に
基
本
法
一
三
一
条
一
項
は
、
立
法
者
に
包
括
的
な
憲
法
委
託
を
与
え
た
の
で
あ
り
、
立
法
者
は
、
そ
の
委
託
を
履

行
す
る
際
、
異
常
に
広
い
形
成
の
自
由
を
も
つ
の
で
あ
る
。
・
し
か
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
ニ
―
―
一
条
お
よ
び
施
行
法
を
も
合

(196) 

憲
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

他
方
、
こ
の
施
行
法
に
よ
っ
て
、
基
本
権
を
侵
害
さ
れ
た
と
感
じ
た
多
数
の
者
が
憲
法
訴
訟
を
提
起
し
た
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
こ
の

法
律
に
よ
っ
て
、
継
続
し
て
い
た
公
務
員
と
し
て
の
権
利
を
奪
わ
れ
、
減
じ
ら
れ
た
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
訴
訟
で
論
点
と
な
っ

(197) 

ナ
チ
政
権
の
崩
壊
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
よ
い
か
ど
う
か
で
あ
っ
た
。

た
の
は
、
公
務
員
関
係
は
、

職
に
就
く
こ
と
を
許
可
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

規
定
を
制
定
す
る
こ
と
が
委
託
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
規
定
に
よ
り
、
連
邦
立
法
者
に
は
、

求
権
を
主
張
で
き
な
い
」
。

関
法
第
四
二
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六
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ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

1
0
 

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
何
人
か
の
元
の
ラ
イ
ヒ
の
公
務
員
か
ら
の
憲
法
訴
訟
手
続
に
お
い
て
、
こ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
連
邦
憲
法
裁

一
九
四
五
年
五
月
八
日
に
存
在
し
て
い
た
す
べ
て
の
公
務
員
法
律
関
係
を
、
こ
の
時
点
に
遡
っ
て
消
滅
し
た
も
の
と
判
断
し
た
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
一
三
一
条
の
解
釈
、
基
本
法
ニ
ニ
一
条
の
成
立
史
な
ど
が
検
討
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
か
ら
決
定
的
な
見
解

が
導
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
、

ナ
チ
政
権
の
も
と
に
お
け
る
公
務
員
関
係
の
法
的
・
政
治
的
意
義
を
検
討
し
、
さ
ら
に
、

五
年
の
五
月
八
日
の
ナ
チ
政
権
の
崩
壊
の
意
義
が
問
わ
れ
る
。
最
終
的
に
、
憲
法
裁
判
所
は
、

(199) 

政
権
の
崩
壊
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
と
い
う
結
論
を
導
く
。
公
職
に
お
け
る
雇
用
法
律
関
係
は
、
労
働
の
可
能
性
が
な
く
な
っ
た
限
り
で
、

(200) 

一
九
四
五
年
五
月
八
日
を
も
っ
て
経
営
危
機
の
原
則
に
よ
り
消
滅
し
た
の
で
あ
り
、
解
雇
通
知
は
必
要
で
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

ナ
チ
政
権
下
で
の
公
務
員
関
係
は
、
そ
の

こ
の
よ
う
に
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
通
説
で
あ
る
公
務
員
関
係
の
存
続
を
認
め
る
見
解
を
批
判
し
、
し
か
も
公
務
員
制
度
の
基

礎
を
も
批
判
的
に
評
価
し
た
が
、
こ
れ
は
、
賛
成
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
多
数
の
批
判
を
被
っ
た
。
そ
の
批
判
の
急
先
鋒
に

(201) 

立
っ
た
の
が
、
当
時
ヘ
ル
マ
ン
・
ヴ
ァ
イ
ン
カ
ウ
フ
が
長
官
で
あ
っ
た
連
邦
裁
判
所
で
あ
り
、
そ
の
民
事
大
法
廷
で
あ
っ
た
。

〔
連
邦
裁
判
所
一
九
五
四
年
五
月
二

0
日
民
事
大
法
廷
決
定
〕

こ
れ
に
反
し
て
、
連
邦
裁
判
所
の
民
事
大
法
廷
は
、
公
務
員
関
係
の
存
続
・
消
滅
に
関
し
て
異
な
っ
た
見
解
を
表
明
し
た
。
「
法
の
意

味
に
お
い
て
、
そ
の
正
統
な
任
務
が
存
続
し
た
、
そ
し
て
こ
の
真
の
、
内
的
な
中
核
に
お
い
て
ナ
チ
ス
の
テ
ロ
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
な

か
っ
た
国
家
は
存
続
し
た
。
そ
し
て
、
公
務
員
関
係
は
、
そ
れ
が
内
的
に
、
ま
た
こ
の
正
統
な
国
家
の
任
務
の
履
行
に
お
い
て
テ
ロ
に
屈

し
な
か
っ
た
限
り
で
、
引
き
続
き
相
互
に
義
務
づ
け
合
っ
て
い
る
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
大
法
廷
は
、
戦
後
の
民
主
国
家
が
、
公
務
員
関

係
を
引
き
継
い
だ
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
消
滅
し
た
か
の
よ
う
に
扱
う
権
利
は
な
い
と
し
、
民
主
国
家
は
、
「
た
だ
個
々
の
公
務
員
が
、

判
所
は
、

足

〔
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
五
三
年
―
二
月
一
七
日
判

i
〕

（
一
四
二
九
）

一
九
四



関
係
か
ら
、
内
部
的
・
外
部
的
に
、
た
だ
ナ
チ
ス
国
家
と
そ
れ
を
支
え
る
ナ
チ
党
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
の
み
合
わ
さ
れ
た
法
関
係
に
改
変

し
た
。
こ
の
よ
う
な
法
関
係
に
依
拠
す
る
相
互
的
な
権
利
と
義
務
は
、
た
だ
、
特
定
の
憲
法
上
の
状
態
の
存
在
と
存
続
を
基
準
に
し
た
も

の
で
あ
っ
た
」
。

る …
…
そ
の
こ
の
政
権
の
下
に
お
い
て
も
継
続
す
る
真
の
公
務
員
の
義
務
を
侵
害
し
た
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
権
利
を
有
す
る
に
す
ぎ
な

い
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
「
真
の
公
務
員
の
義
務
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
超
実
定
法
の
理
論
」
の

(203) 

眼
を
通
じ
て
こ
の
言
葉
を
理
解
す
る
の
が
、
便
宜
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
民
事
大
法
廷
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
国
家
な
い
し
公
務
員
関
係
は
、

超
実
定
法
的
に
存
続
す
る
真
の
中
核
と
な
る
部
分
と
、

に
分
か
れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
に
、
判
旨
の
重
要
部
分
の
み
を
示
し
て
お
こ
う
。

〔
判
旨
〕

で
に
公
務
員
法
上
の
恩
給
受
給
者
で
あ
っ
た
者
に
と
っ
て
も
、
認
め
ら
れ
な
い
」
（
二
九
二
頁
）
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
邦
憲
法
裁

判
所
は
、
こ
の
法
関
係
が
ド
イ
ツ
の
崩
壊
を
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

員
関
係
自
体
が
、

ナ
チ
国
家
に
お
い
て
「
深
刻
な
、
そ
の
本
質
に
触
れ
る
改
造
を
被
っ
た
」
が
ゆ
え
に
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
達
し
て
い

（
公
務
員
判
決
）

（
二
九
五
頁
）
。
「
ナ
チ
ス
国
家
は
、

し
か
し
、
「
大
法
廷
は
、

「
し
か
し
、
公
務
員
関
係
の
自
動
的
消
滅
は
、

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

（
一
四
一
―
1
0
)

ナ
チ
ス
政
権
下
の
現
象
的
な
実
定
法
に
よ
っ
て
の
み
機
能
す
る
不
真
正
な
部
分
と

一
九
四
五
年
五
月
八
日
に
ま
だ
公
務
に
あ
っ
た
公
務
員
に
と
っ
て
も
、
こ
の
時
点
で
す

結
論
に
達
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、
そ
れ
以
上
に
年
金
関
係
に
あ
て
は
ま
る
」
（
三

0
二
頁
）
。

し
か
も
、
そ
れ
は
、
本
質
的
に
は
、
公
務

そ
の
大
権
に
よ
っ
て
、
公
務
員
関
係
法
を
、
国
家
そ
の
も
の
に
義
務
づ
け
る
法

ド
イ
ツ
帝
国
の
没
落
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
公
務
員
関
係
の
自
動
的
消
滅
の
テ
ー
ゼ
に
は
賛
成
で
き
な
い
と
い
う

し
か
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
ニ
ニ
一
条
施
行
法
に
関
す
る
一
九
五
七
年
二
月
一
九
日
の
決
定
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判

1
0
 



所
判
例
集
三
巻
五
八
頁
以
下
で
採
ら
れ
た
見
解
を
確
認
し
た
。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
帝
国
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
公
務
員
関
係
は
、
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r
l
e
,
 Justiz ,
 Strafrecht u
n
d
 polizeiliche V
e
r
b
r
e
c
h
e
n
s
b
e
k
i
i
m
p
f
u
n
g
 i
m
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r
i
t
t
e
n
 R
e
i
c
h
 ̀

 
1989, 
s. 
10£. 

(114) 
O
s
t
e
n
d
o
r
f
/
t
e
r
 V
e
e
n
,
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a
s
 N
u
r
n
b
e
r
g
e
r
 J
 uristenurteil, 
1985, S. 
139. 

(115) 
W
e
r
l
e
,
 a. 
a. 
0
 ., 
s. 
11. 
こ
こ
で
も
、
自
然
法
論
が
か
か
わ
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
竹
下
•
前
掲
論
文
ニ
ニ
九
頁
以
下
参
照
。

(116) 
W
e
r
l
e
,
 a. 
a. 
0.̀
 
s. 
13. 

(117) 
B
G
H
S
t
2
 `
 
234. 

(118) 
W
e
r
l
e
,
 a. 
a. 
0. `
 
s. 
13. 

(119) 

L
a
a
g
e
,
 K
J
 1989, S. 4
1
6
 ;
 vgl. W
e
r
l
e
,
 a. 
a. 
0., S. 
5. 

(120) 

O
L
G
 B
r
a
u
n
s
c
h
w
e
i
g
 S
J
 N
 1946, 
1
1
9
 ;
 O
L
G
 Celle D
R
 
N
 1947, 
1
3
4
 ;
 O
L
G
 H
a
m
b
u
r
g
 M
O
R
 1947, 
7
5
 ;
 O
L
G
 Ki
e
l
 D
R
Z
 1947, 

1
9
8
 ;
 O
L
G
 Diisseldorf M
O
R
 1948, 5
9
 ;
 vgl. 
H
a
n
s
 L
a
b
i
n
,
 A
n
m
.
 N
 u
 Urteil d
e
s
 O
L
G
 Diisseldorf, M
O
R
 1948, 60ff. 

(121)

こ
れ
に
関
す
る
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
の
判
例
お
よ
び
終
戦
直
後
の
学
説
に
つ
い
て
は
、

G
e
r
h
a
r
d
Pauli, D
i
e
 R
e
c
h
t
s
p
r
e
c
h
u
n
g
 d
e
s
 R
e
i
c
h
s＇ 

gerichts 
in 
S
t
r
a
f
s
a
c
h
e
n
 
z
w
i
s
c
h
e
n
 
1
9
3
3
 u
n
d
 1
9
4
5
 u
n
d
 ihre 
F
o
r
t
w
i
r
k
u
n
g
 in 
d
e
r
 R
e
c
h
t
s
p
r
e
c
h
u
n
g
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e
s
 
B
u
n
d
e
s
g
e
r
i
c
h
t
s
h
o
f
e
s
,
 

1992, 
s. 
225££. 

(122) 
O
L
G
 Br
a
u
n
s
c
h
w
e
i
g
,
 Urteil v
o
m
 7. 
6. 
1946, S
J
Z
 1946, 
119. 

(123) 
O
L
G
 Celle, Urteil v
o
m
 22. 
12. 
1946, D
R
 
N
 1947, 
1
3
4
;
 N
J
W
 1947, 32. 

(124) 
O
L
G
 H
a
m
b
u
r
g
,
 Urteil v
o
m
 22. 
1. 
1
9
4
7
 ̀ァ
4
)R
 1947, 7
5
;
 S
J
 N
 1947, 533. 

(125) 

O
L
G
 Ki
e
l
 Urteil v
o
m
 22. 
1. 
1947, D
R
Z
 1947, 
198. 
キ
ー
ル
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
一
九
三
三
年
以
前
に
は
、
「
時
折
」
、
一
七
五
条

に
よ
れ
ば
性
交
類
似
行
為
の
み
が
可
罰
的
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
唱
え
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
一
八
五
三
年
以
降
の
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
裁
判
所

(
P
r
e
u
B
i
s
c
h
e
s
 O
b
e
r
t
r
i
b
u
n
a
l
)

お
よ
び
一
八
八

0
年
以
降
の
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
の
判
例
を
少
な
く
と
も
正
確
に
反
映
し
て
い
な
い
と
い
う
。

(126) 
O
L
G
 H
a
m
b
u
r
g
 M
O
R
 1947, 7
5
 11 S
J
 N
 1947, 5
5
3
 m
.
 A
n
m
.
 Less. 
ハ
ン
プ
ル
ク
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
こ
の
概
念
は
、
「
レ
ー
ム
事
件

の
後
の
ヒ
ム
ラ
ー
の
迫
害
の
影
響
に
よ
っ
て
、
余
り
に
も
広
く
解
釈
さ
れ
た
」
も
の
と
す
る
。

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

年
五
月
八
日
で
消
滅
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

1
0
三

（
一
四
三
一
）

一
九
四
五



(127) 

O
L
G
 Di
i
s
s
e
l
d
o
r
f
 M
D
R
 19
4
8
 `
 
59. 

(128) 
O
L
G
 Br
a
u
n
s
c
h
w
e
i
g
 S
J
 N
 1946, 
119. 

(129) 

O
L
G
 Br
a
u
n
s
c
h
w
e
i
g
 S
J
 N
 1946, 
119. 
コ
ー
ル
ラ
ウ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
法
律
の
厳
罰
化
は
、
ナ
チ
ズ
ム
に
お
け
る
男
性
間
の
団
体
ま

た
は
青
少
年
の
団
体
が
、
同
性
愛
的
行
動
に
対
す
る
特
別
の
誘
惑
を
提
供
し
た
こ
と
に
依
拠
す
る
も
の
と
さ
れ
る

(
K
o
h
l
r
a
u
c
h
,
S
t
G
B
 1947, 

A
n
m
,
 z
u
§
1
7
5
;
 K
o
m
m
e
n
t
a
r
,
 38. Aufl., §
1
7
5
 A
n
m
.
 3.)
。

(
1
2
9
a
)

し
か
し
、
連
邦
裁
判
所
は
、
一
九
五
一
年
の
判
決
に
お
い
て
、
後
期
の
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
の
見
解
に
戻
っ
て
い
る
。
と
く
に
一
七
五
条
に

お
け
る
猥
褻
の
概
念
を
一
七
四
条
や
一
七
六
条
に
お
け
る
そ
れ
よ
り
狭
く
解
釈
す
る
こ
と
に
反
対
し
た

(
B
G
H
S
t
1, 
8
0
)
。
こ
の
判
決
の
一
カ

月
後
に
、
連
邦
裁
判
所
の
第
四
部

(
B
G
H
S
t
1, 
1
0
7
)

は
、
法
律
上
の
根
拠
が
な
い
と
い
う
理
由
で
、
そ
の
構
成
要
件
を
性
交
類
似
行
為
に
限

定
す
る
こ
と
を
明
確
に
否
定
し
た
。
猥
褻
行
為
の
営
み
は
、
他
の
男
性
に
触
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
連
邦
裁
判

所
の
節
二
部

(
B
G
H
S
t
1, 
2
9
3
)

が
、
こ
れ
に
限
定
を
加
え
る
方
向
に
踏
み
出
し
た
。
ハ
ン
プ
ル
ク
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
を
援
用
し
て
、
「
猥
褻

行
為
を
営
む
こ
と
」
と
「
猥
褻
行
為
を
行
う
こ
と
」
を
同
視
す
る
見
解
を
相
対
化
し
、
一
七
五
条
を
充
足
す
る
に
は
、
一
定
の
強
さ
と
持
続
性
が

必
要
だ
と
し
た
の
で
あ
る

(vgl.
Pauli, a. 
a. 
0., S. 
227ff.) 

(130) 

L
a
a
g
e
,
 K
J
 1989, S. 416. O
L
G
 Br
a
u
n
s
c
h
w
e
i
g
 S
J
Z
 1946, S. 
1
1
9
;
 O
L
G
 Fr
e
i
b
u
r
g
,
 D

R

 
N
 1947, 
s. 
65. 
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O
L
G
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g
 Urteil v
o
m
 12. 9. 
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N
 1947, 65. 
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e
s
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c
h
r
i
f
t
 fiir 
H
e
l
m
u
t
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o
i
n
g
,
 B
d
.
 1, 
1982, S. 
402. 

(133) 

L
G
 Ha
a
g
e
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,
 Urteil v
o
m
 1. 
3. 
1947, M
D
R
 1947, 29. 

(134) 

O
L
G
 Sa
a
r
b
r
i
i
c
k
e
n
,
 Urteil v
o
m
 21. 
5. 
1947, D
R
Z
 1947, 341. 
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C
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g
 `
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n
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 N
 u
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L
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b
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B
G
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 4, 
66. 
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1
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F
r
i
e
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i
c
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e
n
c
k
e
r
,
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i
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e
u
r
t
e
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l
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n
g
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 Re
c
h
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s
p
r
e
c
h
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n
g
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k
t
e
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(Hrsg• 

v. 
P
e
t
e
r
 Salje), 
R
e
c
h
t
 u
n
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U
n
r
e
c
h
t
 i
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 N
a
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a
l
s
o
z
i
a
l
i
s
m
u
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 1985, S. 
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D
e
n
c
k
e
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 a. 
a. 
0., S. 
299. 
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る
補
償
が
、
「
不
法
の
克
服
」
の
重
要
な
要
素
を
な
す
の
で
あ
る
。

従
来
、
ナ
チ
犯
罪
と
ナ
チ
不
法
に
対
す
る
戦
後
処
理
と
し
て
、
ナ
チ
犯
罪
処
罰
お
よ
び
ナ
チ
の
不
法
な
法
制
度
の
廃
絶
な
い
し
民
主
的

法
制
度
の
再
建
と
い
う
側
面
を
取
り
扱
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
残
さ
れ
て
い
る
重
要
な
問
題
は
、
ナ
チ
犯
罪
の
被
害
者
に
対
す
る

補
償
で
あ
り
、
財
産
を
奪
わ
れ
た
被
迫
害
者
に
対
す
る
財
産
の
返
還
措
置
で
あ
る
。
ナ
チ
犯
罪
が
、
集
団
的
権
力
犯
罪
で
あ
る
と
し
て
も
、

そ
の
被
害
者
は
、
第
一
次
的
に
は
や
り
「
個
人
」
で
あ
り
、
生
命
を
奪
わ
れ
、
身
体
、
健
康
、
自
由
、
職
業
あ
る
い
は
財
産
を
奪
わ
れ
た

個
人
に
は
、
そ
れ
ら
を
原
状
回
復
し
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
れ
ば
、
賠
償
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
通
常

の
犯
罪
に
つ
い
て
、
刑
事
事
件
と
し
て
の
処
理
と
な
ら
ん
で
民
事
賠
償
の
問
題
が
生
じ
る
の
と
構
造
的
に
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
戦
後
補

償
の
問
題
に
お
い
て
は
、
個
人
の
み
な
ら
ず
、
集
団
や
国
家
も
、
補
償
を
受
け
る
と
い
う
点
で
、
民
事
賠
償
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
は
限
界
を
も

つ
。
過
去
の
克
服
は
、
そ
の
意
味
で
、
国
際
的
な
広
が
り
を
も
ち
、
よ
り
複
雑
な
様
相
を
呈
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
将
来
に
向
か
っ
て

の
法
制
度
や
法
解
釈
の
革
新
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
、
過
去
の
犯
罪
の
処
罰
と
な
ら
ん
で
、
被
害
者
な
い
し
被
害
国
家
、
被
害
集
団
に
対
す

こ
の
補
償
の
問
題
は
、
戦
後
の
旧
西
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
は
、
政
治
的
・
経
済
的
に
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
。
補
償
請
求
と
い
う
「
こ
の

歴
史
的
な
法
的
事
象
の
範
囲
と
射
程
は
、
ま
さ
に
巨
大
な
も
の
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
な
。
つ
ま
り
、
五
0
年
代
の
初
め
に
は
、
ド
イ

ツ
の
裁
判
官
の
ほ
ぼ
半
数
が
補
償
や
財
産
返
還
と
い
う
占
領
法
上
の
形
態
と
か
か
わ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
領
域
で
の
判
例
は
、
あ
る
専

(206) 

門
誌
の
三
二
年
間
に
発
行
さ
れ
た
頁
で
あ
ら
わ
す
と
、
二
万
頁
分
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
申
請
の
全
体
数
は
ほ
ぼ
五
五
0
万
件

第
六
節

,＇, 
ー
r

、

ナ
チ
犯
罪
処
理
と
補
償

ナ
チ
犯
罪
に
対
す
る
補
償

関
法
第
四
一
一
巻
第
六
号

1
0
八

（
一
四
三
六
）



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

一
九
八
一
年
に
は
、
今
世
紀
の
末
に
は
約
九

0
0
億
マ
ル
ク
に
な
る
と
見
積
も
ら
れ
て
い
た
が
、

(207) 

八
六
年
に
は
一
千
億
マ
ル
ク
を
超
え
る
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
補
償
の
現
状
は
、
元
ナ
チ
の
公
務
員
の
年
金
と
比
較
さ
れ
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
ナ
チ
時
代
に
公
務
員

と
し
て
不
法
政
権
の
側
に
立
っ
た
者
に
対
す
る
戦
後
の
年
金
の
支
払
い
の
状
況
と
、

ナ
チ
ス
政
権
の
も
と
で
抵
抗
者
と
し
て
処
罰
さ
れ
た

(208) 

被
害
者
に
対
す
る
戦
後
補
償
と
を
比
較
し
て
み
れ
ば
、
前
者
が
極
め
て
気
前
よ
く
支
払
わ
れ
て
い
る
の
と
全
く
対
照
的
で
あ
る
と
。
さ
ら

一
九
五
三
年
九
月
一
八
日
の
連
邦
補
償
法
は
、

ナ
チ
ス
の
迫
害
を
受
け
た
あ
ら
ゆ
る
被
害
者
に
対
し
て
補
償
金
の
給
付
を
規
定
し
た

も
の
で
は
な
く
、
「
ナ
チ
ズ
ム
ヘ
の
敵
対
の
ゆ
え
に
，
ま
た
は
そ
の
人
種
、
そ
の
信
仰
ま
た
は
世
界
観
の
ゆ
え
に
損
害
を
被
っ
た
者
」
に

の
み
規
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
例
え
ば
、
シ
ィ
ン
テ
ィ
と
ロ
マ

や
安
楽
死
計
画
の
被
害
者
の
家
族
な
ど
は
こ
の
法
律
の
適
用
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
法
理
論
の
側
か
ら
の
こ
の
問

題
へ
の
関
心
も
、
高
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
と
に
、
大
学
の
法
学
者
が
こ
の
補
償
の
問
題
に
関
心
を
示
し
、
こ
れ
と
積
極
的
に
取
り

組
ん
だ
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
業
績
で
は
学
問
的
名
誉
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ

(209) 
る
。
し
か
し
、
法
理
論
的
に
は
、
こ
の
補
償
に
つ
い
て
極
め
て
新
た
な
地
平
が
開
か
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

第
一
に
、

最
近
、

こ、＇ 

ナ
チ
権
力
犯
罪
が
、
国
家
犯
罪
で
あ
り
、

1
0
九

ナ
チ
不
法
国
家
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国

が
、
不
法
国
家
た
る
ラ
イ
ヒ
を
継
承
す
る
国
家
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
す
で
に
論
じ
た
一
般
的
問
題
の
ほ
か
、
国
際
法
に
お
け
る
戦
後

賠
償
責
任
と
、
個
人
に
対
す
る
補
償
の
関
係
の
問
題
、
あ
る
い
は
民
法
の
相
続
原
理
や
因
果
関
係
原
理
の
修
正
、
な
い
し
、
手
続
の
次
元

で
の
新
た
な
問
題
提
起
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
法
理
論
的
問
題
が
見
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

日
本
で
は
、
か
つ
て
の
日
本
の
侵
略
あ
る
い
は
不
法
行
為
よ
る
近
隣
諸
国
の
被
害
に
対
す
る
戦
後
補
償
の
問
題
が
論
議
さ
れ
る

に
の
ぼ
る
。
補
償
の
全
出
費
は
、

（
ジ
プ
シ
ー
）

（
一
四
三
七
）

や
三
五
万
人
と
い
わ
れ
る
強
制
的
断
種
者

一
九
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(210)

（

211) 

に
至
っ
て
い
る
が
、
戦
後
処
理
の
問
題
に
お
け
る
補
償
の
問
題
の
解
決
は
、
正
常
な
法
治
国
家
樹
立
の
た
め
の
前
提
で
あ
り
、
過
去
の
犯

罪
を
贖
罪
し
、
被
害
を
除
去
し
、
少
な
く
と
も
可
能
な
範
囲
内
で
和
ら
げ
る
こ
と
が
、
新
た
な
人
権
国
家
を
樹
立
の
た
め
の
必
須
条
件
で

あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
国
の
政
治
姿
勢
を
示
す
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
で
も
あ
り
、
ま
た
、
国
際
社
会
に
お
い
て
承
認
と
敬
意
を
獲
得
で
き
る

か
ど
う
か
と
い
う
観
点
で
も
、
最
も
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
戦
後
の
日
本
の
態
度
と
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
態
度

ツ
の
補
償
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
き
た
い
。
資
料
と
し
て
、
と
く
に
、

に
は
大
き
な
差
異
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
本
節
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
細
部
に
お
い
て
い
ま
だ
そ
の
評
価
の
分
か
れ
て
い
る
ド
イ

(212) 

一
九
八
六
年
の
「
補
償
と
弁
償
に
関
す
る
連
邦
政
府
の
報
告
書
」

を
利
用
し
た
が
、
こ
の
報
告
書
が
行
っ
た
補
償
の
「
評
価
」
に
つ
い
て
は
、
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
く
に
ナ
チ
支
配
下
に
お
い

て
い
わ
ゆ
る
予
防
処
分
の
対
象
と
な
っ
た
非
社
会
者
、
シ
ン
テ
ィ
と
ロ
マ
、
共
産
主
義
者
、
無
政
府
主
義
者
な
ど
に
対
す
る
公
式
の
「
過

(213) 

去
の
克
服
」
に
つ
い
て
は
、
連
邦
政
府
は
、
被
っ
た
苦
痛
の
補
償
を
求
め
る
権
利
を
何
十
年
と
な
く
、
争
っ
て
き
た
。

グ
リ
ュ
ン
ネ
ン
と

S
P
D
は
、
第
一

0
選
挙
期
に
す
で
に
、
従
来
忘
れ
ら
れ
、
排
斥
さ
れ
て
き
た
ナ
チ
支
配
の
被
害
者
集
団
に
つ
き
、

補
償
の
権
利
を
認
め
る
よ
う
法
案
を
作
成
し
、

C
D
U
お
よ
び

C
S
u
、
F
D
P
の
連
合
政
権
の
多
数
に
よ
っ
て
、
内
務
委
員
会
、
大
蔵

(214) 

委
員
会
、
健
康
・
家
庭
・
婦
人
・
健
康
委
員
会
に
提
案
さ
れ
た
が
、
会
期
終
了
の
犠
牲
と
な
っ
た
。
第
一
―
選
挙
期
に
入
っ
て
、
連
合
政

権
は
、
法
案
を
改
め
て
内
務
委
員
会
に
審
議
の
た
め
移
送
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
①
フ
ォ
ル
マ
ー
を
中
心
と
す
る
グ
リ
ュ
ン
ネ
ン
の
会

派
議
員
に
よ
る
「
一
九
三
三
年
か
ら
一
九
四
五
年
の
時
代
に
お
け
る
ナ
チ
の
迫
害
の
全
被
害
者
に
対
す
る
適
切
な
援
護
の
規
制
の
た
め
の

法
案
」
お
よ
び
、
シ
リ
ー
、

フ
ォ
ル
マ
ー
を
中
心
と
す
る
グ
リ
ュ
ン
ネ
ン
の
会
派
議
員
に
よ
る
「
ナ
チ
時
代
に
お
け
る
強
制
労
働
に
対
す

る
補
償
」
、
お
よ
び
S
P
D
の
会
派
議
員
に
よ
る
「
『
ナ
チ
ス
不
法
の
補
償
」
基
金
の
樹
立
に
関
す
る
法
律
草
案
」
に
関
す
る
一
九
八
七
年

(215) 

―
一
月
三

0
日
の
内
務
委
員
会
の
決
定
勧
告
は
、
こ
れ
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

一
九
八
八
年
に
は
、
厳
格
緩
和
基
金
が

―1
0
 



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

設
け
ら
れ
、
安
楽
死
の
被
害
者
や
、
同
性
愛
者
、
防
衛
力
破
壊
者
、
反
社
会
者
に
対
す
る
補
償
が
行
わ
れ

t

一
九
九

0
年
一

0
月
三
日
の
東
西
両
ド
イ
ツ
の
統
合
以
降
、
こ
の
補
償
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
旧
東
ド
イ
ツ
の
補
償
が
改
め
て
問
題
と

な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
す
で
に
、

(217) 

に
関
す
る
法
律
」
に
よ
っ
て
、
名
誉
年
金
お
よ
び
遺
族
年
金
が
、
補
償
年
金
法

(
E
n
t
s
c
h
a
d
i
g
u
n
g
s
r
e
n
t
e
n
g
e
s
e
t
z
)

に
よ
っ
て
継
続
し

一
九
九
二
年
四
月
二
二
日
に
は
、
「
加
盟
領
域
に
お
け
る
ナ
チ
ズ
ム
の
被
害
者
に
対
す
る
補
償

て
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
諸
外
国
か
ら
の
補
償
要
求
が
統
一
ド
イ
ツ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
今
後
の
問
題
と
し
て

残
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
フ
ラ
ン
ス
、
ギ
リ
シ
ア
や
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
・
セ
ル
ビ
ア
共
和
国
か
ら
も
補
償
要
求
が
出
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
イ
ス
ラ
エ
ル
も
、
旧
東
ド
イ
ツ
分
の
包
括
的
補
償
に
つ
い
て
問
題
に
し
始
め
て
い
る
と
聞
く
が
、
統
一
に
よ
る
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る

補
償
問
題
が
、
な
お
解
決
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
課
題
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
、
東
欧
諸
国
と
の
間
で
従
来
締
結
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
平
和
条

(218) 

約
の
締
結
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
強
制
連
行
労
働
者
の
賠
償
問
題
も
未
解
決
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
の
補
償
制
度
の
意
義

-219)
、

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
に
よ
れ
は

ナ
チ
犯
罪
の
補
償
に
関
す
る
立
法
は
、
二
つ
の
点
で
独
自
性
を
も
つ
。
ま
ず
、
立
法
者
は
、

こ
こ
で
は
、
長
期
的
に
考
え
抜
か
れ
た
法
秩
序
を
作
り
出
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
逆
に
、
そ
の
発
達
に
よ
っ
て
自
ら
を
不
要
と
す
る

よ
う
な
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
補
償
法
の
第
二
の
特
質
は
、
そ
の
「
実
験
的
性
格
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
法

に
は
前
例
が
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
立
法
者
は
、
独
自
の
実
用
的
な
秩
序
を
構
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
当
然
、

つ
ね
に
正
鵠
を
射
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
何
回
も
の
法
改
正
の
必
要
が
あ
っ
た
。

ド
イ
ツ
語
の
「
補
償
」

(
W
i
e
d
e
r
g
u
t
m
a
c
h
u
n
g
)

と
は
、
こ
の
問
題
を
取
り
扱
う
ド
イ
ツ
人
の
著
者
か
ら
も
、
「
翻
訳
不
可
能
な
固
有

(220) 

性
」
を
も
っ
た
ド
イ
ツ
語
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
翻
訳
し
に
く
い
言
葉
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
わ
が
国
で
一
般
的
に
使
わ
れ
て

（
一
四
三
九
）



い
る
「
戦
後
補
償
」
と
訳
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
が
、

ナ
チ
の
不
法
と
犯
罪
に
対
す
る
補
償
が
、
固
有
の
意
味
で
の
「
戦
後
」
補
償
な
の

か
ど
う
か
疑
問
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
「
補
償
」
と
の
み
訳
し
て
お
く
。
さ
て
、
補
償

(
W
i
e
d
e
r
g
u
t
m
a
c
h
u
n
g
)

は
、
上
位
概
念

（四）

で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は
、
二
つ
の
法
領
域
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
財
産
の
返
還

(
R
i
i
c
k
e
r
s
t
a
t
t
u
n
g
)

と
補
償

(
E
n
t
s
c
h
a
d
i
g
u
n
g
)

で
あ

る
。
返
還
法
は
、
第
三
帝
国
に
お
い
て
ア
ー
リ
ア
化
な
ど
の
処
分
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
不
動
産
や
家
財
、
装
身
具
類
な
ど
の
確
定
可
能
な

財
産
客
体
の
返
還
の
保
証
と
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
補
償
法
は
、
そ
の
他
の
人
身
に
直
接
加
え
ら
れ
た
、

職
業
的
生
存
な
ど
に
加
え
ら
れ
た
損
害
の
賠
償
と
係
わ
る
。
こ
の
ナ
チ
犯
罪
に
対
す
る
補
償
問
題
は
、
す
で
に
占
領
時
代
に
生
じ
て
い
る
。

一
般
的
に
言
え
ば
、
歴
史
的
に
、
返
還
が
先
行
し
、
補
償
は
、
若
干
、
後
に
な
っ
て
問
題
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
補
償
に
つ
い
て
は
、
個
人
的
形
態
と
手
段
的
形
態
の
も
の
、

る
包
括
的
補
償
の
二
つ
の
も
の
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
家
に
対
す
る
補
償
は
、

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
間
の
協
定
に
よ
っ
て
初
め
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、

欧
諸
国
、
東
欧
諸
国
に
対
し
て
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
後
者
は
、
従
来
の
伝
統
的
な
国
家
間
の
賠
償

(
R
e
p
a
r
a
t
i
o
n
)
 

s
c
h
a
d
i
g
u
n
g
)
 

と
は
異
な
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
を
「
贖
罪
協
定
」

(222) 

と
い
う
も
の
も
い
る
。

（
一
四
四

0
)

つ
ま
り
生
命
、
身
体
、
健
康
、

つ
ま
り
、
個
人
的
被
害
者
に
対
す
る
補
償
と
被
害
国
家
に
対
す

(
S
i
i
h
n
e
a
b
k
o
m
m
e
n
)

な
い
し
「
包
括
的
補
償
」

(
G
l
o
b
a
l
e
n
t、

ナ
チ
不
法
に
対
す
る
ド
イ
ツ
の
「
補
償
」
の
思
想
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
亡
命
者
、

ナ
チ
不
法
の
被
害
を
受
け
た
西

ユ
ダ
ヤ
人
集
団
な
い
し
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
構
想

が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
の
抵
抗
運
動
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
も
す
で
に
三

0
年
代
の
中
頃
か
ら
構
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
重
要
で
あ

（四）

る
。
ゴ
シ
ュ
ラ
ー
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
最
も
早
い
時
期
の
も
の
は
、
「
ド
イ
ツ
民
族
戦
線
」

(
D
e
u
t
s
c
h
e
V
 olksfront)

と
い
う
社
会
主

義
反
体
制
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
「
一

0
項
目
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
し
て
非
合
法
に
出
回
っ
た
一
九
三
六
年
―
二
月
ニ
―
日
の
宣
言
の
中
に
現
れ

戦
後
ド
イ
ツ
の
財
政
状
態
か
ら
、

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

一
九
五
二
年
に
イ
ス
ラ
エ
ル
と



れ
が
、

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

モ
デ
ル
と
な
り
、
イ
ギ
リ
ス
に
継
受
さ
れ
た
。

①
 

(
B
u
c
h
e
n
w
a
l
d
e
r
 P
l
a
t
t
f
o
r
m
)

と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
も
「
あ
ら
ゆ
る
不
法
の
補
償
」
が
項
目
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
戦
後
の
具

側
占
領
地
域
に
お
け
る
賠
償
持
ち
分
の
分
担
」
に
関
す
る
一
八
カ
国
の
連
合
国
に
よ
る
交
渉
で
あ
る
。
こ
の
パ
リ
に
お
け
る
賠
償
会
議
に

お
い
て
も
ま
だ
、
ま
ず
、
ド
イ
ツ
・
ラ
イ
と
か
ら
逃
亡
し
た
ナ
チ
ズ
ム
の
被
害
者
が
、

た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
連
合
国
に
よ
る
占
領
が
近
づ
く
に
連
れ
、
そ
れ
は
変
化
し
て
い
っ
た
。

補
償
制
度
の
展
開
と
概
観

占
領
法
お
よ
び
ラ
ン
ト
法

(3) 
体
的
な
補
償
問
題
の
出
発
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
は
、

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、

一
九
四
四
年
五
月
一
日
に
発
行
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
プ
ッ
ヘ
ン
ヴ
ァ
ル
ダ
ー
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」

一
九
四
七
年
か
ら
一
九
四
九
年
ま
で
に
お
い
て
は
、
確
定
可
能
な
財
産
客
体
の
返
還
と
関
係
す
る
問
題
の
み
と
取
り
組

占
領
諸
国
は
、

(224) 

ん
だ
。
返
還
法
は
、
そ
れ
ら
の
諸
国
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
四
つ
の
占
領
地
域
お
よ
び
ベ
ル
リ
ン
に
限
定
さ
れ
た
軍
政
府
法
ま
た
は
命

令
の
中
で
規
定
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
占
領
権
力
は
、

(225) 

完
全
な
立
法
綱
領
を
作
り
上
げ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、

一
九
四
五
年
―
一
月
九
日
か
ら
―
二
月
ニ
―
ま
で
パ
リ
で
開
催
さ
れ
た
「
西

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
や
連
合
国
の
問
題
地
平
に
属
し

一
九
四
五
年
に
、
迫
害
さ
れ
て
奪
わ
れ
た
確
定
可
能
な
財
産
客
体
の
返
還
の
た
め
の

一
九
四
七
年
に
、
占
領
国
の
命
令
と
い
う
形
で
第
一
次
返
還
法
が
で
き
た
。
こ

一
九
四
六
年
に
、

補
償
法

(
E
n
t
s
c
h
a
d
i
g
u
n
g
r
e
c
h
t
)

の
領
域
に
お
い
て
は
、

(226) 
た
。
そ
れ
は
、
補
償
の
目
的
で
、
暫
定
的
な
支
払
を
規
定
し
、
健
康
の
回
復
の
た
め
、
職
業
教
育
の
た
め
、
経
済
的
生
活
を
設
計
す
る
た

ア
メ
リ
カ
占
領
地
域
に
お
い
て
ラ
ン
ト
法
が
発
せ
ら
れ

め
、
緊
急
状
態
の
回
避
の
た
め
の
給
付
を
、
な
ら
び
に
、
死
亡
し
た
遺
族
の
親
類
へ
の
年
金
を
規
定
し
た
。
次
に
、

六
日
に
は
、
南
ド
イ
ツ
・
諸
ラ
ン
ト
会
議
の
地
域
統
一
的
法
律
と
し
て
、
「
ナ
チ
の
不
法
の
補
償
の
た
め
の
法
律
」
（
補
償
法

E
n
,
 

~ 

一
九
四
九
年
四
月
二

（
一
四
四
一
）



二
つ
の
そ
の
他
の
協
定
が
締
結
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
、

同
日
、
「
対
独
ユ
ダ
ヤ
人
物
的
請
求
会
議
」
（
請
求
会
議
）

イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
す
る
「
包
括
的
補
償
」
で
あ
る
。

t
s
c
h
a
d
i
g
u
n
g
s
g
e
s
e
t
zー

U
S
E
G
)

が
発
布
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、

ル
ク
ー
バ
ー
デ
ン
、
お
よ
び
ヘ
ッ
セ
ン
に
お
け
る
特
別
の
ラ
ン
ト
法
律
と
し
て
公
布
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
ラ
ン
ト
法
律
は
、
ド
イ
ツ
連
邦

共
和
国
の
成
立
、
お
よ
び
基
本
法
の
発
効
以
降
、
基
本
法
―
二
五
条
に
よ
っ
て
連
邦
法
律
と
し
て
継
受
さ
れ
た
。

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
は
、
そ
の
成
立
以
後
、
連
合
国
お
よ
び
諸
ラ
ン
ト
の
補
償
立
法
を
継
受
し
、
拡
充
し
た
。
連
邦
共
和
国
は
、

（四）

五
二
年
五
月
二
六
日
に
占
領
諸
国
と
締
結
し
た
「
移
管
条
約
」
の
第
三
部
お
よ
び
第
四
部
に
お
い
て
、
占
領
諸
国
の
返
還
法
律
を
早
急
に

実
施
し
、
ド
イ
ツ
帝
国
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
請
求
を
満
足
さ
せ
る
義
務
を
負
っ
た
。
さ
ら
に
、
連
邦
共
和
国
は
、

で
妥
当
し
て
い
た
法
に
基
づ
い
て
、
連
邦
統
一
的
な
法
規
定
を
補
償
の
た
め
に
発
布
し
、
そ
の
際
、
そ
の
政
治
的
確
信
、
人
種
を
理
由
と

し
て
、
信
仰
ま
た
は
世
界
観
を
理
由
に
し
て
迫
害
さ
れ
た
す
べ
て
の
人
々

し
て
人
権
を
軽
視
し
て
迫
害
さ
れ
、
政
治
的
亡
命
者
と
な
っ
た
人
々
の
継
続
的
な
身
体
の
傷
害
に
し
か
る
べ
き
補
償
を
保
証
す
る
義
務
を

一
九
五
二
年
九
月
一

0
日
に
は
、

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
協
定
を
締
結
し
、
そ
こ
で
、
根
無
し
草
と
な
り
資
産
を
な

く
し
た
ド
イ
ツ
か
ら
の
、
お
よ
び
か
つ
て
ド
イ
ツ
の
支
配
下
に
あ
っ
た
領
域
か
ら
の
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
に
対
し
て
編
入
補
助
と
し
て
、
イ
ス

（四）

ラ
エ
ル
に
三

0
億
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
の
一
括
補
償

(
g
r
o
b
a
l
e
E
n
t
s
c
h
i
i
d
i
g
u
n
g
)

を
支
払
う
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
、

へ
と
統
合
さ
れ
た
二
三
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
組
織
と
、

（四）

ハ
ー
グ
議
定
書
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
で
あ
る
。
議
定
書
第
一
号
に
お
い
て
は
、

引
き
受
け
た
。

②

連

邦

法 関
法
第
四
二
巻
第
六
号

(
C
l
a
i
m
 C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
)
 

（
「
典
型
的
ナ
チ
不
法
」
）
を
平
等
に
取
扱
い
、
国
籍
を
理
由
と

一
九
四
九
年
八
月
に
バ
イ
エ
ル
ン
、

プ
レ
ー
メ
ン
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ

―
―
四

（
一
四
四
二
）

ア
メ
リ
カ
占
領
地
域

一
九



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

一
九
五
三
年
一

0
月
一
日
に
発
効
し
た
一
九
五
三
年
九
月
一
八
日
の
「
連
邦
補
充
法
」

(
B
u
n
d
e
s
e
r
,
 

(230) 

(
B
E
r
g
G
)

を
も
っ
て
公
布
さ
れ
た
。
本
法
律
は
、
は
る
か
に
補
償
法
の
補
充
以
上
に
及
ぶ
も
の
で
あ
り
、
と
く
に

連
邦
領
域
に
お
け
る
法
の
不
平
等
と
法
の
不
安
定
に
終
焉
を
告
げ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
規
制
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

の
た
め
の
連
邦
法
律
」
（
連
邦
補
償
法
）

し
た
が
っ
て
、
連
邦
は
、
す
で
に
一
九
五
六
年
六
月
二
九
日
に
は
、
慎
重
に
準
備
し
た
結
果
、
「
ナ
チ
の
迫
害
の
被
害
者
に
対
す
る
補
償

(
B
u
n
d
e
s
e
n
t
s
c
h
a
d
i
g
u
n
g
s
g
e
s
e
t
z
 ,
 B
~
&
)
~
l

発
右Tし
た
。
こ
の
法
律
は
、

月
一
日
か
ら
遡
及
し
て
効
力
を
も
っ
た
の
で
あ
り
、

正
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。

と
く
に
被
迫
害
者
の
範
囲
と
請
求
権
の
範
囲
の
み
で
な
く
、
損
害
の
要
件
も
給
付
の
範
囲
も
著
し
く
拡
大
さ
れ
た
。
し
か
し
、
全
体
的

(232) 

な
最
高
額
も
、
抜
本
的
に
、
引
き
上
げ
ら
れ
た
。

一
九
五
七
年
七
月
一
日
の
改
正
法
に
よ
っ
て
、
申
請
期
間
が
延
長
さ
れ
た
。
連
邦
補
償
法
の
た
め
に
は
、
六
つ
の
施
行
命
令
が
発
せ
ら

れ
た
。
こ
の
領
域
で
の
最
終
的
な
立
法
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
お
よ
び
連
邦
参
議
院
の
所
管
の
委
員
会
で
の
四
年
間
の
詳
し
い
審
議
の
末
、

一
九
六
五
年
九
月
一
四
日
に
「
終
結
法
」

S
c
h
l
u
B
g
e
s
e
t
z
)

が
発
せ
ら
れ
た
。
終
結
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
法
律
で
、

g
i
i
n
z
u
n
g
s
g
e
s
e
t
z
)
 

最
初
の
連
邦
統
一
の
補
償
法
は
、

ナ
チ
被
迫
害
者
に
対
す
る
補
償
を
新
た
に
構
成
し
、
被
迫
害
者
に
有
利
な
多
数
の
改

と
明
示
し
て
、

(
a
)
 

補

償

え
な
い
よ
う
に
形
成
す
る
よ
う
自
ら
を
義
務
づ
け
た
。

一五

（
一
四
四
三
）

一
九
六
九
年
―
二
月
三
一
日
以
降
は
も
は
や
い
か

連
邦
補
償
法
終
結
法
）

補
償
と
返
還
の
領
域
に
お
け
る
現
行
立
法
の
改
善
の
た
め
の
諸
原
則
が
確
定
さ
れ
た
。
移
管
条
約
に
お
け
る
と
同
様
に
、
連
邦
政
府
は
、

こ
こ
で
も
被
迫
害
者
に
と
っ
て
の
法
状
態
を
連
邦
補
充
法
お
よ
び
枠
組
法
に
よ
っ
て
、
補
償
法

(
U
S
E
G
)

に
よ
る
よ
り
も
不
利
と
は
い

「
連
邦
補
償
法
改
正
第
二
次
法
」

一
九
五
三
年
一
〇

(
B
E
G
-



ナ
チ
政
権
の
も
と
で
公
職
か
ら
追
放
さ
れ
、
そ
の
権
利
を
失
っ
た
公
職
の
所
属
員
に
対
し
て
は
、

(
C
 

公
職
の
所
属
員
に
対
す
る
補
償

連
邦
返
還
法
は
改
正
さ
れ
た
。

ド
イ
ツ
帝
国
お
よ
び
そ
の
他
の
没
収
に
関
与
し
た
法
の
担
い
手
に
対
す
る
返
還
請
求
権
は
、

国
お
よ
び
そ
れ
と
同
様
の
法
の
担
い
手
の
返
還
法
的
金
銭
債
務
の
規
制
の
た
め
の
連
邦
法
律
」

(234) 

e
r
s
t
a
t
t
u
n
g
s
g
e
s
e
t
z
 

B
R
i
i
G
)

に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
。
本
法
律
は
、
幾
度
も
改
正
さ
れ
た
。

改
正
法
が
抜
本
的
な
改
正
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
中
で
、
と
く
に
本
法
に
よ
り
一
五
億
マ
ル
ク
に
給
付
が
限
定
さ
れ
て
い
た
の
が
、
取
り

外
さ
れ
た
。
返
還
法
上
の
請
求
権
は
全
額
満
た
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

期
に
つ
き
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
子
が
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
最
も
近
い
と
こ
ろ
で
は
、

(
b
)
 
返

還

利
用
さ
れ
た
。

本
法
律
の
最
も
緊
急
の
目
的
は
、

な
る
請
求
も
申
請
で
き
な
い
と
規
定
さ
れ
た
こ
と
に
も
見
ら
れ
る
。

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

一
九
五
一
年
五
月
―
一
日
に
、
「
公

一
九
六
九
年
九
月
四
日
の
法
律
に
よ
っ
て
、

一
九
六
八
年
一
月
一
日
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
初
め
の
四
分
の
一
半

一
九
六
四
年
一

0
月
二
日
の
第
三
次

（
連
邦
返
還
法
、

B
u
n
d
e
s
r
l
i
c
k
,
 

―
二
万
三
千
人
の
被
迫
害
者
に

（
一
四
四
四
）

一
九
五
三
年
一

0
月
一
日
の
連
邦
補
償
法
の
発
効
以
後
に
、
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
南
東
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
そ
の
故
郷
を
去
っ
た
た
め
、
無
国
籍
者
と
な
り
ま
た
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
の
意
味
に
お
け
る
難
民
と
な
り
、
そ
れ
ま
で
に
規
定
さ
れ

た
法
で
は
請
求
権
を
も
た
な
い
被
迫
害
者
の
た
め
の
補
償
を
規
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
規
定
は
、

こ
の
法
律
草
案
は
、
三

0
億
マ
ル
ク
の
費
用
を
見
込
ん
で
導
入
さ
れ
た
。
そ
の
費
用
は
、
議
会
で
の
審
議
に
お
い
て
四
五
億
マ
ル
ク
に

（四）

拡
大
さ
れ
た
が
、
実
際
に
は
七

0
億
マ
ル
ク
か
か
っ
た
。

一
九
五
七
年
七
月
一
九
日
の
「
ド
イ
ツ
帝

―
―
六



②
戦
争
犠
牲
者
援
護
法
に
お
け
る
補
償

職
の
所
属
員
に
対
す
る
ナ
チ
の
不
法
の
補
償
の
規
制
の
た
め
の
法
律
」

(
B
W
G
o
D
)

住
す
る
公
職
の
所
属
員
に
対
す
る
ナ
チ
の
不
法
の
補
償
の
規
制
の
た
め
の
法
律
」

(
B
W
G
o
D
A
u
s
l
)
が
発
せ
ら
れ
た
。
こ
の
両
法
律
と

(235) 

も
に
、
何
度
も
改
正
さ
れ
た
。
原
則
と
し
て
、
追
放
さ
れ
た
公
務
員
は
、
補
償
請
求
権
を
も
っ
た
。

被
迫
害
者
ま
た
は
そ
の
扶
養
権
利
者
た
る
遺
族
が
社
会
保
険
に
お
い
て
被
っ
た
損
害
の
補
償
は
、
す
で
に
占
領
諸
国
に
よ
っ
て
規
定
さ

(236) 

れ
た
。
終
戦
の
す
ぐ
あ
と
で
、
軍
政
府
の
賂
し
い
指
令
や
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
最
初
の
処
分
は
、
優
先
的
に
、
そ
の
給
付

が
政
治
的
、
宗
教
的
ま
た
は
人
種
的
理
由
か
ら
剥
奪
さ
れ
た
す
べ
て
の
人
々
が
、
ふ
た
た
び
そ
の
給
付
の
占
有
を
回
復
す
る
こ
と
を
目
指

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

―
―
七

お
よ
び
一
九
五
二
年
三
月
一
八
日
に
「
外
国
に
居

一
九
四
九
年
八
月
二
二
日
の
社
会
保
険
に
お
け
る
ナ
チ
ズ
ム
の
被
迫
害

一
九
五

0
年
五
月
ニ
一
日
の
命
令
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
占
領
地
域
に
ま

で
拡
張
さ
れ
、
連
邦
法
と
な
っ
た
。
こ
の
法
律
は
、
迫
害
処
分
の
た
め
に
社
会
保
険
に
お
い
て
損
害
を
被
っ
た
被
保
険
者
に
妥
当
し
た
。

総
括
的
な
連
邦
統
一
的
な
規
定
は
、

と
補
充
の
た
め
の
法
峠
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。

一
九
七

0
年
―
二
月
二
二
日
の
社
会
保
険
に
お
け
る
ナ
チ
の
不
法
の
補
償
に
関
す
る
諸
規
定
の
改
正

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

一
九
五
八
年
六
月
二
五
日
の
「
戦
争
犠
牲
者
援
護
に
お
け
る
ナ
チ
不
法
の
補
償
の
た
め
の

連
邦
法
律
」
お
よ
び
「
外
国
に
お
け
る
権
利
者
に
対
す
る
戦
争
被
害
者
扶
助
に
お
け
る
ナ
チ
不
法
の
補
償
」
に
お
い
て
、
以
前
の
ラ
イ
ヒ

援
護
法
ま
た
は
以
前
の
戦
争
人
身
補
償
法
に
よ
る
そ
の
請
求
権
は
、
ナ
チ
政
権
に
よ
っ
て
剥
奪
さ
れ
た
被
迫
害
者
の
請
求
権
が
規
定
さ
れ

（碑） 者
の
処
遇
に
関
す
る
経
済
評
議
会
の
法
律
が
行
っ
た
。
そ
れ
は
、

①
社
会
保
険
に
お
け
る
補
償
の
権
利
の
第
一
回
目
の
総
括
は
、

(
d
)
 
保
険
法
お
よ
び
援
護
法
の
領
域
に
お
け
る
補
償

（
一
四
四
五
）



立
法
者
は
、
補
償
法
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
給
付
を
、
典
型
的
な
ナ
チ
の
不
法
の
被
害
者
に
な
っ
た
被
害
者
だ
け
に
、
留
保
し
た
。
そ

(
e
)
 

八
六
年
四
月
二
四
日
の
第
一
次
権
利
清
算
法
の
一
四
条
に
よ
り
国
内
の
援
護
権
者
に
対
す
る
連
邦
援
護
法

(
B
W
K
Inland)

は
廃
止
さ

(212) 

れ
た
。

（
加
）

一
般
的
戦
戦
災
法

国
内
の
援
護
権
者
に
対
し
て
は
、

一
回
限
り
の
補
償
が
支
払
わ
れ
た
。

一
九
五
九
年
六
月
―
―

1
0
日
で
、
申
請
期
間
が
終
わ
っ
た
。

に
よ
り
、
変
動
制
の
援
護
的
給
付
を
受
け
る
。

(
B
W
K
 A
u
s
l
a
n
d
)
 

一
九

．
 

一カ
一
回

（碑）

戦
争
犠
牲
者
援
護
法

(
K
r
i
e
g
s
o
p
f
e
r
v
e
r
s
o
r
g
u
n
g
)

に
お
け
る
ナ
チ
の
不
法
の
補
償
は
、
次
の
法
律
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

①
一
九
五
三
年
八
月
三
日
の
外
国
に
お
け
る
権
利
者
に
対
す
る
戦
争
犠
牲
者
援
護
に
お
け
る
ナ
チ
の
不
法
の
補
償
に
関
す
る
連
邦
法
律

、
②
一
九
五
八
年
六
月
二
五
日
の
戦
争
犠
牲
者
援
護
に
お
け
る
ナ
チ
の
不
法
の
補
償
に
関
す
る
連
邦
法
律
で
あ
る
。

請
求
権
を
も
っ
た
の
は
、
連
邦
補
償
法
の
意
味
に
お
い
て
迫
害
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
連
邦
援
護
法
一
条
お
よ
び
八
二
条
の
意
味
に
お

け
る
補
償
に
依
拠
す
る
援
護
に
お
い
て
損
害
を
被
っ
た
人
々
で
あ
っ
た
。
外
国
に
お
け
る
権
利
者
に
対
す
る
戦
争
犠
牲
者
援
護
は
、

遍゚

限
り
の
も
の
と
何
度
か
に
分
け
る
も
の
と
が
あ
っ

t

①
一
回
限
り
の
も
の
と
し
て
、

一
九
五

0
年
四
月
一
日
か
ら
連
邦
援
護
法
の
発
効
(
-
九
五

0
年
一

0
月
一
日
）
ま
で
の
補
償
、
お
よ

び
②
一
九
五

0
年
四
月
一
日
以
前
の
時
代
に
対
す
る
補
償
が
あ
る
。
定
期
的
反
復
的
給
付
と
し
て
は
、
権
利
者
は
、
連
邦
援
護
法
の
規
定

一
九
六
二
年
か
ら
一
九
八
六
年
七
月
一
日
ま
で
に
、
外
国
に
お
け
る
権
利
者
に
対
す
る
連

邦
援
護
法
に
も
と
づ
い
て
、
全
体
で
、
約
―
―

1
0
0
0
万
マ
ル
ク
が
支
払
わ
れ
た
。

一
九
五
三
年
か
ら
一
九
六
一
年
ま
で
の
給
付
額
に
つ
い

て
は
資
料
が
残
っ
て
い
な
い
。
約
千
人
の
受
領
者
か
ら
推
定
し
て
、
ほ
ぼ
一

0
0
0
万
マ
ル
ク
が
支
払
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
な
。

八
六
年
七
月
段
階
で
は
、
七
八
人
の
者
が
定
期
的
に
反
復
的
給
付
を
受
け
て
い
る
（
一
人
あ
た
り
平
均
四
二
九
マ
ル
ク
で
あ
る
）
。

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

―
―
八

（
一
四
四
六
）



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

で
が
連
邦
大
蔵
大
臣
に
よ
り
、
補
償
基
金
と
し
て
管
理
さ
れ
た
。

一九

れ
は
、
人
種
的
、
宗
教
的
お
よ
び
政
治
的
理
由
か
ら
、
ま
た
は
ナ
チ
ズ
ム
に
対
す
る
そ
の
敵
対
性
の
た
め
に
迫
害
さ
れ
た
人
々
で
あ
っ
た

そ
の
他
の
生
命
、
身
体
、
健
康
、
ま
た
は
自
由
の
侵
害
に
つ
な
が
っ
た
国
家
不
法
に
対
し
て
は
、

一
九
五
七
年
―
一
月
五
日
の
「
戦
争
と

ド
イ
ツ
帝
国
の
崩
壊
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
一
般
的
規
定
の
た
め
の
法
律
」
（
一
般
的
戦
災
法
、

A
K
G
)
に
よ
る
補
償
が
保
証
さ
れ

こ
れ
は
、
個
々
の
事
例
に
お
け
る
厳
格
性
を
緩
和
す
る
た
め
の
最
終
的
な
給
付
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
法
律
上
の
厳
格
性
緩
和
規
制
を
留

保
し
つ
つ
、
法
律
外
の
厳
格
性
緩
和
規
定
が
、

ユ
ダ
ヤ
人
被
迫
害
者
お
よ
び
ユ
ダ
ヤ
の
出
で
は
な
い
被
迫
害
者
に
対
し
て
、

(244) 

―
二
月
一
四
日
の
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
決
議
に
対
応
し
て
、
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
被
迫
害
者
に
対
し
て
四
億
マ
ル
ク
、
非

一
九
七
九
年

ユ
ダ
ヤ
人
被
迫
害
者
に
対
し
て
一
億
マ
ル
ク
が
、
連
邦
予
算
か
ら
計
上
さ
れ
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
被
迫
害
者
に
対
す
る
手
続
は
、
請
求
会
議
を

通
じ
て
行
わ
れ
た
。
非
ユ
ダ
ヤ
人
被
迫
害
者
に
対
し
て
は
、
八
千
万
マ
ル
ク
ま
で
が
、

ケ
ル
ン
の
政
府
首
長
に
よ
り
、
二
千
万
マ
ル
ク
ま

こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
い
て
申
請
し
た
の
は
、
主
と
し
て
次
の
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
①
ス
ペ
イ
ン
の
共
和
主
義
者
、
②
シ

ン
テ
ィ
と
ロ
マ
お
よ
び
そ
の
他
の
ジ
プ
シ
ー
、
③
東
側
ブ
ロ
ッ
ク
か
ら
後
に
移
住
し
て
き
た
者
、
④
そ
の
他
の
人
種
的
被
迫
害
者
、
⑤
そ

の
他
の
国
籍
を
理
由
と
し
て
被
害
を
受
け
た
者
、
例
え
ば
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
強
制
労
働
者
、

補
償
法
の
概
観

い
わ
ゆ
る
東
側
労
働
者
ま
た
は
パ
ル
チ
ザ
ン

の
闘
士
、
⑥
包
括
協
定
を
締
結
し
て
い
な
い
諸
国
の
被
害
者
、
⑦
ま
だ
ポ
ー
ラ
ン
ド
そ
の
他
の
東
側
ブ
ロ
ッ
ク
に
居
住
し
て
い
る
申
請
者
、

(245) 

⑧
連
邦
共
和
国
に
居
住
す
る
ド
イ
ツ
人
の
申
請
者
で
あ
る
。

(f) 

こ。ナ

一
九
八
一
年
八
月
二
六
日
の
連
邦
政
府
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

（
一
四
四
七
）



一
九
四
五
年
に
ド
イ
ツ
帝
国
が
完
全
に
崩
壊
し
た
こ
と
、
ま
た
、

償
さ
れ
る
べ
き
被
迫
害
者
の
概
念
を
限
定
し
た
こ
と
、
ま
た
、

被
迫
害
者
の
概
念

ナ
チ
支
配
の
間
に
行
わ
れ
た
す
べ
て
の
不
法
に
対
し
て
完
全
な
範
囲

に
お
い
て
財
政
的
補
償
を
保
証
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
立
法
者
は
、
初
め
か
ら
ナ
チ
迫
害
の
被
害
者
に
対
す
る
補
償
の

(246) 

規
定
に
お
い
て
も
、
対
象
と
な
る
人
の
範
囲
と
給
付
の
種
類
と
範
囲
に
関
し
て
区
別
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
補

い
わ
ゆ
る
属
地
主
義
原
則
を
採
っ
て
範
囲
を
限
定
し
た
こ
と
、
そ
の
他
の

典
型
的
な
ナ
チ
不
法
が
問
題
で
は
な
い
損
害
要
件
事
実
と
区
別
す
る
た
め
に
、
と
く
に
被
迫
害
者
概
念
を
法
律
上
定
義
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
っ
た
。
諸
ラ
ン
ト
の
補
償
法
が
す
で
に
補
償
に
対
す
る
公
法
上
の
請
求
権
を
も
つ
の
は
、
そ
の
政
治
的
確
信
の
ゆ
え
に
、
ま
た
は
、

人
種
、
信
仰
も
し
く
は
世
界
観
と
い
う
根
拠
か
ら
迫
害
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
定
の
人
身
・
物
的
損
害
を
被
っ
た
人
々
の
み
で
あ
る
と

(247) 

い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
た
。
被
迫
害
者
の
こ
の
定
義
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
か
ら
戦
争
と
占
領
か
ら
生
じ
た
諸
問
題
の
規
制
の
た
め
の

一
九
五
二
年
五
月
二
六
日
の
条
約
|
|
＇
い
わ
ゆ
る
移
管
条
約
ー
の
三
部
及
び
四
部
に
お
い
て
、
お
よ
び
一
九
五
二
年
九
月
一

0
日
の
い

わ
ゆ
る
ハ
ー
グ
議
定
書
の
第
一
号
に
お
い
て
引
受
け
ら
れ
た
義
務
を
基
礎
に
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
す
べ
て
の
後
の
補
償
立
法

の
基
礎
で
あ
っ
た
。

補
償
の
対
象
と
な
る
人
々
の
限
定
の
点
で
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、

れ
に
対
し
て
、

の
諸
ラ
ン
ト
の
立
法
に
お
い
て
は
、
政
治
的
確
信
や
人
種
ま
た
は
信
仰
上
の
理
由
か
ら
の
ナ
チ
犯
罪
の
被
害
者
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
こ

（濶）

に
関
す
る
規
定
は
全
く
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。

(
a
)
 

い
わ
ゆ
る
「
国
籍
に
よ
る
被
迫
害
者
」

(
N
a
tionalverfolgte) 

制
限
が
重
要
で
あ
る
。

①

諸

原

則 関
法
第
四
二
巻
第
六
号

一
九
四
八
年
か
ら
一
九
五

0
年
に
か
け
て

―
二

0

（
一
四
四
八
）



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

た
。
た
だ
し
、
二
項
に
お
い
て
、

一
九
五
三
年
の
連
邦
補
償
法
の
立
法
過
程
に
お
い
て
も
、
当
初
は
、
国
籍
に
よ
る
被
迫
害
者
に
対
す
る
補
償
規
定
は
な
か
っ
た
が
、
こ

一
九
五
一
年
九
月
一

0
日
に
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
国
連
の
高
等
難
民
弁
務
官
の
支
所
が
開
設
さ

(249) 

れ
、
国
籍
に
よ
る
被
迫
害
者
の
補
償
の
必
要
性
が
説
か
れ
た
こ
と
、
お
よ
び
、

諸
問
題
の
規
制
に
関
す
る
条
約
」
（
移
管
条
約
）
が
三
連
合
諸
国
と
の
間
に
締
結
さ
れ
、

そ
の
第
四
部
で
「
ナ
チ
の
迫
害
の
被
害
者
の
補

償
」
と
題
す
る
タ
イ
ト
ル
の
も
と
で
次
の
よ
う
な
規
定
が
置
か
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
「
①
…
…
さ
ら
に
国
籍
を
理
由
に
し
て
、
人
権
の
軽

視
の
も
と
に
迫
害
さ
れ
、
現
在
政
治
難
民
で
あ
る
人
々
で
あ
っ
て
、
そ
の
故
国
の
保
護
を
も
は
や
享
受
で
き
な
い
者
は
、
そ
の
者
達
が
継

(250) 

続
的
な
健
康
被
害
を
加
え
ら
れ
た
限
り
で
、
適
切
な
補
償
を
受
け
る
」
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
国
籍
に
よ
る
被
迫
害
者
を
他
の
被
迫
害
者

(251) 

一
九
五
三
年
の
連
邦
補
償
法
に
お
い
て
は
、
「
国
籍
に
よ
る
被
迫
害
者
」
の
補
償
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
。
（
七
六

条
）
「
①
ナ
チ
の
権
力
支
配
の
も
と
で
そ
の
国
籍
を
理
由
と
し
て
、
人
権
を
軽
視
し
て
迫
害
さ
れ
、
本
法
の
発
効
に
際
し
て
五
一
年
七
月

ニ
八
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
協
定
の
意
味
に
お
け
る
難
民
で
あ
る
者
は
、
そ
の
者
達
に
継
続
的
な
健
康
被
害
が
加
え
ら
れ
た
限
り
で
、
身
体
お

よ
び
健
康
の
被
害
に
対
す
る
補
償
の
請
求
権
を
有
す
る
…
…
」
。
「
②
継
続
的
被
害
と
は
被
迫
害
者
の
就
労
能
力
が
請
求
に
対
す
る
決
定
の

時
に
少
な
く
と
も
一

0
0
分
の
五

0
に
減
じ
ら
れ
て
い
た
と
き
に
存
在
す
る
」
。

一
九
五
六
年
の
「
連
邦
補
償
法
」
第
一
条
に
お
い
て
は
、
「
ナ
チ
の
迫
害
の
被
害
者
と
は
、

と
し
て
、
ま
た
は
、
人
種
、
信
仰
ま
た
は
世
界
観
を
理
由
と
し
て
、

ナ
チ
ズ
ム
に
対
す
る
政
治
的
敵
対
を
理
由

ナ
チ
の
権
力
処
分
に
よ
っ
て
迫
害
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
生
命
、

身
体
、
自
由
、
財
物
•
財
産
、
に
対
す
る
損
害
を
そ
の
職
業
上
ま
た
は
経
済
上
の
成
功
に
お
い
て
被
っ
た
者
で
あ
る
」
（
一
項
）

と
さ
れ

一
項
の
意
味
に
お
け
る
被
迫
害
者
と
同
視
さ
れ
る
者
と
し
て
次
の
者
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
①
自
己

と
平
等
に
取
り
扱
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

れ
が
考
慮
さ
れ
始
め
る
に
つ
い
て
は
、

（
一
四
四
九
）

一
九
五
二
年
五
月
二
六
日
に
「
戦
争
と
占
領
か
ら
生
じ
た



し
て
弁
済
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

の
場
所
的
関
係
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

(
b
)
 
属
地
主
義

の
良
心
の
決
断
に
基
づ
い
て
、
そ
の
身
を
危
険
に
晒
し
つ
つ
積
極
的
に
人
間
の
尊
厳
の
蔑
視
ま
た
は
道
徳
上
、
戦
争
だ
と
い
う
こ
と
に

よ
っ
て
も
正
当
化
で
き
な
い
人
間
の
生
命
の
抹
殺
に
対
し
て
戦
っ
た
」
も
の
、
②
「
ナ
チ
ズ
ム
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
た
芸
術
的
ま
た
は
学

問
的
見
解
を
唱
え
た
」
も
の
、
③
「
被
迫
害
者
の
近
く
に
い
た
」
者
で
あ
る
（
二
痴
）
。

国
籍
に
よ
る
被
迫
害
者
に
つ
い
て
は
、
七
六
条
に
代
わ
っ
て
、

~ 
（
一
四
五

0
)

「
①
身
体
ま
た
は
健
康
の
継
続
的
被
害
は
、
被
害
者
の
就
労
能
力
が
決
定
の
時
に
、
な
お
、
少
な
く
と
も
一

0
0
分
の
二
五
侵
害
さ
れ
お

り
、
抜
本
的
に
改
善
さ
れ
る
見
込
み
が
な
い
と
き
に
存
在
す
る
」
と
規
定
さ
れ
、
被
害
者
の
就
労
能
力
の
点
で
、
五

0
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら

(253) 

二
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
減
じ
ら
れ
た
こ
と
が
、
こ
の
点
で
の
唯
一
の
改
革
で
あ
っ
た
。

補
償
を
受
け
る
権
利
を
も
つ
非
迫
害
者
の
範
囲
を
限
定
す
る
方
法
と
し
て
、
「
主
観
的
・
個
人
的
属
地
主
義
」

(
s
u
b
j
e
k
t
i
v
'
p
e
r
s
o
n
,
 

（四）

l
i
c
h
e
s
 T
e
r
r
i
t
o
r
i
a
l
i
t
i
i
t
s
p
r
i
n
z
i
p
)

ぶ
か
坪~
E
E
m
*
U
七いた。

つ
ま
り
、
非
迫
害
者
は
、
特
定
の
時
点
で
、
連
邦
共
和
国
の
あ
る
ラ
ン
ト
に
特
定

ど
の
よ
う
な
諸
国
に
で
も
居
住
す
る
被
迫
害
者
に
補
償
法
上
の
要
件
事
実
を
拡
大
す
る
こ
と
は
、
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
も
し
そ
の
よ

う
な
こ
と
を
し
た
な
ら
、
そ
の
財
政
上
の
波
及
効
果
は
、
厳
密
に
は
評
価
で
き
な
い
が
、
明
ら
か
に
、
負
担
不
可
能
な
規
模
に
達
し
て
い

た
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
賠
償
法
上
の
要
件
事
実
に
対
す
る
限
界
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
情
の
も
と
で
厳
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
国
際
法
を
支
え
る
原
則
に
属
す
る
の
が
、
戦
闘
行
為
ま
た
は
占
領
行
為
か
ら
生
じ
る
損
害
は
、
被
害
者
の
個
人
的
な
請
求
と

し
て
直
接
に
損
害
を
惹
き
起
こ
し
た
国
家
に
対
し
て
主
張
で
き
ず
、
国
家
対
国
家
の
賠
償
に
よ
っ
て
、
個
々
の
被
害
者
の
請
求
権
を
排
除

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

一
六
七
条
お
よ
び
一
六
八
条
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
。

一
六
八
条
で
は
、



’① 

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

在
す
る
者
の
み
が
獲
得
す
る
。
ま
た
は
こ
の
法
律
の
妥
当
領
域
に
対
す
る
そ
の
他
の
場
所
的
関
係
が
存
在
す
る
と
き
の
み
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
民
王
共
和
国
（
東
ド
イ
ツ
）
に
は
、
東
ド
イ
ツ
の
住
民
た
る
被
害
者
に
対
す
る
「
功
労
金
」
を
例
外
と
し
て
、
補
償
は
存
在
し

(256) 

な
か
っ
た
の
で
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
が
任
意
に
そ
の
補
償
を
引
き
受
け
た
。
つ
ま
り
、
ナ
チ
権
力
支
配
の
終
わ
る
前
後
に
東
ド
イ
ツ
の

領
土
を
立
ち
去
っ
た
す
べ
て
の
被
迫
害
者
を
そ
の
補
償
立
法
に
引
き
入
れ
た
の
で
あ
る
。
属
地
主
義
の
形
成
と
結
果
と
し
て
、
そ
の
他
の

一
切
の
補
償
請
求
の
前
提
は
、
被
迫
害
者
が
決
定
の
時
点
で
、
ド
イ
ツ
連
邦
が
、
連
邦
補
償
法
の
発
効
の
際
に
、
ま
た
は
一
九
六
三
年
一

月
一
日
に
外
交
関
係
を
も
っ
て
い
た
諸
国
に
そ
の
住
所
ま
た
は
継
続
的
な
居
所
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

(257) 

a
)
で
あ
っ
た
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
外
交
条
項
の
合
憲
性
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
た
。

「
連
邦
議
会
の
報
告
書
」
に
従
っ
て
、
属
地
主
義
に
基
づ
く
連
邦
補
償
法
の
規
定
に
よ
り
「
被
迫
害
者
」
を
グ
ル
ー
プ
分
け
す
る
と
、

(258) 

次
の
よ
う
に
な
る
。

補
償
を
受
け
る
権
利
を
も
つ
被
迫
害
者
と
し
て
、

補
償
は
、
原
則
と
し
て
、
た
だ
、

連
邦
の
立
法
者
は
、
こ
の
主
観
的
・
個
人
的
属
地
主
義
の
原
則
を
継
受
し
、
国
際
協
定
と
条
約
に
よ
っ
て
生
じ
た
義
務
と
一
致
し
て
、

（蕊）

人
道
的
な
理
由
か
ら
、
そ
れ
か
ら
、
被
迫
害
者
の
特
別
の
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
例
外
を
設
け
た
。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
語
圏
お
よ
び
ド
イ
ツ

文
化
圏
の
所
属
者
で
あ
っ
た
迫
害
領
域
か
ら
の
迫
害
に
対
し
て
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
協
定
の
意
味
に
お
け
る
無
国
籍
者
ま
た
は
難
民
（
連
邦
補

償
法
一
四
九
条
以
下
）
、
地
域
を
越
え
た
被
迫
害
者
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て

法
の
六
条
の
意
味
に
お
け
る
国
籍
の
理
由
に
よ
る
被
害
者
に
対
し
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
基
準
は
、

立
て
ら
れ
た
ド
イ
ツ
民
族
が
問
題
で
あ
り
、
も
う
―
つ
に
は
、
請
求
を
す
る
べ
き
国
を
も
た
な
い
人
々
が
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

一
九
五
二
年
ニ
―
月
三
一
日
に
連
邦
補
償
法
の
妥
当
領
域
に
そ
の
住
所
を
も
ち
、
ま
た
は
継
続
し
て
滞

三

（
連
邦
補
償
法
二
三
八
条

（
一
四
五
一
）

―
つ
に
は
そ
の
故
郷
か
ら
追
い

（
連
邦
補
償
法
ー
終
結
法
の
五
条
）
お
よ
び
連
邦
補
償
法
終
結



④
 

で
あ
る
。

③
 

た
者
、

は
、
他
の
国
籍
を
有
す
る
者
）
、

（
一
四
五
二
）

完
全
な
請
求
権
を
も
つ
被
迫
害
者
、
つ
ま
り
、
原
則
と
し
て
、
個
人
的
属
地
主
義
原
則
の
要
件
を
満
た
し
た
被
迫
害
者
、

種
類
と
範
囲
に
お
い
て
制
限
さ
れ
た
補
償
請
求
権
を
も
っ
た
被
迫
害
者
、
つ
ま
り
、
連
邦
補
償
法
一
四
三
条
以
下
、
連
邦
補
償
法

外
交
条
項
に
基
づ
い
て
補
償
か
ら
排
除
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
の
み
、
権
利
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
被
迫
害
者
（
連
邦
補
償
法
二
三
八

完
全
な
請
求
権
を
も
た
な
い
被
迫
害
者
の
グ
ル
ー
プ
に
も
、
特
別
の
被
迫
害
者
グ
ル
ー
プ
に
も
属
さ
な
い
被
迫
害
者
（
た
い
て
い

補
償
障
害

連
邦
補
償
法
六
条
に
よ
れ
ば
、
補
償
か
ら
排
除
さ
れ
た
の
は
、

ナ
チ
党

(
N
S
D
A
P
)
の
党
員
ま
た
は
そ
の
組
織
の
―
つ
の
構
成
員
で
あ
っ
た
者
、
ま
た
は
、
ナ
チ
の
権
力
支
配
を
促
進
さ
せ

一
九
四
九
年
五
月
二
三
日
の
後
に
基
本
法
の
意
味
に
お
け
る
自
由
な
民
主
主
義
的
基
本
秩
序
を
乱
し
た
者
、

一
九
四
五
年
五
月
八
日
以
降
、
犯
罪
の
ゆ
え
に
、
確
定
裁
判
に
よ
っ
て
三
年
以
上
の
自
由
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
、

補
償
の
範
囲

完
全
な
損
害
賠
償
は
、
不
可
能
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
も
し
そ
れ
を
ナ
チ
権
力
処
分
に
よ
っ
て
上
述
の
迫
害
根
拠
か
ら

条

a
)
、

②
補
償
の
権
利
を
も
た
な
い
被
迫
害
者
と
し
て

終
結
法
の
五
条
の
意
味
に
お
け
る
「
特
別
の
被
迫
害
者
グ
ル
ー
プ
」
、

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

―
二
四



の
点
は
、

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

惹
き
起
こ
さ
れ
た
損
害
に
限
定
し
た
と
し
て
も
、

が
っ
て
、
基
本
的
に
は
、

損
害
の
種
類

―
二
五

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
財
政
的
給
付
能
力
を
は
る
か
に
上
回
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た

ナ
チ
の
不
法
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
た
損
害
と
適
正
な
比
例
関
係
に
立
つ
限
定
さ
れ
た
補
償
の
み
が
保
証
さ

損
害
の
種
類
と
し
て
は
、
生
命
に
対
す
る
損
害
、
身
体
お
よ
び
健
康
、
自
由
、
財
産
、
職
業
的
・
経
済
的
成
功
に
お
け
る
損
害
で
あ
る
。

こ
の
中
で
は
、
健
康
損
害
と
職
業
上
の
損
害
が
、
ほ
ぼ
あ
ら
ゆ
る
請
求
の
半
数
を
占
め
、
群
を
抜
い
て
い
る
。
自
由
に
対
す
る
損
害
に
つ

い
て
は
、
自
由
の
制
限
も
含
め
ら
れ
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、
「
ユ
ダ
ヤ
の
星
」
を
胸
に
つ
け

函）

る
こ
と
や
、
人
間
の
尊
厳
を
奪
わ
れ
た
条
件
下
で
の
不
法
な
手
段
で
生
活
す
る
こ
と
な
ど
も
自
由
に
対
す
る
損
害
で
あ
っ
た
。
こ
の
最
後

⑤
 

れ
た
。

一
九
六
五
年
以
降
、
新
た
に
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
規
定
の
導
入
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
前
史
が
あ
っ
た
。
連
邦
裁

判
所
が
、
「
名
前
を
偽
っ
て
生
き
る
こ
と
」
は
、

つ
ね
に
人
間
の
尊
厳
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
を
長
年
の
間
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
見
解
に
は
、
諸
ラ
ン
ト
も
従
わ
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
、
連
邦
補
償
法
終
結
法
の
立
法
者
が
、
こ
れ
を
明
示
し
た
の
で
あ

(260) 
る。

健
康
損
害
に
つ
い
て
は
、
迫
害
と
病
気
の
間
の
因
果
関
係
の
蓋
然
性
の
証
明
が
重
要
で
あ
っ
た
。
職
業
上
の
損
害
に
つ
い
て
は
、
そ
の

(261) 

個
人
の
経
歴
を
跡
づ
け
、
全
く
個
々
的
に
補
償
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
の
で
、
「
一
括
化
」

(
P
a
u
s
c
h
a
l
i
s
i
e
r
u
n
g
)

が
行
わ
れ
た
。

健
康
損
害
と
職
業
損
害
は
、
併
せ
て
、
補
償
の
た
め
の
予
算
の
ほ
ぼ
八

0
パ
ー
セ
ン
ト
に
の
ぼ
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
八

0
パ
ー

セ
ン
ト
が
年
金
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
補
償
金
の
ほ
ぼ
八

0
パ
ー
セ
ン
ト
が
外
国
に
流
れ
た
。
そ
の
半
分
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
で

(262) 

あ
っ
た
。

（
一
四
五
三
）



（
一
四
五
四
）

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
は
、
自
己
の
国
民
の
損
害
の
み
で
は
な
く
、
広
い
範
囲
に
お
い
て
、
他
の
国
籍
者
の
損
害
を
も
規
制
し
た
の
で
、

そ
れ
は
、
引
き
受
け
ら
れ
た
財
政
的
義
務
に
関
す
る
概
観
と
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ど
の
よ
う
な
期
限
で
義
務
が
、
現
在
の
公
的
手
段
に

（磁）

よ
っ
て
充
足
さ
れ
う
る
の
か
を
決
定
す
る
た
め
の
基
礎
を
必
要
と
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
必
然
的
に
、
補
償
請
求
の
申
告
を
期
限
付
き
に

連
邦
補
償
法
お
よ
び
連
邦
補
償
法
終
結
法
に
よ
る
請
求
の
申
告
の
締
切
り
期
限
を
一
九
六
九
年
―
二
月
三
一
日
に
設
定
す
る
こ
と
は
、

立
証
や
推
定
規
定
に
照
ら
し
て
も
、
避
け
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
連
邦
補
償
法
の
期
限
設
定
の
合
憲
性
を
、
そ

三
審
制
や
、
連
邦
補
償
法
終
結
法
四
条
の
枠
内
で
の
「
調
整
」
に
よ
る
争
い
の
あ
る
問
題
に
お
け
る
確
定
判
決
の
訂
正
の
広
い
法
律
上

の
可
能
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
実
関
係
や
法
関
係
に
し
か
る
べ
き
判
断
が
下
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
な
い
し
、
も
は
や
下
さ
れ
て
い
な

(264)

（蕊）

か
っ
た
事
案
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
。
一
九
六
九
年
―
二
月
一
七
日
の
原
則
決
定
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
異
論
の
は
さ
む
余
地

の
な
い
決
定
を
関
係
者
の
有
利
に
変
更
す
る
こ
と
が
補
償
官
庁
の
合
義
務
的
な
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
憲
法
上
疑
い
を
入
れ
な

い
書
か
れ
ざ
る
法
原
則
が
存
在
す
る
と
宣
告
し
た
。
補
償
が
、
先
行
す
る
国
家
不
法
に
対
す
る
調
整
を
な
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
、

裁
判
上
も
跡
づ
け
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
第
二
の
決
定
の
許
可
に
対
す
る
特
別
の
必
要
性
が
生
じ
る
。

諸
ラ
ン
ト
は
、
こ
れ
を
、
そ
の
す
で
に
以
前
か
ら
存
在
す
る
が
部
分
的
に
は
異
な
っ
た
実
務
を
、
異
論
は
な
い
が
明
ら
か
に
誤
っ
た
決

(266) 

定
の
訂
正
に
あ
た
っ
て
統
一
す
る
き
っ
か
け
と
し
た
。

⑥
救
済
手
続
ま
た
は
第
二
手
続

の
他
の
戦
災
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
も
、
承
認
し
た
。

す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。

⑤

期

間
関
法
第
四
二
巻
第
六
号

―
二
六



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

一
九
四
五
年
に
迫
害
の
圧
力
の
も
と
で
収
用
さ
れ
、
ま
た
は
剥
奪
さ
れ
た
確
定
可
能
な
財
産
客
体
の
返
還
に

(268) 

関
す
る
完
全
な
立
法
綱
領
を
作
成
し
た
。
ア
メ
リ
カ
占
領
権
力
は
、
こ
の
綱
領
に
つ
い
て
そ
の
占
領
地
域
の
ド
イ
ツ
人
と
一
年
以
上
も
議

迫
害
の
圧
力
下
で
の
確
定
で
き
る
財
産
客
体
の
剥
奪
（
没
収
）
は
、
集
団
的
被
迫
害
者
（
ユ
ダ
ヤ
人
）

こ
の
推
定
は
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
(
-
九
三
五
年
）

の
後
か
先
か
に
よ
り
期
間
に
よ
っ
て
段
階
づ
け
ら
れ
て
、
返
還
義
務
者
に
よ
っ
て

論
し
た
。
そ
の
結
果
が
一
九
四
七
年
の
返
還
法
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
占
領
権
力
は
、

(

e

)

 

ド
イ
ツ
帝
国
と
そ
れ
と
同
視
さ
れ
る
権
利
の
担
い
手
に
対
す
る
、
金
銭
な
い
し
損
害
賠
償
に
向
け
ら
れ
た
請
求
に
対
し
て
は
、

一
九
六
九
年
九
月
三
日
の
文
言
に
お
け
る
一
九
五
七
年
七
月
一
九
日
の
「
連
邦
返
還
法
」

(
B
R
U
G
)

が
妥
当
す
る
。

(
d
)
 
連
合
国
司
令
部
ベ
ル
リ
ン
の
一
九
四
九
年
七
月
二
六
日
の
命
令
B
k
/
0

＾ C 

、-
英
国
軍
政
府
の
一
九
四
九
年
五
月
―
二
日
の
法
律
第
五
九
号

(
B
r
i
t
,
 R
E
G
)
 

フ
ラ
ン
ス
軍
政
府
の
一
九
四
七
年
―
一
月
一

0
日
の
命
令
第
―
二

0
号

(
V
O
1
2
0
)
 

(
b
)
 

(

a

)

 

返
還
は
、
次
の
法
律
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
占
領
地
域
に
対
し
て
旧
西
側
占
領
諸
国
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
た
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
政
府
の
一
九
四
七
年
―
一
月
一

0
日
の
法
律
五
九
号

(
U
S
R
E
G
)

①
法
的
基
礎

返
還
法
の
意
義

返
還
法

(
R
t
i
c
k
e
r
s
t
a
t
t
u
n
g
s
r
e
c
h
t
)

ナ
チ
の
迫
害
処
分
に
よ
っ
て
剥
奪
さ
れ
た
財
産
的
客
体
の
返
還
、

（加）

ま
た
は
、
そ
れ
が
も
は
や
存
在
し
な
い
限
り
で
、
価
値
賠
償
、
ま
た
は
、
損
害
賠
償
の
給
付
を
意
味
す
る
。

①
 (5) 

返
還
法
の
概
観

は
、
個
々
の
確
定
可
能
な
、

（
四
九
）

―
二
七

一
八

0
号

に
つ
い
て
推
定
さ
れ
て
い
る
。

（
一
四
五
五
）



を
、
選
択
肢
と
し
て
も
っ
た
。
こ
の
選
択
肢
は
、
失
望
を
も
た
ら
し
た
。

一
九
四
八
年
六
月
ニ
ー
日
の
通
貨
改
革
が
、
原
則
と
し
て
あ
ら

反
証
を
挙
げ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
第
一
期
に
お
い
て
は
、
没
収
の
推
定
は
、
取
得
者
が
適
正
な
価
格
を
支
払
っ
た
と
い
う
こ
と
、

お
よ
び
売
主
が
代
金
を
自
由
に
決
定
で
き
た
と
い
う
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
反
証
を
挙
げ
ら
れ
た
。

返
還
は
、
原
則
と
し
て
原
状
回
復
の
形
で
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
権
利
者
は
、
適
正
な
価
格
と
「
得
ら
れ
た
」
代
金
の
差
額
の
追
加
払

ゆ
る
ラ
イ
ヒ
・
マ
ル
ク
の
強
制
通
用
力
を
一

0
対
一
の
比
率
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
追
加
支
払
請
求
権
を
一

0
分
の
一
の
価
値

(269) 

に
下
落
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

返
還
の
あ
ら
ゆ
る
立
法
者
に
明
ら
か
で
あ
っ
た
の
は
、
少
な
か
ら
ざ
る
事
案
に
お
い
て
、
取
得
者
が
純
枠
な
動
機
を
も
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
法
律
に
お
い
て
、
返
還
は
、
取
得
者
が
、
売
主
の
財
産
関
心
を
「
特
別
な
方
法
で
、
そ
し

て
本
質
的
な
結
果
を
も
っ
て
、

と
く
に
外
国
へ
の
財
産
移
転
に
際
し
て
の
協
力
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
類
似
の
処
分
に
よ
っ
て
知
っ
て
い

た
」
時
に
は
、
欠
落
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
確
か
に
そ
れ
は
、
返
還
の
除
外
理
由
で
あ
っ
た
が
、
唯
一
の
除
外
理
由
で
は
な
か
っ
た

こ
と
も
確
か
で
あ
っ
た
。
こ
の
要
件
事
実
に
例
示
の
性
質
を
与
え
る
こ
と
が
必
要
だ
と
さ
れ
た
。
信
義
誠
実
の
援
用
に
つ
い
て
は
、
ど
こ

に
も
明
示
規
定
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
返
還
法
に
つ
い
て
貫
徹
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。

(270) 

権
利
を
放
棄
す
る
者
も
い
た
。
売
主
が
、
何
も
せ
ず
、
明
示
的
に
、
権
利
を
行
使
し
た
く
な
い
と
宣
言
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
主
張
さ

れ
な
か
っ
た
請
求
権
は
、
怠
ら
れ
た
請
求
権
と
み
な
さ
れ
、
自
動
的
に
、
そ
の
た
め
に
創
設
さ
れ
た
組
織
に
移
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
継
承
組

(271) 

織
の
創
設
は
、
明
ら
か
に
必
要
で
あ
っ
た
。
第
三
帝
国
に
よ
る
絶
滅
作
戦
に
よ
っ
て
家
族
全
員
が
抹
殺
さ
れ
た
事
案
が
多
数
存
在
す
る
。

法
律
上
の
規
定
な
く
し
て
は
、
全
く
相
続
人
が
い
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ラ
ン
ト
の
国
庫
が
相
続
人
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
容
認
で

き
な
い
の
で
、
相
続
人
の
い
な
い
返
還
義
務
の
あ
る
財
産
を
確
か
め
、
請
求
権
を
実
現
し
、
そ
の
金
を
ユ
ダ
ヤ
人
組
織
に
慈
善
目
的
で
用

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

―
二
八

（
一
四
五
六



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

奪
作
戦
が
、

二
＿
九

一
定
の
略

立
て
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
組
織
の
創
設
が
必
要
で
あ
っ
た
。
怠
慢
の
事
例
は
、
相
続
人
不
在
の
事
例
と
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
た
。
な
ぜ

な
ら
、
遠
隔
地
に
い
る
、
全
世
界
に
散
ら
ば
っ
た
相
続
人
達
が
、
知
ら
ず
に
、
期
限
を
見
過
ご
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

三
つ
の
占
領
地
域
と
西
ベ
ル
リ
ン
に
そ
れ
ぞ
れ
―
つ
の
継
承
組
織
が
あ
っ
た
。
数
年
後
に
、
組
織
は
、
ま
だ
実
現
さ
れ
て
い
な
い
請
求
権

と
財
産
を
ド
イ
ツ
の
諸
ラ
ン
ト
に
売
却
し
た
。
継
承
組
織
は
、
ほ
ぼ
三
億
五

0
0
0
万
マ
ル
ク
を
そ
の
依
頼
人
に
支
払
っ
た
。
す
べ
て
の

返
還
請
求
権
の
価
値
は
、
ほ
ぼ
三
五
億
マ
ル
ク
と
見
積
も
ら
れ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
内
外
の
確
定
し
う
る
客
体
の
没
収
者
と
し
て
の
ド
イ
ツ
帝
国

ド
イ
ツ
帝
国
は
、
あ
ら
ゆ
る
没
収
者
の
う
ち
で
最
大
の
も
の
で
あ
っ
た
。
個
人
的
返
還
が
存
在
す
る
土
地
お
よ
び
事
業
に
限
定
さ
れ
る

の
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
内
お
よ
び
後
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ド
イ
ツ
帝
国
の
一
連
の
強
奪
行
為
の
場
合
に
は
、
と
く
に
動
産
が
あ
る

役
割
を
果
た
し
た
。
有
価
証
券
、
金
、
銀
、
宝
石
、
美
術
品
が
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
大
抵
の
も
の
は
、
崩
壊
の
の
ち
も
は
や
存
在

し
な
い
。
こ
の
有
責
な
喪
失
に
対
し
て
帝
国
は
一
対
一
の
関
係
で
金
銭
に
よ
る
賠
償
責
任
を
負
う
。
連
邦
返
還
法
(
-
九
五
七
年
）
に
お

い
て
は
、
「
ド
イ
ツ
帝
国
」
と
い
う
法
的
擬
制
の
代
わ
り
に
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
が
債
務
者
と
し
て
登
場
し
た
。

（要。

東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
略
奪
物
の
辿
っ
た
道
を
復
元
し
確
定
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
困
難
で
あ
っ

t

い
ず
れ
に
せ
よ
、

一
定
の
地
域
、

②
 

明
し
て
い
る
。

一
定
の
時
、

一
定
の
目
的
物
に
対
し
て
行
わ
れ
、
現
在
の
連
邦
共
和
国
の
領
土
に
運
ば
れ
た
限
り
で
は
、
要

件
事
実
の
限
定
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
場
合
、
「
法
律
上
の
推
定
」
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
推
定
の
働
か
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
証

明
は
、
困
難
で
あ
っ
た
。
東
側
諸
国
で
は
、
書
証
を
得
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
理
で
あ
っ
た
。
官
庁
が
強
力
的
で
な
く
、
証
人
は
裁
判
所

に
出
頭
し
な
い
。
公
的
な
法
的
扶
助
は
拒
否
さ
れ
、
偶
然
が
大
き
な
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
っ
た
。

（
一
四
五
七
）

1
0
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
は
、
継
承
組
織
の
優
れ
た
業
績
を
証



(

a

)

 

(6) 

返
還
手
続
と
給
付
額
の
現
状

一
億
五
五
三
六
万
四
七
三
四
マ
ル
ク

(m) 

一
九
八
六
年
一
月
一
日
現
在
の
返
還
手
続
の
現
状
（
連
邦
返
還
法
四
四
条

a
に
よ
る
厳
格
緩
和
手
続
を
除
く
）

返
還
手
続
全
体
（
義
務
あ
る
私
人
、
ラ
イ
ヒ
お
よ
び
そ
れ
と
同
等
の
権
限
者
に
対
す
る
も
の
）

そ
の
う
ち
、

連
合
国
の
返
還
法
に
よ
る
手
続

連
邦
返
還
法
に
よ
る
手
続

現
在
ま
だ
係
属
中
の

連
合
国
の
返
還
法
に
よ
る
手
続

連
邦
返
還
法
に
よ
る
手
続

0
一
九
八
六
年
、
一

0
月
一
日
の
連
邦
返
還
法
四
四
条
a
に
よ
る
厳
格
緩
和
手
続

〇
申
請
全
体

0
そ
の
う
ち
、
処
理
済
の
も
の

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

五
件

九
七
件

1
0
二
件

五
四
万
七
九
六
一
件

七
三
万
五

0
五
七
件

ー
ニ
八
万
三

0
一
八
件

―――

1
0
 
（
一
四
五
八
）

＿
―
-
八
万
三

0
一
八
件

二
九
万
七
四
三
八
件

二
九
万
ニ
―
―
―
―
―
一
六
件

五一

0
二
件

義
務
を
負
う
私
人
の
給
付
は
、
推
定
で
、
三

0
億
か
ら
三
五
億
マ
ル
ク
に
達
す
る
。
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
支
払
は
、
一
九
八

六
年
一
月
一
日
現
在
で
、

〇
継
承
組
織
に
対
し
て
（
示
談
・
和
解
に
基
づ
き
）



(
b
)
 

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

連
邦
補
償
法

(
B
E
G
)…
…
•
…
…
·
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
五
九

0
億
八
七
八
0
万
マ
ル
ク

そ
の
う
ち
、
一
九
八
五
年
度
、
一
八
億
四
七
0
0
マ
ル
ク

連
邦
返
還
法

(
B
r
i
i
G
)

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
三
九
億
二
三
0
0
万
マ
ル
ク

そ
の
う
ち
、
一
九
八
五
年
度
二
0
0
万
マ
ル
ク

イ
ス
ラ
エ
ル
条
約
…
…
…
•
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
三
四
億
五0
0
0

万
マ
ル
ク

―
二
の
諸
国
と
の
包
括
的
条
約
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

0
億

マ

ル

ク

そ
の
他
の
給
付
…
…
…
•
…
…
…
…
…
…
…
·
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
六
五
億
マ
ル
ク

（
公
職
等
）

ラ
ン
ト
法
上
の
規
定
に
よ
る
給
付
…
•
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
一
八
億
三
五
0
0
万
マ
ル
ク

最
終
緩
和
規
定
…
…
…
…
•
…
…
…
·
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
四
億
八0
0
0

万
マ
ル
ク

(274) 

従
来
の
給
付
(
-
九
八
六
年
一
月
一
日
現
在
）

〇
返
還
法
全
体
に
基
づ
く
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
給
付
額

お
よ
そ
―
-
＿
九
億
マ
ル
ク

二
万
一
七
九
五
件
の
決
定

一
六
万
五
六
0
九
件
の
決
定

0
個
人
的
権
利
者
に
対
し
て
（
連
邦
返
還
法
三
一
条
以
下
に
よ
る
充
足
手
続
、

お
よ
び
四
四
条
の
厳
格
緩
和
手
続
に
お
い
て
）
＿
―
-
三
億

0
連
邦
返
還
法
四
四
条
a
に
よ
る
厳
格
緩
和
手
続
(
-
九
八
六
年
一

0
月
一
日
現
在
）

給
付
額

家
財

貴
金
属

ニ
四
五
万

一
億
三
六
八
0
万
五
四
0
九
マ
ル
ク

三
億
二
八
六
七
万
五
五
四
五
マ
ル
ク

四
億
六
五
四
八
万
0
九
五
四
マ
ル
ク

三

七
0
一
マ
ル
ク

（
一
四
五
九
）



連
邦
政
府
は
、

(
d
)
 

(
C
)
 

従
来
の
給
付
お
よ
び
将
来
予
想
さ
れ
る
給
付
に
関
す
る
概
観

…
•
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
·
計
七
七
0
億

(215) 

従
来
の
給
付
(
-
九
九
一
年
一
月
一
日
現
在
）

三

マ
ル
ク

連
邦
補
償
法

(
B
E
G
)

：
六
七
八
億
九
四
0
0
万
マ
ル
ク

連
邦
返
還
法

(
B
r
i
i
G
)

…
…
…
·
…
…
…
…
…
•
•
三
九
億
三
―10
0
万
マ
ル
ク

イ

ス

ラ

エ

ル

条

約

：

・

・

:

・

…

…

…

…

…

…

…

…

…

三

四

億

五

0
0
0
万
マ
ル
ク

―
二
の
諸
国
と
の
包
括
的
条
約
…
…
…
…
…
·
…
…
…
…
…
…
…
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

·
1
0億
マ
ル
ク

そ
の
他
の
給
付
：
・
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
,
．
七
四
億
マ
ル
ク

ラ
ン
ト
法
上
の
規
定
に
よ
る
給
付
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
,
：
ニ
―
億
八
五
0
0
万
マ
ル
ク

最
終
緩
和
規
定
：
・
：
'
・
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
五
億
六
六
0
0
万
マ
ル
ク

…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
,
．
計
八
六
四
億
二
七
0
0
万
マ
ル
ク

一
九
八
六
年
一

0
月
三
一
日
の
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
で
の
そ
の
報
告
に
お
い
て
、
全
体
の
給
付
を
新
た
に
計
算
し
た
。
そ

(276) 

の
結
果
、
西
暦
二

0
0
0
年
ま
で
で
も
一
〇
二
六
億
マ
ル
ク
に
達
す
る
と
さ
れ
た
。
二

0
0
0
年
以
後
の
連
邦
領
域
に
お
け
る
補
償
の
給

付
の
大
雑
把
な
評
価
に
と
っ
て
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
が
そ
の
報
告
の
中
で
な
し
た
試
算
が
基
礎
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

一
九
八
六
年
現
在
で
将
来
必
要
と
す
る
補
償
の
費
用

連
邦
補
償
法
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
ニ
ニ
五
億

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

六
六
0
万
マ
ル
ク

（
一
四
六
0
)



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

｀ （
一
四
六

個
々
の
損
害
種
に
お
け
る
申
請
さ
れ
決
裁
さ
れ
た
請
求
の
数
に
関
し
て
の
み
連
邦
の
統
計
が
あ
る
。
連
邦
統
計
に
よ
れ
ば
、
連
邦
補
償

総

計

1
0
二
六
億
五
―
―
1
0
0
万
マ
ル
ク

総

計

連
邦
返
還
法
…
…
…
·
·
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
三
億
二
七
0
0
万
マ
ル
ク

そ
の
他
の
給
付
•
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
二
六
億
マ
ル
ク

ラ
ン
ト
法
上
の
規
制
に
よ
る
給
付
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
億
マ
ル
ク

最
終
緩
和
規
制
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
0
0
0
万
マ
ル
ク

二
五
五
億
八
七
0
0
万
マ
ル
ク

一
九
八
六
年
に
は
、
す
で
に
行
わ
れ
た
給
付
を
含
め
る
と
、
西
暦
二
千
年
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
支
払
総
額
と
な
る
と
予
測
さ
れ
て
い

(m) 
こ。

連
邦
補
償
法
…
…
·
·
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
八
二
三
億
七
八

0
0
万
マ
ル
ク

連
邦
返
還
法
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
四
二
億
五0
0
0
万
マ
ル
ク

イ
ス
ラ
エ
ル
条
約
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
三
四
億
五

0
0
0
万
マ
ル
ク

―
二
の
諸
国
と
の
包
括
的
補
償
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
一
億
マ
ル
ク

そ
の
他
の
給
付
…
•
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
九
一
億
マ
ル
ク

ラ
ン
ト
法
上
の
規
制
に
よ
る
給
付
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
億
マ
ル
ク

最
終
緩
和
規
制
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
五
億
四
0
0
0
万
マ
ル
ク



③
 

0
億
マ
ル
ク
が
挙
げ
ら
れ
た
。

府
は
す
で
に
四
六

0
億
マ
ル
ク

一
九
八
八
年
一
月
一
日
現
在
に
よ
れ
ば
、

一
九
七
一
年
の
連
邦
大
蔵
省
の
年
統
計
に
お
い
て
は
初
め
て
八
〇

1
0
年
後
に
は
、
政

に
な
る
と
、

法
に
よ
る
補
償
に
つ
き
、

（躙）

さ
れ
た
。
申
請
者
か
ら
見
れ
ば
、
推
定
的
に
二
つ
の
請
求
が
認
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
連
邦
補
償
法
に
よ
っ
て
補
償
を
受
け
た
ナ
チ

の
被
害
者
の
数
は
、
ほ
ぼ
一

0
0
万
人
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一

0
0
万
人
の
う
ち
、
約
三
分
の
二
が
収
容
所
ま
た
は
ゲ
ッ
ト
ー
に
収
容
さ
れ
、

(279) 

約
三
分
の
一
が
適
時
に
亡
命
で
き
た
。
推
定
三
六
万
の
被
迫
害
者
が
、
連
邦
補
償
法
に
よ
っ
て
、
年
金
を
受
け
た
。

最
近
に
至
る
ま
で
、

一
三
四

一
九
五
三
年
お
よ
び
一
九
八
六
年
の
間
に
、
二

0
0
万
件
を
越
え
る
請
求
が
、
官
庁
に
よ
っ
て
積
極
的
に
判
断

補
償
に
対
す
る
全
体
支
出
は
、
政
府
が
本
来
そ
の
給
付
を
小
さ
く
み
せ
よ
う
と
い
う
関
心
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

(280) 

つ
ね
に
余
り
に
も
低
く
評
価
さ
れ
て
い
た
。

一
九
五
六
年
の
連
邦
補
償
法
の
可
決
後
は
、
そ
の
後
の
数
年
は
、
七

0
億
か
ら
八

0
億
マ
ル
ク
、
後

一
六

0
億
か
ら
一
七

0
億
マ
ル
ク
か
ら
出
発
し
た
。
そ
の
当
時
の
連
邦
大
蔵
大
臣
シ
ェ
ッ
フ
ァ
ー
が
一
九
五
七
年
に
二
七
〇

億
か
ら
二
九

0
億
マ
ル
ク
の
支
出
を
語
っ
た
と
き
、
彼
は
そ
の
よ
う
な
「
パ
ニ
ッ
ク
惹
起
」
に
よ
り
攻
撃
さ
れ
た
。

一
九
七
五
年
に
は
連
邦
大
蔵
省
は
八
六

0
億
マ
ル
ク
に
引
き
上
げ
た
。
こ
の
合
計
は
、
不
思
議
な
こ
と
に

一
九
八
五
年
ま
で
維
持
さ
れ
た
。

一
九
八
八
年
現
在
の
補
償

（
一
九
七
五
年
ま
で
）
を
要
求
し
た
。

連
邦
大
蔵
省
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
補
償
に
対
す
る
公
的
な
給
付
（
社
会
保
険
を
除
い
て
）

(281) 

次
の
よ
う
な
構
造
を
示
す
。

ま、
., 

い
う
数
字
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
が
、

一
九
五
二
年
に
は
、

四
0
億
マ
ル
ク

（
イ
ス
ラ
エ
ル
条
約
を
除
く

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

（
一
四
六

と



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

に
下
降
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

一
九
八
七
年
の
支
出
は
一
七
億
四
千
万
マ
ル
ク
で
あ
る
。

補
償
に
対
す
る
毎
年
度
の
給
付
は
、

よ
び
社
会
保
険
に
お
け
る
補
償
に
基
づ
く
。

（
一
四
六
三
）

一
九
八
四
年
以
降
明
ら
か

連
邦
補
償
法

(
B
E
G
)

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
三
0
億
0
-
-

＝1
0
万
マ
ル
ク

そ
の
う
ち
、
一
九
八
五
年
度
、
一
七
億
三
九
0
0
万
マ
ル
ク

連
邦
返
還
法

(
B
r
i
i
G
)

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
三
九
億
二
八
0
0
万
マ
ル
ク

こ
れ
は
、
一
九
八
六
年
度
の
連
邦
政
府
報
告
に
よ
る

イ
ス
ラ
エ
ル
条
約
…
…
…
…
…
…
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
三
四
億
五
0
0
0
万
マ
ル
ク

―
二
の
諸
国
と
の
グ
ロ
ー
バ
ル
条
約
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
…
1
0
億
マ
ル
ク

そ
の
他
の
給
付
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
六
八
億
マ
ル
ク

（
公
職
等
）

ラ
ン
ト
法
上
の
規
定
に
よ
る
給
付
…
…
…
…
…
…
…
…
•
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
一
八
億
五
0
0
万
マ
ル
ク

最
終
緩
和
規
定
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
四
億
九
0
0
万
マ
ル
ク

…
…
…
…
•
…
…
…
…
…
…
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
·
計
八
0
五
億
六
四
0
0
万
マ
ル
ク

補
償
の
終
結
ま
で
に
な
お
支
払
わ
れ
る
べ
き
支
払
い
は
、
約
九
0
パ
ー
セ
ン
ト
が
連
邦
補
償
法
に
基
づ
き
、
残
り
が
圧
倒
的
に
公
職
お

一
九
五

0
年
に
は
ま
だ
一
億
六
千
万
マ
ル
ク
で
あ
っ
た
が
、
急
激
に
上
昇
し
一
九
五
七
年
に
は
す

で
に
二

0
億
の
限
界
を
越
え
た
。
六
0
年
代
の
初
め
に
は
平
均
し
て
二
四
億
マ
ル
ク
の
年
度
給
付
で
支
出
の
最
高
額
に
達
し
た
。

四
年
お
よ
び
一
九
八
三
年
の
間
に
、
給
付
は
、
か
な
り
恒
常
的
に
、
二

0
億
か
ら
ニ
ニ
億
マ
ル
ク
で
あ
っ
た
。

連
邦
と
ラ
ン
ト
は
、
原
則
と
し
て
補
償
負
担
の
そ
れ
ぞ
れ
半
分
づ
つ
を
分
担
す
る
。
も
ち
ろ
ん
複
雑
な
分
担
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
で
あ

ニ
ニ
五

一
九
六



担
は
、
ま
す
ま
す
少
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

る
。
た
だ
し
、
連
邦
は
若
干
の
補
償
給
付
に
つ
き
単
独
で
負
担
す
る
こ
と
、
お
よ
び
、
ベ
ル
リ
ン
の
特
殊
な
地
位
の
た
め
に
、
連
邦
の
全

函）

体
的
給
付
に
対
す
る
割
合
は
約
六
0
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。

一
九
八
五
年
以
降
、
さ
ら
な
る
補
償
給
付
に
関
す
る
政
治
的
論
議
は
、
—
|
_
「
グ
リ
ュ
ン
ネ
ン
」
に
よ
っ
て
き
っ
か
け
を
与
え
ら
れ
て

(283) 

|
、
再
燃
し
た
。
そ
の
主
導
者
達
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
で
き
る
だ
け
す
べ
て
の
ナ
チ
被
害
者
を
平
等
に
扱
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

財
政
的
に
は
重
要
な
差
異
が
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
第
二
次
世
界
大
戦
と
の
関
係
に
お
け
る
賠
償
要
求
は
、
補
償
に
は
属

一
九
五
三
年
の
ロ
ン
ド
ン
債
務
返
済
条
約
が
反
対
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
何
百
万
人
も
の
外
国
人
強
制
労
働
従

事
者
は
、
そ
の
他
の
被
迫
害
集
団
と
同
視
さ
れ
え
な
い
。
ロ
ン
ド
ン
債
務
返
済
条
約
は
、
戦
後
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
経
済
成
長
の
最
も

重
要
な
基
礎
で
あ
る
。
「
凍
結
さ
れ
た
」
莫
大
な
債
権
に
あ
っ
て
、
も
し
条
約
を
厳
密
に
遵
守
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
連
邦
政
府
は
ま
さ

同
様
に
必
然
的
で
は
な
い
の
は
、
い
わ
ば
連
邦
補
償
法
に
よ
っ
て
請
求
権
の
あ
る
「
特
権
を
与
え
ら
れ
た
破
産
債
権
者
」
（
人
種
的
、

れ
た
」
被
害
者
）

政
治
的
お
よ
び
宗
教
的
被
迫
害
者
）
と
い
ず
れ
に
せ
よ
一
般
的
戦
災
法
に
よ
り
請
求
権
を
も
つ
そ
の
他
の
被
害
者
（
い
わ
ゆ
る
「
忘
れ
ら

（
磁
）

で
あ
る
。

六
0
年
代
の
初
頭
に
至
る
ま
で
、
補
償
は
、
予
算
を
圧
迫
す
る
負
担
で
あ
っ
た
し
、
国
民
経
済
に
お
け
る
重
大
な
犠
牲
で
あ
っ
た
。

九
五
五
年
と
一
九
五
九
年
の
間
に
財
政
的
需
要
の
ニ
・
四
か
ら
五
•
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
連
邦
お
よ
び
諸
ラ
ン
ト
に
よ
っ
て
補
償
の
た
め
に

支
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
六

0
年
代
の
中
頃
か
ら
は
、
連
邦
と
諸
ラ
ン
ト
の
経
済
力
と
財
政
力
と
の
相
関
関
係
に
お
い
て
負

あ
っ
た
の
が
）
あ
ら
ゆ
る
連
邦
の
支
出
の
0
•
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
し
か
も
も
っ
と
減
少
傾
向
に
あ
る
。

し
く
自
殺
的
に
行
為
し
た
で
あ
ろ
う
。

さ
な
い
。
そ
れ
に
は
、

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

一
九
八

0
年
以
降
、
毎
年
の
補
償
給
付
の
連
邦
の
割
合
は
、
（
当
初
ほ
ぼ
九
億
万
マ
ル
ク
で

ニ――六

（
一
四
六
四
）



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

バ
イ
エ
ル
ン
に
お
い
て
は
、

(288) 

(
P
h
i
l
i
p
p
 A
u
e
r
b
a
c
h
)
 

①
 

示
す
。 ⑦

補
償
実
務

の
全
給
付
は
、

（
一
四
六
五
）

補
償
は
、
実
体
法
的
に
は
そ
の
不
備
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
財
政
的
決
算
は
、
感
動
的
な
も
の
で
あ
る
。

ニ―
1
0
0億
マ
ル
ク

(285) 

一
九
六
0
年
の
連
邦
の
全
支
出
の
三
倍
で
あ
る
。
補
償
の
支
出
は
、
八

0
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
外
国
に
行
く
。

函）

補
償
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
対
極
化
し
て
い
る
。
グ
リ
ュ
ン
ネ
ン
は
、
連
邦
補
償
法
が
新
た
な
差
別
を
生
み
、
生
き
残
っ
た
者
を
新
た

な
苦
し
み
に
導
い
て
い
る
と
し
、
補
償
は
、
第
二
の
迫
害
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
連
邦
政
府
は
、
そ
れ
は
、
全
体
的
に

見
て
歴
史
に
も
唯
一
無
二
の
業
績
で
あ
る
と
す
る
。
補
償
を
外
部
か
ら
1

被
害
者
の
目
か
ら
1

見
る
者
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
弁
護

士
、
野
党
政
治
家
）
は
、
む
し
ろ
批
判
的
で
あ
る
が
、
内
部
に
来
た
っ
た
者
（
官
僚
、
裁
判
官
、
与
党
政
治
家
）

初
期
(
-
九
四
五
年
！
一
九
五
二
年
）

は
、
好
意
的
に
理
解
を

ド
イ
ツ
帝
国
の
降
伏
以
降
、
収
容
所
か
ら
解
放
さ
れ
た
被
害
者
は
、
医
学
的
・
社
会
的
に
世
話
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
終

戦
直
後
に
は
補
償
局
の
人
員
は
、
大
部
分
が
1

と
く
に
バ
イ
エ
ル
ン
は
ー
自
ら
も
迫
害
さ
れ
た
人
々
か
ら
な
っ
て
い
た
。
こ
の
頃
、

こ
の
よ
う
な
人
々
が
中
心
に
な
っ
て
、
こ
の
仕
事
に
情
熱
を
燃
や
し
て
い
て
、
人
材
に
こ
と
欠
か
な
か
っ
た
。
欠
け
て
い
た
の
は
迅
速
な

(287) 

援
助
に
対
す
る
財
政
的
手
段
の
み
で
あ
っ
た
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。

一
九
四
六
年
か
ら
一
九
五
一
年
ま
で
の
時
代
は
、
強
烈
な
人
物
た
る
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
ウ
ア
バ
ッ
ハ

に
よ
っ
て
特
色
を
形
成
さ
れ
た
。
被
迫
害
者
に
対
す
る
国
務
委
員

(
S
t
a
a
t
s
k
o
m
m
i
s
s
a
r
)

お
よ
び
ラ
ン
ト
補

償
局
の
長
官
と
し
て
、
彼
は
政
治
的
に
非
常
に
重
要
な
人
物
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
国
家
の
中
の
国
家
を
な
し
て
い
た
と
ま
で
言
わ
れ
て
い

る
。
彼
は
、
胆
汁
質
で
、
性
格
の
強
い
人
物
で
あ
っ
た
。
権
力
欲
が
強
く
、
自
惚
れ
屋
で
、
独
裁
的
で
あ
る
が
、
親
切
で
、
愉
快
で
無
私

一
三
七



で
あ
っ
た
。
部
下
達
か
ら
は
非
常
に
愛
さ
れ
た
。
彼
は
、
あ
ら
ゆ
る
規
定
を
軽
蔑
し
た
。
彼
の
行
政
ス
タ
イ
ル
は
混
沌
を
一
刀
両
断
に
解

決
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ア
ウ
ア
バ
ッ
ハ
は
、
官
僚
的
で
な
い
行
為
と
不
正
な
行
為
と
の
限
界
に
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と
に

よ
っ
て
失
敗
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
五
一
年
初
頭
、
彼
は
、
若
干
の
部
下
と
と
も
に
未
決
拘
禁
に
付
さ
れ
た
。

(288) 

判
決
の
翌
日
、
彼
は
自
殺
し
た
。
こ
の
「
ア
ウ
ア
バ
ッ
ハ
の
悪
夢
」
の
後
、
と
く
に
バ
イ
エ
ル
ン
で
は
、
行
政
の
ス
タ
イ
ル
が
変
え
ら
れ

た
。
も
は
や
自
己
意
欲
的
な
、

ォ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
で
な
い
決
定
は
必
要
で
な
か
っ
た
。

一
九
五
三
年
以
降
の
諸
ラ
ン
ト
の
行
政

一
九
五
三
年
一

0
月
一
日
に
発
効
し
た
。
こ
の
法
律
は
、
誤
解
を
生
み
そ
う
な
「
連
邦
補
充
法
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
を
も
ち
、
十
分
に
成
熟
を
み
て
い
な
い
「
未
熟
児
」
で
あ
っ
た
。
連
邦
諸
ラ
ン
ト
は
、
補
償
法
を
「
独
自
の
管
轄
事
項
と
し

て
」
（
基
本
法
八
四
条
）
実
施
し
た
。

1
0
年
弱
で

ニ――八

一
九
五
二
年
八
月
の
有
罪

（
一
九
六
三
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
）
終
結
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
実
際
に
は
こ
の
期
限
ま
で
に
補
償
を
す
べ
て
終
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
と
も
あ
れ
、
そ
の
当
時
申
請
さ
れ
て
い
た
全
請
求

(289) 

一
九
六
三
年
三
月
三
一
日
に
は
八
一
パ
ー
セ
ン
ト
が
処
理
さ
れ
て
い
た
。

補
償
は
、
本
来
、
公
法
に
属
す
る
の
で
あ
る
が
、
立
法
者
は
、
行
政
裁
判
所
の
管
轄
で
は
な
く
、
そ
れ
が
損
害
賠
償
お
よ
び
官
吏
責
任

法
に
近
い
こ
と
か
ら
、
通
常
裁
判
所
の
管
轄
と
し
た
。
当
初
、
連
邦
補
償
法
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
裁
判
所

(
S
p
r
u
c
h
k
a
m
m
e
r
)

に

(290) 

お
い
て
一
人
の
裁
判
官
は
、
自
ら
被
迫
害
者
で
あ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
立
法
者
は
、
被
害
者
の
訴
訟
を
容
易
に
す
る
た

め
、
弁
護
人
抜
き
で
も
訴
訟
で
き
、
ま
た
費
用
を
無
料
と
し
た
。
バ
イ
エ
ル
ン
で
は
、
そ
の
上
、
国
家
の
費
用
で
い
わ
ゆ
る
公
選
弁
護
人

③

判

決

実

務

（ほぼ――

1
0
0
万
件
）

の
う
ち
、

一
九
五
三
年
の
連
邦
補
充
法
に
よ
れ
ば
、
補
償
は
、

連
邦
の
第
一
次
補
償
法
は
、

②
 

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

（
一
四
六
六
）



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

償
行
政
よ
り
も
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
を
典
型
的
に
表
し
て
い
る
判
例
と
し
て
、

(292) 

判
決
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、
社
会
民
主
党
員
ゲ
オ
ル
ク
・
ボ
ッ
ク
の
補
償
請
求
を
棄
却
し
た
も
の
で
あ
る
。

原
告
は
、
ナ
チ
ズ
ム
に
対
す
る
政
治
的
敵
対
性
と
い
う
根
拠
か
ら
、
戦
争
に
対
す
る
積
極
的
参
加
に
よ
っ
て
政
府
を
支
援
す

る
こ
と
を
拒
否
し
、
召
集
令
状
に
従
わ
ず
、
機
雷
設
置
活
動
へ
の
参
加
を
も
拒
否
し
た
。
原
告
は
、
す
で
に
戦
争
の
始
ま
る
前
か
ら
戦
争

を
ヒ
ト
ラ
ー
の
不
当
な
攻
撃
戦
争
で
あ
る
と
み
な
し
、
そ
の
た
め
、
ま
た
一
般
的
敵
対
性
か
ら
戦
争
へ
の
積
極
的
参
加
を
拒
否
し
よ
う
と

い
う
決
心
に
達
し
て
い
た
。
彼
は
、
三
年
半
の
城
塞
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。
後
に
彼
は
、
受
刑
者
部
隊

(Strafbataillon)

て
機
雷
を
設
置
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
た
め
、
再
び
、

〔
判
旨
〕

「
本
法
廷
は
、
い
か
な
る
条
件
の
下
に
あ
る
行
為
が
ナ
チ
ス
権
力
支
配
と
の
闘
争
と
み
な
さ
れ
う
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い

て
は
、
繰
り
返
し
、
立
場
を
表
明
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
必
要
な
の
は
、
あ
る
程
度
意
味
の
あ
る
計
画
に
基
づ
く
、
そ
の
当
時
の
立
場

か
ら
み
て
ナ
チ
ス
権
力
支
配
に
壊
滅
に
導
き
、
少
な
く
と
も
ひ
ど
い
結
果
を
著
し
く
軽
減
す
る
に
適
し
た
行
為
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
前

提
は
、
控
訴
審
裁
判
所
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
た
事
実
に
よ
れ
ば
、
原
告
に
は
与
え
ら
れ
て
い
た
と
は
み
な
さ
れ
な
い
」
。
「
既
存
の
不
法
支

配
に
対
し
て
な
さ
れ
た
抵
抗
は
、
次
の
場
合
に
の
み
、

1

真
の
、
そ
の
当
時
そ
の
実
現
を
暴
力
的
に
阻
害
さ
れ
た
超
実
定
法
的
法
秩
序

の
意
味
に
お
い
て
ー
—
有
意
義
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
抵
抗
を
処
罰
す
る
国
家
的
処
置
は
、
次
の
場
合
に
の

み
法
的
意
味
に
お
い
て
不
法
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
う
る
。
す
な
わ
ち
、
抵
抗
行
為
が
そ
の
種
類
と
重
要
性
に
よ
っ
て
少
な
く
と
も
、
既
存

〔
事
案
〕

一
年
半
の
城
塞
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。

)
の
よ
う
な
積
極
的
評
価
の
側
面
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
約
四
分
の
一
の
被
迫
害
者
が
、
こ
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
利
用
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
訴
訟
も
多
く
な
っ
た
が
、

(291) 

バ
イ
エ
ル
ン
で
は
、
拒
否
決
定
の
約
二

0
パ
ー
セ
ン
ト
が
、
訴
え
の
結
果
、
取
り
消
さ
れ
た
と
い
う
。

一
九
五

0
年
代
、
六

0
年
代
の
判
例
は
、
被
害
者
に
厳
格
で
あ
り
、
む
し
ろ
補

ニ
ニ
九

（
一
四
六
七
）

の
所
属
員
と
し

一
九
六
一
年
七
月
一
四
日
の
連
邦
裁
判
所
の



何
千
人
も
い
て
、

一
九
八

0
年
七
月
九
日
の
い

一
部
は
、
も
っ
と
寛
大
な
処
分
を
行
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

一
九
八
一
年
に
総
括
し
て
次
の
よ
う
に
述

一
九
五

0
年
代
か
ら
す
で
に
ド
イ
ツ
の
補
償
の

の
不
法
支
配
の
害
悪
に
関
し
て
改
善
へ
の
現
実
的
転
回
を
惹
き
起
こ
す
一
定
の
見
込
み
を
提
供
す
る
場
合
の
み
で
あ
る
」
。
「
原
告
の
行
為

が
こ
の
意
味
に
お
い
て
適
法
と
は
み
な
さ
れ
ず
、
超
実
定
法
的
で
は
あ
っ
て
も
現
行
の
法
秩
序
と
調
和
す
る
抵
抗
行
為
と
み
な
さ
れ
え
な

い
こ
と
は
、
す
で
に
上
述
の
よ
う
に
闘
争
の
概
念
を
満
た
さ
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
説
明
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
」
。

(293) 

こ
の
判
決
は
、
激
し
い
批
判
を
受
け
た
。
こ
の
判
決
に
つ
い
て
デ
ュ
ッ
ク
ス
は
、
述
べ
る
。
「
ゲ
オ
ル
ク
・
ボ
ッ
ク
の
よ
う
な
人
物
が

ナ
チ
体
制
に
反
抗
し
て
い
た
な
ら
、
こ
の
体
制
の
存
在
は
、
内
部
か
ら
危
殆
化
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

〔
ナ
チ
体
制
へ
の
〕
同
調
者
が
い
た
の
で
あ
る
。
同
調
者
が
多
勢
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
は
、
ボ
ッ
ク
が
現
実
に
連
邦
補
償
法
の
序
文
の
意
味
に
お
け
る
抵
抗
を
な
し
た
と
い
う
事
実
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
。
彼

の
抵
抗
を
、
そ
れ
を
真
面
目
で
重
要
な
も
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
法
的
に
重
要
な
も
の
で
は
な
い
と
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

低
く
評
価
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
、

ナ
チ
時
代
の
同
調
者
心
理
が
継
続
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
」
。
し
か
も
、
連
邦

裁
判
所
の
判
決
は
、
同
調
者
心
理
以
上
の
も
の
を
認
識
さ
せ
る
と
い
う
。
そ
こ
に
は
、
ボ
ッ
ク
が
行
っ
た
こ
と
を
、
ま
と
も
な
ド
イ
ツ
人

は
行
わ
な
い
と
い
う
思
想
が
現
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ボ
ッ
ク
は
、
彼
の
家
族
に
苦
痛
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
連
邦
裁
判
所
は
、
し
ば
し
ば
、
現
実
離
れ
し
た
判
決
を
下
し
て
い
る
。

著
名
な
専
門
家
で
あ
っ
た
オ
ッ
ト
ー
・
キ
ュ
ス
タ
ー
は
、
連
邦
裁
判
所
の
補
償
判
決
に
つ
き
、

べ
て
い
る
。
「
ー
|
ー
で
き
る
だ
け
偏
向
の
な
い
よ
う
に
選
ん
だ
ー
全
体
像
の
中
で
、
光
と
影
と
が
、
著
し
く
目
立
っ
て
交
錯
し
て
い
る
」

と
。
実
務
は
、
あ
る
い
は
、
厳
格
な
連
邦
裁
判
所
の
判
例
に
追
従
し
た
が
、

こ
の
よ
う
な
判
例
の
厳
格
な
要
件
に
対
し
て
は
、
例
え
ば
、

ボ
ッ
ク
の
行
動
は
例
外
で
あ
っ
た
。
逆
に
、
何
千
人
も
の

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

廿
は
、

J
 

ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
レ
ン

わ
ゆ
る
「
基
準
引
き
上
げ
反
対
命
令
」

(
H
e
b
e
n
s
t
r
e
i
t
,
 Er
l
a
B
)
 
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
決
定
し
た
。
「
判
例
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た

一
四
〇

（
一
四
六
八



りヽ マ 六
九
年
末
ま
で
に
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
請
求
（
ほ
ぼ
四
二

0
万
件
）
を
終
結
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
の
三
年
後
、

（
蕊
）

一
九
八
七
年
末
ま
で
に
、
補
償
は
、
ほ
と
ん
ど
終
了
し
た
。
四
四

0
0
万
件
の

申
請
が
あ
り
、
申
請
者
数
は
、
約
一
五

0
0
万
人
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

(297) 

的
終
結
規
定
」

(entgiiltige
A
b
s
c
h
l
u
B
r
e
g
e
l
u
n
g
)

を
可
決
し
た
。

(298) 

今
日
、
政
治
的
議
論
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
の
は
、
個
々
の
被
迫
害
集
団
に
対
す
る
補
償
で
あ
る
。
シ
ン
テ
ィ
と
ロ

①
 

こ、＇ ④
 

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

ナ
チ
時
代
の
ジ
プ
シ
ー
迫
害

（
ジ
プ
シ
ー
）
に
対
す
る
補
償

（
漑
）

よ
り
厳
格
な
見
解
に
は
従
う
必
要
は
な
い
。
そ
れ
は
事
実
上
の
要
請
に
…
…
適
合
し
な
い
」
。

補
償
の
終
結

一
九
六
五
年
の
連
邦
補
償
法
終
結
法
は
、
新
た
な
請
求
を
開
始
さ
せ
、
し
た
が
っ
て
、
最
終
期
限
を
一
九
六
九
年
―
二
月
三
一
日
ま
で

延
長
し
た
。
こ
の
法
律
の
結
果
と
し
て
一

0
0
万
人
を
越
え
る
、
新
た
な
請
求
が
申
請
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
政
官
庁
は
、

（
ジ
プ
シ
ー
）
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
詳
論
す
る
よ
う
に
、

一四

（
一
四
六
九
）

一
九
六
三
年
以
降
も
は
や
人
種
的
理
由
か
ら
迫
害
さ
れ
た
集
団
で
あ
る
こ

と
は
疑
い
の
余
地
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
別
の
被
迫
害
集
団
、
と
く
に
、
強
制
労
働
者
、
兵
役
拒
否
者
、
同
性
愛
者
、
非
社
会
者
、

遺
伝
健
康
法
に
よ
っ
て
強
制
断
種
さ
れ
た
者
な
ど
は
、
連
邦
補
償
法
に
含
ま
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

一
九
五
九
年
―
二
月
三
一
日
の
申

請
期
限
を
守
れ
な
か
っ
た
者
や
一
般
的
戦
災
法
の
発
行
以
前
に
補
償
官
庁
に
提
出
さ
れ
た
申
請
が
し
ば
し
ば
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ

シ
ン
テ
ィ
と
ロ
マ

一
九
八
八
年
三
月
七
日
に
は
、
連
邦
政
府
は
、
連
邦
議
会
の
圧
力
に
よ
っ
て
、

(299) 

の
援
助
金
を
支
払
う
こ
と
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。

,_、8
 

9

9

 

-
．
七
パ
ー
セ
ン
ト
が
残
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
発
し
、
通
常
、
五

0
0
0
マ
ル
ク

一
九
八
七
年
―
二
月
三
日
に
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
は
、
「
終
極

一
九
七
二
年
末

一
九



ナ
チ
権
力
政
権
の
「
人
種
的
理
由
」
か
ら
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
迫
害
と
民
族
殺
人
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
戦
時
末
期
に
、
遅
く
と
も
終
戦
直

で
あ
り
、
シ
ン
テ
ィ
と
ロ
マ
の
迫
害
は
、

（
ジ
プ
シ
ー
）

の
迫
害
に
つ
い
て
は
、
戦
後
も
長
年
の
間
、
日
陰
に
追
い

後
に
全
世
界
に
知
れ
渡
っ
た
の
で
あ
る
が
、
シ
ン
テ
ィ
と
ロ
マ

や
ら
れ
、
公
共
の
注
目
を
浴
び
る
こ
と
は
な
か
っ
芯
。
そ
の
意
味
で
は
、
戦
後
に
お
い
て
も
、
長
年
、
補
償
の
枠
外
に
と
ど
め
ら
れ
た
の

(301) 

い
ま
だ
継
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
ジ
プ
シ
ー
問
題
」

(
Ni
g
e
u
n
e
r
p
l
a
g
e
)
 
の
解
決
は
、
カ
イ
ザ
ー
・
ラ
イ
ヒ
や
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
に
お
い
て
も
、
ま
た
、

（
珈
）

ナ
チ
時
代
の
初
期
に
お
い
て
も
、
専
ら
警
察
の
課
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
警
察
の
「
ジ
プ
シ
ー
対
策
」
は
、
効
果
を
挙
げ
て
い
な

か
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
警
察
が
、
実
務
的
に
は
、
自
ら
の
管
轄
領
域
か
ら
ジ
プ
シ
ー
を
追
い
出
す
こ
と
の
み
を
目
的
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。

で
あ
っ
這
。
も
と
よ
り
、

ジ
プ
シ
ー
に
対
す
る
対
策
の
共
通
項
は
、
逆
説
的
で
あ
る
が
、
ジ
プ
シ
ー
の
「
定
住
化
」

(
S
e
B
h
a
f
t
m
a
c
h
u
n
g
)

ど
の
ゲ
マ
イ
ン
デ

（
郡
）
も
自
分
達
の
土
地
に
定
住
さ
れ
て
は
こ
ま
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
「
定
住
化
」
と
は
、
追
放
政
策

の
核
心
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
だ
、
ジ
プ
シ
ー
対
策
は
、

ル
共
和
国
な
ど
の
従
来
の
も
の
と
変
わ
ら
ず
、
ジ
プ
シ
ー
と
は
社
会
に
適
応
せ
ず
、
放
浪
し
、
都
市
秩
序
を
乱
す
非
社
会
者

(
A
s
o
z
i
a
l
e
)
 
と
理
解
さ
れ
、

ナ
チ
的
迫
害
の
一
般
的
指
針
が
定
立
さ
れ
て
い
た
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

函）

年
に
か
け
て
、
ジ
プ
シ
ー
対
策
は
、
徐
々
に
、
厳
し
い
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
た
。
例
え
ば
、
シ
ン
テ
ィ
と
ロ
マ
に
提
供
さ
れ
た
私
有
地

は
閉
鎖
さ
れ
、
有
刺
鉄
線
で
囲
ま
れ
た
場
所
に
集
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
遺
伝
病
を
も
つ
子
孫
の
予
防
の

た
め
の
法
律
」
に
よ
っ
て
断
種
さ
れ
た
ジ
プ
シ
ー
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

（
一
四
七

0
)

カ
イ
ザ
ー
ラ
イ
ヒ
、

ワ
イ
マ
ー

こ
の
よ
う
に
、
ジ
プ
シ
ー
の
迫
害
お
よ
び
絶
滅
政
策
に
つ
い
て
は
、
当
初
か
ら
ヒ
ト
ラ
ー
や
ヒ
ム
ラ
ー
な
い
し
ハ
イ
ト
リ
ッ
ヒ
に
明
確

な
綱
領
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
場
合
の
よ
う
な
、
ジ
プ
シ
ー
問
題
の
「
最
終
的
解
決
」
が
決
定
さ
れ
た
「
ヴ
ァ
ン
ゼ
ー

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

一
四

一
九
三
五
年
か
ら
一
九
三
八



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

さ
ら
に
、
最
近
の
研
究
に
よ
れ
ば
、

者
は
す
べ
て
警
察
的
予
防
拘
禁
に
付
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。

会
議
」
は
存
在
せ
ず
、
ジ
プ
シ
ー
は
、
社
会
か
ら
「
付
随
的
に
」
隔
離
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ナ
チ
ス

は
、
ジ
プ
シ
ー
に
は
ド
イ
ツ
民
族
に
と
っ
て
の
脅
威
を
感
じ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
仰
々
し
く
構
え
な
く
と
も
抹
殺
で
き
る
た
ん

（
顆
）

な
る
厄
介
な
非
社
会
者
、
寄
生
虫
だ
と
み
な
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

一
九
三
五
年
の
「
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
」
は
、
明
示
的
に
言
及
し

一
九
三
六
年
は
、
ジ
プ
シ
ー
対
策
に
と
っ
て
転
回
点
を
な
す
。
こ
の
年
、

三
七
年
初
頭
に
は
、

一
九
三
八
年
五
月
一
六
日
に
は
、

一
九
四
四
年
八
月
ま
で
に
お

ヒ
ム
ラ
ー
が
「
ラ
イ
ヒ
内
務
省
の
ド
イ
ツ
警
察
長
官
」
に
任

函）

命
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ジ
プ
シ
ー
に
対
す
る
ラ
イ
ヒ
統
一
的
な
弾
圧
の
体
制
が
整
え
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
遅
く
と
も
一
九

ヒ
ム
ラ
ー
は
、
「
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ラ
ン
ト
刑
事
警
察
署
」
に
ジ
プ
シ
ー
対
策
を
集
中
さ
せ
た
。

多
く
の
都
市
に
お
い
て
特
に
ジ
プ
シ
ー
の
た
め
の
収
容
所
が
設
立
さ
れ
た
。
と
く
に
首
都
ベ
ル
リ
ン
か
ら
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
間
、
「
ジ

(307)

（瑯）

プ
シ
ー
を
な
く
す
る
」
た
め
に
、
ジ
プ
シ
ー
の
大
量
拘
禁
が
行
わ
れ
た
。
一
九
三
七
年
に
は
「
予
防
的
犯
罪
闘
争
の
た
め
の
基
本
布
告
」

が
発
せ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
職
業
犯
人
や
慣
習
犯
人
で
な
く
と
も
、
「
そ
の
非
社
会
的
な
行
為
に
よ
っ
て
一
般
公
衆
を
危
険
に
陥
れ
る
」

一
九
三
七
年
に
は
、
ま
た
、
ド
イ
ツ
・
ラ
イ
ヒ
領
域
に
お
け
る
す
べ
て
の

)
0
 

函）

ジ
プ
シ
ー
の
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
「
人
種
生
物
学
的
」
把
握
、
調
査
お
よ
び
鑑
定
が
始
ま
っ
ナ
神
経
医
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
リ
ッ
タ
ー

(
R
o
b
e
r
t
 Ritter)

教
授
の
指
導
下
に
ラ
イ
ヒ
健
康
局
人
種
衛
生
研
究
所
に
お
い
て
活
動
し
た
研
究
者
は
、

よ
そ
三
万
人
の
ジ
プ
シ
ー
を
「
鑑
定
」
し
、
強
制
収
容
所
へ
の
移
送
の
疑
似
科
学
的
基
礎
を
準
備
し
た
。

ベ
ル
リ
ン
の
「
ラ
イ
ヒ
刑
事
警
察
署
」

(Reichskriminalpolizeiamt)

タ
ー
」

(Reichszentrale
z
u
r
 B
e
k
a
m
p
f
u
n
g
 d
e
s
 Z
i
g
e
u
n
e
r
u
n
w
e
s
e
n
s
)
 

て
い
な
い
が
、
も
と
よ
り
ジ
プ
シ
ー
に
も
該
当
す
る
。

に
「
ジ
プ
シ
ー
の
悪
行
の
克
服
の
た
め
の
ラ
イ
ヒ
・
セ
ン

(310) 

の
設
立
が
命
じ
ら
れ
た
。

一
九
三
九
年
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
侵
攻
し
、
戦
争
状
態
に
入
っ
た
時
に
、

一
四
三

ナ
チ
の
ジ
プ
シ
ー
弾
圧
政

（
一
四
七
一
）

一
九
三
六
年
以
降
、



人
が
、
ガ
ス
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
。

（
一
四
七
二
）

策
が
、
転
回
点
を
迎
え
る
。
こ
の
時
点
で
、
新
た
な
ジ
プ
シ
ー
の
絶
滅
政
策
に
つ
な
が
る
段
階
が
始
ま
る
の
で
あ
る
一
九
三
九
年
一
〇

月
一
七
日
に
は
、
ラ
イ
ヒ
保
安
本
部

(
R
S
H
A
)
は
、
ジ
プ
シ
ー
と
ジ
プ
シ
ー
の
混
血
は
、
そ
の
住
所
ま
た
は
そ
の
居
所
を
離
れ
て
は

な
ら
な
い
と
規
定
し
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
ヘ
の
ジ
プ
シ
ー
の
輸
送
が
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

ハ
ル
ト
・
ハ
イ
ト
リ
ッ
ヒ
の
秘
密
文
書
は
、
ラ
イ
ヒ
の
西
お
よ
び
北
西
部
分
の
二
五

0
0
人
の
ジ
プ
シ
ー
を
、

五
月
中
旬
に
、
総
督
領

一
九
四
二
年
四
月
一
日
か
ら
、
ジ
プ
シ
ー
は
、
社
会
法
・
労
働
法
の
問
題
に
お
い
て
ユ

ダ
ヤ
人
と
同
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

(312) 

ツ
命
令
」

(
A
u
s
c
h
w
i
t
z
e
r
l
a
B
)

が
、
ジ
プ
シ
ー
迫
害
政
策
の
終
着
点
を
示
し
て
い
る
。

一
九
四
二
年
―
二
月
一
六
日
の
ラ
イ
ヒ
ス
フ
ュ
ー
ラ

l
s
S
の
い
わ
ゆ
る
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ

す
べ
て
の
ジ
プ
シ
ー
を
、
何
週
間
か
の
間
に
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
ジ
プ
シ
ー
強
制
収
容
所
に
輸
送
す
る
命
令
（
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
命

一
九
四
三
年
三
月
二
三
日
に
「
従
来
、
九
千
人
以
上
の
ジ
プ
シ
ー
混
血
が
ズ
テ
ー
テ
ン
ラ
ン
ト
の
特
別

ジ
プ
シ
ー
収
容
所
に
集
中
さ
せ
ら
れ
た
」
と
報
告
し
て
い
和
。
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
で
は
、
ジ
プ
シ
ー
は
、
「
ジ
プ
シ
ー
家
族
収
容
所
」

(
N
 igeunerfamilienlager)

に
収
容
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
特
別
の
絶
滅
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
彼
ら
は
、

明
示
的
で
は
な
い
に
し
て
も
、
疑
い
な
く
殺
害
さ
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
。
ジ
プ
シ
ー
収
容
所
は
、

一
七
カ
月
の
間
、
存
続
し
た
。
お
よ
そ

二
万
三
千
人
の
そ
こ
に
収
容
さ
れ
た
者
1

そ
の
う
ち
一
万
七
三
七
人
が
、
旧
ラ
イ
ヒ
か
ら
、
二
千
三
四
三
人
が
「
オ
ス
ト
・
マ
ル
ク
」

か
ら
輸
送
さ
れ
た
者
で
あ
っ
た
ー
の
う
ち
、
二
万
七
八
人
が
死
亡
し
、
三
二
人
が
、
逃
亡
し
よ
う
と
し
て
射
殺
さ
れ
た
。
六
千
四
三
二

一
万
三
千
六
一
四
人
が
収
容
所
の
生
活
状
態
に
耐
え
ら
れ
ず
死
亡
し
た
。

一
九
四
四
年
八
月
二
日
・

三
日
の
夜
、
ジ
プ
シ
ー
収
容
所
は
、
処
分
さ
れ
、
収
容
さ
れ
た
者
達
は
、
ト
ラ
ッ
ク
で
ガ
ス
室
に
輸
送
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
殺
さ
れ
た
者

の
数
に
つ
い
て
は
、
二
千
九

0
0
人
か
ら
四
千
人
と
言
わ
れ
て
い
、
和
。

令
）
を
発
し
た
。
リ
ッ
タ
ー
は
、

（
ポ
ー
ラ
ン
ド
）
に
輸
送
す
る
よ
う
命
令
し
た
。

関
法

第
四
二
巻
第
六
号

一
九
四
三
年
初
頭
に
、
ラ
イ
ヒ
保
安
本
部
は
、

一
九
四

0
年
四
月
か
ら
は
、
ラ
イ
ン

一
四
四



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

そ
の
他
の
被
迫
害
者
の
場
合
と
同
様
に
、
補
償
法
に
よ
る
給
付
は
、
個
々
の
事
案
に
お
い
て
行
わ
れ
た
不
法
な
処
分
が
、
連
邦
補
償
法

一
条
に
お
い
て
列
挙
さ
れ
た
理
由
、

い
た
場
合
に
の
み
、
考
察
に
の
ぼ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
迫
害
理
由
が
な
い
限
り
、
処
分
は
違
法
で
あ
っ
て
も
、

る
も
の
と
し
て
、
連
邦
補
償
法
の
適
用
を
否
定
す
る
の
が
、
通
常
の
実
務
で
あ
り
、
裁
判
所
も
、
ジ
プ
シ
ー
に
対
す
る
ナ
チ
達
の
迫
害
処

分
は
、
犯
罪
予
防
的
理
由
や
戦
争
に
よ
る
理
由
な
ど
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
「
非
社
会
的
性
質
」
に
よ
る
も
の
と
説
明
し
て
、
人

(315) 

種
的
理
由
か
ら
の
迫
害
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
ジ
プ
シ
ー
に
は
、
原
則
と
し
て
補
償
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
が

五
0
年
代
の
状
況
で
あ
っ
た
。

五
0
0
人
の
ジ
プ
シ
ー
を
ラ
イ
ヒ
の
西
の
国
境
遅
滞
か
ら
「
総
督
領
」
に
輸
送
し
た
動
機
を
調
査
し
、
人
種
的
理
由
に
よ
る
ジ
プ
シ
ー
の

と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
し
く
ナ
チ
の
人
種
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
帰
結
す
る
「
巽
質
」
で
「
危
険
な
」
ジ
プ
シ
ー
と
い
う
観
念

こ
の
一
九
五
六
年
一
月
七
日
の
連
邦
裁
判
所
の
判
決
を
詳
し
く
紹
介
し
よ
う
。

[
判
旨
〕

を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

一
般
的
迫
害
は
、

し
て
い
た
。
連
邦
裁
判
所
は
、

そ
し
て
、

一
般
に
実
務
上
、
ジ
プ
シ
ー
に
対
す
る
集
団
的
迫
害
は
、

に
よ
る
賠
償
請
求
が
、

②
 

つ
ま
り
、

一
四
五

一
九
四

0
年
五
月
に

ナ
チ
ズ
ム
に
対
す
る
政
治
的
敵
対
、
人
種
的
理
由
、
信
仰
上
、
世
界
観
上
の
理
由
に
基
づ

一
般
的
戦
災
法

(
A
K
G
)

一
般
的
法
規
定
と
の
関
係
で
考
察
に
の
ぼ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
ジ
プ
シ
ー
の
場
合
に
は
、
迫
害
理
由
が
別
に
あ

一
九
四
三
年
に
な
っ
て
初
め
て
開
始
さ
れ
る
と
い
う
見
解
が
普
及

一
九
五
六
年
一
月
七
日
の
そ
の
原
則
的
判
淀
に
お
い
て
、
こ
の
実
務
に
従
っ
た
。

一
九
四
三
年
三
月
一
日
、

つ
ま
り
、

い
わ
ゆ
る
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
命
令
の
発
効
し
た
日
か
ら
初
め
て
行
わ
れ
た
も
の

補
償
事
件
に
お
け
る
判
例
の
中
に
は
、
強
制
移
住
作
戦
の
判
断
に
当
た
っ
て
著
し
い
見
解
の
相
違
が
あ
る
。
文
献
に
お
い
て

ジ
プ
シ
ー
に
対
す
る
補
償
実
務
の
変
遷

（
一
四
七
三
）



的
警
察
処
分
の
枠
内
に
と
ど
ま
る
」
。

は
、
プ
レ
ッ
シ
ン
／
ヴ
ィ
ル
デ
ン
や
ベ
ッ
カ
ー
／
フ
ー
バ
ー
／
キ
ュ
ス
タ
ー
の
注
釈
書
は
、
強
制
移
住
作
戦
は
、

事
的
考
慮
に
基
づ
い
て
い
た
、
あ
る
い
は
軍
事
的
・
保
安
的
措
置
で
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
り
、
ま
た
、

二
月
一
六
日
な
い
し
一
九
四
三
年
一
月
二
九
日
の
ヒ
ム
ラ
ー
の
い
わ
ゆ
る
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
命
令
が
初
め
て
ジ
プ
シ
ー
問
題
に
対
す
る

ナ
チ
の
権
力
者
の
態
度
に
お
け
る
基
本
的
な
転
回
点
を
意
味
す
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
本
法
廷
も
、
こ
の
見
解
に
従
う
。

「
控
訴
審
裁
判
官
が
、
二
五

0
0
人
の
ジ
プ
シ
ー
を
西
側
の
国
境
地
帯
か
ら
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
総
督
領
に
強
制
移
住
さ
せ
る
こ
と
を
命
じ
、

そ
し
て
、
こ
の
強
制
移
住
の
実
施
を
詳
し
く
規
制
し
た
一
九
四

0
年
四
月
二
七
日
の
ラ
イ
ヒ
ス
フ
ュ
ー
ラ
ー

S
S
お
よ
び
ド
イ
ツ
警
察
長

官
の
速
達
に
与
え
た
評
価
に
は
、
賛
成
で
き
な
い
。
控
訴
審
の
判
決
に
お
い
て
は
、
こ
の
処
分
が
、
人
種
と
し
て
の
ジ
プ
シ
ー
に
対
し
て

行
わ
れ
た
措
置
の
一
連
の
も
の
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
控
訴
審
の
裁
判
官
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
一
九
三
八
年
ニ
―
月

八
日
の
回
状
命
令
を
も
っ
て
始
ま
り
、

の
命
令
に
よ
っ
て
、
ジ
プ
シ
ー
は
、
労
働
法
上
、

ラ
ー
S
S
の
悪
評
高
い
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
命
令
に
お
い
て
頂
点
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
控
訴
審
裁
判
官
が
重
要
な
意
義
を
与
え

る
一
九
三
八
年
―
二
月
八
日
の
…
…
回
状
を
眼
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
そ
れ
は
、
人
種
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
観
点
の
強
調
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
人
種
そ
の
も
の
が
、
そ
れ
に
関
係
す
る
命
令
に
対
す
る
根
拠
で
は
な
く
、
す
で
に
述
べ
た
ジ
プ
シ
ー
の
非
社
会
的
性
質
な
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
…
…
」
。
「
こ
の
命
令
に
規
定
さ
れ
た
措
置
は
、
そ
の
本
質
上
、
特
殊
人
種
迫
害
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ

え
ず
、
ま
だ
、
警
察
上
の
予
防
・
保
安
措
置
の
枠
内
に
と
ど
ま
る
」
。
「
一
九
三
九
年
一

0
月
一
七
日
の
ラ
イ
ヒ
保
安
局
の
速
達
も
、
予
防

「
し
か
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
上
告
に
つ
き
、
訴
え
が
完
全
な
範
囲
で
拒
絶
さ
れ
る
と
い
う
結
論
は
導
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
原
告
は
、

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

一
九
四
二
年
三
月
一
三
日
の
ジ
プ
シ
ー
の
処
遇
に
関
す
る
命
令
で
続
行
さ
れ
、
最
後
に
挙
げ
た
こ

ユ
ダ
ヤ
人
と
同
視
さ
れ
、
そ
し
て
、

一
九
四
二
年
ご
一
月
一
六
日
の
ラ
イ
ヒ
ス
フ
ュ
ー

一
四
六

一
九
四
二
年
一

一
九
四

0
年
に
専
ら
軍

（
一
四
七
四
）



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

一
四
七

一
九
四
二
年
―
二
月
一
六
日
の
す
で
に
言
及
し
た
ヒ
ム
ラ
ー
の
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
命
令
に
よ
っ
て
も
、
拘
禁
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
命
令

は
い
わ
ゆ
る
『
第
三
帝
国
』

の
ジ
プ
シ
ー
対
策
の
決
定
的
な
転
回
点
を
意
味
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
判
例
と
文
献
に
お
け
る
一
般
的
な

合
意
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
全
ジ
プ
シ
ー
を
ナ
チ
ズ
ム
の
人
種
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
の
み
説
明
さ
れ
う
る
処
分
に
服
さ
せ
る
も
の
で
あ

一
九
五
五
年
三
月
一
日
の
そ
の
判
決
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
に
し
て
拘
禁
さ
れ
た
ジ
プ
シ
ー
に
は
、

連
邦
補
償
法
に
よ
る
補
償
請
求
権
は
、
ジ
プ
シ
ー
ま
た
は
ジ
プ
シ
ー
の
混
血
が
、

命
令
の
実
施
に
と
っ
て
決
定
的
な
時
点
で
あ
る
が
1

人
種
的
理
由
か
ら
も
拘
禁
さ
れ
た
と
き
に
は
、
認
め
ら
れ
う
る
」
。

し
か
し
、
実
際
に
は
、

ナ
チ
ス
は
、
当
初
か
ら
ジ
プ
シ
ー
を
迫
害
し
て
い
た
。
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
カ
ル
ト
と
グ
ロ
プ
ケ
の
ド
イ
ツ
人
種
立
法

コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
「
種
の
異
な
っ
た
血
を
も
つ
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
通
常
、

(317) 

ヤ
人
と
ジ
プ
シ
ー
の
み
で
あ
る
」
。
こ
の
判
決
の
後
、
カ
ル
ヴ
ェ
リ
ー
ア
ド
ル
ノ
は
、
シ
ン
テ
ィ
の
運
命
に
つ
い
て
、
「
毎
日
、
千
人
づ
つ

の
輸
送
に
お
い
て
二
万
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
五
千
人
の
ジ
プ
シ
ー
が
一
九
四
一
年
一

0
月
一
五
日
か
ら
―
一
月
八
日
ま
で
の
間
に
、
リ
ッ
ツ

マ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
の
ゲ
ッ
ト
ー
に
運
ば
れ
た
」
、
「
約
二
万
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
な
ら
び
に
ほ
ぼ
一
五

0
0
人
の
ジ
プ
シ
ー
の
残
り
の
者
達
が
、

射
殺
さ
れ
る
べ
き
男
達
が
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
ゲ
ッ
ト
ー
と
し
て
の
ベ
ル
グ
ラ
ー
ド
の
町
の
い
わ
ゆ
る
ジ
プ
シ
ー
地

(318) 

区
に
集
め
ら
れ
た
」
な
ど
と
書
い
て
い
る
。

一
九
八
六
年
の
「
連
邦
議
会
の
報
告
書
」
は
、
「
一
九
五
六
年
の
連
邦
裁
判
所
の
判
断
は
、
比
較
的
小
さ
な
実
務
的
影
響
を
も
っ
た
に

(319) 

す
ぎ
な
い
、
な
ぜ
な
ら
、
補
償
官
庁
と
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
す
で
に
一
九
六
三
年
以
前
に
そ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
と

し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
連
邦
裁
判
所
の
判
決
が
実
務
上
も
た
ら
し
た
申
請
者
へ
の
影
響
は
、
図
り
知
れ
な
い
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
あ

る
。
次
の
例
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
あ
る
ジ
プ
シ
ー
の
女
性
が
一
九
三
九
年
に
そ
の
家
族
と
と
も
に
、
ベ
ル
ギ
ー
に
亡
命
し
た
。
補
償

る
。
…
…
本
法
廷
が
、

（
一
四
七
五
）

ユ
ダ

一
九
四
三
年
一
二
月
一
日
以
降
の
時
期
に
、

1

こ
れ
は



）
で
は
、

申
請
を
し
た
と
き
、
役
所
は
、
「
貴
女
は
確
か
に
ハ
ッ
セ
ル
ト
／
ベ
ル
ギ
ー
に
移
住
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
、
貴
女
と
貴
女

の
家
族
に
移
住
を
決
意
さ
せ
た
ナ
チ
の
迫
害
処
分
が
ど
こ
に
見
ら
れ
る
の
か
証
明
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

ジ
プ
シ
ー
に
実
施
さ
れ
た
様
々
な
処
分
は
、
秩
序
警
察
上
の
、
お
よ
び
戦
争
に
よ
る
理
由
か
ら
行
わ
れ
た
も
の
で
す
」
と
書
き
送
っ
た
。(320) 

こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
迫
害
さ
れ
た
ジ
プ
シ
ー
に
挙
証
責
任
を
負
わ
せ
て
い
る
の
が
ど
の
よ
う
に
問
題
で
あ
る
か
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

(321) 

こ
の
一
九
五
三
年
判
決
は
、
そ
の
後
の
連
邦
裁
判
所
判
決
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
連
邦
裁
判
所
は
、

(322) 

二
月
一
八
日
の
判
決
で
、
新
た
な
資
料
の
発
見
に
基
づ
い
て
、

〔
判
旨
〕

一
九
一
二
五
年
か
ら
、
遅
く
と
も
一
九
三
八
年
か
ら
集
団
的
迫
害
が
始
ま
っ

「
·
…
•
•
こ
れ
に
対
し
て
、
控
訴
審
は
、
ジ
プ
シ
ー
に
対
す
る
権
力
的
処
分
に
お
い
て
、一

般
的
行
政
命
令
の
解
釈
に
あ
た
っ

一
九
四
三
年
一
月
二
九
日
の
い
わ
ゆ
る
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
命
令
以
前
に
も
、
人
種
的
迫
害
の
理
由
が
少
な
く
と
も
共
同
原
因
的
で
あ
っ

た
、
し
か
も
一
九
四

0
年
四
月
お
よ
び
五
月
に
実
施
さ
れ
た
一
一
五

0
0
人
の
ジ
プ
シ
ー
の
輸
送
に
対
し
て
そ
う
で
あ
っ
た
と
述
ぺ
る
。
こ

一
九
六
一
年
五
月
二
日
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
判
決
お
よ
び
一
九
五
九
年
三
月
一
六
日
の
ケ
ル
ン
上
級
ラ

ン
ト
裁
判
所
の
判
決
に
お
い
て
行
わ
れ
た
認
定
と
、
本
法
廷
に
以
前
の
判
例
に
は
ま
だ
提
供
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
資
料
、
と
く
に
ー
後

に
も
っ
と
詳
し
く
触
れ
る
が
、
一
九
三
八
年
八
月
の
ガ
ウ
ラ
イ
タ
ー
で
あ
っ
た
ポ
ル
シ
ー
博
士
の
追
悼
論
文
集
に
基
づ
く
も
の
で
あ

る
。
そ
の
論
文
集
に
よ
っ
て
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
そ
れ
が
重
要
な
党
の
事
務
局
に
配
布
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な

い
と
認
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
資
料
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
『
ジ
プ
シ
ー
対
策
』

的
理
由
も
、
命
令
に
対
し
て
共
同
原
因
的
で
あ
っ
た
と
い
う
結
論
に
達
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
法
的
に
は
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
し
、
上
告
審
に
と
っ
て
も
拘
束
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
事
実
審
裁
判
官
は
、

た
と
い
う
見
解
へ
と
訂
正
し
た
。

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

の
そ
の
後
の
展
開
に
よ
っ
て
、
控
訴
審
が
、
人
種

一
九
四
二
年
ニ
―
月
一
六
日
お
よ
び

一
九
六
三
年

一
九
三
七
年
か
ら
一
九
四
二
年
に

一
四
八

（
一
四
七
六
）



最
高
裁
判
所
の
こ
の
判
例
変
更
に
基
づ
い
て
、

一
九
六
五
年
の
連
邦
補
償
法
の
四
条
二
項
が
、

よ
う
な
動
機
が
共
同
決
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
で
十
分
で
あ
る
」
。

「
こ
の
控
訴
審
の
事
実
的
認
定
は
、

一
四
九

一
九
三
八
年
か
ら
一
九
四
三
年
に
被
っ

一
九
四

0
年
四
月
と
五
月
の
ジ
プ

て
、
そ
の
命
令
そ
の
も
の
の
み
で
な
く
、
命
令
自
体
か
ら
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
事
実
を
も
考
慮
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ

る
」
。
…
…
「
控
訴
審
に
よ
っ
て
継
受
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
論
述
に
よ
れ
ば
、

一
九
三
八
年
―
二
月
八
日
の

命
令
が
、
す
で
に
、
そ
れ
が
、
全
ジ
プ
シ
ー
の
認
識
的
統
計
に
よ
っ
て
準
備
を
始
め
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
種
的
理
由
に
よ
る
ジ
プ

シ
ー
問
題
の
最
終
的
解
決
の
準
備
に
役
立
っ
て
い
た
。
…
…
一
九
三
九
年
一
二
月
一
日
の
ラ
イ
ヒ
刑
事
警
察
局
の
実
施
指
令
に
お
い
て
、
こ

の
統
計
の
人
種
政
策
的
目
的
と
し
て
、
ド
イ
ツ
民
族
か
ら
の
ジ
プ
シ
ー
の
人
種
的
選
別
お
よ
び
そ
の
他
の
処
分
の
準
備
に
言
及
さ
れ
た

…
…
」
。

一
九
三
五
年
以
降
、

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
上
級
裁
判
所
が
言
う
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
一
九
三
八
年

以
降
、
ジ
プ
シ
ー
に
向
け
ら
れ
た
措
置
に
と
っ
て
、
た
ん
に
軍
事
的
・
保
安
対
策
的
な
動
機
で
は
な
く
、
人
種
政
策
的
な
動
機
が
共
同
原

因
的
で
あ
っ
た
と
い
う
認
定
を
正
当
化
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
第
一
に
挙
げ
ら
れ
た
動
機
が
、

シ
ー
輸
送
を
そ
れ
自
体
で
す
で
に
完
全
に
正
当
化
し
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
人
種
政
策
的
動
機
は
全
く
問
題
に
な
ら
な
い
、
と
い
っ
て
異
議

を
唱
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
連
邦
補
償
法
の
適
用
に
と
っ
て
は
、
い
か
な
る
動
機
が
こ
の
措
置
の
基
礎
に
さ
れ
た
か
が

決
定
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
際
、
人
種
的
動
機
だ
け
が
決
定
的
だ
っ
た
こ
と
は
必
要
で
な
い
。
連
邦
補
償
法
二
条
の
適
用
に
は
、
そ
の

た
迫
害
に
対
す
る
補
償
請
求
を
確
定
判
決
を
も
っ
て
拒
否
さ
れ
た
ジ
プ
シ
ー
は
、
手
続
の
再
開
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
た
の

(323) 

で
あ
っ
た
。
こ
の
一
九
六
五
年
の
終
結
法
は
、
迫
害
さ
れ
た
ジ
プ
シ
ー
に
と
っ
て
は
本
質
的
な
改
善
を
意
味
し
た
。

連
邦
補
償
法
に
よ
れ
ば
、
そ
の
申
請
が
拒
否
さ
れ
た
ジ
プ
シ
ー
は
、
上
述
の
時
期
に
一
般
戦
災
法
に
よ
る
補
償
を
受
け
た
。

（
一
四
七
七
）



①
断
種
に
対
し
て
人
種
上
の
、
ま
た
は
そ
の
他
の
連
邦
補
償

強
制
断
種
手
術
を
受
け
た
者
は
、
次
の
給
付
を
受
け
る
。

局
の
大
雑
把
な
推
定
に
よ
れ
ば
、
断
種
の
被
害
者
は
、

⑨
断
種
お
よ
び
安
楽
死
の
被
害
者
に
対
す
る
給
付

解
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。
連
邦
政
府
は
、

一
九
八
六
年
現
在
、

（
一
四
七
八
）

一
九
六
六
年
九
月
三

0
日
ま
で
に
ー
ー
責
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
怠
慢
に

一
九
六
九
年
―
二
月
三
一
日
ま
で
ー
一
九
五
六
年
の
連
邦
裁
判
所
の
判
例
に
基
づ
い
た
判
断
の
修
正
を
申
請
す
る
こ
と

人
種
的
に
迫
害
さ
れ
た
シ
ン
テ
ィ
と
ロ
マ
お
よ
び
他
の
理
由
で
迫
害
さ
れ
た
者
に
な
さ
れ
た
給
付
の
数
に
つ
い
て
は
、
分
か
ら
な
い
と

さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
補
償
官
庁
が
、
被
迫
害
者
集
団
別
の
統
計
を
も
た
ず
、
連
邦
補
償
法
上
に
お
い
て
挙
げ
ら
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の

理
由
別
の
統
計
を
も
作
成
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
連
邦
領
域
に
お
い
て
補
償
年
金
を
連
邦
補
償
法
に
よ
っ
て
、

受
領
し
て
い
た
全
体
数
は
、
推
定
で
少
な
く
と
も
―
二

0
0名
で
あ
り
、
連
邦
補
償
法
に
よ
る
病
人
援
護
の
受
領
者
数
は
、
推
定
で
四

0

(325) 

0
0
名
を
越
え
る
と
見
積
も
ら
れ
て
い
る
。

一
九
六
0
年
代
中
頃
か
ら
七

0
年
代
に
か
け
て
、
ド
イ
ツ
で
も
市
民
権
運
動
が
盛
ん
に
な
り
、
少
数
者
や
社
会
的
周
辺
グ
ル
ー
プ
に
理

一
九
八
二
年
―
二
月
ニ
―
日
の

S
P
D
と
F
D
P
会
派
議
員
団
の
質
問
、
お
よ
び
グ
リ
ュ
ン

ネ
ン
の
会
派
議
員
団
か
ら
の
質
問
に
対
す
る
回
答
に
お
い
て
、
シ
ン
テ
ィ
と
ロ
マ
の
生
活
状
況
の
欠
陥
部
分
と
改
善
の
方
策
に
つ
い
て
示

唆
し
た
が
、
さ
ら
に
一
九
八
六
年
の
「
報
告
書
」
に
お
い
て
も
、
具
体
的
な
項
目
に
つ
い
て
改
善
す
べ
き
問
題
を
指
摘
し
た
。

(327) 

一
九
三
三
年
か
ら
一
九
四
五
年
の
間
に
断
種
を
施
さ
れ
、
ま
た
、
安
楽
死
さ
せ
ら
れ
た
被
害
者
の
数
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
連
邦
統
計

一
九
八
六
年
九
月
一
日
の
数
字
で
約
八
万
九
千
人
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

よ
る
場
合
は
、

(324) 

が
で
き
た
。

連
邦
補
償
法
終
結
法
四
条
一
号
二
項
お
よ
び
四
項
に
よ
れ
ば
、

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

一
五
〇



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

⑩
強
制
労
働
従
事
者
に
対
す
る
補
償

災
法
に
よ
る
損
害
賠
償
。

③
 

②
 

①
 断

種
は
原
則
と
し
て
労
働
能
力
の
低
下
に
繋
が
ら
な
い
の
で
、
少
数
の
例
外
は
あ
る
が
、
身
体
ま
た
は
健
康
に
対
す
る
損
害
に
対
す
る

（
碑
）

安
楽
死
の
被
害
者
に
対
す
る
法
律
規
定
と
し
て
は
、
そ
の
遺
族
に
次
の
よ
う
な
給
付
が
な
さ
れ
る
。

連
邦
補
償
法
一
条
に
列
挙
さ
れ
た
理
由
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
連
邦
補
償
法
一
五
条
以
下
に
よ
る
生
命
に
対
す
る
補
償
。

こ
の
よ
う
な
理
由
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
遺
族
が
扶
養
義
務
者
の
殺
害
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
そ
の
者
か
ら
現
在
扶
養
を
受
け
て

い
た
で
あ
ろ
う
と
認
め
ら
れ
る
限
り
で
、
連
邦
補
償
法
一
七
一
条
四
項
二
号
に
よ
る
厳
格
緩
和
。

す
で
に
連
邦
補
償
法
に
よ
っ
て
弁
償
さ
れ
た
の
で
は
な
い
物
的
損
害
が
存
在
す
る
限
り
で
、

年
金
を
受
け
な
い

③
 

②
 、。.,> 

④
 ま、

＇ 法
一
条
に
列
挙
さ
れ
た
迫
害
理
由
が
原
因
と
な
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
連
邦
補
償
法
に
よ
る
補
償
。

断
種
が
先
置
さ
れ
た
手
続
な
し
に
遺
伝
健
康
法
に
よ
っ
て
施
さ
れ
る
場
合
に
は
、
連
邦
補
償
法
一
七
一
条
四
項
一
号
の
特
別
規
定
に

よ
る
厳
格
緩
和
。

断
種
が
、
確
か
に
遺
伝
健
康
法
に
基
づ
く
が
、
こ
の
法
律
の
規
定
を
侵
害
し
て
、
ま
た
は
医
療
過
誤
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
場
合
に

一
般
的
法
規
定
と
の
関
係
で
、

一
九
八

0
年
の
連
邦
政
府
の
決
定
に
基
づ
い
て
、
申
請
に
対
し
て
、
す
で
に
別
に
給
付
を
受
け
て
い
な
い
限
り
で
、
五
千
マ
ル
ク
の

援
助
。
こ
の
援
助
に
対
す
る
条
件
は
、
侵
襲
が
労
働
能
力
の
低
下
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
申
請
の
期
限
は
定
め
ら
れ
て
い
な

（
連
邦
補
償
法
三
一
条
一
項
）
。

一
般
戦
災
法

(
A
K
G
)
に
よ
る
損
害
賠
償
。

一五

一
般
的
法
規
定
と
の
関
係
で
、

（
一
四
七
九
）

一
般
戦



連
邦
補
償
法
お
よ
び
連
邦
補
償
法
終
結
法
に
よ
る
元
強
制
労
働
従
事
者
に
対
す
る
補
償

上
の
団
体
、
施
設
ま
た
は
基
金
、

強
制
収
容
所
ま
た
は
そ
の
他
の
拘
禁
類
似
の
条
件
の
も
と
に
、

続
の
形
態
に
お
け
る
補
償
を
受
け
る
。
必
要
な
場
合
に
は
遺
族
扶
助
も
保
証
さ
れ
る
。

そ
の
他
、一

九
五
三
年
一

0
月
一
日
現
在
、

（
一
四
八

0
)

人
種
的
、
政
治
的
、
宗
教
的
ま
た
は
世
界
観
的
理
由
か
ら
迫
害
さ
れ
た
人
々
は
、
確
か
に
、
行
わ
れ
た
強
制
労
働
そ
れ
自
体
を
理
由
に
、

(329) 

補
償
に
対
し
て
特
別
な
請
求
権
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
ナ
チ
権
力
支
配
の
も
と
で
、
ラ
イ
ヒ
、
ラ
ン
ト
、
そ
の
他
の
公
法

ナ
チ
党
、
そ
の
支
部
ま
た
は
そ
の
付
属
団
体
の
担
当
所
、
ま
た
は
公
務
員
の
勧
誘
ま
た
は
同
意
を
得
て
、

ド
イ
ツ
企
業
に
給
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
被
迫
害
者
は
、
連
邦
補

償
法
に
よ
る
責
任
補
償
を
受
け
た
。
拘
禁
類
似
の
条
件
下
で
の
強
制
労
働
に
対
す
る
請
求
権
は
、
連
邦
補
償
法
の
四
三
条
三
項
に
よ
れ
ば
、

被
迫
害
者
が
、
労
働
の
投
入
時
以
外
に
は
、
拘
禁
類
似
条
件
の
も
と
で
暮
ら
し
た
の
で
な
い
場
合
に
も
、
存
在
し
た
。
強
制
労
働
に
よ
っ

て
被
っ
た
身
体
ま
た
は
健
康
へ
の
損
害
そ
し
て
職
業
上
の
生
存
に
お
け
る
損
害
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
年
金
、
元
金
補
償
お
よ
び
治
癒
手

ナ
チ
権
力
支
配
の
も
と
で
、
そ
の
国
籍
上
の
理
由
か
ら
、
人
権
に
反
す
る
条
件
下
で
強
制
労
働
を
さ
せ
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ

一
九
六
五
年
の
連
邦
補
償
法
終
結
法
第
六
条
の
意
味
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る

国
民
被
害
者
と
し
て
治
癒
手
続
、
年
金
お
よ
び
元
金
補
償

(
K
a
p
i
t
a
l
e
n
t
s
c
h
a
d
i
g
u
n
g
)

を
受
け
た
。
前
提
と
さ
れ
て
い
た
の
は
、
被
害

一
九
五
三
年
七
月
二
八
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
の
意
味
に
お
け
る
難
民
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

連
邦
補
償
法
一
条
の
意
味
に
お
け
る
、
ま
た
は
連
邦
補
償
法
終
結
法
六
条
に
よ
っ
て
補
償
さ
れ
た
強
制
労
働
従
事
者
の
意
味
に
お
け

る
被
迫
害
者
の
筵

連
邦
補
償
法
一
条
の
意
味
に
お
け
る
被
迫
害
者
の
数
、
ま
た
は
い
わ
ゆ
る
国
籍
被
害
者
と
し
て
補
償
さ
れ
る
強
制
労
働
者
の
数
に
関
す

る
報
告
は
、
諸
ラ
ン
ト
や
ケ
ル
ン
の
連
邦
官
庁
の
補
償
局
は
行
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
被
迫
害
者
集
団
も
、
迫
害
事
実
ま
た
は
損
害
事
実

②
 

者
が
、

て
継
続
的
な
身
体
ま
た
は
健
康
上
の
損
害
を
被
っ
た
人
々
は
、

①
 

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

一
五



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

④
私
的
合
意
に
よ
る
元
の
強
制
労
働
従
事
者
に
対
す
る
支
払

③
 

（
請
求
会
議
、

C
l
a
i
m
s
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
)
 
と
の
私
法

も
統
計
上
、
把
捉
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
被
迫
害
者
の
大
部
分
に
あ
っ
て
は
、
し
か
し
、
自
由
剥
奪
お
よ
び
強
制
労
働
が
拘
禁
類

似
の
条
件
の
下
で
、
自
由
剥
奪
損
害
の
補
償
お
よ
び
、
身
体
ま
た
は
健
康
に
対
す
る
損
害
に
対
す
る
補
償
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
限
り
で
、
連
邦
補
償
法
三
一
条
二
項
に
お
け
る
法
律
上
の
推
定
に
は
、
大
き
な
意
義
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も

一
年
の
強
制
収
容
所
拘
禁
お
よ
び
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
労
働
能
力
の
一
般
的
低
減
は
、
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
年
金
の
権
利
の
あ
る
迫
害
に

よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
た
労
働
能
力
低
減
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

あ
っ
て
、
年
金
請
求
権
の
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
よ
う
な
被
迫
害
者
、
と
く
に
ユ
ダ
ヤ
人
、
シ
ン
テ
ィ
、

ロ
マ
、
お
よ
び
追
放
さ
れ
た
集
団

連
邦
補
償
法
終
結
法
六
条
の
意
味
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
国
籍
被
害
者
に
対
す
る
、
身
体
ま
た
は
健
康
の
損
害
に
対
す
る
給
付
は
、
圧
倒

的
に
、
元
の
強
制
労
働
従
事
者
の
役
に
立
っ
た
。
た
だ
し
、
彼
ら
が
そ
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
籍
の
ゆ
え
に
と
く
に
差
別
的
で
有
害
な
処
分
に

晒
さ
れ
た
限
り
で
あ
る
。

法
律
上
の
補
償
規
定
の
枠
外
の
元
外
国
人
強
制
労
働
従
事
者
の
補
償

上
述
の
補
償
規
定
の
枠
外
で
の
外
国
人
強
制
労
働
従
事
者
が
、
損
害
賠
償
請
求
を
主
張
す
る
限
り
で
、

ン
ド
ン
の
債
務
条
約

(
L
S
c
h
A
)

が
反
対
し
た
。
強
制
労
働
の
ゆ
え
の
補
償
に
対
す
る
債
権
に
あ
っ
て
は
、
第
二
時
世
界
大
戦
と
の
関

(331) 

係
に
お
け
る
原
状
回
復
債
権
が
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
私
企
業
に
対
す
る
元
の
強
制
労
働
従
事
者
の
債
権
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。

若
干
の
ド
イ
ツ
の
企
業

(
I
.
G
・
フ
ァ
ル
ベ
ン
、
ジ
ー
メ
ン
ス
、

A

E

G
、
ク
ル
ッ
プ
、
ラ
イ
ン
メ
タ
ル
）

的
請
求
会
議

(
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
o
n
 J
u
w
i
s
h
 M
a
t
e
r
i
a
l
 C
l
a
i
m
s
 against G
e
r
m
a
n
y
)
 

の
所
属
員
の
数
は
、
極
め
て
少
な
い
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

一
九
五
三
年
八
月
二
四
日
の
ロ

一
五
三

は
、
対
独
ユ
ダ
ヤ
人
物

（
一
四
八
一
）

一
年
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
強
制
収
容
所
拘
禁
に



返
還
法
と
補
償
法
は
、
個
人
に
対
す
る
補
償
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

に
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
属
地
主
義
原
則
か
ら
、
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
は
補
償
が
制
限
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
と
く
に
、
個

ユ
ダ
ヤ
人
達
の
基
本
的
な
損
害
、

(336) 

す
で
に
一
九
三
九
年
か
ら
戦
争
中
を
通
じ
て
、
ド
イ
ツ
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
補
償
を
支
払
う
べ
き
だ
と
い
う
声
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の

よ
う
な
声
は
、
最
初
、
イ
ギ
リ
ス
や
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
、

物
の
間
で
広
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

①
 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
亡
命
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
で
、
財
界
や
学
者
と
し
て
指
導
的
な
人

一
九
四
四
年
に
ナ
チ
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
大
量
虐
殺
が
知
ら
れ
る
と
、
こ
の
声
は
、

ユ
ダ
ヤ
人
組
織
に
対
す
る
包
括
的
補
償
構
想
の
由
来

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

人
的
補
償
は
、

仰
外
国
に
対
す
る
補
償
給
付

上
の
協
定
に
基
づ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
企
業
に
お
い
て
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
行
わ
れ
た
強
制
労
働
に
対
し
て
示
談
金
を
支
払
う
用
意
が

(332) 

あ
る
と
宣
言
し
た
。
全
部
で
一
四
八
七
八
名
の
ユ
ダ
ヤ
人
強
制
労
働
者
に
対
し
て
、
総
額
五
一
九
＿
―
-
万
五

0
0
九
五
マ
ル
ク
が
支
払
わ
れ

(333) 
た
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
フ
リ
ッ
ク
・
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
に
お
い
て
も
、
総
力
戦
に
入
っ
た
時
代
に
は
―
二
万
人
か
ら
ニ
ニ
万
人
の
労
働
者

の
う
ち
四
万
人
が
外
国
人
労
働
者
だ
っ
た
と
い
う
証
拠
が
あ
る
。
三

0
パ
ー
セ
ン
ト
の
変
動
率
か
ら
み
て
、
少
な
く
と
も
六
万
人
の
外
国

人
労
働
者
が
働
い
て
い
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
強
制
労
働
に
従
事
し
て
い
た
の
は
、
四
万
八

0
0
0
人
か
ら
五
万
人
と
推
定

さ
れ
て
い
筵
。
し
か
し
、

一
九
八
六
年
ま
で
に
、

フ
リ
ッ
ク
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
に
何
ら
の
補
償
を
も
な
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

「
請
求
会
議
」
と
「
I
.
G
・
フ
ァ
ル
ベ
ン
、
ジ
ー
メ
ン
ス
、

A
E
G
、

代
の
「
奴
隷
労
働
」

(
S
k
l
a
v
e
n
a
r
b
e
i
t
)

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

（
一
四
八
二
）

ク
ル
ッ
プ
、
ラ
イ
ン
メ
タ
ル
」
と
の
合
意
が
、
ナ
チ
独
裁
の
時

(5) 

の
補
償
の
問
題
を
解
決
し
た
も
の
と
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

ユ
ダ
ヤ
人
に
対
し
て
加
え
ら
れ
た
不
法
に
適
正
に
償
う

つ
ま
り
、
彼
ら
が
社
会
的
に
根
無
し
草
に
さ
れ
た
と
い
う
損
害
を
補
償
す
る
も
の
で
は

一
五
四

ユ
ダ
ヤ
民
族
に
対
す



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

ユ
ダ
ヤ
人
組
織
|
|
ユ
ダ
ヤ
世
界
会
議
、

一
五
五

一
九
五
一
年
一
月
一
六
日
に
な
っ
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
は
、

一
九
四
一
年
に
バ
ル
チ
モ
ア
で
ユ
ダ
ヤ
世
界
会
議
の
大
会
が
開
催
さ

(337) 

(
N
a
h
u
m
 G
o
l
d
m
a
n
n
)

が
ド
イ
ツ
に
対
す
る
補
償
要
求
を
提
案
し
、
そ
の
年
に
、
重
要
な

ア
メ
リ
カ
ン
・
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
デ
ィ
ス
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ミ
テ
ィ

メ
リ
カ
・
ユ
ダ
ヤ
人
会
議
ー
が
、
戦
後
賠
償
と
補
償
の
問
題
を
調
査
し
始
め
た
。
敗
戦
国
が
、
戦
勝
国
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
自
国

の
迫
害
さ
れ
た
少
数
者
に
対
し
て
賠
償
を
支
払
う
と
い
う
の
は
、
従
来
の
国
際
法
の
原
理
か
ら
は
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

年
に
は
、
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
と
ア
メ
リ
カ
で
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
、
補
償
と
賠
償
の
問
題
を
取
り
扱
っ
た
二
冊
の
重
要
な
著
書
が
公
刊
さ
れ
た
。

(338)

（

339) 

ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
・
モ
ー
ゼ
ス
の
「
ユ
ダ
ヤ
人
の
戦
争
要
求
」
と
ネ
ヘ
ミ
ア
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
「
保
証
と
賠
償
ー
ユ
ダ
ヤ
人
の
観
占
~
」
で

あ
る
。
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
、
例
え
ば
、
そ
の
中
で
相
続
人
不
在
の
財
産
に
対
す
る
請
求
権
に
つ
い
て
論
じ
、
継
承
組
織
が
創
設
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
構
想
が
八
年
後
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

(
A
J
D
C
)
、
ア

(
C
h
a
i
m
 W
e
i
z
m
a
n
n
)

が
、
戦
後
初
め
て
戦
勝
四
カ
国
に
対
し
て
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
・
ユ
ダ
ヤ
人
代
表

)
0
 

(340) 

の
名
で
、
財
産
返
還
請
求
と
補
償
の
要
求
書
を
提
出
し
ャ
‘

長
く
ま
た
辛
抱
強
く
ド
イ
ツ
に
対
す
る
要
求
文
書
の
作
成
が
続
け
ら
れ
、

イ
ス
ラ
エ
ル
の
経
済
的
危
機
が
蔓
延
す
る
中
で
ヤ
ダ
ヤ
人
の
財
産
の
返
還
と
補
償
の
問
題
に
関
す
る
親
書
を
四
占
領
国
に
送
付
し
、
そ
の

中
で
、
こ
れ
ま
で
、
連
合
国
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
で
発
布
さ
れ
た
規
定
は
不
完
全
で
不
適
切
で
あ
る
と
説
明
し
、
法
律
を
拡
大
し
、
改
正
し

て
、
連
邦
共
和
国
が
、
諸
ラ
ン
ト
と
共
同
し
て
財
政
的
義
務
を
引
受
け
、
ド
イ
ツ
国
外
の
請
求
者
に
対
す
る
財
産
返
還
や
金
銭
支
払
の
手

続
を
促
進
す
る
よ
う
要
求
し
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
こ
の
要
求
を
、
戦
後
ド
イ
ツ
に
お
い
て
収
容
所
に
い
た
大
勢
の
「
強
制
転
地
さ
れ
た

人
々
」

(displaced
persons)

を
受
け
入
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
財
政
負
担
を
も
引
き
受
け
た
と
い
う
事
実
を
も
っ
て
根
拠
づ
け
た
。

は
、
チ
ャ
イ
ム
・
ヴ
ァ
イ
ツ
マ
ン

れ
、
当
時
の
会
長
ナ
フ
ム
・
ゴ
ル
ト
マ
ン

る
集
団
的
賠
償
の
要
求
へ
と
結
実
し
て
い
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、

（
一
四
八
三
）

一
九
四
五
年
九
月
二

0
日
に

一
九
四
四



政
府
と
交
渉
に
乗
り
出
し
た
。

回
答
が
な
か
っ
た
。
そ
の
他
の
西
側
連
合
国
は
、

一
人
あ
た
り
三
千
ド
ル
、
合
わ
せ
て
一
五
億
ド
ル

②
 
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
「
包
括
的
補
償
」
協
定

用
と
し
て
、

1
0
億
ド
ル
を
、
そ
し
て
東
ド
イ
ツ
は
、

こ
と
に
な
っ
た
が
、

な
っ
て
、

ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
は
、

一
九
五
一
年
九
月
二
六
日
に
連
邦
閣
議
で
承
認
さ
れ
た
。
そ

（
六
一
二
億
マ
ル
ク
）

（
一
四
八
四
）

ニ
ヶ
月
後
の
一
九
五
一
年
三
月
―
二
日
に
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
は
、
ド
イ
ツ
の
元
の
四
つ
の
占
領
諸
国
に
、
さ
ら
に
一
通
の
親
書
を

手
渡
し
た
。
そ
こ
で
は
、
初
め
て
、
包
括
的
要
求
が
文
章
化
さ
れ
、
根
拠
づ
け
ら
れ
、
五

0
万
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
の
編
入
の
た
め
の
費

の
支
払
を
要
求
し
た
。
そ
の
う
ち
、
連
邦
共
和
国
は

(341) 

五
億
ド
ル
を
引
き
受
け
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
親
書
に
対
し
て
は
、
ソ
連
か
ら
は

一
九
五
一
年
四
月
中
旬
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
大
蔵
省
次
官
の
ダ
フ
ィ
ッ
ト
・
ホ
ロ
ヴ
ィ
ッ

ツ
に
対
し
て
一
九
四
六
年
の
「
パ
リ
賠
償
協
定
」
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
に
さ
ら
に
賠
償
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
返
答

が
与
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
の
防
衛
費
負
担
が
計
画
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
連
合
国
の
駐
留
費
用
の
点
で
も
、
連
邦
共
和
国
の
財

政
状
態
で
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
要
求
を
満
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
直
接
に
ド
イ
ツ
連
邦

一
方
、
こ
の
要
求
書
に
つ
い
て
知
っ
た
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
は
、
こ
れ
が
ド
イ
ツ
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な

い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
交
渉
す
る
用
意
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
。
そ
こ
で
、
ホ
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
と
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
は
、
パ
リ
で
会
見
す
る

ア
メ
リ
カ
の
賛
同
が
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
と
答
え
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
六
月
に

ワ
シ
ン
ト
ン
国
務
省
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
政
府
は
、
「
任
意
の
行
動
」
を
妨
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
見
解
を
示
し
、
ド
イ
ツ
に
お
け

る
ア
メ
リ
カ
の
最
高
司
令
官
ジ
ョ
ン
・
マ
ッ
ク
ロ
イ
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
が
ド
イ
ツ
連
邦
政
府
と
被
害
賠
償
の
交
渉
を
開
始
す
る
こ
と

を
認
め
る
宣
言
を
な
す
よ
う
努
力
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
。
こ
の
宣
言
は
、

の
翌
日
の
九
月
二
七
日
の
連
邦
議
会
で
は
、

(312) 

を
行
っ
た
。

ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
は
、

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

ユ
ダ
ヤ
民
族
に
対
す
る
財
産
の
返
還
と
補
償
に
つ
い
て
歴
史
的
な
宣
言

一
九
五
一
年
一

0
月
二
六
日
に
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ウ
ァ
ル
ド
ル
フ
・
ア
ス
ト
リ
ア
・
ホ
テ
ル
で
、
世
界
中
の
ユ
ダ
ヤ
人

一
五
六



り
も
な
か
っ
た
両
国
の
間
に
締
結
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
国
際
法
上
の
画
期
的
な
先
例
の
意
味
を
も
つ
。
こ
こ
で
締
結
さ
れ
た
協
定
と
議

一
九
五
三
年
三
月
一
八
日
に
連
邦
議
会
で
、
二

0
日
に
連
邦
参
議
院
で
批
准
さ
れ
た
。
こ
の
協
定
は
、
「
イ
ス
ラ
エ
ル
協
定
」

と
も
、
ま
た
、
し
ば
し
ば
「
ル
ク
セ
ン
プ
ル
ク
協
定
」
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
連
邦
共
和
国
は
、
三
四
億
五
千
万
マ
ル
ク

の
総
額
の
物
資
を
ご
一
年
か
ら
一
四
年
の
間
に
イ
ス
ラ
エ
ル
に
支
払
う
義
務
を
負
っ
た
。
こ
の
中
か
ら
イ
ス
ラ
エ
ル
は
四
億
五
千
万
マ
ル

ク
を
請
求
会
議
に
支
払
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
合
意
に
も
と
づ
い
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
し
て
、

年
末
ま
で
一
四
年
払
い
で
物
資
供
給
お
よ
び
役
務
提
供
の
形
で
、
総
額
三

0
億
マ
ル
ク
を
支
払
っ
た
。
こ
の
協
定
の
前
文
に
よ
れ
ば
、
支

払
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
、
多
く
の
ド
イ
ツ
お
よ
び
元
ド
イ
ツ
の
支
配
下
に
あ
っ
た
地
域
か
ら
、
追
い
立
て
ら
れ
た
無
産
の
ユ
ダ
ヤ
人
難
民

を
移
住
さ
せ
、
し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
対
し
て
、
生
じ
た
編
入
費
用
の
包
括
的
な
弁
済
に
対
す
る
請
求
権
が
与
え
ら
れ
る

と
い
う
困
難
な
負
担
を
負
っ
た
こ
と
に
鑑
み
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

定
書
は
、

ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

求
会
議
代
表
の
ゴ
ル
ト
マ
ン
お
よ
び
連
邦
首
相
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
が
補
償
協
定
に
署
名
し
た
。
こ
れ
は
、
国
交
も
そ
の
他
の
正
式
の
つ
な
が

に
陥
っ
た
が
、

組
織
の
代
表
者
が
集
ま
り
、
反
対
の
デ
モ
隊
が
会
場
に
乱
入
す
る
と
い
う
ハ
ッ
プ
ニ
ン
グ
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
最
終
コ
ミ
ニ
ュ
ケ
に
お
い

て
、
会
議
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
の
要
求
に
対
す
る
完
全
支
持
を
表
明
し
た
。
そ
し
て
、
将
来
の
活
動
の
た
め
の
全
体
を
代
表
す
る
組
織

と
し
て
、
「
対
独
ユ
ダ
ヤ
物
的
請
求
会
議
」
の
創
立
を
決
議
し
、

か
ら
補
償
に
関
す
る
両
国
の
会
談
が
始
ま
り
、
二
月
末
に
は
、

一
九
五
二
年
九
月
一

0
日
に
、

一
五
七

一
九
六
五

(Sharett)

と
請

ナ
フ
ム
・
ゴ
ル
ト
マ
ン
を
委
員
長
に
選
出
し
た
。
翌
一
九
五
二
年
二
月

ロ
ン
ド
ン
の
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
・
ハ
ウ
ス
で
そ
の
額
の
交
渉
が
開
始
さ
れ
た
。

三
月
ニ
―
日
か
ら
八
月
ま
で
、
オ
ラ
ン
ダ
の
デ
ン
・
ハ
ー
グ
の
近
く
の
ヴ
ァ
セ
ナ
ー
ル

(
W
a
s
s
e
n
a
a
r
)

の
元
の
オ
ウ
ド
・
カ
ス
テ
ル
城

(343) 

に
お
い
て
ド
イ
ツ
の
代
表
と
イ
ス
ラ
エ
ル
お
よ
び
請
求
会
議
の
代
表
者
と
の
間
で
交
渉
が
行
わ
れ
た
。
五
月
中
旬
に
は
、
交
渉
は
、
危
機

ル
ク
セ
ン
プ
ル
ク
に
お
い
て
イ
ス
ラ
エ
ル
の
外
務
大
臣
シ
ャ
レ
ッ
ト

ハ
ー
グ
議
定
書
第
一
号
に
よ
り
、
連
邦
共
和
国
は
、
連
邦
補
償

（
一
四
八
五
）



⑪ ⑩ ⑨⑧  ⑦⑥⑤④③②  ① 

ル
ク
セ
ン
プ
ル
ク
と
の
条
約

ノ
ル
ウ
ェ
ー
と
の
条
約

デ
ン
マ
ー
ク
と
の
条
約

ギ
リ
シ
ア
と
の
条
約

オ
ラ
ン
ダ
と
の
条
約

フ
ラ
ン
ス
と
の
条
約

ベ
ル
ギ
ー
と
の
条
約

イ
タ
リ
ア
と
の
条
約

ス
イ
ス
と
の
条
約

イ
ギ
リ
ス
と
の
条
約

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の
条
約

一
九
五
九
年
七
月
―
一
日

一
九
五
九
年
八
月
七
日

一
九
五
九
年
八
月
二
四
日

一
九
六

0
年
三
月
一
八
日

一
九
六
0
年
四
月
八
日

一
九
六
0
年
七
月
一
五
日

一
九
六
0
年
九
月
二
八
日

一
九
六
一
年
六
月
―
一
日

一
九
六
一
年
六
月
二
九
日

一
九
六
四
年
六
月
九
日

一
九
六
四
年
八
月
＿
―
-
日

次
の
条
約
が
そ
れ
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
は
、

一
九
五
四
年
か
ら
一
九
六
四
年
ま
で
、

③
 
―
一
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
の
包
括
的
補
償
協
定

す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

一八

0
0
万
マ
ル
ク

六
0
0
0
万
マ
ル
ク

一
六
0
0
万
マ
ル
ク

一
億
一
五
0
0
万
マ
ル
ク

一
億
二
五
0
0
万
マ
ル
ク

四

億

マ

ル

ク

八
0
0
0
万
マ
ル
ク

四
0
0
0
万
マ
ル
ク

1
0
0
0
万
マ
ル
ク

―
1
0
0
万
マ
ル
ク

1
0
0
万
マ
ル
ク

定 ④
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
の
包
括
協

一
億
一

0

0
万
マ
ル
ク
を
支
払
っ
た
。

に
も
と
づ
き
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
は
、

べ
き
補
償
協
定
が
締
結
さ
れ
た
。
そ
れ

よ
び
均
等
化
条
約
に
お
い
て
、
し
か
る

れ
た
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
財
政
お

一
九
六
一
年
―
一
月
二
七
日
に
締
結
さ

オ
ー
ス
ト
リ
ア
政
府
と
は
、
同
じ
く

―
一
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
の
間
に
、

ナ
チ
の
迫
害
処
分
に
よ
っ

法
を
発
布
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
り
、
議
定
書
第
二
号
に
よ
り
、
請
求
会
議
へ
の
包
括
的
支
払
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
ヘ
の
支
払
を
経
由

て
人
的
損
害
（
生
命
、
身
体
、
健
康
、
自
由
に
対
す
る
）
を
受
け
た
が
、
連
邦
補
償
法
の
時
点
原
則
と
住
居
条
件
を
満
た
し
て
い
な
い
た

め
に
法
律
上
の
給
付
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
れ
ら
の
国
の
国
籍
を
も
つ
者
の
た
め
に
一
括
額
の
支
払
に
関
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
合
意
を

(345) 

締
結
し
た
。
こ
れ
ら
の
額
の
分
配
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
外
国
政
府
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
た
。

一
五
八

（
一
四
八
六
）



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

一
九
八
六
年
夏
以
降
の
歴
史
家
論
争
は
、

一
五
九

行
わ
れ
た
疑
似
医
学
的
人
体
実
験
の
被
害
者

赤
十
字
国
際
委
員
会
を
通
じ
て
進
め
ら
れ
た
、

東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
籍
ま
た
は
住
居
を
も
つ
申
請
者
に
関
す
る
手
続
を
促
進
し
簡
略
化
す
る
た
め
に
、

で
に
四
カ
国
と
そ
の
疑
似
医
学
的
人
体
実
験
に
よ
っ
て
健
康
を
毀
損
さ
れ
た
国
民
の
た
め
の
包
括
額
の
支
払
に
関
す
る
協
定
が
締
結
さ
れ

(346) 

ド
イ
ツ
の
過
去
を
す
で
に
歴
史
化
し
た
も
の
と
し
て
、
「
相
対

化
」
し
よ
う
と
い
う
動
向
と
、
そ
れ
に
反
対
す
る
動
向
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
を
象
徴
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
補
償
に
つ
い
て
も
、
ド
イ
ツ
が

す
で
に
そ
の
義
務
を
十
分
に
果
た
し
た
と
す
る
意
見
と
ま
だ
十
分
で
な
い
と
い
う
意
見
の
対
立
が
見
ら
れ
る
。
「
あ
る
者
は
、
ド
イ
ツ
人

(347) 

は
ま
だ
当
為
の
も
と
に
立
っ
て
い
る
と
言
い
、
他
の
者
は
す
で
に
払
い
す
ぎ
た
と
信
じ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
中
間
の
意
見
が
あ
る
」

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
補
償
の
問
題
は
、
年
金
に
よ
る
補
償
の
形
を
と
る
も
の
や
申
請
漏
れ
の
ケ
ー
ス
の
処
理
を
も
含
め
て
、

い
ま
だ
に
残
存
し
て
お
り
、
西
暦
二
0
0
0
年
を
越
え
て
続
い
て
い
く
も
の
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
統
合
に
よ
っ
て
、

旧
ド
イ
ツ
民
王
共
和
国
の
「
補
償
」
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
る
か
も
、
新
た
な
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
重
要

な
の
は
、

ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
残
虐
性
や
悲
惨
さ
を
思
い
起
こ
す
と
き
、
こ
の
被
害
を
完
全
に
補
償
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、

⑫
補
償
の
過
去
の
克
服
に
対
す
る
意
義

②
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア

③
ハ
ン
ガ
リ
ー

④
ポ
ー
ラ
ン
ド

①
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

一
九
六
一
年
四
月
二
四
日

お
よ
び
一
九
六
一
＿
一
年
九
月
七
日

一
九
六
九
年
一

0
月
三
0
日

一
九
七
一
年
一
月
二
二
日

一
九
七
二
年
―
一
月
一
六
日

八
0
0
万
マ
ル
ク

七
五

0
万
マ
ル
ク

六
二
五
万
マ
ル
ク

一

億

マ

ル

ク

（
一
四
八
七
）

一
九
六
一
年
か
ら
一
九
七
―
一
年
ま

一
九
六

0
年
以
降
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
お
け
る

に
関
す
る
補
償
に
関
す
る
協
定
も
属
す
る
。

J

の
関
係
に
は
、
ナ
チ
の
強
制
収
容
所
で



そ
の
第
一
は
、

イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
を
固
め
る
重
要
な
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
ド
イ
ツ
は
、
過
去
の
犯
罪
に
対
す
る
「
補
償
」
と
い
う
経

済
的
重
荷
を
背
負
い
つ
つ
経
済
復
興
を
な
し
遂
げ
、
他
方
、
日
本
は
、
と
く
に
侵
略
さ
れ
た
諸
外
国
や
外
国
人
被
害
者
に
対
す
る
補
償
の

問
題
に
目
を
塞
い
で
、
経
済
成
長
を
最
優
先
さ
せ
る
政
策
を
取
り
続
け
た
。
（
西
）

余
儀
な
く
さ
れ
、
政
治
的
・
道
義
的
決
断
に
追
随
し
た
と
も
言
え
る
。
こ
こ
で
は
、

迫
っ
た
よ
う
に
、
被
害
者
の
救
済
が
こ
の
分
野
で
法
理
論
に
新
た
な
地
平
を
開
い
た
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
新
た
な
地
平
と
い

(349) 

い
う
る
も
の
を
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
に
よ
り
な
が
ら
列
挙
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

一
九
四
七
年
か
ら
一
九
四
九
年
に
か
け
て
、
ド
イ
ツ
の
占
領
権
力
が
、
軍
政
府
法
の
形
で
、
財
産
返
還
法
を
発
布
し
、

ド
イ
ツ
・
ラ
イ
ヒ
国
民
や
平
和
に
併
合
さ
れ
た
国
の
国
民
に
対
し
て
、
返
還
を
規
定
し
た
の
は
、
「
国
際
法
上
の
革
命
」
で
あ
る
と
い
う

て
行
わ
れ
た
こ
と
は
特
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
あ
る
。

（
一
四
八
八
）

一
九
五
一
年
三
月
―
二
日
に
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
か
ら
連
合
諸
国
に
手
渡
さ
れ
た
「
親
書
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
、
す
べ
て
の
迫
害
に
つ
い
て
妥
当
す
る
。
「
そ
の
よ
う
な
身
の
毛
の
よ
だ
っ
犯
罪
は
、
物
的
な
賠
償
に
よ
っ
て
、
た
と
え

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
種
類
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
贖
わ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
…
…
損
害
賠
償
の
支
払
は
、
破
壊
さ
れ
た
人
間
の
生
命

お
よ
び
文
化
的
価
値
を
回
復
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
あ
る
い
は
、
た
だ
残
忍
な
想
像
力
を
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
方
法
で
駆
使
し
て
殺
害
さ
れ

た
男
達
や
女
達
ま
た
子
供
達
の
責
苦
や
苦
痛
を
贖
罪
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
…
…
死
者
は
も
は
や
生
き
返
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
苦
痛

（渾）

を
消
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
し
」
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
補
償
は
、
あ
く
ま
で
、
「
物
的
」
な
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

道
義
的
な
責
任
を
幾
分
和
ら
げ
る
だ
け
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
ド
イ
ツ
の
補
償
が
、
従
来
の
法
理
論
の
伝
統
を
破
っ
て
新
た
な
次
元
を
開
い
て
、
ま
さ
に
政
治
的
・
道
義
的
決
断
と
し

関
法
第
四
二
巻
第
六
号

一
九
五

0
年
代
、
六

0
年
代
は
、
日
独
両
国
に
と
っ
て
、
そ
の
経
済
成
長
の

ド
イ
ツ
で
は
、
法
理
論
は
、
こ
の
分
野
で
は
修
正
を

日
本
に
お
け
る
公
害
訴
訟
が
民
法
理
論
の
変
更
を

一
六
〇



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

一六

国
際
法
で
あ
る
と
い
う
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
の
疑
問
の
出
発
点
そ
の
も
の
に
疑
問
の
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
は
、
返
還
法
に
お
け
る
ユ
・
ダ
ヤ
人
の
継
承
組
織
に
、
死
者
の
財
産
を
相
続
さ
せ
る
と
い
う
制
度
が
、

よ
う
な
継
承
組
織
に
よ
る
相
続
に
よ
っ
て
全
部
で
三
五
億
マ
ル
ク
の
返
還
さ
れ
た
財
産
価
値
の
う
ち
三
億
マ
ル
ク
、

（
連
邦

(350) 

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
の
指
摘
す
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
国
家
は
、
自
国
民
に
対
し
て
は
、
国
際
法
違
反
と
し
て
、
返

還
義
務
を
負
う
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
の
が
国
際
法
の
伝
統
的
理
論
で
あ
る
の
に
、
こ
れ
に
反
し
て
、
占
領
権
力
が
、
返
還
を
規
定
し
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
指
摘
の
点
に
つ
い
て
は
、
国
際
法
に
疎
い
著
者
に
は
適
正
な
判
断
は
で
き
な
い
が
、
軍
政
府
立
法
が

ド
イ
ツ
の
相
続
法
か
ら
は
考

え
ら
れ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
民
法
一
九
三
六
条
で
は
、
こ
の
場
合
、
相
続
財
産
は
国
庫
に
帰
属
す
る
。
し
か
し
、
不
法
を

行
っ
た
国
家
を
継
承
す
る
国
家
の
国
庫
に
帰
属
さ
せ
る
の
は
極
め
て
疑
問
で
あ
る
か
ら
、
結
論
的
に
は
こ
の
措
置
は
妥
当
で
あ
る
。
こ
の

つ
ま
り
八
•
五
パ
ー

第
三
は
、
損
害
の
蓋
然
性
の
程
度
に
よ
っ
て
返
還
法
上
の
損
害
賠
償
を
算
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。
没
収
さ
れ
た
財
産
が
、
返
還
法
に
よ

る
補
償
の
対
象
と
な
る
の
は
、
そ
れ
が
、
返
還
法
の
妥
当
領
域
に
あ
っ
た
場
合
、
ま
た
は
外
国
か
ら
、
そ
の
妥
当
領
域
に
持
ち
込
ま
れ
た

と
き
の
み
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
「
持
ち
込
ま
れ
た
」
と
い
う
事
実
は
、
被
害
者
が
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

返
還
法
五
条
）
。
し
か
し
、
こ
の
立
証
は
困
難
で
あ
り
、
多
数
の
申
請
が
却
下
さ
れ
た
。
多
数
の
確
定
判
決
を
受
け
た
決
定
が
後
に
、
し

か
し
誤
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
は
、
立
法
者
に
よ
っ
て
再
申
請
す
る
可
能
性
が
開
か
れ
た
。
立
法
者
は
、

再
申
請
の
た
め
に
は
、
没
収
さ
れ
た
財
産
が
「
没
収
領
域
か
ら
一
般
的
処
分
に
基
づ
い
て
、
全
く
あ
る
い
は
圧
倒
的
に
」
連
邦
返
還
法
の

妥
当
領
域
に
達
し
た
と
い
う
前
提
を
要
求
し
て
い
る
。
こ
の
「
一
般
的
処
分
」
と
は
、
「
没
収
処
分
」
で
あ
り
、
ナ
チ
政
権
に
よ
っ
て
組

織
的
・
官
僚
的
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ラ
イ
ヒ
に
「
運
び
こ
ま
れ
た
」
も
の
と
み
な
さ
れ
、
「
一
応
の
証
明
」

(
p
r
i
m
a
facie 

セ
ン
ト
が
返
還
さ
れ
た
。

（
一
四
八
九
）



方
法
が
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

で
二
億
マ
ル
ク
の
和
解
が
処
理
さ
れ
た
。

B
e
w
e
i
s
)

が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
没
収
処
分
の
中
に
も
、

（
一
四
九
0
)

一
括
化

オ
ラ
ン
ダ
で
行
わ
れ
た
「
家
財
作
戦
」

(
M
o
b
e
l
,
 Aktion) 

の
よ
う
に
一
部
は
ラ
イ
ヒ
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
は
例
外
で
あ
る
。
「
持
ち
込
み
」
と
い
う
要
件
事
実
は
、
再

申
請
の
手
続
前
提
で
あ
り
、
請
求
の
前
提
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
損
害
賠
償
の
算
定
の
問
題
に
影
響
が
現
れ
た
。
あ
る
者
は
、

一
応
の
証
明
は
そ
れ
が
反
証
さ
れ
な
い
限
り
完
全
な
証
明
に
な
る
か
ら
、
完
全
な
賠
償
が
受
け
ら
れ
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

他
の
者
は
、
反
対
の
立
証
の
可
能
性
を
残
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
成
功
の
蓋
然
性
の
程
度
に
よ
っ
て
百
分
率
で
段
階
づ
け
ら
れ
た
損
害
賠

償
が
受
け
ら
れ
る
と
主
張
し
た
。
実
務
で
は
、
こ
の
点
は
、
被
害
者
が
、
む
し
ろ
好
ん
で
和
解
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
甘
ん
じ
た
。
和
解

額
は
、
経
験
的
デ
ー
タ
に
よ
っ
た
。
例
え
ば
、
前
述
の
オ
ラ
ン
ダ
の
「
家
財
作
戦
」
で
は
、
八

0
パ
ー
セ
ン
ト
の
数
字
が
提
示
さ
れ
た
。

第
四
は
、
返
還
法
に
お
い
て
、
新
た
な
手
続
方
法
に
よ
っ
て
大
量
の
請
求
を
処
理
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
家
財
作
戦
」
に
お
い

て
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
被
害
者
は
、
オ
ラ
ン
ダ
政
府
に
よ
っ
て
組
織
的
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
政
府
と
連
邦
大
蔵
大
臣
の
間
で
、
何

万
も
の
未
処
理
の
請
求
が
、
段
階
づ
け
ら
れ
た
損
害
賠
償
に
基
づ
き
比
較
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
枠
組
協
定
が
締
結
さ
れ
た
。

同
じ
よ
う
な
事
例
で
は
同
じ
和
解
額
が
算
定
さ
れ
、
没
収
は
、
オ
ラ
ン
ダ
政
府
に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
た
。
損
害
賠
償
は
、
ま
た
、

さ
れ
た
。
貴
金
属
、
宝
石
、
美
術
品
な
ど
の
損
害
賠
償
が
一
括
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
短
期
間
に
、
「
家
財
作
戦
」
の
事
案
の
み
で
全
額

第
五
は
、
職
業
上
の
損
害
の
補
償
に
お
け
る
専
業
主
婦
の
損
害
の
算
定
の
問
題
で
あ
る
。
損
害
賠
償
の
額
は
、

括
化
」
の
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
損
害
類
型
に
分
け
て
個
人
的
要
素
を
考
慮
し
な
が
ら
一
括
的
に
算
定
す
る

一
括
化
の
基
準
と
し
て
選
ば
れ
た
の
は
、
連
邦
公
務
員
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
で
あ
る
。
す
べ
て
の
被
害
者
が
、

迫
害
前
の
そ
の
平
均
的
収
入
で
公
務
員
の
給
与
表
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
被
害
者
の
現
実
の
収
入
が
、
こ
の
表
の
額
に
達
し
た

関
法
第
四
一
一
巻
第
六
号

一
六

い
わ
ゆ
る
「
個
人
的
一



ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

一
六

と
き
に
、
補
償
は
終
わ
る
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
原
則
は
、
不
完
全
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
大
抵
の
被
害
者
は
、

既
婚
者
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
専
業
主
婦
の
寄
与
の
算
定
基
準
が
、
新
た
な
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
二
つ
の
問
題
が

―
つ
は
、
職
業
を
も
つ
主
婦
と
専
業
主
婦
の
平
等
扱
い
の
問
題
で
あ
り
、
他
は
、
家
庭
収
入
へ
の

主
婦
の
寄
与
分
の
割
合
の
算
定
の
問
題
で
あ
る
。
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
判
例
は
、
平
等
を
肯
定
し
た
。
主
婦
の
金
銭
収
入
で
は
な

い
労
働
収
入
の
算
定
の
た
め
の
原
則
に
つ
い
て
も
、
連
邦
裁
判
所
で
判
断
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、

い
つ
主
婦
の
金
銭
収
入
で
な
い
労
働
収

入
は
、
自
分
の
た
め
の
表
の
額
に
達
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
扱
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
公
務
員
の
場
合
が
基
準
と
さ
れ
た
。
公

務
員
の
恩
給
に
お
い
て
は
、
昼
食
代
と
か
交
際
費
な
ど
の
補
充
的
出
費
が
給
与
の
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
さ
れ
、
定
年
前
の
七
五
パ
ー
セ
ン

ト
を
受
け
取
る
。
公
務
員
の
未
亡
人
は
、
定
年
前
の
夫
の
給
料
の
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
か
恩
給
の
六
0
バ
ー
セ
ン
ト
か
を
選
択
で
き
る
。
連

邦
裁
判
所
に
は
、
諸
経
費
が
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
は
多
す
ぎ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
、
こ
れ
を
二

0
パ
ー
セ
ン
ト
と
み
た
。
そ
し
て
、

残
り
の
八

0
バ
ー
セ
ン
ト
の
半
分
で
あ
る
四
0
パ
ー
セ
ン
ト
を
主
婦
の
寄
与
分
と
し
た
。
そ
し
て
、
家
庭
の
収
入
に
占
め
る
彼
女
の
割
合

が
、
彼
女
の
表
の
六

0
バ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
た
と
き
に
、
主
婦
に
対
す
る
補
償
期
間
が
終
わ
る
も
の
と
し
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
解
決
方

(351) 

法
に
は
工
夫
が
み
ら
れ
、
実
用
的
で
可
能
な
範
囲
内
で
適
切
で
も
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

第
六
は
、
補
償
法
に
お
け
る
因
果
関
係
の
補
充
的
要
件
と
し
て
の
「
迫
害
に
固
有
で
あ
る
」
こ
と
と
い
う
要
件
の
問
題
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
、
民
法
で
展
開
さ
れ
た
相
当
因
果
関
係
の
概
念
で
は
、
十
分
で
な
く
、
そ
の
上
に
な
お
補
充
的
な
基
準
か
ら
帰
属
が
限
定
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
が
、
補
償
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
、
相
当
因
果
関
係
が
肯
定
さ
れ
て
も
、
通
常
よ
り
も
、
「
迫
害
」
に
よ
っ
て
危
険
が
高
め
ら

れ
た
か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
、
「
迫
害
に
固
有
」
の
危
険
と
い
え
る
か
ど
う
か
が
基
準
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
迫

害
さ
れ
、
不
法
行
為
に
走
り
、
空
襲
の
際
に
防
空
壕
に
逃
げ
込
ん
で
負
傷
し
た
場
合
、
相
当
性
は
あ
る
が
、
戦
争
に
お
け
る
通
常
の
危
険

（
一
四
九
一
）



再
申
請
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

（
一
四
九
二
）

を
迫
害
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
に
固
有
的
に
高
め
た
と
は
い
え
ず
、
こ
の
場
合
、
帰
属
が
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
七
は
、
補
償
法
に
お
け
る
確
定
力
の
破
棄
の
問
題
で
あ
る
。
補
償
法
は
、
全
く
新
し
い
分
野
で
あ
り
、
実
験
的
性
格
を
も
つ
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
も
、
当
初
の
経
済
的
状
況
か
ら
十
分
な
も
の
で
は
な
く
、
徐
々
に
改
善
さ
れ
、
被
迫
害
者
に
有
利
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
際
、
新
法
は
、
遡
及
効
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
新
法
で
は
、
す
で
に
確
定
し
た
決
定
が
あ
っ
て
も
、
改
め
て

「
革
命
的
な
進
歩
」
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
再
申
請
に
つ
い
て
裁
判
所
の
審
理
の
可
能
性
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に

よ
っ
て
肯
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

て
入
る
こ
と
を
拒
否
し
た
官
庁
の
裁
量
的
決
定
の
裁
判
所
に
よ
る
審
理
を
可
能
に
し
た
。
当
事
者
は
、
官
庁
の
誤
り
の
な
い
裁
量
権
の
行

使
に
対
す
る
権
利
を
有
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
正
義
の
た
め
に
法
的
安
定
性
を
後
退
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

(352) 

は
、
確
定
判
決
に
対
し
て
も
妥
当
す
る
。
こ
の
連
邦
裁
判
所
の
決
定
の
射
程
は
、
極
め
て
大
き
い
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
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R
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(293) 
Diix, D
e
m
o
k
r
a
t
i
e
 u
n
d
 R
e
c
h
t
 1
9
8
 0
 ,
 s. 2

6
3
.
 

(294) 
O
t
t
o
 
Kiister• 

Hi:ichstrichterliche R
e
c
h
t
s
p
r
e
c
h
u
n
g
 z
u
m
 W
i
e
d
e
r
g
u
t
m
a
c
h
u
n
g
s
r
e
c
h
t
,
 in: R
z
W
 3
2
 (
1
9
8
1
)
,
 
S. 9
8
;
 
vgl• 

H
e
B
d
o
r
 ,
 

fer, 
a. 
a. 
0
 ., 
s. 2
4
1
.
 

(295) 
E
r
l
a
B
 
d
e
s
 
l
n
n
e
n
m
i
n
i
s
t
e
r
s
 d
e
s
 L
a
n
d
e
s
 N
o
r
d
r
h
e
i
n
 ,
 
W
 estfalen 
v. 
9
.
 
7
.
 
1
9
8
0
 
betr. 
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D
u
r
c
h
f
i
i
h
r
u
n
g
 d
e
s
 B
u
n
d
e
s
e
n
t
s
c
h
a
d
i
 ,
 

gungsgesetges• 

in: R
z
W
 3
1
 (
1
9
8
0
)
,
 
S. 
1
2
2
;
 
vgl• 

HeBdi:irfer, 
a. 
a. 
0., S. 2
4
2
.
 

(296) 
HeBdi:irfer, a. 
a. 
0., S. 2
4
7
.
 

(297) 
B
e
s
c
h
l
u
B
e
m
p
f
e
h
l
u
n
g
,
 B
T
 
,
 
D
r
.
 1
1
/
1
3
9
2
;
 HeBdi:irfer, a. 
a. 
0., 
S. 2
4
8
.
 

(298) 
H
e
B
d
o
r
f
e
r
,
 a. 
a. 
0., S. 2
4
6
.
 

(299) 
B
u
n
d
e
s
a
n
z
e
i
g
e
r
 N
r
.
 5
5
 v
o
m
 19
.
 3
.
 
1
9
8
8
 ;
 H

e
B
d
o
r
f
e
r
,
 a. 
a. 
0., S. 2
4
6
.
 

(300) 
A
r
n
o
l
d
 
Spitta, 
E
n
t
s
c
h
a
d
i
g
u
n
g
 
fiir 
Z
i
g
e
u
n
e
r●

 

G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 
eines 
Vorurteils, 
in: (Hrsg.v• 

H
e
r
b
s
t
/
G
o
s
c
h
l
e
r
)
 ,
 Wi

e
d
e
r
g
u
t
 ,
 

m
a
c
h
u
n
g
 in 
d
e
r
 B
u
n
d
e
s
r
e
p
u
b
l
i
k
 D
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d
,
 S. 3
8
5
.
 

(301)

マ
ー
テ
ィ
ン
・
金
子
「
ナ
チ
ス
時
代
の
『
ジ
プ
シ
ー
」
に
つ
い
て
」
ド
ナ
ル
ド
・
ケ
ン
リ
ッ
ク
、
グ
ラ
タ
イ
・
パ
ッ
ク
ソ
ン
（
小
川
悟
訳
）

「
ナ
チ
ス
時
代
の
『
ジ
プ
シ
ー
』
」
(
-
九
八
四
年
）
二
九
四
頁
以
下
参
照
。

(302) 
Vgl. 
M
i
c
h
a
e
l
 N
 im
m
e
r
m
a
n
n
,
 D
i
e
 nationalsozialistische 
V
e
r
n
i
c
h
t
u
n
g
s
p
o
l
i
t
i
k
 g
e
g
e
n
 Sinti 

u
n
d
 R
o
m
a
,
 in 
:
 Au
s
 Politik 
g

d

 

Zeitgeschichte, 1
9
8
7
,
 
S. 3
1
.
 

(
3
0
3
)
N
 i
m
m
e
r
m
a
n
n
,
 a. 
a. 
0., 
S. 3
1
.
 

こ
の
政
策
は
、
す
で
に
啓
蒙
絶
対
主
義
の
ジ
プ
シ
ー
対
策
で
あ
っ
た
。

(304)

ナ
チ
の
人
種
研
究
者
で
あ
り
、
ナ
チ
の
「
ジ
プ
シ
ー
問
題
」
に
関
す
る
「
意
見
形
成
」
に
一
役
買
っ
た
エ
ー
フ
ァ
・
ユ
ス
テ
ィ
ン

(
E
v
a

Justin)

は
、
ナ
チ
が
ジ
プ
シ
ー
を
い
わ
ゆ
る
非
社
会
者
と
同
視
す
る
点
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
ジ
プ
シ
ー
問
題
は
、
ユ
ダ
ヤ
問
題

と
比
較
で
き
な
い
。
ま
さ
に
混
血
の
調
査
が
そ
の
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
ジ
プ
シ
ー
な
い
し
ジ
プ
シ
ー
混
血
問
題
は
、
非
社
会
者
問
題
の
一
部
で

あ
る
。
プ
リ
ミ
テ
ィ
プ
な
ジ
プ
シ
ー
の
種
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
イ
ン
テ
リ
の
よ
う
に
、
全
体
と
し
て
の
ド
イ
ツ
民
族
を
何
ら
か
の
形
で
蝕
み
、
あ
る

い
は
、
危
険
に
陥
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
…
…
ほ
と
ん
ど
す
ぺ
て
の
ジ
プ
シ
ー
お
よ
び
ジ
プ
シ
ー
混
血
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
極
め

て
ふ
し
だ
ら
で
感
じ
が
悪
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
危
険
を
も
た
ら
す
。
そ
し
て
、
も
し
社
会
的
に
脱
線
さ
せ
な
い
で
お
こ
う
と
す
れ
ば
、
つ
ね
に
指

導
し
、
援
助
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
民
族
は
、
信
頼
の
で
き
る
努
力
す
る
人
間
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
未
熟
な

関
法
第
四
二
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第
六
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た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
人
種
に
よ
る
理
由
か
ら
の
迫
害
で
は
な
い
と
し
た
）

A｝

G
H
 Urteil v. 
1. 
3
.
 
1
9
6
1
 ,
 V
I
 N
 R
 1
9
2
/
6
0
 

(
こ
こ
で
も
、

定
住
し
て
お
り
、
土
地
を
も
所
有
し
て
お
り
、
警
察
に
も
異
議
の
な
い
生
活
を
営
ん
で
い
た
ジ
プ
シ
ー
が
一
九
三
八
年
に
非
社
会
者
と
し
て
拘
禁

さ
れ
た
事
案
に
対
し
て
、
人
種
的
理
由
か
ら
の
迫
害
を
肯
定
し
た
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
判
決
を
、
「
誤
っ
て
行
わ
れ
た
拘
禁
で
あ
る
」
と
い
う

理
由
で
、
破
棄
し
た
。

vgl.
Spitta, 
a. 
a. 
0., S. 3
9
5
£
.
)

。
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G
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1
8
.
 
1
2
.
 
1
9
6
3
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R
z
W
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6
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S. 2
0
9
.
 

(323) 
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2
8
7
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 S. 3
4
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T
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Dr. 1
0
/
6
2
8
7
,
 S. 3
6
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B
T
 ,
 
Dr. 1
0
/
3
2
9
2
.
 

(327) 

B
T
 ,
 
Dr. 1
0
/
6
2
8
7
,
 S. 3
7
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(328) 

B
T
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Dr. 1
0
/
6
2
8
7
,
 S. 3
8
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(329) 

B
T
 ,
 
Dr. 1
0
/
6
2
8
7
,
 S. 4
7
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(330) 

B
T
 ,
 
Dr. 1
0
/
6
2
8
7
,
 S. 4
8
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(331) 

B
T
 ,
 
Dr. 1
0
/
6
2
8
7
,
 S. 4
8
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(332) 

B
T
 ,
 
Dr. 1
0
/
6
2
8
7
,
 S. 4
8
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(
3
3
3
)
佐
藤
•
世
界
一
九
九
一
年
―
一
月
号
―
―-
0二
頁
に
よ
れ
ば
、

一
九
六
六
年
ま
で
に
請
求
会
議
に
対
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
の
強
制
労

働
者
の
た
め
に
支
払
っ
た
企
業
お
よ
び
支
払
わ
れ
た
金
額
は
、

下
の
表
の
通
り
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
一
九
五

0
年
に
提
起
さ
れ
た
I
.
G
・
フ
ァ
ル
ペ

ン
に
対
す
る
、
囚
人
と
し
て
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
ー
モ
ノ

ヴ
ィ
ッ
ツ
の

I
.
G
．
フ
ァ
ル
ベ
ン
に
お
い
て
溶
接
工
と
し
て

強
制
労
働
さ
せ
ら
れ
て
い
た
一
九
二
二
年
生
ま
れ
の
ノ
ル
ベ
ル
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ナ
チ
の
「
不
法
と
犯
罪
」
の
戦
後
処
理
囚

ト
・
ヴ
ォ
ル
ハ
イ
ム

(
N
o
r
b
e
r
t
W
o
l
l
h
e
i
m
)

の
訴
訟
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
は
、
「
ヴ
ォ
ル
ハ
イ
ム
訴
訟
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、

W
o
l
f
g
a
n
g
B
e
n
z
,
 D
e
r
 W
o
l
l
h
e
i
m
 ,
 Pr
o
z
e
B
.
 Z
w
a
n
g
s
a
r
b
e
i
t
 fi.ir 
I. 
G
.
 F
a
r
b
e
n
 in 
A
u
s
c
h
w
i
t
z
,
 in: 
H
e
r
b
s
t
/
 

G
o
s
c
h
l
e
r
,
 a. 
a. 
0., S
.
 3
0
3
f
f
・
 

ド
イ
ツ
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
軍
需
会
社
と
同
様
、

I
•
G

・
フ
ァ
ル
ベ
ン
は
、
S
S

の
経
済
・
行
政
本
部
と
の
間
で
、
囚
人
を
強
制
収
容
所
の

管
理
か
ら
労
働
力
と
し
て
借
り
受
け
る
契
約
を
締
結
し
て
い
た
。

I
.
G
・
フ
ァ
ル
ベ
ン
は
、
補
助
作
業
か
専
門
作
業
か
に
応
じ
て

S
S
に
賃
金

を
支
払
っ
て
い
た
。
囚
人
自
身
は
一
銭
も
受
け
取
ら
な
か
っ
た
。
一
九
五
一
年
―
一
月
三
日
に
ヴ
ォ
ル
ハ
イ
ム
の
弁
護
士
オ
ル
モ
ン
ト
は
、

I
.

G
・
フ
ァ
ル
ベ
ン
株
式
会
社
に
対
し
て
「
被
告
が
原
告
に
一
九
四
三
年
一
＿
一
月
一
五
日
か
ら
一
九
四
五
年
一
月
一
八
日
ま
で
に
そ
の
労
働
力
を
濫
用

的
に
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
認
定
を
行
う
よ
う
訴
え
を
提
起
し
た
。
請
求
額
は
、

わ
ざ
と
低
く
抑
え
ら
れ
た
。
一
万
マ
ル
ク
で
あ
る
。
会
社
の
不
当
利
得
が
主
張
さ
れ
た
。
会
社
側
の
弁
護
士
は
、
公
判
に
お
い
て
溶
接
エ
ヴ
ォ
ル

ハ
イ
ム
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
建
築
物
は
、
戦
争
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
た
め
、
利
得
は
な
く
な
っ
た
と
主
張
し
た
。
裁
判
は
、
一
九
五
二
年
一
月

一
六
日
に
開
始
さ
れ
た
。
一
九
五
一
＿
一
年
二
月
に
証
拠
調
は
終
了
し
た
。

I
.
G
・
フ
ァ
ル
ペ
ン
側
の
弁
護
士
に
と
っ
て
危
険
だ
っ
た
の
は
、
も
し

こ
の
主
張
を
認
め
れ
ば
、
多
く
者
が
追
随
す
る
と
い
う
見
込
み
で
あ
っ
た
。
元
の
囚
人
達
が
、
一
九
五
二
年
秋
に
は
‘
―

1
0
0
人
も
オ
ル
モ
ン

ト
の
法
律
事
務
所
に
名
乗
り
を
あ
げ
た
。
一
千
マ
ル
ク
の
後
続
訴
訟
の
洪
水
に
見
舞
わ
れ
る
危
険
が
あ
っ
た
。
一
九
五
三
年
六
月
一

0
日
に
、
フ

ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
民
事
第
三
部
の
ク
ン
ケ
ル
裁
判
長
は
、
ヴ
ォ
ル
ハ
イ
ム
の
勝
訴
を
言
い
渡
し
た
。
そ
の
判
決
は
、

I
.
G
.

フ
ァ
ル
ベ
ン
に
、
千
マ
ル
ク
の
損
害
賠
償
お
よ
び
慰
謝
料
と
一
九
五
一
年
七
月
一
日
以
降
の
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
息
を
支
払
え
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
判
決
は
、
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
巻
き
起
こ
し
た
。

I
.
G
・
フ
ァ
ル
ペ
ン
は
控
訴
し
た
。
一
九
五
五
年
一
＿
一
月
に
は
訴
訟
は
、
再
び

最
高
潮
を
迎
え
た
。
し
か
し
、
弁
護
士
オ
ル
モ
ン
ト
は
和
解
を
考
え
て
い
た
。
二
千
万
マ
ル
ク
な
い
し
六
千
万
マ
ル
ク
の
和
解
額
は
、
ヴ
ォ
ル
ハ

イ
ム
の
満
足
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
請
求
会
議
の
ナ
フ
ム
・
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
と
の
話
合
の
結
果
、
請
求
会
議
の
代
表
者
が
、
I
•
G
.

フ
ァ
ル
ベ
ン
と
交
渉
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ヴ
ォ
ル
ハ
イ
ム
側
で
も
、
控
訴
審
を
維
持
す
る
財
政
的
援
助
も
必
要
で
あ
っ
た
し
、

1
.
G
.

フ
ァ
ル
ベ
ン
側
も
、
正
統
な
ユ
ダ
ヤ
人
組
織
の
最
高
権
威
に
よ
っ
て
、
一
回
限
り
の
補
償
の
支
払
の
交
渉
の
保
障
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

て
い
た
。
一
九
五
七
年
二
月
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
で
の
強
制
労
働
に
対
す
る
保
障
と
し
て
総
額
三
千
万
マ
ル
ク
を
取
り
決

め
た
合
意
が
成
立
し
た
。
一
九
五
八
年
に
、
二
七

0
0
万
マ
ル
ク
が
請
求
会
議
に
支
払
わ
れ
た
。
―
―

1
0
0万
マ
ル
ク
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
以
外
の
強
制

労
働
者
の
た
め
に
保
管
さ
れ
た
。
合
意
の
条
件
と
し
て
、

I
・
G
・
フ
ァ
ル
ベ
ン
に
は
、
こ
れ
以
上
の
請
求
訴
訟
は
提
起
し
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
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